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【巻頭言】滞納処分の適正化や税務の AI 化をグローバルに点検する

　【論説】石村耕治「アメリカの滞納処分手

続適正化の動向～わが国での私的場所の強制

捜索への立入許可状のすすめ」は、連邦税法

上の滞納処分（強制徴収）手続に傾斜する形

で、最新の租税手続の適正化の現状と課題に

ついて詳細に分析した論文である。

　アメリカ連邦の主要な租税は、申告納税方

式を採用する。納税者は、納期限までに確定

した税額を完納するように求められる。完納

しない場合、連邦税法（IRC）は、課税庁（IRS）

職員に、連邦税徴収（滞納）手続上の捜索

（search）・差押え（levy）にあたっては、令

状なし（warrantless）に自力で租税債務に

充当する財産（物）が所在する場所または住

居その他の場所に立入り捜索（search）し、

換価できる物を占有取得（seizure）する権

限を認めている。しかし、1977 年に、連邦最

高裁は、滞納者または滞納財産所有者（「納

税者」）のプライバシーが関係する住居その

他の場所に立入り捜索し物を押収する場合に

は、合衆国（連邦）憲法修正第 4 条に定める

令状主義の原則が適用になる旨判示した（GM

リーシング社判決）。

　石村論文では、この GM リーシング社判決

に従い、現在、連邦課税庁（IRS）は、納税

者のプライバシーが関係する住居その他の私

的場所を捜索し物を差押える場合で、その納

税者が立入りに任意に応じないときには、連

邦地方裁判所に申し立てて「立入許可状（writ 

of entry）」を得ている旨紹介している。連

邦最高裁の GM リーシング社判決は、わが国

の滞納処分のための納税者の住居その他私的

場所への強制調査・捜索の際の立入許可状の

導入に範を示しているといえるのではない

か。本稿は、わが国での滞納処分（強制徴収）

手続適正化改革の一助となるのではないか。

　【論説】石村耕治「AI 税務と税務専門職の

将来像を展望する～税務のスマート化とタッ

クスプライバシー」は、AI（人口知能）税務

の将来像について、分析した論文である。国

税庁が描いた「税務行政の将来像 2018/2019」

などを素材に、税務行政のスマート化、デジ

タル化に伴い、ディスラプション（創造的破

壊）の大波をかぶる国民・納税者や税務専門

職サイドに立って検討している。

　急速な経済のデータ化／デジタル化、納税

者からのリアルタイム対応の求めに応じる形

で、国税庁は「税務行政の将来像」をアナウ

ンスした。ただ、税務行政の AI 化をうたう

が、そのゆくえは不透明である。真の AI で

あるためには、AI が、①人間の頭脳（MI）と

同等あるいはそれ以上の認識・判断のスキル

を獲得していること（自律型 AI/ オートノマ

ス AI）、および、②決定・勧告を行う場合、

そのプロセス（過程）について説明責任負え

ること（explainable）（XAI/ エクスプレイ

ナブル AI であること）が求められる。石村

論文は、これらの点を究明し、真の AI 税務

判断業務実用化の論点は何かを明確にしてい

る。

　国税庁の税務行政の将来像では、納税者の

利便性を向上させ、税務調査や徴収の効率化・

高度化するために、納税者情報収集の積極化、

データベース（DB）の巨大化を目指すとして

いる。しかし、石村論文では、国税庁は、サ

イバー空間を浮遊する納税者のプライバシー

を「人権」としてとらえる視点を欠いている

と指摘する。現実（リアル）空間に加えサイ

バー／ネット／デジタル／オンライン空間で

存在する個人情報（個人データ）を包括した

独立した権利としての「租税プライバシー」、

「納税者プライバシー権の確立」が必要と指

滞納処分の適正化や税務のAI 化をグローバルに点検する滞納処分の適正化や税務のAI 化をグローバルに点検する
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摘する。デジタルエコノミーが拡大するなか、

税務職員の守秘義務だけでは、租税プライバ

シーを護れないと指摘する。IT 企業や巨大税

務監査企業（Big ４）などが、「タックス・

アナリティクス（tax analytics）」、すなわ

ち、個人や法人の税務データを含むビッグデ

ータを使った ML や AI をベースとする精度の

高い税務判断システムの実用化を急ぎ、徐々

に利活用の幅を広げてきている、という。石

村論文では、税務のデジタル化の推進にあた

っては、〝法人企業の申告データは金銭的に

換算できる財産（有価物）である〟という視

点にたって、「法人のタックスプライバシー

（corporate tax privacy）」を法認し、かつ

保護の対象とするように求める。

　データ量が増えるほど AI の精度はアップ

するし、プロファイングによる予測データの

正確性も高まる。しかし、データマイニング

（DM）、プロファイリング、データ照合など

の予測的分析手法や納税者のスコア化（格付

け）、「自動処理のみに基づく決定（automated 

decision making）」を放任するのは危ないと

いう。課税庁が、AI の利活用を広げる場合、

アルゴリズム（自動情報処理手順）やデータ

に含まれるバイハス（偏頗）による国民・納

税者への不当な決定や処分を増やしかねない

からである。

　石村論文では、国税通則法のような法律に、

現実空間に加えサーバー空間で流通・蓄積さ

れるデジタル化された納税者データや課税庁

保有データの包括的な開示・守秘規定を含む

情報プライバシー保護規定や、納税者が課税

庁のデータマイニングやデータ照合プログラ

ムなどに隠れたバイアス（偏頗）の是正請求

権、予測的プライバシー侵害（predictive 

privacy harms）の防止を念頭に自動処理の

みに基づく決定には服さなくともよい権利そ

の他の適正手続（due process）を求める権利

規定を設けるように提案をする。加えて、課

税庁が使う AI アルゴリズムのリスク評価を

制度化し、納税者がその適正性に疑問を感じ

る場合に争える適格を認める規定を盛り込む

必要がある、と指摘する。EU の一般データ保

護規則（GDPR）は、本人に法的効果や重大な

影響を与える自動処理のみに基づく決定を原

則として禁止している。また、データ主体に

は「自動決定に異議を申し立てる権利」を保

障する。わが国でも、導入しないといけない。

　さまざまな ICT（情報通信技術）を駆使し

た高度な税務 AI システム、税務ロボアドバ

イザーの実用化も夢ではなくなっている時代

である。2045 年には、人工知能（AI）は人

間の知能（MI）を超えるシンギュラリティ

（Singularity/ 技術的特異点）に到達すると

もいわれる。

　税務行政の将来像は、国税庁のブラックボ

ックスのなかで描かれ、その進捗状況が大本

営発表のごとく年次ベースで一方的にアナウ

ンスされる形では、「開かれた税務行政」の

イメージからは程遠い。石村論文では、国税

庁のデータベース（DB）を双方向型の仕組み

とし、納税者やその代理人に格納されたデー

タへの包括的なアクセス（情報開示）権を法

認し、DB の透明化、いわゆる「ホワイトボッ

クス化」を進言する。でないと、納税者や税

務専門職は課税庁に対峙できなくなると警鐘

を鳴らす。

　【対論】石村耕治・菊池純「アメリカのシ

ェアリングエコノミー課税論議」は、物や労

働力、場所などを共有するシェアリングエコ

ノミー（共有型経済）/P2P エコノミー（仲

間同士経済）に関する課税について、アメリ

カでの議論を中心に明快に紹介している。シ

ェアリング実例をもとに、主要なプレイヤー

である、「提供者」、「消費者」および双方の

橋渡し役である「仲介デジタル・プラットフ

ォーマー」の役割を解明している。物や場所

をシャアリングするのはともかく、オンデマ

ンド労働プラットフォーマーのアプリを使っ

て、請負契約の形で労働力をシェアリングは

疑問だとする。大量のフリーランスの「名ば

かり事業者」の誕生につながり、税務のみな

らず労働者の人権保護の面からも問題である

とする。副題でオンデマンド労働プラットフ

ォームの所在を問うている。これはアメリカ

のみならず、わが国でも同じである。

　  国民税制研究所（（JTIJTI ））事務局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 辻村祥造辻村祥造（税理士）
　  2019 年 12 月 10 日
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●はじめに

　アメリカ市民は概して、憲法に保障された権利

や市民的自由に対して敏感である。それにもかか

わらず、納税者の権利については、次第に鈍感に

なりつつあるとの見方もある。この背景には、税

法があまりにも複雑になり、一般の納税者がその

変化についていけなくなっているのも一因といわ

れる。また、議会共和党主導の税制改革では、租

税実体法／実体税法（substantive tax laws）の

改革には熱心であるものの、租税手続法／手続税

法（procedural tax laws）の改革は後回しにされ

がちであることも一因と指摘されている。事実、

2017 年のトランプ税制改革（TCJA=Tax Cuts and 

Jobs Act of 2017）においては、課税ベースの拡大、

税の抜け穴封じ、経済の奨励策など租税実体法上

の課題に集中しており、租税手続法上の課題には

ほとんどふれなかった。

　連邦税は申告納税制度のもとにあり、納税者

は、納期限までに確定した税額を完納するように

求められる。完納しないと、租税行政庁（課税庁）

は、租税債務の回収を求めて、納税者に対して滞

納処分手続まで段階的に進めることになる。この

場合、ほとんどの手続において、伝統的に課税庁

には、事前の司法の介在なしに（without prior 

judicial approval）、公権力（sovereign power）

を用いて自力で租税債務の強制的な回収をはかる

権限が付与されている。

　このことからもわかるように、納税者にとって

は、租税実体法のあり方とともに、租税手続法の

あり方も極めて需要である。連邦議会は、トラン

プ政権誕生前に、徴収上の適正手続（collection 
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due process）を強化するために数次にわたる租税

手続法改革を進めてきた。一連の租税手続法改革

では、納税者の権利侵害を伴う可能性の高い租税

手続に、納税者の積極的な参加を促す法的仕組み

を構築した。加えて、事前の司法の介在を積極化

させることで課税庁の強力な自力執行権に歯止め

をかける法的仕組みを構築した。こうした過去の

実績もあることから、連邦租税手続法における手

続的適正を重要視する姿勢は、わが国の租税手続

法制とは比べものにならないくらい厳正である。

　本稿は、連邦税法上の滞納処分（強制徴収）手

続に傾斜する形で、租税手続の適正化の現状と課

題について分析する。わが国での滞納処分（強制

徴収）手続改革の一助となれば幸いである。

I プロローグ：連邦税の徴収手続の全体像

　アメリカ合衆国（以下「アメリカ」または「連邦」

という。）の主要な租税（以下「連邦税」という。）

は、申告納税方式（self-assessment system）を

採用する 1。また、ほぼすべての連邦実体税法およ

び連邦手続税法は、内国歳入法典／ IRC=Internal 

Revenue Code）（以下「連邦税法（IRC）」または「税

法」ともいう。）に規定されている。個人所得税

（individual income tax）や法人所得税（corporate 

income tax）をはじめとした連邦税の納税義務を

負う者（納税者）は、連邦税法（IRC）を典拠にして、

自らで税額（tax liability）を査定（assessment）
2 し、法定期限までに申告するように求められ

る。連邦の租税行政庁である内国歳入庁／ IRS ＝

Internal Revenue Service）（以下「連邦課税庁

（IRS）」、「課税庁（IRS）」またはたんに「IRS」という。）

は、納税者が行った申告書をチェックする。申告

内容（自己査定額）に問題がなければ、必要に応

じて納税者に申告是認通知書（No change letter）

を交付する。一方、申告内容に問題があれば、IRS

は、必要に応じて税額査定のための税務調査を実

施する。IRS は、税務調査の結果、申告内容（査定

額）の修正が必要だとすると、納税者に対してそ

の修正内容案（proposed deficiency）を説明し、

受け入れるように提案する。しかし、納税者が修

正内容を受け入れない、または提案から 30 日たっ

ても返答がない場合、IRS は、通例、仮不足額通

知書（Proposed notice of deficiency ／ Preliminary 

notice of deficiency）、通称で「30 日レター（30 day 

letter）を納税者に交付する。30日レターの交付は、

連邦税法（IRC）上の要件ではないが、実務的には

税額査定のための机上調査（office audits）、書

簡調査（correspondence audits）および実地調査

（field audits）の結果を納税者に通知する目的で

幅広く使用されている。IRS は、納税者に 30 日レ

ターを交付する場合には、必要に応じて他にさま

ざまなフォームを添付する。

　30 日レターの交付を受けて、納税者は、大ま

かにいうと、次の 4 つのうち 1 つを選択するこ

とが可能である。①納税者は、30 日レターに記

された修正内容を受け入れ、フォーム 870（Form 

870）〔不足税額の査定および徴収にかかる制限の

放棄と過大査定の受諾（Waiver of restrictions on 

assessment and collection of deficiency in tax and 

acceptance of overassessment）〕に署名する、②納

税者は、IRS の不服審査官との協議を求める、③納

税者は、さらに情報を提供して調査官と話し合い

する、または④納税者が 30 日レターに返答しない。

　①納税者は、30 日レターに記された修正内容を

受け入れ、不争のフォーム 870（Form 870）に署

名して不足税額（deficiency in tax）を納付すれ

ば、租税債務は消滅する。一方、納税者が、④納

1  アメリカ連邦申告納税法制の邦文での分析については、拙著『アメリカ連邦所得課税法の展開～申告納税法制の

現状と課題分析』（財経詳報社、2017 年）参照。また、See, CCH, U.S. Master Tax Guide （102th ed, Kluwer, 

2019）; Leandra Lederman & Stephen Mazza, Tax Controversies: Practice and Procedure （Carolina Academic 

Press, 2018）; Giovanni Alberotanza, “ABA Tax Section: The Administrative Tax Collection Case,” （May 5, 

2016）; Camilla E. Watson, Tax Procedure and Tax Fraud in a Nutshell （5th ed., West, 2016）。なお、カミーラ・

E・ワトソン著、大柳久幸ほか訳『アメリカ税務手続法』（大蔵財務協会、2013 年）は、前掲書第 4版の邦訳である。

高橋重長「アメリカ合衆国の連邦税徴収手続」税大論叢 20 号（1990 年）も有益な邦文での研究である。また、本

稿執筆にあたり専門用語の適訳を精査するために、田中英夫編『英米法辞典』（有斐閣、1991 年）を参照した。
2  本稿では、「assessment」の言葉は「査定」と邦訳する。ただ、「査定」、「賦課」、「確定」または「課税」とも

邦訳できる。例えば、「assessment」の言葉は、自己賦課／自主申告（self-assessment）、賦課課税（official 

assessment）など、言葉の使われ方や、邦訳もさまざまである。ちなみに、賦課課税の伝統を継受する英米税法

でいう「self-assessment」は、わが国でいう「納税者による査定」の意味ではなく、「課税庁による査定（official 

assessment）」、あるいは第一次的に納税者が自発的に税額を計算し、課税庁が査定／確定するとの意味に近い。



税者が 30 日レターに返答しないとする。この場

合には、IRS は、通例、不足税額通知書（Notice 

of deficiency）、通称で「90 日レター（90 day 

letter）」を納税者に送達する。ちなみに、IRS

が納税者に送達する 90 日レター、すなわち不足

税 額 通 知 書（Notice of deficiency ／ Notice 

CP2319A または Letter 3219）には、さまざまな

フォーマットがある。これらは、一括して「SNOD

＝ Statutory notice of deficiency」とも呼ば

れる。不足額通知書（SNOD）は、つまり 90 日レ

ターの送達を受けた納税者は、①通知内容に同意

する（agreed）か、または②通知内容の同意せず

に（not agreed ／ unagreed）争うかに選択をす

るための 90 日の猶予期間が与えられる。納税者

は、90 日以内に、①通知内容に同意する（agreed）

とする。この場合には、通例、IRS は、SNOD に

加え、承諾／不争の旨（consent to proposed 

tax adjustment）を確認する書類（Form 4089 ／ 

Notice of deficiency-Waiver）を同封のうえ、納

税者に送達する。納税者は、この書類に署名する

ように求められる。逆に、納税者が、②不足税額

通知書（SNOD）つまり 90 日レターに同意しない

（not agreed ／ unagreed）とする。この場合には、

納税者は不足税額を納付することなしに連邦租税

裁判所（U.S. Tax Court）〔選択的に、納税者は

不足税額を納付したうえで連邦地方裁判所（U.S. 

District Court）または連邦請求裁判所（Court 

of Federal Claims）〕に提訴することができる。

ちなみに、この場合、連邦租税裁判所は終審である。

このことから、IRS は、納税者が 90 日以内に承諾

／不争の旨に同意し納付するか、または、納税者

が連邦租税裁判所で争った場合にはその判決まで

か、いずれか遅い方の間は、査定（assessment）、

さらに徴収行為（collection）を禁止される。な

ぜならば、連邦税法（IRC）は、不足税額が IRS の

記録簿に記録されるまで、IRS に、徴収、つまり差

押え（levy）を禁止しているからである。

　IRS が送達する不足税額通知書（SNOD）つまり

90 日レター（例えば、Notice CP2319B）は、納付

通知書ではない。納税者が、不足税額通知書やそ

の承諾／不争の旨を確認するフォーマット（Form 

4089）に同意／署名しない、または 90 日以内に提

訴もしないとする。この場合、IRS は、不足税額

通知書（SNOD ／ Notice CP2319A）に記載した額

をできるだけ速やかに適正な税額であると査定し、

納税者に対して連邦税リーエン／先取特権通知書

（NFTL=Notice of Federal tax lien）を送達した

うえで、その NFTL を登記（filing）する。その後、

IRS は、徴収手続を開始できる状態になる。

　IRS は、査定後、できるだけ速やかに、遅くとも

査定から 60 日以内に、その納税者に査定した額の

備忘／確認（Reminder of balance due）を目的と

した「査定・納付通知書（Notice of assessment and 

demand for payment ／ Notice of billing）、（課税実

務では、「Notice and demand」という。）」3 を送

達する。しかし、納税者が、普通郵便（regular 

mail）で出された最初の査定・納付通知書（例え

ば、Notice PC14, Notice CP 501）の送達を受け

た後に、納期限まで当該通知書に記載された金額

の納付を怠る（neglect）または拒否（refuse）し

たとする。この場合、IRS は、納税者に対して再度、

査定・納付通知書（例えば、Notice CP504）を受

取証明付配達証明郵便または書留郵便（certified 

mail, or return receipt mail, return receipt 

requested）で送達する。それでも、税額が納期限

までに納付されないとする。この場合、IRS は、納

税者に対して差押予告通知書（Notice of intent 

to levy）、課税実務的には通例、最終差押予告通

知書（IRS Letter 1058〔Final notice of intent 

to levy〕または IRS Letter 11）を受取証明付配

達証明郵便または書留郵便で送達する。IRS は、

この通知書の発送から 30 日経過後から、差押え

（levy）を開始できる。

　わが国の租税の強制徴収の法制では、課税庁は

自力執行力を使って納税者の財産を滞納処分（差

押え・占有取得・換価・配当）し租税債務（滞納

税額）に充当できる。これに対して、アメリカ連

邦税法（IRC）では、租税債務（滞納税額）の回収

を目的に強制徴収をするときに、課税庁（IRS）に

対して、次の 2 つの方法のうちいずれかを選択す

ることを認めている。すなわち、1つは、①後順位

の先取特権／リーエン 4 を消滅させるための連邦税
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3  本アメリカ税法でいう「査定・納付通知書（Notice of assessment and demand for payment ／ Notice and 

demand）」は、わが税法でいう「納税の告知」（国税通則法 36 条）と「督促」（国税通則法 37 条）」の性格を併せ

持つとみてよい。
4  アメリカ法上の「リーエン（Lien）は、わが民法でいう「先取特権」、「留置権」、「物上担保」のような性格を併せ持っ

ている。本稿では「リーエン／先取特権」と邦訳する。
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リーエン／先取特権実行訴訟（lien foreclosure 

suit ／ action to enforce lien）を提起する方法

である。もう 1 つは、わが国の滞納処分の場合と

同様に、② IRS が持つ自力執行力を使って納税者

の財産の差押え（levy, seize）し、強制徴収する

方法である①連邦税リーエン／先取特権実行訴訟

は、アメリカ税法に特有の強制徴収の仕組みであ

り、少し説明が要る。

　納税者は、納期限までに連邦税額を納付するこ

とが義務付けられている。納税者が、IRS から最初

の査定・督促通知書（Notice and demand、例えば、

Notice PC14, Notice CP 501）の送達を受けたの

にもかかわらず、そこに通知された額を完納しな

いとする。この場合、納税者に査定・納付通知書

を送達後おおむね 10 日経過後に、連邦税法（IRC）

に基づき連邦税リーエン／先取特権が、その納税

者が所有するすべての財産〔査定前に有していた

財産＋査定後の取得した財産〕に対して、査定時

に遡って自動的に成立する。そして、当該租税債

務が消滅するまで継続する。IRS は、納税者に対し

て連邦税リーエン／先取特権通知書（NFTL=Notice 

of Federal tax lien）を送達したうえで、その

NFTL を登記（filing）する。これは、登記しない

と、IRS が査定した未納の租税債権に対して連邦税

法（IRC）に基づき自動的に成立した連邦税リーエ

ン／先取特権の優先を主張して、第三者（他の債

権者）に対抗することはできないからである。

　連邦税リーエン／先取特権実行訴訟は、この登

記された連邦税リーエン／先取特権の執行、つま

り、一般の民事債務の場合と同様の方法で、連邦

地方裁判所に対して登記された対象財産を裁判所

の職員が換価し配当等を命じる判決を求める民事

／行政訴訟である。IRS が納税者に最初の査定・納

付通知書（Notice and demand）を送達しても、税

額が納期限までに納付されない場合、この時点で

（現実には査定・納付通知書の送達後 10 日程度経

過後）、IRS は、連邦税リーエン／先取特権通知書

（NFTL）を納税者に送達したうえで、租税債務（滞

納税額）の回収をするために連邦税リーエン／先

取特権実行訴訟を提起するわけである。

　一方、② IRS が持つ自力執行力を使って納税者

の財産を差押え（levy, seize）し、強制徴収する

方法も選択されている。この方法において、IRS

の徴収職員（RO=Revenue Officer）は、納税者本

人に差押予告通知書（通例、Letter 1058〔Notice 

of intent to levy〕）を交付する、金融機関など

第三者に差押通知書（通例、Form 668〔Notice 

of levy〕）を交付する、差押え後に財産所有者に

占有取得通知書（通例、Form 2433〔Notice of 

seizure〕）を交付することで、裁判所が発行した

令状なし（warrantless）で租税債務に充当する財

産（物）が所在する場所または住居その他の場所

に立ち入って差押え（levy）する権限を行使する。

　もっとも、現在、IRS は、滞納者または差押対象

財産を所有もしくは管理する第三者（以下「納税者」

という。）の私的場所に立ち入って差押えをする場

合で、その場所がプライバシー保護の期待される私

的場所であるときには、その納税者等が立ち入り

に任意に応じない限り、連邦検事補（AUSA=Assistant 

U.S. Attorney）と連携し、その財産の所在場所を

所轄する連邦地方裁判所に申し立てて「立入許可

状（writ of entry）」または「課税立入許可決定

（tax entry order）」を得ている。1977 年に、連

邦最高裁判所（U.S. Supreme Court）が、IRS が

差押えのために納税者のプライバシー保護が期待

される私的場所に強制的に立ち入る場合には、合

衆国（連邦）憲法修正第 4 条（U.S. Constitution 

4th Amendment）に定める令状主義の原則が適用に

なる旨判示したからである〔GM Leasing Corp.v. 

United States, 429 U.S. 338, at 354 （1977） 〕。

　加えて、連邦議会（U.S. Congress）は、1988 年に、

徴収手続における適正性と公平性を確保するため

の抜本的な税制改正を行った。具体的には、連邦

税リーエン／先取特権（Federal tax lien）の設

定や、滞納税額回収のための財産差押え（levy）

の開始に先立ち、納税者に弁明の機会を保障する

ために、徴収上の適正手続審査〔CDP（=collection 

due process）hearing〕制度を導入した。

　連邦や諸州の議会も、生活困窮者や多重債務者

の再出発（fresh start）や事業再建に資する多様

な救済（relief options）、滞納整理（collection 

alternatives）措置を積極化させるための実体税

法の改正を重ねてきている。

　連邦税法（IRC）には、従来から、納税者救済

をねらいとした各種の納税緩和措置（tax debt 

relief）が盛り込まれている。連邦税法（IRC）に

定められた行政上の納税緩和措置（administrative 

relief from tax collection）は、①任意徴収の緩

和措置（relief from voluntary tax collection）

と、 ② 強 制 徴 収 の 緩 和 措 置（relief from 

involuntary tax collection）とにおおきく分け

ることができる。

　行政上の納税緩和措置は、多様である。①とし

ては、分納協定の締結（installment agreement）



が典型である。

また、②とし

ては、滞納処

分／差押えの

執行停止（CNC= 

Currently not 

collectible）、

租税債権の放

棄・ 免 除 な

ど が 典 型 で

あ る。 加 え

て、19 9 8 年

の税制改正法

（IRS 再生改革

法・T3 ／ RRA 

9 8 = I n t e r n a l 

Revenue Service 

Restructuring 

and Reform Act 

of 1998）によ

り 新 た に 導

入された「合意による滞納税額免除（OIC=Offers-

in Compromise）」（以下「合意による滞納税額免除

（OIC）」または単に「OIC」という。）制度がある。

これら連邦税法（IRC）上の納税緩和措置はいず

れも、納税者（滞納者）からの申立て・申請によ

る。ほかに、連邦倒産法（USBC=U.S. Bankruptcy 

Code）上の清算／破産手続の申立てにより一定の

納税緩和を求める方法もある。

Ⅱ　連邦課税庁の租税徴収組織

　連邦税の徴収は、連邦課税庁（IRS）の「徴収部

門（Collection Division）」が中心となって担当す

る。連邦税法上の租税徴収の課題を精査するには、

IRS 組織における租税徴収組織の所在を把握してお

くことが必要不可欠である。IRS 組織における徴収

部門の所在を簡潔に示すと、次のとおりである。

1　IRS の組織改革と現行の租税徴収組織

　1998 年 の IRS 再 編・ 改 革 法（RRA 98 ＝ IRS 

Restructuring and Reform Act 1998）は、連邦

課税庁（IRS）の組織を抜本的に再編・改革した。

RRA98 成立以前の IRS の組織は、連邦の首都、ワ

シントン D.C. に本庁（National Office）を置

き、4 つ の 局（regional offices）、33 の 税 務

署（district offices）、10 のサービスセンター

（service center）からなる機能別・地域別組織で

あった。RRA98 は、これを、納税者別の 4 つの運

営局（OD=operating divisions）からなる分権的
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【図表 1】 主な連邦税徴収プロセス【図表 1】 主な連邦税徴収プロセス
（ポイント）（ポイント）

①納税申告書の提出／不提出

② IRS による申告内容チェック

・問題なし➡申告是認

・問題あり➡税務調査の実施

　（i） 計算違い等の場合

　（ⅱ） 法令違反の場合

③ 30 日レターの送達

④ 90 日レターの送達

⑤査定

　（i） 略式記録査定

　（ⅱ） 不足税額記録査定

⑥連邦税リーエン

　（i） 連邦リーエンの登記

　（ⅱ） 連邦税リーエン実行訴訟

⑦査定・督促通知

　（i） 最初の通知

　（ⅱ） 最終通知

⑧差押予告通知／差押通知

⑨差押え

⑩公売

【図表 2】IRS 組織における「徴収部門」の所在【図表 2】IRS 組織における「徴収部門」の所在

1　コンプライアンス部門（Compliance Division）

①調査部門（Examination Division） 
　（i） 歳入調査官（Revenue Agent）: 主たる職務

は、納税申告書（自己査定税額）の調査（財務省規則 

601.501）。職務の性格は、民事／行政（civil）。この

部門での税額査定や税額確定のための税務調査は、性

格的には「民事／行政調査（civil examination）」で

ある。

　（ⅱ） タックス・コンプライアンス担当官（Tax 

Compliance Officer）、 税 務 調 査 担 当 官（Tax 

Examiner）など：主に、IRS の調査部門内部で、申

告書（自己査定税額）のチェックやお尋ね（contact 

letter）文書の送付、自動徴収プログラム（DCP）の

操作など、歳入調査官（さらには徴収職員（RO））の

補助業務など基本的な業務を担当する IRS 職員。確定

申告期など繁忙期に採用される非常勤職員であること

も多い。会計などの知識があり退職者なども少なくな

い。高卒程度の学歴を有し現場で経験を積み、大学へ

通うなどして歳入調査官を目指す者も少なくない。

　（ⅲ） 実施調査官（Field Auditor）: タックス・コ

ンプライアンス担当官と歳入調査官とを指す場合に使

う表記である。

②徴収部門（Collection Division）
　（i）徴収職員（Revenue Officer）と（ⅱ） ACS 職

員（Automated Collection System employees）から

なる。主たる職務は、査定税額の徴収（財務省規則

601.104）、職務の性格は民事／行政（civil）であ

る。徴収職員（RO）には滞納処分にかかる財産調査

権〔差押時の資料提出要求する権限や財産所在場所に

立ち入って捜索（search）をし、差押物を占有取得

（seizure）、差押領置（restraint）する権限〕がある。

【本稿で主に論じる部門】

2　犯則調査部門（CI=Criminal Investigation）

・ 特別調査官（Special Agent）：主たる職務は、偽り

その他不正な行為により税を免れた者に対する租

税犯則調査・査察（財務省規則 601.107）。刑事訴

追を求めて司法省租税部（DOJ Tax=Department of 

Justice, Tax division）または合衆国（連邦）検

察（USA=U.S. Attorney）連邦検事補（AUSA=Assistant 

U. S. Attorney ／ district Attorney）に告発する

ための証拠の収集にあたる。IRS、特別調査官自体は、

租税犯罪を起訴する権限はない。

3　不服審査部門（Appeals Division）

・ 不服審査官（Appeals Officer）：主たる職務は、不

服審査業務である。IRS のコンプライアンス部門か

ら完全に独立・不偏の立場から、納税者と IRS の間

で生じた紛争の迅速な解決が本務である（財務省規

則 601.106）。
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な組織に再編した。それらは、①給与・投資所得

局（W&I=Wage and Investment Division）、 ② 小

規模企業・自営業局（SB ／ SE=Small Business ／

Self-Employed Division）、③大企業・国際局（LB&I= 

Large Business and International Division）およ

び④免税団体・統治団体局（TE ／ GE=Tax Exempt 

& Government Entities Division）である 5。まさ

に「IRS の文化や組織を、これまでの税金徴収から

納税者サービス中心に変革する」ことがねらいで

あった。また、組織再編後、それまで申告書の受付・

処理・書簡調査などの事務を行うために全国に 10

か所置かれていたIRSのサービスサンタ―（service 

center）は、「キャンパス（campus）」の名称に変

更された 6。ただ、現在 8 あるキャンパスは、実務

的には、慣れ親たしまれたきた「サービスセンター」

の名称がいまだ広く使われている。

　8 つの課税庁（IRS）キャンパス（サービスセン

ター）は、4 つの運営局（OD）のためのデータ処

理事務を行っている。このデータ処理とは、徴収

事務の視点からみると、電子または文書で提出さ

れた納税申告書、情報申告書、納付などを処理し、

そのデータをコンピュータ入力し、ウエストバー

ジニア州マーチンスバーグ（Martinsburg）にある

IRS の全国コンピュータセンター（NCC=National 

Computing Center）に送付する事務を指す。NCC で

は、逐次更新されたデータを含め、データベース

に各納税者別の「マスター口座ファイル（master 

account files）」（一般には「マスターファイル

（master file）」と呼ばれる。）に集約・保存され

ている 7。マスターファイルには、次のような種類

の情報が保存されている。

　一方、課税庁（IRS）の各キャンパス（サー

ビスセンター）は、「集約データ検索システム

（IDRS=Integrated Data Retrieval System）」と呼

ばれるデータベースを維持し、IRS の NCC（全国コ

ンピュータセンター）のマスターファイル（Master 

File）から更新情報の提供を受けて、データを

最新なものにしている。集約データ検索システム

（IDRS）は、データ入力、納税者の申告情報履歴の

検索その他最新の納税者口座情報の入手が可能で

ある。IRS の徴収担当職員〔徴収職員（RO=Revenue 

Officer）、ACS 職員など〕は、職務上必要があれば、

5  詳しくは、IRM（=Internal Revenue Manual） 1.1 参照。ちなみに、IRM（内国歳入マニュアル）は、IRS 職員の

職務遂行のためのガイドライン集である。IRM は連邦情報公開法（FOIA ＝ Freedom of Information Act）による

公開対象となっている。実際には、IRS は、IRM をネットですべて公開している。Available at: https://www.

irs.gov/irm．IRM は、連邦税法における法源性（法的拘束力）を有しない。このことから、納税者も IRS 職員も

IRM には拘束されない。See, e.g., United States v. Home, 714 F.2d 206 （1st Cir. 1983）; First Federal 

Savings & Loan Ass0ciation v. Goldman, 644 F. Supp. 101 （W.D. Pa. 1986）.
6  1980 年代後半に、連邦課税庁である内国歳入庁／ IRS が、税金徴収の組織としての性格を強める余り、納税者

サービス精神を欠いた高圧的な税務行政が目に余るようになっていた。IRS の権力濫用にも近い人権に配慮を欠

いた税務行政がマスコミや納税者からの厳しい批判にさらされ、政治も座視してはいられなくなった。連邦議会

は IRS の納税者サービス改革に積極的に動いた。1988 年 10 月に、連邦議会は、連邦納税者に対する連邦税法の執

行／コンプライアンス、とりわけ税務調査と徴収過程における適正性と公平性を確保し、内国歳入法典（IRC）に

納税者の権利保護措置を強化するため条項を盛り込むための税制改正法（TAMRA=Technical and Miscellaneous 

Revenue Act of 1988）を成立させた。1988 年の TAMRA は、最初の（第 1 次）納税者権利章典法（TBOR=Taxpayer 

Bill of Rights）であることから、通称で「T1」と呼ばれる。また、1996 年の改正は、第 2 次納税者権利章典

法（TBOR2=Omnibus Taxpayer Bill of Rights 2）、通称で「T2」と呼ばれる。1998 年の IRS 再編・改革法（RRA 

98 ＝ IRS Restructuring and Reform Act 1998）を成立させた改正は、第 3次納税者権利章典法（TBOR3=Omnibus 

Taxpayer Bill of Rights 3）、通称で「T3」または「T3 ／ RRA98」と呼ばれる。さらに、2014 年の改正は、第 4

次納税者権利章典法（TBOR4=Omnibus Taxpayer Bill of Rights 4）、通称で「T4」と呼ばれる。詳しくは、石村、

前掲書・注 1、321 頁以下、拙著『先進諸国の納税者権利憲章〔第 2版〕』（中央経済社、1996 年）第 11 章参照。
7  個人所得税の納税者を例にすると、「個人マスターファイル（IMF=Individual Master File）」がある。同様に、

雇用主番号（EIN=Employer Identification Number）を有するすべての納税者については「事業マスターファイ

ル（BMF=Business Master File）がある。さらに、さまざまな理由から、IMF や BMF に振り分けられていない納税

者については、非該当者マスターファイル（NMF=Non-Master File）または不詳者マスターファイル（RMF=Residual 

Master File）がある。

【図表 3】NCC のマスターファイル保存情報の種類【図表 3】NCC のマスターファイル保存情報の種類

① 納税者情報口座の貸方および借方残高。加算税や経

過利子を含む。

②租税の種類等

③各納税者の情報口座履歴



IDRS にアクセスできる 8。

　加えて、IRS の徴収部門や徴収担当職員は、IRS

のさまざまなデータベースを活用することができ

る。1つは、IRSの「自動徴収システム（ACS=Automated 

collection system）」である。「自動徴収システム

（ACS）」は、滞納者の滞納額や税務調査（滞納処分

のための強制調査）対象者の情報口座内容を検索

できるシステムである（詳しくは後記本稿 II5（2）

参照）。

　もう 1つは、「集約徴収システム（ICS）」がある。

「集約徴収システム（ICS）」は、自動徴収ではなく、

実地で徴収事務にあたっている IRS 職員〔徴収官

（RO）など〕が、滞納者の追行、情報のデータ処理、

事例分析などに活用するシステムである。自動的

に記録される情報もあれば、現場の徴収職員（RO）

が記録する情報もある。ICS は、現場で各徴収ケー

スに取られた対応の履歴が記録されている。

　このことから、ICS（集約徴収システム）のデータ、

さらには ACS（自動徴収システム）のデータと全国

コンピュータセンター（NCC）の集約データ検索シ

ステム（IDRS）に記録されているデータは、必ず

しも一致しない。

　このことから、滞納者（納税者）の代理人は、

依頼されたケースの詳しい内容を知るには、その納

税者の IDRS の口座データに加え、ICS および ACS

の口座データを IRS に開示請求する必要がある 9。

　IRS の自動徴収システム（ACS）と徴収部門につ

いて簡潔に図説すると、次のとおりである。

2　連邦課税庁（IRS）の ACS と徴収部門

　すでにふれたように、今日、連邦税の徴収事務は、

申告を受け付けた各地の IRS キャンパス（サービ

スセンター）のコンピュータシステムが大きな役

割を担っている。センターのコンピュータが、納

税者が納期限までに滞納税額を完納していない（残

高がある）と自動判定したとする。この場合、IRS

10 国民税制研究　№ 5（2019） 
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8  IDRS への職務外アクセスは、解雇、民事賠償、刑事処分など厳罰に処される（IRC 7431 条）。See, Allan Karnes 

& Roger Lirely IRC Section 7431: Taxpayers” Remedy for Authorized Disclosure of Tax Information,” 83 

Ill. B.J. 530 （1995）．
9  納税者（滞納者）やその有資格税務代理人〔弁護士（attorney）、公認会計士（CPA=certified public 

accountant）、登録税務士（EA=enrolled agent）など〕には、課税庁（IRS）がどのようなデータベースや納税者

口座を保有しているかは定かではない。そこで、課税庁（IRS）は、IRS がどのような種類のデータベースや納税

者口座を保有しているか毎年公表している。See, IRS, Document 6209 - ADP and IDRS Information. Available 

at: https://www.irs.gov/privacy-disclosure/document-6209-adp-and-idrs-information．
10  連邦課税庁（IRS）の組織上は、不足額の調査部門（課税処分のための調査部門）と徴収のために財産調査部門

（滞納処分のための財産調査部門）とは分かれている。また、不足額の調査部門の担当者を「歳入調査官（Revenue 

Agent）」そして財産調査部門の職員を「徴収職員（RO=Revenue Officer）」と呼んでいる。しかし、租税手続を一

元的に規定する連邦税法（IRC）は、税額査定や税額確定のための調査手続と滞納処分のための調査手続を同じ法

典（Code）のなかに置いている。ちなみに、わが国の国税徴収法上、滞納処分のための財産調査を担当する職員は、

「徴収職員」と呼ばれる（例えば国税徴収法 141 条）。
11  なお、IRS の小規模企業／自営業（SB ／ SE）局における連邦税リーエン／先取特権処理の中央管理は、IRS のシ

ンシナティ・キャンパスが担当している。See, IRS, Guidelines for Processing Notice of Federal Tax Lien 

Documents．

【図表 4】IRS の自動徴収システム（ACS）と徴収部門【図表 4】IRS の自動徴収システム（ACS）と徴収部門

① 自動徴収システム（ACS= Automated collection 
system） 

　ACS は、その性格は、コンピュータを駆使した一

種の巨大なコールセーターであり、「自動徴収部門

（Automated Collection Branch）」とも呼ばれる。ACS

は、組織的には、（i）コール部門と、（ⅱ）キャンパ

ス（サービスセンター）の支援事務部門からなる。

ACS では、徴収関連の各種通知書の自動送付、徴収の

ための滞納者への自動電話や書簡のやり取り、職員

（ACS agent）による納税者へのコンタクト、一定の納

税緩和措置の実施など。ACS の職責は、IRS の賃金・

投資（W&I）局と小規模企業／自営業（SB ／ SE）局が

担当している。

② IRS の徴収部門（Collection Division）

　W&I 局、SB ／ SE 局など IRS4 局はそれぞれ徴収部門

を置いている（組織改革が頻繁に行われることも手

伝って、名称や担当業務の範囲や役割は、局（ODs）

によりことごとく異なる。）。各局の徴収部門でコンプ

ライアンス業務を専門に担当する IRS の職員は「徴収

官（IRS tax collector、RO=Revenue Officer）」、上

級職員は「歳入官（Revenue agent）」と呼ばれる 。

徴収職員（RO）は、連邦税リーエン／先取特権の登記、

差押え・押収（ただし、換価は除く。）の事務を担当

する権限を有している。
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キャンパス（サービスセンター）は、その納税者

の口座（account）を、① IRS の自動徴収システ

ム（ACS=Automated collection system）に送るか、

②実地調査を含む徴収手続／滞納処分を担当する

IRS の徴収部門（Collection Division）11 に送る

ことになる（ACS と徴収部門について詳しくは、前

記【図表 4】【図表 4】参照）。

　一般に、IRS は、この振分けにおいては、租税

債務残高が 10 万ドルかどうかを、一応の判定基

準（threshold）としているといわれる。すなわ

ち、租税債務残高が 10 万ドル以下の場合は ACS が

対応するケースとされる。一方、10 万ドルを超え

る場合は、IRS の徴収部門（Collection Division）

が対応するケースとされる。そして、その納税

者が居住する地域の IRS 徴収職員（RO=Revenue 

Office）に徴収事務を引き継ぐ。もっとも、納税

債務残高が 10 万ドルを超えていても、内容が単純

なケースの場合は、ACS に送られることもある。

（1） IRS の自動徴収システム（ACS）

　ACS（ 自 動 徴 収 シ ス テ ム ／ Automated 

collection system）は、職員を有している。しか

し、特定のケースを特定の職員が担当する仕組み

になっていない。ケースはプールされ、納税者と

の対応の必要が生じた場合に、アトランダムに選

ばれた職員が対応することになっている。職員に

よる対応は、直ちに行われる場合もあれば、数カ月、

数年も放置される場合もある。この背景には、コ

ンピュータシステムの利用が関係している。この

システムにインプットされたアルゴリズム（自動

情報処理手順）が、滞納税額や滞納の経過期間な

どをベースに対応が必要なケースを選択している

ためである。ACS では、限られた職員で大量の個別

対応が必要なケースを抱えている。このため、新

規で少額のケースは、古くて多額の滞納ケースよ

り後回しにされる傾向にある。

　課税庁（IRS）は、税務行政、とりわけ徴収の効

率化を急いでいる。このため、ACS（自動徴収シス

テム）のさらなる高度化、幅広い利活用を推進して

いる。その陰で、ACS の汎用による副作用も数多く

報告されるようになってきている。本来ならば ACS

職員による納税者の個別事情の精査が必要なケー

スであるにもかかわらず、コンピュータが、直ちに

納税者の給与や賃金の差押え（wage garnishment）、

銀行口座や投資口座の差押えの通知書を自動的に

送付するなど、納税者の手続上の権利に大きなイ

ンパクトを与え、問題となっている。

　自動処理により滞納処分の対象となった納税者

は、ひるまずに ACS 職員と密にコンタクトする必

要がある。なぜならば、ACS の職員は、分納協定

の締結（installment agreement）や滞納処分の

停止（currently not collectible）のような納

税緩和措置を講じる権限を有している（ただし、

租税債権の放棄・免除、合意による滞納税額免除

（OIC=Offers-in Compromise）をする権限は有して

いない。）からである。

（2） IRS の実地徴収部門

　すでにふれたように、課税庁（IRS）は、納税者（滞

納者）に対する徴収手続（collection procedure）

の開始に伴い、その納税者の口座（account）情報

を、① IRS の自動徴収システム（ACS=Automated 

collection system）に送るか、②実地調査を含

む徴収手続／滞納処分を担当する IRS の徴収部門

（Collection Division）に送ることになる。

　以下においては、②実地調査を含む徴収手続／

滞納処分を担当する IRS の徴収部門（Collection 

Division）に振り分けられた場合の手続について

分析する。

　徴収部門は、IRS の賃金・投資（W&I）局、小規

模企業／自営業（SB ／ SE）局など IRS4 局それぞ

れに置かれている。しかし、現在、ほぼすべての

徴収事務は集約的に、小規模企業／自営業（SB ／

SE）局が担当している。

　小規模企業／自営業（SB ／ SE）局は、実地徴収

部長（Director of Field Collection）の監督の

もと、次の 3 つの組織に分かれて徴収事務を担当

している（IRM 1.1.16.2.1）。

【図表 5】SB ／ SE 局の徴収事務の概要【図表 5】SB ／ SE 局の徴収事務の概要

① 地域別徴収官グループ（Area Collection Groups 
of Revenue Officers） 

　SB ／ SE 局の実地徴収部門は、地域別の徴収官グ

ルーブに分かれている。各グループは、統括官（group 

manager）が指揮監督している（IRM 1.1.16.2.1.1）。

徴収職員（RO）は、連邦税リーエン／先取特権の登記、

財産の差押え・占有取得（ただし、換価は除く。）の

事務を担当する権限を有している。

②顧問団（Advisory Groups） 

　顧問団は、SB ／ SE 局の実地徴収部門の職員に対

して税法の適用・解釈に関して技術的なアドバイ

スをし、支援を行う。（i） 差押えや換価報告書の評

価、（ii） 連邦税リーエン／先取特権の優位性の判

断、（iii） 連邦税リーエン／先取特権の抹消手続の審

査など多岐にわたる。また、顧問団は、徴収関係争

訟事案について、IRS 首席法律顧問官事務局（Office 



Ⅲ　連邦の租税徴収手続の特質

　申告納税制度のもと、連邦税の課税手続は、納

税者による自己査定税額の申告から始まる。連邦

課税庁（IRS）は、納税者が行った申告書（自己

査定額）をチェックする。その結果、申告内容に

問題がなければ、納税者に申告是認通知書（No 

change letter）を交付する。一方、申告内容に問

題があると思う場合には、IRS は、必要に応じて税

額査定のための税務調査を実施する。税務調査の

結果、申告内容の修正が必要と思う場合には、IRS

は、納税者に修正を求めることになる。しかし、

こうした修正は、税務調査担当者（歳入調査官）

段階ではできない。IRS の徴収部門が、行政上の徴

収権限や、場合によっては司法の介在を求め、申

告内容の修正、さらにはそれの伴う租税債務の回

収手続を段階的に進めることになる 12。

1 連邦税申告書の処理プロセス

　個人所得税や法人所得税をはじめとした主要

な連邦税は、申告納税方式（self-assessment 

system）を採用する。個人所得税を例にすれば、

課税期間は暦年（calendar year）である。すなわ

ち、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までであり、様

式 1040〔連邦個人所得税申告書（Form 1040: U.S. 

Individual Income Tax Return）〕の提出期限は翌

年の 4 月 15 日である（IRC 6072 条 a 項）。一方、

従業者を抱える法人（普通法人）は、暦年（calendar 

year）終了日か、12 カ月からなる事業年度（fiscal 

year）の終了日から 4 カ月目の 15 日までに法人

税申告書を提出しなければならない（IRC 6072 条

a 項）。納税者からの申請があれば、個人納税者の

申告書の期限は自動的に 6 カ月間延長される（IRC 

6081 条、財務省規則 1.6081-4 （a））。こうした業

務は、IRS のコンプライアンス部門（Compliance 

Division）が担当している。

　納税者は、所轄の課税庁（IRS）キャンパス（サー

ビスセンター）へ申告期限までに、納税額を自己

査定（self-assessed amount of tax liability）

し、文書または電子で申告をするように求められ

る。仮にニューヨーク州内に住所を有する個人が、

様式 1040〔連邦個人所得税申告書（Form 1040）〕

を期限内に提出するとする。この場合、文書申告

であれば、ニューヨーク州居住個人を管轄するミ

ズーリ州の IRS カンザスシティ（Kansas City）キャ

ンパスに郵送で提出することになる。一方、電子

申告（e-Tax）であれば、ニューヨーク州居住者を

管轄するマサチューセッツ州の IRS アンドーバー

（Andover）キャンパスに提出することになる。

　申告書を受理した IRS キャンパス、当該キャ

ンパスをカバーする IRS コンピュータセンター

は、コンピュータ・プログラム（DIF システ

ム）、自動低申告者チェックプログラム（AUR 

program=Automated underreporter program）、 目

視チェックなどを実施する。

　このように、申告書の提出を受けたキャンパス

（サービスセンター／以下、たんに「IRS」ともいう。）

は、査定（assessment）13 を行い、申告内容に問

題がなければ是認をする。そして、法定要件では
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of Chief Council）や連邦司法省租税部（DOJ Tax）、

とりわけ連邦検事（U.S. Attorney）や連邦検事補

（AUSA=Assistant U.S. Attorney）と、現場の IRS 徴

収職員（RO）との間に入っての調整にあたる。

③財産評価・清算専門家団（PALS=Property Appraisal 
and Liquidation Specialists） 

　1998 年の IRS 再編・改革法（RRA 98 ／ T3）は、課

税庁（IRS）に、滞納者から差押え・押収した財産に

ついて、徴収職員（RO）の手から独立させ、統一し

た処分（換価）制度の創設を求めた。連邦議会の求

めに応じ、IRS は「財産評価・清算専門家団（PALS）」

を立ち上げた。PALS は、地域別の徴収職員グルーブ

とは別の組織であるが、SB ／ SE 局の実地徴収部門

に属している。IRS は、PALS が準拠すべき評価基準

（valuation standards）などについて、内国歳入マニュ

アル（IRM）で明確にし、公表している（IRM 5.10.9）。

PALS は、評価を求められた滞納処分対象財産の評価

価額を算定し、PALS 評価額算定報告書（PALS value 

estimate report）を作成しなければならない（IRM 

5.10.9.10）。納税者（滞納者）は、評価額算定報告書

に不服申し立てができる（IRM 5.10.9.9.2）。

12  グローバルな視座からみた連邦租税徴収手続の所在については、See, Keith Fogg &Sime Jozipovic, “How Can 

Tax Collection Be Structured to Observe and Preserves Taxpayer Rights: A Discussion of Practices and 

Possibilities,” 69 Tax Law. 513 （2016）.
13  連邦税法（IRC）上、「査定（assessment）」とは、納税者が、納税額を記載した申告書を提出した場合、または課

税庁（IRS）が不足債務（deficiency liability）を査定した場合に、当該納税者が果たすべき租税債務を行政的

に記録することをいう（IRC 6201 条）。ちなみに、本稿では「deficiency」の言葉を、「不足金額」または「不足

税額（deficiency in tax）」と邦訳しておく。ここでいう「不足金額／不足税額（deficiency, or deficiency 
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ないが、必要に応じて納税者に申告是認通知書（No 

change letter）を交付する。一方、「問題あり」

とのことでヒット（抽出）した場合、個人所得税

の申告書（Form 1040）については、その申告書を

提出した納税者に対して税額査定のための机上調

査（office audit）や書簡調査（correspondent 

audit）を実施する。

　IRSが、納税者が提出した申告書にミスを発見し、

そのミスが法令に列挙された「計算違い等（math 

or clerical error）」にあたるとする。この場合

には、所轄の IRS キャンパス（サービスセンター）

は、問題のある申告書を提出した納税者に対して

略式査定通知（summary assessment notice）を

し、回答を得て訂正・処理することになっている

（IRC6213 条 g 項 2 号）。当該納税者に送付し、計算

違い等の訂正を求める略式査定通知書は、通称で

「CP2000 レター（IRS CP 2000 Letter）」、「CP2000

通知書（CP 2000 Notice）」と呼ばれる 14。

　一方、納税者の申告内容が税法令に違反してい

る（適正な査定額を申告をしていない。または無

申告である 15）と判断したとする。この場合には、

IRS の調査部門（Examination Division）の歳入調

査官（Revenue Agent）が、税額査定のための実地

調査（civil ／ administrative field tax audit）

を実施する 16。税務調査（field audit）の結果、

IRS は、申告内容（自己査定額）の修正が必要で

あると判断する場合には、納税者に対してその修

正内容案（proposed deficiency）を説明し、受け

入れるように提案する。しかし、納税者が修正内

容を受け入れない、または提案から 30 日たっても

返答がないときには、IRS は、仮不足税額通知書

（Proposed notice of deficiency ／ Preliminary 

notice of deficiency）、通称で「30 日レター（30 

day letter）」を納税者に交付する。

　30 日レターの交付は、税法上の要件ではな

い。しかし、課税実務では、IRS の行った税額査

定のための机上調査（office audits）、書簡調査

（correspondence audits）および実地調査（field 

audits）の結果を納税者に通知する目的で幅広く

用いられている。通例、30 日レターには、必要に

応じて次のような情報が添付される。

　30 日レターの交付を受けて、納税者は、次頁の【図【図

表 7】表 7】ような選択が可能である。

　④納税者が、30 日レターに返答しないとする。

この場合には、IRSは、通例、不足税額通知書（Notice 

of deficiency、例えば、Notice CP3219B））、通称

in tax）」とは、納税者が申告書に記載した税額を超えて査定される税額を指す。課税庁（IRS）は、この額を、

以前に不足額として査定された額（または査定手続を経ないで徴収された額を含む。）を差し引き、法的に認めら

れた人的控除額等を超える額を加えることで算定する（IRC6211 条 a 項）。
14  「計算違い等（math or clerical error）」の項目（類型）にあてはまるときには、IRS には、例外的に、正規の

税務調査を実施することなしに、増差税額に附帯税等を加えた追加額案または過大申告額の減額（以下「増差税

額等」という。）案（proposed amount due ＄〇〇〇）とその理由を記した略式査定通知書（summary assessment 

notice ／ CP 2000 Notice）を発する権限（summary assessment authority）が付与されている（IRC 6213 条 b 項・

g項）。略式査定通知書についてその問題点を含め詳しくは、石村、前掲書・注 1、435 頁以下参照。
15  IRS は、納税者が申告期限まで自己査定税額を申告しない場合で、無申告が確認できたときも含む。See, IRS, 

The IRS Collection Process （Publication 594 ／ Rev. 7-2018）. ちなみに、IRS は、無申告、虚偽申告、申告

書式の誤りなどがある場合には、その納税者に代わり正確な申告書の作成を代行する権限を認められている（IRC 

6020 条 b 項 1 号、財務省規則 301.6020-1（b）（1））。See, “Return Prepared by IRS When Taxpayers Do Not 

File Returns, False Returns or File on the Wrong Forms,” Federal Tax Coordinator （2d ed., as of July 

2019, Thomson Reuters ／ Tax & Accounting）.
16  連邦税法（IRC）における税額査定（確定）のための調査について詳しくは、石村、前掲書・注 1、367 頁以下参照。

【図表 6】30 日レターの添付される情報一覧【図表 6】30 日レターの添付される情報一覧

① フォーム 4549（Form 4549）、フォーム 4549-A（Form 

4549-A）およびフォーム 4549-B（Form 4549-B）

〔所得税調査修正事項（Income tax examination 

changes）加えて、フォーム 4549（Form 4549）お

よびフォーム 668-A〔項目別説明（Explanation of 

items）〕

② フォーム 870（Form 870）〔不足税額の査定および

徴収にかかる制限の放棄と過大査定の受諾（Waiver 

of restrictions on assessment and collection 

of deficiency in tax and acceptance of 

overassessment〕

③  IRS 刊行物 5 〔あなたの審査請求権およびあなた

が同意できない場合の異議申立ての仕方（Your 

appeal rights and how to prepare a protest if 

you don’t agree）

④  IRS 刊行物 3498 〔調査プロセス（Examination 

process）〕 



で「90 日レター（90 day letter）」を、納税者に

配達証明郵便（certified mail）または書留郵便

（registered mail）で送達する（IRC 6212 条 a 項）。

　ちなみに、IRS が納税者に送達する 90 日レター、

すなわち不足税額通知書（Notice of deficiency）

には、さまざまなフォーマット（例えば、Notice 

CP2319A、Letter 3219）がある 17。90 日レターは、

30 日レターとは異なり、必ず納税者に送達する

ように税法で義務付けられている（IRC 6212 条 a

項）。このことから、一括して「制定法（税法）上

の不足税額通知書（SNOD ＝ Statutory notice of 

deficiency）」とも呼ばれる 18。不足税額通知書

（SNOD）つまり 90 日レターの送達を受けた納税者

は、通知内容に同意（agreed）するか、または通

知内容に同意せず（not agreed ／ unagreed）争う

かの選択をするための 90 日の猶予期間が与えられ

る。納税者が、90日以内に、通知内容を同意（agreed）

するとする。この場合には、承諾／不争の旨

（consent to proposed tax adjustment）を確認

する書類（Form 4089 ／ Notice of deficiency-

Waiver。通例、SNOD に同封のうえ納税者に送達され

る。）に同意・署名するように求められる。

　逆に、納税者が、不足税額通知書（SUOD）、90

日レターに同意しない（not agreed ／ unagreed）

とする。この場合には、納税者は不足税額を納

付することなしに、90 日以内に連邦租税裁判所

（U.S. Tax Court）〔選択的に、納税者は不足税額

を納付したうえで連邦地方裁判所（U.S. District 

Court）または連邦請求裁判所（Court of Federal 

Claims）〕に提訴（file a petition）することが

できる。ちなみに、この場合、連邦租税裁判所は

終審である。このことから、IRS は、納税者が 90

日以内に承諾／不争の旨に同意（agreed）し納付

するか、または、納税者が連邦租税裁判所で争っ

た場合にはその判決までか、いずれか遅い方の間

は査定（assessment）、さらに徴収行為（collection）

を禁止される（IRC 6213 条 a 項、7481 条）。

　IRS が送達する不足税額通知書（SNOD、例えば

Notice CP2319B）つまり 90 レターは、納付通知書

ではない。納税者が、不足税額通知書やその承諾

／不争の旨を確認するフォーマット（Form 4089）

に同意／署名しない、または 90 日以内に提訴もし

ないとする。この場合、IRS は、不足税額通知書（例

えば、Notice CP2319A）に記載した額をできるだ

け速やかに適正な税額であると査定し（IRC6201 条

a 項、財務省規則 301.6201-1（a））、徴収手続を開

始することになる。ここではじめて IRS 徴収部門

（Collection Division）の本格的な出番となる。

　現在、連邦の租税徴収部門の電子化が進み、IRS

は、各納税者の情報口座において査定額と実際の

納付額との差額が生じている場合、所轄のキャン

パス（サービスセンター）のコンピュータシステ

ムが自動的に査定し、督促通知書や督促の書簡送

付する、あるいは自動電話で繰り返し督促する態

勢になっている。

2　税額の査定

　税額の「査定（assessment）」とは、法的には

納税者の租税債務（tax liability ／ tax debt）

を財務長官室において公的に記録することをさす

（IRC 6203 条）19。実務的には、課税庁（IRS）の

査定担当官（assessment officer）が、その申告

書を処理を管轄する IRS キャンパス（サービスセ

ンター）の公簿に記録することをさす（財務省規

則 301.6203-1）。
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【図表 7】30 日レター受領後の納税者の選択【図表 7】30 日レター受領後の納税者の選択

① 納税者は、30 日レターに記された修正内容を受け

入れ、フォーム 870（Form 870）〔不足税額の査定

および徴収にかかる制限の放棄と過大査定の受諾〕

に署名する。

②納税者は、IRS の不服審査官との協議を求める。

③ 納税者は、さらに情報を提供して調査官と話し合い

する。

④納税者が 30 日レターに返答しない。

17  連邦課税庁（IRS）は、CP、Letter、Form などの表記を用いた納税者通知書コード（IRS Taxpayer Notice Codes）

は極めて複雑である。必要に応じて再デザインされているが、逆に複雑になる一方である。例えば、連邦税法（IRC）

にいう「不足税額通知書（Notice of deficiency）」（IRC 6212 条）は、IRS の課税実務上は「Notice CP2319A」、「Letter 

3219」など異なる納税者通知書コードを用いたさまざまなフォーマットが使われている。
18  ちなみに、IRS の連邦遺産税（estate tax）実務では、しばしば納税者に、30 日レターの送達を省いて、直ちに

90 日レター（SNOD）を送達することがある。その背景には、納税者が外国に居住する場合には、150 日レターを

送達することになっていること（IRC 6213 条 a 項）に加えて、遺産税の税務調査には長い年月を要することも多

く、遺産税の不足額の査定についての消滅時効の期間を経過してしまうおそれがあるからである。See, Ronald D. 

Aucutt, “Handling Estate Tax Dispute With the IRS,” 23 Estate Planning 1 （Dec. 1996）.
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（1）査定の方法と査定証書

　査定は、通例、次の 2つの方法のいずれかによる。

以上のように、課税庁（IRS）による査定は、納税

者が納税申告書を提出した後か、または IRS が行っ

た税額査定のための税務調査等に基づき不足税額

を査定した（assessment of deficiency）後のい

ずれかに行われる。

　税額が記録された日が査定日となる。課税実務

では、査定日とは、査定担当官が、様式 23C：査

定証書―略式記録査定〔Form 23C：（Assessment 

Certificate-Summary Record of Assessment）〕に

署名し、かつ日付が記載された日をさす。なお、

Form 23C を電子的に処理した RACS Report 006 も

連邦税法（IRC）6203 条にいう査定証書（査定記録）

と同等に取り扱われる 21。

　「様式 23C：略式査定証書」に記録される項目

は、①納税者の氏名や住所、②査定額の種類、③

課税期間（ただし、ある場合）および④査定額な

どである（財務省規則 301.6203-1）。納税者は、

IRS に開示請求すれば、その副本（コピー）を

入手できる（IRC 6203 条）。なお、IRS は、Form 

23C ないしそれを電子的に処理した RACS Report 

006 に替えて、「様式 4340：査定および納付証

書（Form 4340：Certificate of Assessment and 

Payments）」や簡潔な文体で書かれた「MFTRA-X 筆

記録（transcript）」を交付することもある。これ

らも、連邦税法（IRC）6203 条にいう査定証書（査

定記録）と同等に取り扱われる 22。こうしたこと

から、納税者の開示請求の基づく連邦税法（IRC）

6203 条にいう自己の査定証書（査定記録）の副本

の交付について、IRS は特定の様式による必要はな

いとされる。

　税務行政の電子化の進展に伴い、税務実務では、

IRSの電子マスターファイルに格納されたその納税

者口座のデジタルデータを、納税者の請求に基づ

きオンライン開示する傾向が強まっている。

　ちなみに、この査定日は、その租税債務の消滅

時効（statute of limitation）の起算日となる。

19  連邦税法（IRC）は、「assess」または「assessment」の言葉を定義する規定を置いていない。アメリカの課税実務では、

「assessment」は、特定のもの（person）に対する納税義務を課すための最初の公的行為（public action）と理

解されている。連邦税法（IRC）上、査定（assessment）は、原則として、課税庁が査定・督促通知書（Notice 

of deficiency and demand for payment ／ Notice and demand）を納税者に送達することで効力を発する。すで

にふれたように（本稿注 2 参照）、賦課課税の伝統を継受する英米税法でいう「self-assessment」は、わが国で

いう「納税者による査定」の意味ではなく、「課税庁による査定（official assessment）」、あるいは第一次的に

納税者が自発的に税額を計算し、課税庁が査定するとの意味に近い。このことから、たまたま納税者の行った当

初申告が何らの修正もなく課税庁に是認された「申告是認」の場合には、「納税者による査定」の意味と「課税庁

による査定」の意味と一致すると解してよいのではないか。同じような指摘をする論文として、高木英行「米国

連邦税確定行政における『査定（assessment）』の意義（3）完」福井大学教育地域科学部紀要 III（社会科学／

2007 年）127 ～ 8 頁参照。
20  See, Note, “Summary Record of Assessment-Requirements,” Fed. Tax Coordinator （2d ed., as of Aug. 

2019, Thomson Reuters ／ Tax & Accounting）.
21  See, e.g ., March v. IRS, 335 F.3d 1186, at 1188 （10th Cir. 2003）; In Roberts v. Commissioner, 329 F.3d 

1224, at 1228 （11th Cir. 2003）. これらの訴訟では、納税者が、IRS が Form 23C にかえて電子化された RACS 

Report 006 に記録した証書の副本を交付したことの合法性が争われた。連邦巡回控訴裁判所は、納税者の訴えを

認めなかった。
22  See, e.g. ,Goodman v. United States, 185 Fed. Appx. 725, 728 （10th Cir. 2006）; Carillo v. 

Commissioner, T.C. Memo. 2005-290; Michael v. Commissioner, T.C. Memo. 2003-26. これらの訴訟では、納

税者が、IRS が Form 23C や RACS Report 006 に替えて、Form 4340 などに記録した証書の副本を交付したことの

合法性が争われた。連邦巡回控訴裁判所（U.S. Circuit Courts）や連邦租税裁判所（U.S. Tax Court）は、納税

者の訴えを認めなかった。

【図表 9】様式 23C〔Form 23C：査定証書〕サンプル【図表 9】様式 23C〔Form 23C：査定証書〕サンプル



連邦政府（実質的には IRS）は、査定日から原則と

して 10 年間、滞納者に対して不足税額の納付を求

めることができる（IRC 6502 条 a 項 1 号）。

（2）査定証書の副本交付の性格

　課税庁（IRS）は、公的記録簿に査定税額（不

足税額）が記録されるまでは、徴収手続を開始す

ることができない。しかし、連邦税法（IRC）上、

公的記録簿の記録された様式 23C：略式査定証書

（Form 23C）（査定証書）が納税者に交付すること

は義務付けられていない。このことから、査定証

書は、後にふれるような全納税者に送達される査

定・督促通知書（Notice of the assessment and 

demand for payment ／ Notice and demand）〔いわ

ゆる「納税の告知書（tax collection notice）」〕

とは異なる。査定証書の入手を求める納税者は、

開示申請して、自己の査定証書（記録）の副本（コ

ピー）を入手できるに留まる（IRC 6203 条）。

　IRS が納税者に査定証書を交付することが、徴収

手続開始要件の 1 つであるとする見解もあり、不

服審査の申立てや訴訟も起こされている。しかし、

IRS は、査定証書の交付は、連邦税法（IRC）は、

徴収手続開始要件であるとは規定していないと判

断している（IRS, Revenue Ruling 2007-21）。

（3）査定の適正性の推定

　IRS の行った査定は、内容的にも手続的にも適

正の推定（tax assessments are presumed to be 

correct）を受ける。すなわち、連邦税務行政で

は、法的安定性を確保するために、IRS の行為には

適正性推定の原則（presumption of correctness 

rule）が適用になる 23。

　このことから、納税者が、IRS の査定内容の適正

性を争うとする。この場合には、納税者側が最初に、

IRS の査定は恣意的である、または誤りがあるとの

証拠を提出する必要がある 24。納税者から手続の

適正を欠いていた旨の明瞭な証拠の提出がない限

り、IRS は通常の手続を遵守して査定を行ったと推

定される 25。

3 査定・督促通知書の送達

　査定後、課税庁（IRS）は、申告是認（減額の

全額容認を含む。）の場合（財務省規則 601.105

（d）（i）（4）,IRM 4.18.8.2）は別として、徴収手

続 26 の開始に先立ち、納税者に対して査定税額（増

差税額（additional amount）、さらには経過利子

（interest）27 ＋延滞税（additions to tax）＋

加算税（assessable penalty）28 その他還付税額

から徴収される公的債務など 29 を加えた額。以下
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23  See, e.g ., Sean M. Moran, “The Presumption of Correctness: Should the Commissioner be Required to 

Carry the Initial Burden of Production,” 55 Fordham L. Rev. 1087 （1987）. アメリカ税法上の行政行為の

適正性の推定ルールは、わが国の公定力の理論にも相通じるところがあるとみてよい。「適法性の推定（presumption 

of lawfulness）」ルールまたは「公正性の推定（presumption of fairness）」ルールとも呼ばれる。
24  See, e.g ., United States v. Molitor, 337 F.2d 719, at 722 （9th Cir, 1964）.
25  See, e.g ., Hughes v. United States, 953 F.2d 531 （9th Cir. 1992）. 
26  税金の徴収は、大きく①法定期限までに納税者に任意に納付を求める形のものと、②任意の納付が期待できない

場合に強制的に取立・納付させる形のものに分けることができる。国税通則法の特別法たる地位を有する国税徴

収法に規定されている。前者①を「納付の請求に関する手続」という。一方、後者②「滞納処分に関する手続」

という。前者①に関する主な具体的手続としては、（i） 納税の告知（国税通則法 36 条 1 項）、（ii） 督促（同 37 条）

および繰上徴収（同 38 条 1 項）がある。一方、後者②に関する主な具体的手続としては、（i） 差押え（国税徴収

法 47 条以下）、（ii） 換価・公売（同 89 条以下）、（iii） 配当（同 128 条以下）などがある。詳しくは、石村耕治

編『現代税法入門塾（第 9 版）』（清文社、2018 年）758 頁以下参照。また、わが国の滞納処分手続についてのわ

かりやすい解説としては、阿部徳幸編『滞納処分の基本と対策』（中央経済社、2018 年）参照。
27  なお、「interest」は「利子税」と邦訳することも可能である。しかし、本稿では、「経過利子」と邦訳しておく。
28  なお、「additions to tax）」は「延滞金」、そして「assessable penalty」は「加算金」と邦訳することも可能である。

しかし、本稿では、わが税法上の用語の使い方なども考慮して、それぞれ「延滞税」、「加算税」と邦訳しておく。

ちなみに、わが国においては、国税では「延滞税」（国税通則法 60 条）と「利子税」（同 64 条）の言葉を分けて使う。

一方、地方税（さらには社会保険料など）では、国税でいう延滞税と利子税を含めて「延滞金」という言葉を使

う（地方税法 64 条などで、道府県民税などといった税目ごとに規定。健康保険法 181 条など）。また、国税でい

う「加算税」（国税通則法 65 条以下）を、地方税では「加算金」という。地方税においては、法人の都道府県民

税や区市町村民税、また個人の都道府県民税や市町村民税、事業税には、加算金はない。しかし、法人の事業税

については、おおむね国税と同様な要件と割合で過少申告加算金、不申告加算金（地方税法 72 条の 46）、重加算
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「附帯税等」という。）を通知（告知）（notice）30

し、自発的な納付を求める督促（demand）31、つ

まり「査定および督促の通知書（Notice of the 

assessment and demand for payment）」（課税実

務では、簡略化して「査定・督促通知書（Notice 

and demand）」と呼ぶ。）を送達する。IRS は、この

査定・督促通知書（Notice and demand）の送達を、

査定後すみやかに、遅くとも査定から 60 日以内に

行う必要がある（IRC 6303 条 a 項）。

　査定・督促通知書（Notice and demand）は、納

税者の所在地（dwelling）もしくは納税者の通常

の事務所（usual place of business）、または知

りうる最新の住所（last known address）に送達

することになっている。納税者に最終の査定・督

促通知書が送達されたのにもかかわらず、その納

税者が納期限までに納付を怠るまたは拒否したと

する。この場合、IRS が査定に引き続き納税者の財

産を差押えることは、査定・督促通知から 10 日間

禁止される（RIC 6331 条 a 項）。

　加えて、IRS は、緊急差押え（jeopardy levy）

などの場合を除き、原則として納税者に差押予告

通知書（Notice of intent to levy）を送達して

から 30 日間は差押えが禁止される（RIC 6331 条 a

項・d項）。

　査定・督促通知書（Notice and demand）は、納

税義務を負う各納税者に送達される必要がある。

納付義務がある納税者が死亡しているとする。こ

の場合には、当該納税者の代理人に送達される必

要がある 32。連邦税法（IRC）は、査定・督促通知

書（Notice and demand）の郵便送達にあたっては、

必ずしも特別郵便（書留郵便、配達証明郵便また

は受取証明郵便など）を使うようには求めていな

い 33。しかし、納税者は、放置しておけば IRS か

ら複数回送達されてくる査定・納付通知書（Notice 

and demand）などが、普通郵便ではなく、受取

証明付配達証明郵便または書留郵便（certified 

mail, or return receipt mail, return receipt 

requested）である場合には注意を要する。また、

IRS は、査定・督促通知にあたり、特定のフォー

マットを用いるようには求められていない34。実際、

IRS は、課税実務上さまざまなフォーマットを用い

ている。いかなるフォーマットであっても、法定

必要事項が記載されていれば足りる。

　IRS から納税者に送られてくる査定・督促通知書

（Notice and demand）には、わが税法でいう「納

税の告知」（国税通則法 36 条）に近い性格のものと、

「督促」（国税通則法 37 条）」に近い性格のものが

ある。また、個人納税者の場合と事業者の場合と

では送達される査定・督促通知書も異なる。一般

的な例をとりあげて、「納税の告知」に近いものか

ら「督促」に近い査定・納付通知書を並べてみると、

おおむね次のようになる。

金（同 72 条の 47）を課している。また、分離課税に係る退職所得の所得割（地方税法 328 条の 4）についても、

その徴収義務者に対して、過少申告加算金、不申告加算金（同 328 条の 11）、重加算金（同 328 条の 12）を、国

税とほぼ同じ割合で課している。もっとも、「還付加算金」（税金を払い過ぎた場合に納税者に返される税額につ

く一種の利子）という言葉は、地方税や国税双方において共通する意味で使われている（国税通則法 58 条、地方

税法 17 条の 4）。
29  納税者が、連邦の他の機関（債権機関／creditor agency）に債務を負っている（債務者である）とする。この場合で、

債務者である納税者に還付される税額（tax refund）があるときには、当該債権機関や連邦財務省は、法定期間

を置いて本人に事前に通知して、債務者の還付税額から差し引くことが認められる〔IRC 6402 条 d 項、31 U.S.C.A. 

3730A（b）〕。
30  「notice」は、「告知」と「通知」の邦訳が可能である。本稿では、「通知」と邦訳する。
31  「demand」は、単なる〝納税の告知〟の意味も含むが、本稿では「督促」と邦訳する。
32  See, e.g .,Price v. United States, 335 F.2d 671 （5th Cir. 1964）.
33  See, e.g .,Filippini v. United States, 200 F. Supp. 286 （N.D. Cal. 1961）.
34  See, e.g .,Elias v. Connett, 908 F.2d 521 （9th Cir. 1990）; Planned Investments, Inc. v. United 

States, 881 F.2d 340 （6th Cir. 1989）.

【図表 10】【図表 10】査定・督促通知後の差押えへのステップアップ査定・督促通知後の差押えへのステップアップ

①第 1回目：査定・督促通知書（Notice CP14）の送達 　　

　IRS は、査定した税額（滞納額がある場合には附帯

税額等を加え）と納期限等を記した査定・督促通知書

（Notice CP14）を普通郵便で納税者に送付する。IRS

が納税者に最初の査定・督促通知書を送達しても、税

額が納期限までに納付されないとする。この時点で（現

実には査定・督促通知書の送達後 10 日程度経過後）、

連邦税法（IRC）に基づく連邦税リーエン／先取特権

が、その納税者が所有するすべての財産〔査定前に

保有していた財産＋査定後の所得した財産（IRC6331

条 b 項）〕に対して、査定時に遡って自動的に成立し



（1） 査定・督促通知書の特質とフォーマットサン

プル

　IRS は、査定後、最初に、納税者に対して、普通

郵便で、査定・督促通知書（Notice and demand、

例えば、Notice PC14、Notice CP 501）を送達す

る 35。この通知書は、性格的には、わが税法でい

う「納税の告知」に近い。査定した額の備忘／確

認（Reminder of balance due）を狙いとした納税

者への告知とみることができる。

　　

〇このタイプの査定・督促通知書（Notice and 

demand）の送達を受けた後に、納税者には、大きく 3

つの選択がある。すなわち、①全額納付する。②分納

協定（tax installment agreement）を締結する（詳

しくは本稿 VI 参照）。③その金額を争う、のいずれか

である。一方、納税者が、納期限まで当該通知書に記

載された金額を納付するのを怠る（neglect）または

拒否（refuse）したとする。この場合、IRS は、後に

ふれるように（本稿Ⅲ（4）参照）、租税債務（滞納税額）

の回収をするために、連邦税リーエン／先取特権実行

訴訟（lien foreclosure suit ／ action to enforce 

lien）を提起することの選択もできる。しかし、IRS

は、実行訴訟を提起しないで、引き続き納税者に普通

郵便で査定・納付通知書（Notice and demand、例えば、 

Notice CP 501、Notice CP503）を送達することもで

きる。このタイプの査定・納付通知書（Notice and 

demand）は、性格的には、わが税法でいう「納税の告

知」（国税通則法 36 条 1 項）に近い。査定した額の備

忘／確認（Reminder of balance due）を狙いとした

納税者への告知とみることができる。
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（IRC6321 条）、当該租税債務が消滅するまで継続する

（IRC 6322 条）。IRS は、納税者に連邦税リーエン／先

取特権通知書（NFTL=Notice of Federal tax lien）

を送達したうえで、その NFTL を登記（filing）する。

IRS は、NFTL を納税者に送達したうえで、租税債務（滞

納税額）の回収をするために連邦税リーエン／先取特

権実行訴訟を提起することも可能である。

②第 2回目：査定・督促通知書（Notice CP5 ０1）の送達 

　IRS は、第 2 回目の査定・督促通知書（Notice 

CP501）を普通郵便で納税者に送付する。事業者の場

合は、この査定・督促通知書（Notice CP501）が、最

初の通知書になる。事業者以外の個人納税者の場合

には、これが、2 回目の通知書になる。通常初回の通

知書（Notice CP14）に記した税額の納付が納期限（2

～ 3 カ月）までないとする。この場合、IRS は、査

定した税額（滞納額がある場合には附帯税）と納期

限等を記した第 2 回目の査定・督促通知書（Notice 

CP501）を納税者に送付する。

③第 3回目：査定・督促通知書（Notice CP5 ０3）の送達 

　IRS は、 第 3 回 目 の 査 定・ 督 促 通 知 書（Notice 

CP503）を普通郵便で納税者に送達する。事業者の場合は、

この査定・督促通知書（Notice CP503）が、第 2回目の

通知書になる。この段階では、いまだ IRS は、納税者の

所得ないし資産の差押えを開始することはない。

④第 4回目：査定・督促通知書（Notice CP5 ０4）の送達 

　IRS は、第 4 回目の査定・督促通知書（Notice 

CP504）を受取証明付配達証明郵便または書留郵便で

納税者に送達する。事業者の場合は、この査定・督促

通知書（Notice CP504）が、第 3回目の通知書になる。

この通知書（Notice CP504）が普通郵便で送達されて

いないことは、法的手続として重要は意味を持つ。

⑤ 第 5 回目：最終通知書／差押予告通知書（Notice 
of intent to levy ／差押予告通知書）の送達 

　IRS は、最終通知書：差押予告通知および審査を

受ける権利の通知書 Letter 1058〔Final Notice: 

Notice of intent to levy and Notice of your 

rights to a hearing〕（Letter 11、Notice CP90 ／

297 なども同じ）を、受取証明付配達証明郵便または

書留郵便で納税者に送達する。事業者の場合は、IRS

の差押え開始を通告するものになる。この通告により、

IRS は、自力執行力に基づく差押えを開始できる。た

だし、差押予告通知書の送付から 30 日間は差押えを

開始することができない。

35  通知を受けた納税者は、通例、査定・督促通知書を受領してから 10 日以内に請求された税額を納付するように求

められる。IRS の徴収実務においては、納付が確認できない場合、IRS のコンピュータシステムが、連邦税リーエ

ン／先取特権の登記が行われる旨の警告や賃金や銀行口座その他の財産が差し押さえられる旨の警告を行う文書

の送付や、自動電話による督促・警告が数週間おきに繰り返される仕組みになっている。

【図表 11】IRS の査定・督促通知書（CP14）サンプル【図表 11】IRS の査定・督促通知書（CP14）サンプル

（6 頁中の 1頁目）（6 頁中の 1頁目）
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〇それでも、納税者が応対しない場合には、受取

証明付配達証明郵便または書留郵便で査定・納付

通知書（Notice CP 504）を送達する。これにも納

税者が応対せず、依然税額が納期限までに納付さ

れないとする。この場合、IRS は、納税者に対して

差押予告通知書（Notice of intent to levy）、課

税実務的には通例、最終通知書：差押予告通知お

よび審査を受ける権利の通知書Letter 1058〔Final 

Notice: Notice of intent to levy and Notice 

of your rights to a hearing〕または IRS Letter 

11 などを、受取証明付配達証明郵便または書留

郵便で送達する。この査定・納付通知書（Notice 

and demand）は、性格的にはわが税法でいう「督促」

（国税通則法 37 条 1 項・2項）に近い。

　　

maIRS は、この差押予告通知書（Notice of intent 

to levy）の送達から 30 日は差押え（levy）が禁

止される。加えて、IRS は、差押予告通知書の送達

の際に、徴収上の適正手続審査〔CDP（=Collection 

Due Process）hearing〕を受ける権利の通知書（詳

しくは本稿 V 参照）も併せて納税者に送達するよ

うに求められる。この通知書のもと、IRS は、納税

者に弁明の機会を保障するために、さらに 30 日間

差押えが禁止される。

　この結果、IRS は、納税者の財産を差押えに着手

するまで、原則として、次の期間を確保するよう

に求められる。

（2）緊急差押えの場合の例外

　納税者が連邦税を滞納したまま海外に逃亡しよ

うとしている。納税者が支払不能に陥っているも

しくはそのおそれがある。こうした場合に、いわ

ば警察による緊急逮捕のように、司法の介在なし

に、連邦税債務を確保するために、IRS に認められ

るのが緊急徴収（jeopardy collection）である。「緊

急徴収（jeopardy collection）」とは、「緊急差押

え（jeopardy levy）」に加え「緊急査定（jeopardy 

assessment）」などを含む概念である。なぜならば、

IRS は、納税者の税額が査定されないと、徴収（差

押え）を開始できない法的構図になっているから

である。課税実務上、緊急徴収は、緊急査定のプ

ロセスにおいて緊急の差押えを速やかに実施すべ

きであるとの現場の徴収職員（RO）の判断で実施

されており、緊急査定と緊急差押えは密接に関連

【図表 12】IRS の査定・督促通知書（CP501）サンプル【図表 12】IRS の査定・督促通知書（CP501）サンプル

（5 頁中の 1頁目）（5 頁中の 1頁目）

【図表 13】IRS の最終差押予告通知書（Letter1058）サンプル【図表 13】IRS の最終差押予告通知書（Letter1058）サンプル

（4 頁中の 1頁目）（4 頁中の 1頁目）

【図表 14】 差押えの開始までの手続と着手までの待機期【図表 14】 差押えの開始までの手続と着手までの待機期
間制限間制限

① 納税者に最終の査定・督促通知書（Notice and 

demand ／ Notice of the assessment and demand 

for payment）が送達され、かつ、納税者が納期限

までに納付を怠るまたは拒否する場合、IRS が査定

に引き続き差押えようとするときには、10 日間の

期間を置かなければければならない（IRC 6331 条 a

項）。

② 差押予定通知書（Notice of intent to levy）が送

達された場合、差押えが開始されるまで、納税者が

納付できるように 30 日間確保しなければならない。

③ 最終通知書：差押予告通知および審査を受ける権利

の通知書 Letter 1058〔Final Notice: Notice of 

intent to levy and Notice of your rights to a 

hearing〕が送達された場合、差押えに先立ち、納

税者が徴収上の適正手続審査〔CDP（=Collection 

Due Process）hearing〕を受ける機会を得るために

30 日間確保されなければならない。



している。しかし、ここでは緊急差押えに傾斜す

る形で論じる。

　「緊急差押え（jeopardy levy）」をする場合、

IRS の徴収職員（RO）は、事前に IRS の首席法務官

（またはその代理官）から書面で当該差押えについ

て承認を得なければならない（IRC 7429 条 a 項 1

号 A）。事前承認を得れば、徴収職員（RO）は、前

記 【図表 14】 にあげた差押えの開始までの 3 通知

と着手までの待機期間制限（10 日＋ 30 日＋ 30 日）

の適用が除外される（IRC 6331 条 a 項・d 項）。こ

のことから、IRS の徴収職員（RO）は、はじめに

納税者に対して、査定・督促通知書（Notice and 

demand）を交付し緊急徴収が必要な旨を説明し滞

納額の納付を求める。それでも、その納税者が納

付を怠るまたは拒否したときには、直ちに差押え

による徴収を開始することができる（IRC 6330 条

f 項、6331 条 d 項 3 号）。ただし、IRS は、緊急差

押え後 5 日以内に、納税者に対して緊急差押えの

判断の根拠（理由）を記載した書面を交付しなけ

ればならないことになっている（IRC 7426 条 a 項

B 号）。納税者は、こうした書面に附記された理由

等に満足しない場合には、緊急差押えについて IRS

の不服審査部に不服申立て、さらには司法審査を

求めることができる（IRC 7429条）。加えて、IRSは、

IRC 6330 条のもとで保障されている納税者に対す

る徴収上の適正手続審査〔CDP（=Collection Due 

Process）hearing〕を受ける機会を与えなければな

らない（財務省規則 301.6330-1（a）（2）（ii））36。

①「緊急」とは何か

　IRS は、「緊急査定に関する政策指針（Policy 

Statement for jeopardy assessment）」を公表し

ている（IRM 1.2.13.1.27）。IRS は、この指針を、

「緊急」の判断基準として、緊急査定のみならず緊

急差押えにも利用している。その骨子を掲げると、

【図表 15】【図表 15】のとおりである。

②緊急差押えの正当性を争う争訟

　納税者は、IRS が行った緊急差押えが「その状況

下で合理的であったかどうか（reasonable under 

the circumstances）」を争うことができる 37。こ

の種の争訟手続は、納税者に徴収上の適正手続審

査（CDP hearing）を受ける機会を保障するために、

1998 年の第 3 次納税者権利章典法（T3 ／ RRA98）

で大きく改正された。

　IRS の緊急差押えの正当性を問う争訟の多くは、

「緊急（jeopardy）」の是非を争点とするものであ

る。納税者は、緊急差押処分後 5 日以内に IRS か

ら理由を附記した書面の交付を受けてから 30 日以

内に、IRS の不服審査部（Appeals Division）に審

査請求ができる（IRC 7429 条 a 項 2号）。その際に、

納税者は、IRS が行った緊急差押えの決定が合理

的ではなかった旨に反証する理由をあげて、それ

を書面で提出するように求められる（財務省規則 

301.7429-2（a））。IRS の不服審査部の不服審査官

（Appeals Officer）は、徴収職員（RO）の行った

緊急差押えが、その状況下で合理的であったかど

うかを審査のうえ決定する（IRC 7429 条 a 項 3 号

B）。IRS の不服審査部は、決定に際して、緊急差押

えが実施された後に得られる情報も利用するよう

に求められる（財務省規則 301.7429-2（b））。

　ちなみに、IRS が占有取得した財産の換価は、原

則として納税者に認められる不服申立て期間であ

る 30 日間は停止される。また、納税者が不服審査

の申立てを行った場合には、その間の換価は停止

される（IRM 5.10.4.1.2）38。
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36  See, Dorn v. Commissioner, 119 T.C. 356 （2002）. ちなみに、IRC 6330 条は、IRS が差押えにより強制徴収

を行う場合には、常に、納税者に対する徴収上の適正手続審査（CDP hearing）を求める権利を保障するように、

IRS に義務付けている。なお、緊急査定・差押えに関する先駆的な研究としては、北野弘久「アメリカにおける

Jeopardy assessment をめぐる問題（1）」税法学 104 号参照。
37  なお、緊急査定（jeopardy assessment）については、納税者は、IRS が「その状況下で行った査定額が妥当かど

うか（appropriate under the circumstance）」を問うことになる。この場合、立証責任は納税者側が負う（IRC 

7429 条 g 項 2 号）。

【図表 15】緊急差押えの場合の「緊急」の判断基準【図表 15】緊急差押えの場合の「緊急」の判断基準

① 納 税 者 が、「 計 画 的 に 速 や か に（designing 

quickly）に合衆国から出国しようとするまたは身

を隠そうとしている。

② 納税者が、計画的に速やかに自らの財産を政府の手

の届かない場所に置いているまたは置こうとしてい

る。

③ 納税者の金融的な支払能力が不能になっているまた

はなりつつある（ただし、緊急徴収により支払不能

になる場合を除く。）。

④ 納税者が、1 万ドル以上を自分に帰属しない形で所

持している。
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　納税者は、IRS の緊急差押えがその状況下で合

理的であったかどうかを裁判所で争うこともでき

る。ただし、不服申立前置主義がとられているこ

とから、納税者は、訴訟に先立って、IRS の不服審

査部に審査請求をする必要がある。訴訟は、IRS 不

服審査部が納税者に審査請求の決定を通知した日

か、納税者が審査請求の申立てをした日から 16 日

目か、いずれか早い日から起算して 90 日以内に提

起される必要がある（IRC 7429 条 b 項 1 号 A およ

び B）。通例、訴訟は、普通裁判所である連邦地方

裁判所（U.S. District Court）に提起される。な

ぜならば、特別裁判所である連邦租税裁判所（U.S. 

Tax Court）への提訴は前提要件が厳しく、かつ管

轄権は極めて限られているからである（IRC 7429

条 b 項 2 号 A）39。

　裁判所は、納税者が訴訟提起後 20 日以内に、

IRS が行った緊急差押えが「その状況下で合理

的 で あ っ た か ど う か（reasonable under the 

circumstances）」を裁断しなければならない（IRC 

7429 条 b 項 3 号 B）40。 立 証 責 任（burden of 

proof）は、IRS 側が負う（IRC 7429 条 g 項 1 号）。

なお、納税者側が IRS の提出した緊急性の証拠を

精査するための時間が必要であると申し立てた場

合には、裁判所は 20 日間の期間を認める（IRC 

7429 条 c 項）。IRS 側からは、こうした申立てを

することはできない。ただし、IRS は納税者の期

間延長の求めに加わることができる（財務省規則 

301.7429-3（b））。

　裁判所が、IRS の緊急差押えは合理的ではないで

と裁断したとする。この場合、裁判所は、IRS に差

押え解除その他適切と思われる救済措置をとるよ

うに命じる（IRC 7429 条 b 項 4 号）。

　すでにふれたように、「緊急差押え（jeopardy 

levy）」をする場合、IRS の徴収職員（RO）は、事

前に IRS の首席法務官（またはその代理官）から

書面で当該差押えについて承認を得なければなら

ない（IRC 7429 条 a 項 1 号 A）。ところが、事前承

認を得ていないなど、IRS の徴収職員（RO）によ

る手続にキズがあるとする。この場合、納税者は、

徴収上の適正手続審査（CDP hearing）を受ける権

利をもとに、IRS に差押え解除その他適切と思われ

る救済措置をとるように求めて、IRS の不服審査部

に不服申立てをすることができる 41。また、不服

審査部の決定に満足できないときには、裁判所に

司法救済を求めることができる。

4　連邦税リーエン／先取特権

　納税者は、納期限までに連邦税額を納付するこ

とが義務付けられている。納税者が、IRS から最

初の査定・督促通知書（Notice and demand、例え

ば、Notice PC14、Notice CP 501）の送達を受け

たのにもかかわらず、そこに通知された税額を完

納しないとする。この場合には、納税者に査定・

納付通知書（Notice and demand）を送達してか

ら 10 日程度経過後に、その納税者が、所有するす

べての財産や財産上の権利（以下、たんに「財産」

ともいう。）〔査定時に保有する財産プラス査定後

の所得した財産（IRC6331 条 b 項）〕に対して、連

邦税法（IRC）に基づく連邦税リーエン／先取特権

が査定時に遡って自動的に成立する（IRC6321 条）。

そして、当該租税債務が消滅するまで継続する（IRC 

6322 条）。IRS は、納税者に対して連邦税リーエン

38  このことから、例えば、納税者が、差し押さえられた株式を 30 日後に換価するように IRS に求めた場合、IRS は

それに応じなければならない。See, Zapana, Michael A., 124 T.C. 223 （2005）.
39  納税者が、連邦租税裁判所に緊急差押えを問う訴訟を提起したとする。しかし、連邦租税裁判所が、訴訟要件を

充足せず同裁判所では原告適格を有しないが、他の連邦裁判所では原告適格を有すると判断したとする。この場合、

連邦租税裁判所は、連邦地裁にその訴訟を送付する。この場合、その訴訟は、当初から連邦地裁に提起されたも

のとみなされる（IRC 7429 条 e 項 2 号）。
40  裁判所は、一般に、緊急差押えの合理性について、税法は「恣意的または気まぐれではない（not arbitrary or 

capricious）」といった水準の立証を求めていると解している。See, e.g., Loretto v. United States, 440 F. 

Supp. 1168, at 1172 （E.D. Pa. 1977）; McAvoy v. IRS, 475 F. Supp. 297, at 298-299 （W.D. Mich. 1979）.
41  ただし、納税者が、連邦税法の執行を遅延するまたは妨害することをねらいに、取るに足らない（frivolous）理由で、

徴収上の適正手続審査（CDP hearing）の申立てを行っていると判断される場合には、5,000 ドルの過料をかされ

ることがある（IRC 7602 条 b 項）。この場合には、その申立ては提出されていなかったものとみなされ、かつ、

その争点については行政上の不服審査や司法審査を求める権利を失う（IRC 6320 条 c 項、6330 条 g 項）。ただし、

IRS が納税者に対して審査請求が取るに足らない（frivolous）理由で申し立てられている旨を通知してから 30

日以内に、当該納税者がその申立てを取り下げたとする。この場合には、その納税者に過料は適用されない（IRC 

6702 条 b 項 3 号）。



／先取特権通知書（NFTL=Notice of Federal tax 

lien）を送達したうえで、その NFTL を登記（filing）

する。これは、登記しないと、IRS が査定した未納

の租税債権に対して連邦税法（IRC）に基づき自動

的に成立した連邦税リーエン／先取特権の優先を

主張して、第三者（他の債権者）に対抗すること

はできないからである（IRC 6323 条 a 項）。

　また、IRS は、査定額（連邦租税債務）を徴収

するためには、滞納者の財産に連邦税リーエン／

先取特権が自動的に発生し登記されていることを

NFTLに記載して納税者に通知しなければならない。

IRS は、納税者に対するこの NFTL 通知の手続を怠

ると、連邦税リーエン／先取特権を主張すること

ができない 42。

（1） 連邦税リーエン／先取特権の自動成立とその

範囲

　リーエン（lean）とは、ある者が債務や義務の

担保（security）として他人の財産に対して有す

る担保（charge）または他人の財産に対する権利

（encumbrance）をさす 43。

　連邦税リーエン／先取特権とは、連邦租税債権

を保全するために、家屋や車輛、賃金、銀行口座

をはじめとした滞納者が有するすべての財産（査

定前に保有していた財産＋査定後の取得した財産）

に設定され、他の債務に先立った徴収できる法的

請求権をさす 44。ここでいう財産（物）には、動

産および不動産、有体財産か無体財産が含まれる。

　IRSが納税者に送達する査定・督促通知書（Notice 

and demand）には、納税者（滞納者）が負う納付

税額（申告額＋増差額がある場合にはその額）に

附帯税等の額を含めた額が記載されている。納税

者が査定・督促通知書（Notice and demand）の送

達を受けた後に、納期限まで通知書に記載された

当該額を完納しないとする。この場合、連邦税リー

エン／先取特権は、連邦税法（IRC）に基づき当該

納税者が所有するすべての財産〔査定前に保有し

ていた財産＋査定後の所得した財産（IRC6331 条 b

項）〕に対して、査定時に遡って自動的に成立する

（IRC6321 条、6322 条）。連邦税リーエン／先取特

権は、納税者（滞納者）に通知することなく、連

邦税法（IRC）に基づき自動的に発生する。このこ

とから、しばしば「秘密リーエン（secret lien）」

とも呼ばれる 45。秘密リーエンは、納税者と IRS

の間では秘密であるが、その納税者に対する IRS

の優越性を与えるものである。

（2）連邦税リーエン／先取特権の登記

　連邦税法（IRC）やその下で発出された財務省規

則（Treasury Regulation）では、連邦税リーエン

／先取特権通知書（NFTL）は登記しないと、善意

の第三者（他の債権者）に対抗することはできな

いとする（IRC6323 条 a 項、財務省規則 301.6323 

（f））。IRS は、納税者に送付した連邦税リーエン／

先取特権通知書（NFTL）を登記（filing）するこ

とにより、査定・督促通知書で通知した税額等を

他の債務者に優先して徴収することができる。す

なわち、NFTL の登記は、担保債権者、建築工事に

かかるリーエン／先取特権保有者（mechanic’s 

lienors）、当該納税者の財産の購入者、判決

リーエン／先取特権保有債権者（judgment lien 

creditors）46 など滞納者に関係する善意の第三者

（他の債権者）に対して、政府（IRS）が当該滞納

者の財産に対する法的権利を有する旨を周知する

ことが目的である。

①�連邦税リーエン／先取特権通知書（NFTL）の登

記場所

　善意の第三者（他の債権者）に対抗するためには、

IRS が発した連邦税リーエン／先取特権通知書

（NFTL）は、原則として連邦税法（IRC）が求める

方法で登記されている必要がある。しかし、NFTL

の登記は、財産の種類（type）や所在場所（situs）

により異なる。言いかえると、NFTL の登記は、連

邦税リーエン／先取特権が発生した時のその財産

の所在する場所のローカル（州）の法令に従うこ
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42  See, e.g ., United States v. Coson, 286 F.2d 453, at 463 （9th Cir. 1961）.
43  See, e.g ., Dep’t of the Army v. Blue Fox, Inc., 525 U.S. 255, at 262-63 （1999）.
44  See, Glass City Bank v. United States, 326 U.S. 265 （1945）.
45  See,Derek M. Johnson, “Debts, Secret Tax Liens, and Other Estate Traps,”106 Ill. B.J. 28 （2018）.
46  判決リーエン／先取特権保有債権者（judgment lien creditor）とは、裁判所の判決により債務者の財産に対し

て一般債権者よりも優先する権利を付与された債権者をさす。連邦税リーエン／先取特権は、登記されない限

り、判決リーエン／先取特権保有債権者には優先しない。See, Note, “V-6416 Judgment Lien Creditors V. Tax 

Liens,” Fed. Tax Coordinator （2d. ed., as of Aug. 2019 Thomson Reuters ／ Tax & Accounting）. 



23国民税制研究　№ 5（2019） 

【論説】アメリカの滞納処分手続適正化の動向

とになる 47。

　連邦税法（IRC）は、NFTL の登記場所について、

大きく不動産（real property）と動産（personal 

property）に分けて規定する（IRC 6323 条 f 項）。

大まかに図説すると、次のとおりである。

　ちなみに、現在、民間航空機の登記は、連邦航

空局（FAA=Federal Aviation Administration）が

オクラホマ州オクラホマ・シティで全米規模の登

記事務を行っている（財務省規則 301.6323（f）

-1（c））。また、無体財産の 1 つである著作権の登

録も、連邦著作権法の下で全国的コントロールの

下にある。しかし、連邦税リーエン／先取特権は、

連邦税法（IRC）独自の基準で登記を行っているこ

とから、これらの連邦法のもとでの登記ないし登

録は求められない 48。

②複雑な NFTL 登記と全国登記制度への移行プラン

　現行の連邦税リーエン／先取特権通知書（NFTL）

登記の仕組みはきわめて複雑である。連邦課税庁

（IRS）の現場の徴収職員も、ローカルな仕組みを

活用する NFTL 登記実務の手を焼いている。納税者

や民事債権者にとっても、連邦税リーエン／先取

特権（lean）は、差押え（levy）とともに IRS の

強力な権限であるのにもかかわらず、分かりにく

く、常に不透明さがつきまとう。連邦議会や税法

研究者などからは、IRS の NFTL 登記の見える化を

急ぐべきではないかとの声が強くなっている。IRS

と納税者や民事債権者双方の側に分かりやすい透

明な全国的な NFTL 登記制度（national filing 

system）をつくり、現行のローカルな仕組みから

移行してはどうかとの改革案が提起されている。

現在でも、民間航空機の登記や無体財産の 1 つで

ある著作権の登録のように、全国的コントロール

の下にある財産もある。

　全国的は NFTL 登記制度の導入は、現行のきわめ

て複雑なローカルな不動産登記制度の改革などと

も関連してくる。議論は始まっているものの、伝

統的な州権の保護、中央集権化への反発なども相

まって、全国的は NFTL 登記制度の導入は一筋縄で

はいかない。

③ �NFTL 情報の信用情報報告機関（CRA）での活用

の是非

　IRS が、納税者の連邦税リーエン／先取特権通

知書（NFTL=Notice of Federal tax lien）を登

記したとする。この場合、NFTL 情報は、民間の

47  See, Note, “General federal tax liens-Place of filling and property affected,” 2 N.C. Real Estate （3rd 

ed., as of Dec. 2018）; Note, “Tax Liens,” 4 Est. Tax & Pers. Fin. Plan （as of June 2019）. 
48  See, Broadcast music Inc. v. Marc Staenberg, 66 F.3d 344 （D.C. CA, 1995）.
49  See,e.g ., Danshera Cords, “Lien on Me: Virtual Debtors Prison, the Practical Effects of Tax Liens and 

Proposal for Reform,” 49 U. Louisville L. Rev. 341 （2011）.

【図表 16】NFTL の登記場所【図表 16】NFTL の登記場所

①不動産にかかる NFTL の登記場所　

　納税者の不動産にかかる NFTL は、その財産が所在

する州の州法に規定される州もしくはカウンティその

他下位の統治団体にある 1 つの事務所（one office）

で登記しなければならない（IRC 6323 条 f 項 1 号 A

（i））。不動産は、物理的位置（physical location）

に所在するとされる（財務省規則 301.6323（f）-1（b）

（1））。登記する事務所が州法で指定されていない場合

には、IRS は、その不動産が所在する場所を司法管轄

する連邦地方裁判所の書記官事務局で登記する（IRC 

6323 条 f 項 1 号 B）。一般に多くの州では、不動産に

かかる NFTL の登記は、不動産登記記録を保存するカ

ウンティ登記官（county recorder）事務局またはカ

ウンティ書記官（county clerk）事務局で行う。

②動産にかかる NFTL の登記場所　

　納税者の動産にかかる NFTL は、無体財産か有体財

産かを問わず、その納税者が登記時の居住する州の州

法に規定される州もしくはカウンティその他下位の統

治団体にある 1つの事務所（one office）で登記しな

ければならない（IRC 6323 条 f 項 1 号 A（ii））。登記

する事務所が州法で指定されていない場合には、IRS

は、その納税者が居住する場所を司法管轄する連邦

地方裁判所の書記官事務局で登記する（IRC 6323 条 f

項 1 号 B）。この場合、法人やパートナーシップの居

住地については、事業の主たる所在地を居住地とみ

なす（IRC 6323 条 f 項 2 号 B）。一般に多くの州では、

動産にかかる NFTL の登記は、動産登記記録を保存す

るカウンティ登記官（county recorder）事務局また

はカウンティ書記官（county clerk）事務局で行う（IRM 

5.17.2.3.2）。

③ ワシントン D.C. にある財産および在外財産にかか
る登記場所　

　納税者の財産が ワシントン D.C. または海外にあ

る場合で、当該財産にかかる NFTL は、ワシントン D.C. 

の証書登録官（Recorder of Deeds）事務局で登記す

る（IRC 6323 条 f 項 1 号 C）。この場合、在外財産に

かかる NFTL は、納税者がワシントン D.C. に所在ま

たは居住するものとみなして登記する（IRC 6323 条 f

項 2 号 B）。



消費者信用情報報告機関（CRA=credit reporting 

agency）にも提供される。このため、その納税者

の信用スコアにマイナスに影響する。銀行ローン

の設定などで不利に作用する。また、雇用主や住

居の貸主なども、この信用スコアを利用するため

に、NFTL が登記された事実は、納税者の社会生活

面への影響も少なくない 50。

　「滞納は社会悪で、滞納者が社会的制裁を受ける

のは致し方ない」との意見もある。その一方で、

連邦議会や税法研究者などからは、NFTL 登記につ

いて、もう少し納税者（滞納者）の社会生活への

影響を緩和するような優しい仕組みを構築すべき

との声も強い。

　そうした声に応えて、連邦議会は、NFTL の送達

の際に IRS に適正手続通知も併せて送達するよう

に義務付ける制度を導入した。また、IRS に対して

連邦税リーエン／先取特権の撤回（withdrawal of 

lien）の申立制度を導入した。

（3）連邦リーエン／先取特権通知書と適正手続通知

　納税者が、IRS からの繰り返し査定・督促通知書

（Notice and demand）の送達を受けたのにもかか

わらず、そこの通知された額を完納しないとする。

この場合、IRS は、その納税者に対して連邦税リー

エン／先取特権通知書（NFTL=Notice of Federal 

tax lien）を送達する。NFTL は、連邦税の滞納者

（債務者）に対し、政府が連邦租税債権を保全する

ために滞納者の財産に付した連邦税リーエン／先

取特権に関し連邦課税庁（IRS）が発する公的通知

書（IRS Letter 3172）である。連邦租税債権を徴

収するために、滞納者の財産に対し連邦税リーエ

ン／先取特権が付され・登記されていることを通

知することがねらいである。

　この通知により、課税庁（IRS）は、滞納者の財

産に連邦税リーエン／先取特権が付されている事

実を、公的にアナウンスすることになる。租税債

権の存在を、他の民間債権者などにも周知する意

味もある。

　なお、課税庁（IRS）は、連邦税の先取特権

（federal tax lien）を付し登記したこと（加え

て、滞納者の財産の差押（levy）開始を）通知を

する決定について滞納者に弁明の機会を与え、独

立した行政不服審査、さらには裁判所での司法審

査を受ける権利がある旨を教示して滞納者の住所

地もしくは主たる事務所、または知りうる最新の

住所に通知するように義務付けられている。後に

本稿 V「徴収上の適正手続審査〔CDP（=collection 

due process）hearing〕」で詳しく分析するように、

IRS は、滞納者に連邦税リーエン／先取特権通知書

（NFTL=Notice of Federal tax lien）を発する際

には、滞納者に対して「連邦税のリーエン／先取

特権登記および審査を受ける権利（Right to CDP 

hearing）」を通知（教示）するように求められる（IRC 

6320 条）。

　徴収上の適正手続審査〔CDP（=collection due 

process）hearing〕 の 権 利（due process for 

liens）行使の機会を与える手続（IRC 6320 条）を

踏んで、正式な連邦税リーエン／先取特権の登記

が完了するまでは、連邦税のリーエン／先取特権

は、善意の第三者には優先しない（IRC6331 条 d 項

1 号）。

（4） 債権の優先順位

　連邦税リーエン／先取特権の優先性については、

連邦税法（IRC 6321 条～ 6323 条）および連邦倒産

法（Federal Bankruptcy Code）に規定されている 51。

原則的な取扱いは、「時間的に優先していれば、権

利面でも優先する（first-in-time is first-in-

rights）」とのルールに従う。すなわち、租税以外

のリーエンが連邦税リーエン／先取特権よりも先

に第三者対抗要件を具備（perfect）していれば、

そのリーエンは、連邦税リーエン／先取特権に優

先することになる 52。

　すでにふれたように、連邦税リーエン／先取特

権は、連邦税法（IRC）の規定に基づき自動的に成

立し、登記されないとしてもその効力は納税者の

すべての財産に及ぶ。しかし連邦税リーエン／先

取特権の優先性については、IRS が滞納者に送達し
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50  納税者が滞納問題を解決した後も、IRS はその旨を消費者信用情報報告機関（CRA）の通知する法的義務がないた

めに、信用スコアの傷は治癒されないことも多い。連邦の公正信用報告法（FCRA=Fair Trade Reporting Act）を

改正し、堅固な納税者保護を求める声も強い。See, Philip C. Hong-Barco, “How the Fair Credit Reporting 

Act Fails to Protect: The Case of IRS Tax Liens on Consumer Credit Reports,” 3 Pitt. Tax Rev. 181 （2006）. 
51  See, e.g ., Ken Weil, “Eliminating Tax Debt through Bankruptcy,” 27 No. 1 Prac. Tax Law. 9 （2012）.
52  See, Keith Maune, “The Effects of County Personal Property Tax Liens on the Rights of Secured 

Creditors,” 4 Belmont L. Rev. 249 （2017）.
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た連邦税リーエン／先取特権通知書（NFTL=Notice 

of Federal tax lien）を登記したかどうか、ま

た、いつ登記したかによる。NFTL が登記されてい

ないとする。この場合には、判決債権者（judgment 

creditors）、債権者、滞納者財産の購入者および

他のリーエン／先取特権、担保権者には対応でき

ない（IRC 6323 条 a 項）。一方、NFTL が登記され

たとする。この場合には、原則として連邦税リー

エン／先取特権が、その後に第三者対抗要件を具

備した他のリーエン／先取特権、担保権者に優先

することになる。もっとも、こうした原則的な取

扱いにも、次のような例外がある。

（5）連邦税リーエン／先取特権の実行手続の概要

　連邦税リーエン／先取特権自体には強制執行力

はない（not self-executing）。したがって、課税

庁（IRS）は、納税者が納期限まで通知書に記載

された金額の納付を怠る（neglect）または拒否

（refuse）した場合で、滞納税額を強制徴収すると

きには、ケースに応じて、①納税者の財産の差押

え（levy, seize）（IRC 6331 条、6332 条）を、政

府が持つ自力執行力（sovereign power）を使って

執行するか、または、②後順位の先取特権／リーエ

ンを消滅させるための民事訴訟（lien foreclosure 

suit ／ action to enforce lien）（IRC 7202 条、

7403 条）の実行手続を執る必要がある 53。

　ちなみに、わが国の国税徴収法では、租税債権（滞

納税額）の回収目的での手続は、①自力執行力に

基づく納税者（滞納者）の財産の差押え・換価等

の滞納処分が唯一の方法である。したがって、連

邦税リーエン／先取特権実行訴訟による租税債権

（滞納税額）の回収手続は、アメリカ税法特有のも

のといえる。

①連邦税リーエン／先取特権実行訴訟の特質

　連邦税リーエン／先取特権実行訴訟（lien 

foreclosure suit ／ action to enforce lien）

は、連邦司法省租税部（DOJ Tax=Department of 

Justice, Tax Division）所属の連邦検事（U.S. 

Attorney）または連邦検事補（AUSA=Assistant 

U.S. Attorney）が、IRS の首席法律顧問官（Chief 

Counsel）（正式には財務長官）の求めに応じて、

連邦地方裁判所の提起する民事訴訟である（IRC 

7403 条 a 項）。

　連邦税リーエン／先取特権実行訴訟は、対物的

な手続（proceeding in rem）である。争いの対象

となっている滞納者の財産に、IRS のほかに権利を

主張する者がいる場合には、訴訟当事者として参

加ができる（IRC 7403 条 b 項）。裁判地は、当該

財産の所在地を管轄する連邦地方裁判所である 54。

陪審裁判（jury trial）のない対物訴訟（in rem 

action nonjury）である 55。

②連邦税リーエン／先取特権実行訴訟手続

　連邦税リーエン／先取特権実行訴訟（lien 

foreclosure suit ／ action to enforce lien）に

参加するには、「その訴訟について正式に通知を受

けた（duly notified of the action）」当事者で

なければならない（IRC 7403 条 b 項）。裁判所は、

これらの当事者の参加を得て、関係するすべての

事項について審理を進め、リーエン／先取特権の

付された財産に対するすべての請求の本案に対し

て裁断を下す（IRC 7403 条 c 項）。

　裁判所は、合衆国の請求または利益（claim or 

【図表 17】例外ケース【図表 17】例外ケース

・ 先に登記された非租税リーエン／先取特権が、不完

全（inchoate）である場合には、後で登記された連

邦税リーエン／先取特権通知書（NFTL）が優先する。

・ 連邦税法（IRC）は、1 ０種類のリーエン／先取特権

を挙げている（IRC 6323 条 b 項）。これらは、「最優

先リーエン（superpriorities）」と呼ばれる。善意

の譲渡抵当権者（mortgage）や善意の車両の譲受人、

小売で商品を購入した者などにかかるリーエン／先

取特権である。これら最優先リーエンは、その発生

時期が、連邦税リーエン／先取特権通知書（NFTL）

登記後であっては、優先権が与えられる。

・ 支払能力がない（insolvent）納税者が、①倒産手

続開始の申立てを行っているとする。この場合には、

連邦税法（IRC）ではなく、連邦倒産法（USBC=Federal 

Bankruptcy Code）が準拠法になる（詳しくは本稿

VIII 参照）。一方、②倒産手続開始の申立てを行っ

ていないとする。この場合には、連邦政府保有の

債権は、連邦政府債権優先法（Federal Insolvency 

Law）の規定により、特別の優先権を有する（31 

U.S.C. 3713）。

53  IRC 7403 条の正式タイトルは「納税のために先取特権／リーエンを執行するまたは財産を充当する訴訟（Action 

to enforce lien or to subject property to payment of tax）」である。 
54  See, United States v. Polk, 59-1 TSTC （D. Nev. 1959）.
55  See, Equitable Life Assurance Society v. United States, 331 F.2d 29 （1st Cir. 1964）.



interest of the United States）を認める場合、

裁判所の職員が当該財産を換価し、かつ換価代金

を裁判所の判断に従って合衆国や当事者に配当す

るように命じる（IRC 7403 条 c 項）。

　連邦税リーエン／先取特権実行訴訟において、裁

判所は、換価にあたり公売（public sale）または

随意売却（private sale）のいずれかを命じる 56。

法律は、いずれを選択するかは十分な換価代金を

得ることができるかどうかを基準とするように求

めている 57。しかし、裁判所は、任意売却がその

資産にとり最良の利益につながるかどうかで判断

している。

（6） 差押制限財産に対する連邦税リーエン／先取
特権実行訴訟

　連邦税法（IRC）上の差押え（levy, seizure）

手続においては、差押えの対象は、IRS の査定時ま

でに納税者が保有していた一定の種類の財産また

は財産上の権利および金額に制限される。生活に

最低限必要な住宅などは差押制限財産になってい

る（IRC 6334 条 a 項 1 号～ 13 号）。IRS は、租税

債務回収を目的に自力で差押えができるとしても、

実際に差押制限財産を差押えるのは難しい。

　これに対して、連邦税リーエン／先取特権

（Federal tax lien）の設定・登記の対象となる財

産やその財産上の権利は、納税者が IRS の査定時

までに保有していた財産に加え査定後に取得した

財産を含み、連邦税法などで差押えが制限される

ものであるかどうかを問わない（IRC 6321 条）。こ

のことから、IRS は、どうしても納税者から租税債

務を回収したい場合には、連邦税法などで差押え

が制限される財産までをもターゲットにして、連

邦地方裁判所に連邦税リーエン／先取特権実行訴

訟（lien foreclosure suit ／ action to enforce 

lien）を起こし、民事債務の回収と同様に裁判所に

命令を使った方法で換価・配当により租税債務の

回収方法も選択できる。しかし、こうした IRS の

租税債務の回収方法の汎用に対しては、納税者の

権利保護の視点からは大きな疑問符がついている。

①�居住用住宅に対する連邦税リーエン／先取特権
実行訴訟

　多くの州の制定法では、財産差押に関する州法

に住宅差押禁止規定（homestead exemption）を置

いている。これにより、債権者は、債務者の住宅

を差押えることを禁止される。ところが、連邦税

法（IRC）では、納税者（滞納者）の自宅を連邦税リー

エン／先取特権の対象としている。IRS は、しばし

ば連邦租税債務の回収を目的に、連邦税リーエン

／先取特権が設定・登記された納税者の自宅をター

ゲットにした連邦税リーエン／先取特権実行訴

訟（lien foreclosure suit ／ action to enforce 

lien）を起こし、裁判所の命令に基づいて裁判所

職員による換価・配当等を行う徴収方法を選択す

る。

　1983 年に、連邦最高裁判所は、ロジャーズ

（Rodgers）事件において 58、死亡した夫の滞納を

理由に、その後未亡人の妻が住む連邦税リーエン

／先取特権が設定・登記された住宅に、州法上の

住宅差押禁止規定があったとしても、事実審裁判

所は換価・配当等を命じることができる旨判示し

た。すなわち、IRS（正確には連邦政府）は、連邦

租税債務の強制徴収を目的とした連邦税法（IRC）

7403 条に基づく連邦税リーエン／先取特権実行訴

訟（lien foreclosure suit ／ action to enforce 

lien）において、司法は、州法上の住宅差押禁止

規定にもかかわらず、現時点で誰に占有されてい

るかを問わず、滞納者の住宅の換価命令を出すこ

とができる旨の判断を下した 59。

　もっとも、連邦税リーエン／先取特権は、滞納

した納税者が保有する財産上の持分にまでしか及

ばない。このことから、ロジャーズ（Rodgers）事

件においては、例えば、滞納者である配偶者と滞納

者でない配偶者からなる夫婦共有持分の財産にか

かる連邦税リーエン／先取特権実行訴訟において、

裁判所は、共有財産である住宅全体の換価を命じ

ることができるが、滞納者でない配偶者は、その

持分に応じて換価配当を受けることで保護される

と判示している 60。これは、滞納者である納税者と

第三者が共有する住宅についてもあてはまる。
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56  裁判所が公売を命じた場合には、不動産の売却に関する 28 U.S.C. 2001（c）~2 の規定が適用になる。一方、任

意売却を命じた場合には、売却条件に関する 28 U.S.C. 2001（b）の規定が適用になる。
57  See, 28 U.S.C. 2001（b）. 2001（b）は、裁判所に対して換価対象となる「財産を評価するために 3人の利害関

係のない者を選任」し、任意売却価額が「評価価額の 3分の 2以下」では承認しないように求めている。
58  United States v. Rodgers, 461 U.S. 677 （1983）.
59  See, Neal Nusholtz, “The Prompt and Certain Collection of Delinquent Taxes,” Mich. B.J. 20 （2016）.
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（7）連邦税リーエン／先取特権の存続期間と抹消

　連邦税リーエン／先取特権は、租税債務が消滅

するまで存続する（IRC 6322 条）。すなわち、連邦

税リーエン／先取特権の対象となった租税債務が完

納された場合、担保が提供された場合、または徴収

不能（unenforceable）となった場合には消滅する。

これらの事実が生じた場合、課税庁（IRS）は、30

日以内に登記した連邦税リーエン／先取特権を抹消

（release）しなければならない（IRC 6325 条）61。

　加えて、IRS は、連邦税リーエン／先取特権通知

書（NFTL）を誤って登記した場合には、それを抹

消しなければならない（IRC 6326 条）。納税者は、

NFTL が誤って登記されていると信じる場合には、

IRS に対して審査請求ができる（IRC 6326 条 a 項）。

NFTL が誤って登記されていると確認決定された場

合、IRS は、連邦税リーエン／先取特権を抹消する

とともに、その決定から 14 日以内を目途に、誤り

が原因で抹消された旨の証書を発行しなければな

らない（IRC 6326 条 b 項）。

（8）連邦税リーエン／先取特権の撤回

　納税者は、IRS に対して連邦税リーエン／先取特

権の撤回（withdrawal of lien）を申し立てるこ

とができる（IRC 6323 条 j 項）。連邦税リーエン

／先取特権通知書（NFTL）登記を撤回できた場合、

納税者は、NFTL の登記がなかったものとの同じ効

果を期待できる。すなわち、連邦税法（IRC）に

基づいて自動的に発生した連邦税リーエン／先取

特権は消えないが（財務省規則 301.6323（j）-1

（a））、租税債務の完納などに伴う NFTL 登記の抹消

（release）よりは、納税者は自己の信用スコアに

対するマイナスの影響は避けられる 62。すなわち、

IRS が NFTL 登記を撤回すれば、NFTL 登録の抹消を

含め NFTL の登記がなかったものとされることか

ら、納税者の保護につながる。

　連邦税法（IRC）は、次（【図表 18】【図表 18】）の要件を充

たす場合に、IRS は、NFTL の登記を撤回できる旨

定めている（IRC 6323 条 j 項）。

　納税者が、IRS に対して連邦税リーエン／先取

特権通知書（NFTL）登記の撤回（withdrawal of 

lien）を求めるとする。この場合、納税者は、①

申立てを文書で行うこと、②納税者は自己の納税

債務について十分理解していること、③ NFTL 登記

が抹消されていること、および④納税者は登記要

件を遵守していることの 4 つの要件を充たしてい

るときには、IRS は原則として NFTL 登記の撤回を

60  United States v. Rodgers, 461 U.S. 677, at 697.
61  1988 年の（第 1次）納税者権利章典法（TBOR=Taxpayer Bill of Rights ／ T1）制定以前は、IRS に連邦税リーエ

ン／先取特権の登録抹消を義務付ける規定はなかった。
62  連邦税リーエン／先取特権通知書（NFTL）登記を撤回は、納税者の権利を護るために 1996 年の第 2 次納税者権利

章典法（T2）の制定により、導入された制度である。

【図表 18】IRS による NFTL 登記撤回の要件【図表 18】IRS による NFTL 登記撤回の要件

 ① 納税者が査定・督促通知書を受け取ってから期日ま

で納付がないとする。そこで、IRS が NFTL の登記

の手続をとったとする。しかし、IRSの徴収職員（RO）

が、内国歳入マニュアル（IRM）に規定された上席

職員の承認を得ていなかった（ただし連邦税法上の

要件ではない。）とする。この場合、IRS は、納税

者からの NFTL 登記手続の適正さを欠いていたとい

う理由で、NFTL 登記の撤回に応じることができる

（IRC 6323 条 j 項 1 号 A、財務省規則 301.6323 （j）

-1（b）（5））。

② 納税者が査定・督促通知書を受け取ってから、IRS

と話し合い分納協定（installment agreement）を

締結したとする（IRC 6159 条）。そして、この協定

では、延滞が発生した場合、IRS は NFTL の登記を

する旨が定められているとする。しかし、IRS は延

滞が発生していないのにもかかわらず、NFTL の登

記をしたとする。この場合、納税者が IRS に対して

NFTL の登記の撤回を求めた場合、IRS は撤回する

ことができる（IRC 6323 条 j 項 1 号 B、財務省規則 

301.6323 （j）-1（b）（5））。

③  NFTL の登記の撤回が、租税債務の徴収に資する

（IRC 6323 条 j 項 1 号 C）、または、納税者もしく

は全国納税者権利擁護官（NTA=National Taxpayer 

Advocate）がその撤回に同意しており、かつその

撤回は納税者と合衆国の最良の利益につながると

NTA が決定したこと。加えて、NFTL 登記の撤回は、

その登記が行われたと同じ登記場所で行われるこ

と。撤回の通知書の副本が納税者に交付されるこ

と（IRC 6323条 j項 1号 D、財務省規則 301.6323（j）

-1（a）、IRM 5.12.9.9）。

④  IRS は、納税者の撤回申立書に記載されたところに

従い、民間の消費者信用情報報告機関（CRA=credit 

reporting agency）、金融機関その他の債権者の

住所あてに、NFTL の登記が撤回された旨をできる

だけ速やかに通知をするように求められる（IRC 

6323 条 j 項 2 号）。



承認することになっている（IRM 5.12.9.9.5）。

　働いても貧しい人たち（working poor）にとっ

ては、納税が少額であっても、IRS が査定・督促

通知してきた納付額を完納するのが難しい場合も

少なくない。それにもかかわらず、かつて IRS は、

延滞すると直ちに連邦税リーエン／先取特権通知

書（NFTL）を納税者に交付し、NFTL を登記すると

いう徴収実務を続けていた。しかし、こうした IRS

の手荒い徴収実務は、貧困にあえぐ納税者の信用

スコアを傷つけ、少額融資を受ける機会や雇用の

機会を奪いますます窮地に陥らせるという負の連

鎖につながる。連邦議会は、1996 年の税制改正で

ある第 2 次納税者権利章典法（T2）の制定により、

納税者に対して NFTL の登記の撤回申請を認めるこ

とにより、負の連鎖に一定の歯止めをかけた。

　2010 年に、全国納税者権利擁護官（NTA=National 

Taxpayer Advocate）は、納税者権利擁護官指令

（TAD=Taxpayer Advocate Directives）を発出し、

IRS の NFTL の登記政策および手続を抜本的に見直

すように求めた。NFTL の自動登録の仕組みを見直

し、むしろ法定要件を充足した NFTL 登記の撤回申

請を例外なく承認する仕組みに改善すること、さ

らには IRS の自動徴収システム（ACS=Automated 

collection system）職員および徴収職員（RO）に

対する法環境の変化について学ぶための研修を実

施するように求めた 63。

5　差押え

　差押え（levy）は、課税庁（IRS）が自力執行力

を行使して滞納した租税債務の回収をはかる手続

である。IRS が差押えを開始するには、簡潔にいえ

ば、次のような手続要件を充たす必要がある。

　以上のような手続要件について、以下に少し詳

しく分析をする。

　課税庁（IRS）が、納税者に対して最終の納付通

知書（Notice of the assessment and demand for 

payment ／ Notice and demand）を送達したのにも

かかわらず、法定期限まで納付がないとする。

　この場合、IRS の徴収職員（RO）は、差押先の違

いなどに応じて、次（【図表 20】【図表 20】）のような通知書

（notice）を交付する。

　差押え（levy）は、理論上は、10 日間の猶予

期間を確保することその他の法定要件を充たして

いる限り、連邦税リーエン／先取特権成立後、徴

収権の消滅時効前であれば、原則としていつでも

執行できる。実務的には、滞納者の給与や賃金の

差押え（salary and wage garnishment）、納税者

の不動産、車輌やボートなどの動産を差押え・占

有取得し換価する、銀行口座や投資口座、生命

保険を占有取得などの手段により、滞納者の租

税債務に充当をする手続に入る。こうした手続

は、一括して「徴収手続（collection process ／

collection procedure）」、または「強制的な徴収

手続（involuntary collection procedure）」、「滞

納手続（delinquent procedure）」と呼ばれる。

　IRS の徴収職員（RO）は、差押えにあたっては、

納税者に差押予告通知書を交付する、あるいは納

税者の金融資産を管理する金融機関など第三者に

差押通知書を交付して、納税者などの住宅や事務

所などに立入ること（entry）が必要になる。立

入る場所が、プライバシー保護が期待される私

的場所であるとする。この場合で、納税者が立

入りに同意しないときには、IRS は、連邦検事補

（AUSA=Assistant U.S. Attorney）の支援を得て連

邦地方裁判所に申請して、差押対象となる目的物

（財産）が存在すると思われる相当な理由がある

ことを証明したうえで、裁判所発行の立入許可状

（writ of entry）を得る必要がある。連邦最高裁が、

憲法上の制限を課したためである（詳しくは本稿

IV 参照）。

　IRS の徴収職員（RO）は、納税者の住宅や事務

所への立入りに際し、納税者が立ち会っている場
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63  See, National Taxpayer Advocate, IRS, Status Update: The IRS Has Been Slow to Address the Adverse 

Impact of Its Lien Filing Policies on Taxpayers and Future Tax Compliance, in 2010 Annual Report to 

Congress, at 302 （2010）.

【図表 20】差押処分にかかる通知書の種類と交付先【図表 20】差押処分にかかる通知書の種類と交付先

・ 差押予告通知書（Notice of intent to levy your 
property） 

　差押えに先立ち、納税者（滞納者）本人に交付する

通知書（IRC 6331 条 d 項、IRM 5.11）

・差押通知書（Form 668-Notice of levy） 

　差押えの時に、納税者の給与の支払者である雇用主

や預金を管理する金融機関など第三者に交付する通知

書（IRC 6331 条 a 項、IRM 5.11〕）

・占有取得通知書（Form 2433 Notice of seizure） 　

　差押え実施後に財産所有者に交付する通知書（IRC 

6335 条 a 項、IRM 5.10.3.2.4）
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合には、その場で、事前に送達されているのと同

様の差押予告通知書（Notice of intent to levy）

を読み上げる。加えて、裁判所発行の立入許可状

（writ of entry）を得ている場合には、それを提

示する。また、納税者から当該差押えについて質

問を受けた場合には、真摯に答えなければならな

い（IRM 5.10.3.8）一方、納税者が立ち会ってい

ない場合または不在の場合には、納税者に差押予

告通知書を送達することで足りる。ただし、裁判

所発行の立入許可状を得ている場合には立入った

場所にそれを置くことになる。また、差押物に警

告書（warning notice）を付す必要がある（IRM 

5.10.3.11.1）。

　以上のような手続からもわかるように、IRS の

徴収職員（RO）は、その納税者の租税債務に充当

する目的で、差押制限財産（IRC 6334 条）を除

き、連邦税リーエン／先取特権の対象となってい

る財産や財産上の権利に対して、行政上の差押え

（administrative levy）〔占有取得（seizure）や

換価（sale）や、配当（distribution）を含む 64。〕

手続を開始できる。IRS には、幅広く自力執行力が

認められているからである。

　ちなみに、納税者の財産や財産上の権利を差押

える場合には、IRS が納税者の財産等に対する連邦

税リーエン／先取特権通知書（NFTL）の登記をし

ているかどうかは問われない（IRM 5.17.2.2.1）。

IRS は、差押通知書を送達する前に NFTL の登記を

することもあるが、登記しないこともある。この

点は、IRS の裁量に任されている。

　連邦裁判所は、「差押え（levy）」の法的性格に

ついて、「滞納税請求額に充当するために、歳入庁

長官が即時かつ随時に自力で執行できる、略式の非

司法的手法である」と解している 65。また、連邦最

高裁判所は、「差押権限はこの国の自主申告納税制

度の本質的な一部をなし、租税徴収における自発

的納税協力を促進するものである」と評価する 66。

　2017 課税年において、IRS は、59 万件以上も差

押通知（levy notice）を発している。しかし、差

押え（levy）／占有取得（seizure）にまで至ったケー

スは 323 件である 67。IRS による納税者財産の占有

取得の開始は当該納税者の信用スコアを著しく傷

つけるおそれがある。このことが、納税者の自発

的納税協力を促している主な理由といえる。言い

かえると、IRS にとり、差押え・占有取得は、納税

者が任意に徴収に協力しない場合の最終の手段と

して執行される状況にある。日常の徴収実務では、

滞納者を分納協定（installment agreement）や合

意による滞納税額免除（OIC=Offer-in-compromise）

をはじめとした各種の納税緩和措置に誘導するこ

とを含め、任意の非権力的な滞納税の回収が一般

的であることを物語っている。

64  連邦税法（IRC）は、「差押え（levy）」には、「差押領置（distraint）」および「占有取得（seizure）」の権限を

含むと規定する（IRC 6331 条 b 項）。ちなみに、「seizure」の言葉は、「押収」、「差押え」または「占有」の邦訳

が可能である。とりわけ、刑事手続では、証拠物を当局の占有に移す処分（証拠物を収集する処分）である「押収」

の邦訳が一般的である。しかし、わが国の滞納処分のための財産調査では、押収処分は伴わないことから、本稿では、

「占有取得（seizure）」と邦訳し、「差押え（levy）」と差別化しておく。
65  United States v. Sullivan, 333 F.2d 100, at 116 （3d Cir. 1964）.
66  GM Leasing Corp. v. United States, 429 U.S. 338, at 350 （1977）.
67  See, IRS Data Book 2017, at Table 16.

【図表 21】「差押え」の意味【図表 21】「差押え」の意味

① 連邦税リーエン／先取特権は、滞納者の財産から租

税債務を実現できることを政府に保証するだけで、

それ自体に自力執行力はない。このことから、課税

庁（IRS）は、その権利を実現するためには、行政

上の差押え（levy）によるか、または、ケースによっ

ては民事訴訟〔連邦税リーエン／先取特権実行訴訟〕

を提起する必要がある。

② 連邦税リーエン／先取特権とは、連邦租税債権を保

全するために、家屋や車輛、賃金、銀行口座をはじ

めとした滞納者が有するすべての財産（査定前に保

有していた財産＋査定後の取得した財産）に設定さ

れ、他の債務に先立って徴収できる法的請求権を

さす〔Glass City Bank v. United States, 326 US 

265 （1945）〕。

③ これに対して、差押え（levy）は、原則として、査

定後の取得した財産には執行することができない

（IRC 6331 条 b 項）。すなわち、差押通知書（notice 

of levy）は、通知書が送達された時点で存在する

納税者の財産や財産上の権利を占有取得（seizure）

できるに過ぎない。

④ 差押え（levy）は、課税庁（IRS）が、納税者に対

して査定・督促の通知（Notice of the assessment 

and demand for payment）を行い、通例 10 日程度

の期間を置いて滞納額の納付を促しても納付を怠る

（neglect）または拒否した（refuse）場合に、差押

予告通知および審査を受ける権利の通知（Notice 

of intent to levy ／ seize your property and 



（1）差押通知と適正手続審査通知

　連邦税法（IRC）は、差押え（levy）について、

「差押領置（distraint）および占有取得（seizure）

の権限が含まれ、その手段を問わない」（IRC 6331

条 b 項、 7701 条 a 項 21 項）と規定し、課税庁（IRS）

に強い自力執行の権限を認めている。これが、か

つて IRS の強制徴収実務において多くの権限濫用

の発生を招く原因ともなった。そこで、連邦議会

は、納税者の権利を強化するために、差押通知と

適正手続審査〔CDP（=Collection Due Process）

hearing）〕通知手続を、次（【図表 22】 【図表 22】 ）のように

段階的に見直していった。

　差押通知と適正手続審査通知手続について

は、後に本稿 V「徴収上の適正手続審査〔CDP

（=collection due process）hearing〕」で詳しく

分析する。

（2）差押え（levy）と占有取得（seizure）の違い

　「差押え（levy）」は、納税者（滞納者）の租税

債務に充当するために財産を押収するための行政

手段をさす。広義では、差押領置（distraint）や

占有取得（seizure）を含む（IRC 6331 条 b 項）。

課税庁（IRS）の差押権限は、査定・督促通知書の

送達（いわゆる納税の告知）をしたのにもかかわ

らず納期限までに納付を怠る（neglect）または拒

否する（refuse）場合に、裁判所の許可を得るこ

となく自力で行使できる。

　差押え（levy）と占有取得（seizure）は、法的

にはほぼ同じ意味である。ただ、差押え（levy）

は、行政上、広く債務に充当する資金を確保する

ことをさす。したがって、銀行口座、買掛金、給

与など納税者が第三者に有する債権を含む。一方、

占有取得（seizure）は、換価の対象となる有体財

産を確保することをさす。具体的には、車輛の物

理的確保、納税者の事業所封鎖などである（IRM 

15.11.1.2）。IRS の徴収実務では、差押え（levy）

と占有取得（seizure）は、ほぼ同じ意味で使われ

ている。
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Notice of your right to a hearing）〕」や「Notice 

CP 107〔差押通知および審査を受ける権利の通知

（Notice of levy ／ seizure and notice of your 

right to a hearing）」〕を送達し、納税者からの審

査請求があればそれを経たうえで、開始される。そ

の目的は、滞納者の租税債務に充当するために財産

や財産上の権利を占有取得（seize）し換価（sale）

することにある。差押え（levy）には、「差押領置

（distraint）および占有取得（seizure）の権限」

が含まれ、その手段を問わない（IRC 6331 条 b 項、 

7701 条 a 項 21 項）。

⑤ 連邦税法（IRC）は、13 のカテゴリーの差押制限財

産（Property exempt from levy）を列挙している

（IRC6334 条 a 項）。これら以外の財産（物）は差押

対象となり、不動産および動産〔有体財産（土地や

建物など）か無体財産（銀行預金、賃金、売掛金な

ど）かは問わない〕が含まれる（IRC 6331 条 b 項）。

差押対象財産（物）が、有体財産（物）で物理的に

占有取得が不可能な場合には、その財産を封印（tab 

or post）する。

68  納税者権利章典法（TBOR）について詳しくは、前掲・注 6参照。

【図表 22】 差押通知と適正手続審査通知強化の推移【図表 22】 差押通知と適正手続審査通知強化の推移

 ① 連邦税法（IRC）は、連邦課税庁（IRS）に対して、

強い徴収権限を付与しているが、この権限は抑制的

に行使されないと納税者の権利に大きな影響を与え

る。そこで、連邦議会は、納税者への連邦税リーエ

ン／先取特権の通知に加え、差押手続開始の通知に

あたっては、IRS は納税者に弁明の機会を与えるた

めの徴収上の適正手続審査〔CDP hearing〕制度を

導入した。この制度のもと、IRS は、差押え・占有

取得手続の開始に先立ち、納税者（滞納者）に対し

て弁明の機会を与えるために、徴収上の適正手続審

査（CDP hearing）権を行使できる旨を記した「Notice 

CP 504〔差押予告通知書および審査を受ける権利

の通知（Notice of intent to levy your property 

and Notice of your right to a hearing）〕」を交

付しなければならない。また、納税者の財産を管

理する第三者に対しては「Notice CP 107〔差押通

知書および審査を受ける権利の通知書（Notice of 

levy and notice of your right to a hearing）」〕

を送達しなければならない（IRC6330 条）。

②  1988 年の納税者の手続上の権利を護ることをねら

いとした納税者権利保障法（最初の（第 1 次）納

税者権利章典法（TBOR=Taxpayer Bill of Rights）
69、通称で「T1」制定前は、差押実施の 10 日前ま

でに、この通知を行うこととされていた。しかし、

1990 年以降は、差押実施 30 日前までにこの通知を

行うこととされた（IRC 6330 条 a 項 2 号）。同時に、

差押えは、この通知を履行した場合に限り、執行

できることとされた（IRC 6330 条 a 項 1 号）。納税

者や第三者は、最終通知を受けてから 30 日以内に

徴収上の適正手続審査（CDP hearing）権を行使で

きる。

③  1996 年には、IRS に対して、毎年、滞納者に対し

て滞納残高を記載した通知書（annual notice of 

tax delinquency）を送達するように求めた（IRC 

7524 条）。
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　なお、納税者等が IRS が占有取得（seizure）し

た財産を自力で私的に回復をはかること（forcible 

rescue of seized property）は、刑事罰の対象と

なる（IRC 7213 条 b 項）。

（3）差押えの制限

　連邦税リーエン／先取特権（federal tax lien）

の場合、納税者が IRS の査定時までに有していた

財産に加え査定後に取得した財産を含む、いかな

る財産または財産上の権利もその対象となる（IRC 

6321 条）69。これに対して、差押え（levy）の場

合には、IRS による査定時までに納税者が有してい

た一定の種類の財産または財産上の権利および金

額については、その対象とすることが制限される。

差押え制限は大きく、連邦税法（IRC）上の実定規

定を根拠とする場合、手続規定を根拠とする場合、

連邦憲法を根拠とする場合に分けられる。

①査定後取得財産に対する差押制限

　差押え（levy）は、原則として、査定後の取得

した財産には執行することができない（IRC 6331

条 b 項）。すなわち、差押予告通知書（notice of 

intent to levy）や差押通知書（notice of levy）（以

下、たんに「差押通知書」ともいう。）は、通知書

が送達された時点で存在する納税者の財産や財産

上の権利を占有取得（seizure）できるに過ぎない。

IRS が、差押通知書送達後に納税者が取得した財産

や財産上の権利を差押えたいとする。この場合に

は、その納税者に新たな差押通知書を送達する必

要がある。（連邦税リーエン／先取特権が、査定時

に保有していた財産に加え、査定後の所得した財

産にも自動的に及ぶのとは異なる。）。このことか

ら、IRS は、差押通知書送達後に納税者が銀行に預

けた金銭には差押えはできない。これを差押える

には、IRS は新たな差押通知書を送達する必要が

ある（財務省規則 301.6331-1（a）（1））。ただし、

給与の差押えのような例外もある。すなわち、IRS

が、滞納した租税債務を回収するために納税者の

給与（salary and wages）を差押えるとする。こ

の場合には、当初の差押えが、差押通知書の送達

日から租税債務が消滅するまで継続する。こうし

た差押えは、「継続的差押え（continuing levy）」

とも呼ばれる。一定の連邦給付なども、この継続

的差押えの対象となる（IRC 6331 条 h 項）。

②差押制限財産

　連邦税法（IRC）6334条は、差押制限財産（property 

exempt from levy）として 14 のカテゴリーを掲げ

る。これらのうち、最初の 3 カテゴリーは、制度

発足当初からある差押制限財産ともいえるもので、

その創設は 1860 年代まで遡る。

③�納税者、納税者の家族が住む主たる住宅に対す
る差押制限

　すでにふれたように、1983 年に、連邦最高裁判

所は、ロジャーズ（Rodgers）事件において 70、IRS（正

69  連邦税リーエン／先取特権（federal tax lien）は、あらゆる納税者の財産に例外なく付される。その財産が、

差押え（levy）が制限されているかどうかは問わない（In Re Voelker, 42 F. 3d 1050 （7th Cir. 1994） 。
70  United States v. Rodgers, 461 U.S. 677 （1983）.

【図表 23】差押制限財産一覧【図表 23】差押制限財産一覧

① 納税者や納税者の世帯構成員に必要が衣類や教科書

（IRC 6334 条 a 項 1 号）

② 納税者が世帯主である場合、世帯で必要となる相当

の量の燃料、備蓄品、家具および私物、ならびに納

税者の個人用武器、家畜、家禽。ただし、6,250 ド

ルの価額まで（1998 年に、それまでの 2,500 ドルか

ら現行の6,250までに引上げ）（IRC 6334条a項2号）

③ 納税者の取引、事業または専門職業に必要は帳簿や

道具。ただし、総額で 6,250 ドルまで（1998 年に、

それまでの 2,500 ドルから現行の 6,250 までに引上

げ）（IRC 6334 条 a 項 3 号）

④ 失業給付総額（配偶者分を含む。）（IRC 6334 条 a

項 4 号）

⑤投函前の郵便物（IRC 6334 条 a 項 5 号）

⑥一定の公的年金（IRC 6334 条 a 項 6 号）

⑦労災給付（配偶者分を含む。）（IRC 6334 条 a 項 7 号）

⑧ 差押前に裁判所が決めた納税者の未成年の子どもの

扶養費として給与その他の所得から支払われる金額

（IRC 6334 条 a 項 8 号）

⑨ 差押制限金額内の給与その他の所得（IRC 6334 条 a

項 9 号）

⑩ 障害者である納税者が受取った労務の対価（IRC 

6334 条 a 項 10 号）

⑪ 納税者が高齢者や障害者であることなどを理由とし

た公的給付金（IRC 6334 条 a 項 11 号）

⑫ 雇用のための研修向け給付金（IRC 6334条a項12号）

⑬ 滞納金額が 5,000 ドル未満の場合における個人が住

む住宅の差押え、および、納税者、納税者の配偶者

もしくは前配偶者、またはこれらの者の未成年の子

どもが住む主たる住宅（principal residence）の

差押え（IRC 6334 条 a 項 13 号）

⑭その他



確には連邦政府）は、連邦租税債務の強制徴収を

目的とした連邦税法（IRC）7403 条に基づく連邦税

リーエン／先取特権実行訴訟（lien foreclosure 

suit ／ lien enforcement action）において、司

法は、州法上の住宅差押禁止規定や連邦税法（IRC）

上の住宅差押制限規定にもかかわらず、しかも現

時点で誰に占有されているかを問わず、滞納者の

住宅の換価命令を出すことができる旨の判断を下

した。1983 年のロジャーズ（Rodgers）事件連邦

最高裁判決は、連邦税リーエン／先取特権実行訴

訟（lien foreclosure suit ／ lien enforcement 

action）を選択し、裁判所に命令を使った換価・

配当により実現することも選択できる現行の法制

からすれば、ある意味では当然の帰結との見方も

ある。しかし、その一方で、こうした IRS の租税

債務回収実務は、実質的に連邦税法（IRC）上の住

宅差押制限規定を回避するための「抜け穴」となっ

ているのはないかとの声もある。納税者の権利保

護の視点から大きな疑問符がついていた。

　1998 年に、連邦議会は、1IRS 再編・改革法（RRA 

98 ＝ IRS Restructuring and Reform Act 1998）

の名称で、第 3 次納税者権利章典法（通称「T3 ／

RRA98」）を成立させた。T3 ／ RRA98 では、滞納者

の住宅に対する連邦税リーエン／先取特権実行訴

訟のあり方について議論されたが、法的歯止め策

を講じるまでには至らなかった。したがって、現

在でも、IRS は、連邦税リーエン／先取特権実行訴

訟によれば、滞納者である納税者の住宅をターゲッ

トに租税債務の回収を行うことができる。

　しかし、T3 ／ RRA98 では、差押えの方法を使っ

た IRS による滞納者である納税者の主たる住宅

（principal residence）をターゲットにした租税債

務の回収に対する法的制限を格段に強化した（IRC 

6334 条 a 項 13 号〔不足額 5,000 ドル未満の場合の

納税者の住宅および納税者の主たる住宅の差押制

限〕および財務省規則 301.6334-1（d）〔主たる住

宅差押えの承認〕）。その概要は、次のとおりである。
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【図表 24】主たる住宅に対する差押制限強化の概要【図表 24】主たる住宅に対する差押制限強化の概要

① 少額の不足額（滞納額）の回収を目的とした個人の
住宅差押えの制限 

　IRS は、滞納額（不足額）が 5,000 ドル未満である

場合には、その回収を目的に個人の住む住宅を差押え

ることは禁止される（IRC 6334 条 a 項 13 号 A）。

②－ 1 納税者、納税者の配偶者もしくは前配偶者、ま
たはこれらの者の未成年の子どもが住む主たる
住居を、裁判所の事前の承認なく差押えること
は原則として禁止 

　納税者が所有し、その納税者、その配偶者もしく

は前配偶者またはこれらの者の未成年の子どもが住

む主たる住宅（principal residence）は、原則とし

て、差押え対象から除外される。ただし、IRS は、連

邦地方裁判所の裁判官または治安判事に、文書でそ

の差押えの是非について申立てをし、承認を得た場

合は別である（IRC 6334 条 a 項 13 号 B、財務省規則 

301.6334-1（d））。

　IRS は、裁判所に差押承認を申立てる際には、租税

債務を回収するのは、主たる住宅の差押え以外の選択

的手段がないことや、差押えに関する法律上の要件を

すべて充足していることを立証したうえで、納税者に

対して反駁の機会を与えるための審理に参加する通知

をすることなどを告知しなければならない。納税者は、

審理に参加することが認められた場合、裁判所が指定

した期間内に、他にも租税債務の充当できる主たる住

宅以外の財産を有していること、IRS の手続は税法等

に違反していることなどをあげて反論することができ

る。裁判所は、指定した期間内に納税者からこうした

反論がない場合には、IRS が申立てた納税者の主たる

住宅への差押えを許可するかどうか裁断することにな

る。

　IRS の徴収職員（RO）は、裁判所から差押えの承認

が必要かどうかを決定するに先立ち、差押対象とする

納税者の住宅が、納税者やその家族が大部分の時間そ

こに滞在し居住しているのかどうかを精査する必要が

ある。例えば、納税者らが、そこに滞在しかつその住

所ですべての郵便物は受け取っているが、その住宅を

第三者に貸し出しているとする。この場合には、そ

の住宅は、主たる住宅とはみなされない。したがっ

て、IRS は、この住宅を差押える場合には、裁判所の

事前の許可は要しない（IRS Chief Counsel Advice 

200947036）。

　この事前承認手続は財務省規則を根拠としている。

当該財務書規則は、納税者の主たる住宅への差押手続

の適正性について裁判所の判断を仰ぐことを目的とし

ている。言いかえると、差押えの対象となる主たる住

宅の差押えの基となる滞納額の適正性を問うことを

目的とする（争点とする）ものではない。このことか

ら、IRS は、裁判所への許可申立てにあたり、主たる

住宅の価額の適正性についての証拠を提出する必要は

ない。一方、納税者は、納税者の主たる住宅への差

押えの基となる滞納額の適正性を争うことはできな

い。争いたい場合には、徴収上の適正手続審査（CDP 

hearing）（IRC 6330 条）プロセスを利用することに

なる。

② -2  IRS は、裁判所に住居の差押えのための承認を
求める場合には、居住する納税者や家族に対し
て裁判所の審理が開始される旨通知を行うこと 

　IRS は、差押対象にしたい主たる住宅が、滞納者で

ある納税者が所有されているが、当該納税者に加え、

その配偶者もしくは前配偶者、またはこれらの者の未

成年の子ども（以下「家族」ともいう。）が住んです

るとする。この場合には、手続開始の通知をこれらす
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④無益な差押禁止

　IRS は、いわゆる「無益な差押え（uneconomical 

levy）」を禁止される（IRC 6331 条 f 項）。すなわち、

差押え・換価の費用が、差押え時の財産の公正な

市場価額を超える場合には、差押えはできない 71。

徴収職員（RO）は、占有取得（seizure）をする際に、

公平な決定（equity determination）をするよう

に求められる（IRM 5.10.1.3.3）。

　納税者は、IRS の占有取得について、無益な差押

えであると思う場合には、徴収審査請求プログラ

ム（CAP=Collection Appeals Program）のもとで

審査請求ができる（IRM 5.17.3.3.3.1）。

⑤経済的な困難を引き起こす差押えの解除

　IRS の徴収職員（RO）は、差押えにあたり、納

税者の財政状態を考慮しなければならない。納税

者は、IRS の差押えにより、経済的困難（economic 

hardship）を引き起こすと考える場合には（IRC 

6343 条 a 項 1 号 D）、差押えの解除（release）を

求めることができる。例えば、納税者が、給与が

差押えられると最低生活ができないとの申し立て

たとする。あるいは、納税者が、通勤用の車輛が

差し押さえられると仕事に行けなくなり、経済的

に困窮してしまうと申し立てたとする。こうした

場合には、仮にその納税者が至近の納税申告書を

提出していないとしても、IRS は、差押解除の申立

ての諾否を決定しなければらない。なお、連邦租

税裁判所の判決では、この差押解除は、個人納税

者に限られると判示する 72。

　納税者は、IRS に対して、文書または電話で、差

押えの解除（release）を申し立てることができる

（財務省規則 301.6343-1（c））。IRS は、申立てが

あってから、原則として 30 日以内に決定をするこ

とになっている。ただし、当該財産をすでに換価

処分に付している場合を除く。この場合には、IRS

が決定を出すかどうかについて裁量権を有する。

　IRS は、納税者からの申立てに基づき、差押えが

経済的困難を引き起こすと判断した場合には、差

押えを解除する決定をし、差押物件を返却しなけ

ればならない（IRC 6343 条 b 項）。「経済的困難」

とは、差押処分が、その全部または 1 部について、

納税者の合理的な基本的生計費の支払を不可能に

することをいう（財務省規則 301.6343-1（b）（4）

（i））。「合理的な金額（reasonable amount）」につ

いて、IRS は、各申立人の個々の事情を勘案し決定

する裁量権を有する（財務省規則 301.6343-1（b）

（4）（ii））。

　IRS が差押え解除の決定をしないことに納税者

が不服であるとする。この場合、連邦税法（IRC）

は、その納税者がこの決定処分を裁判所で争う道

を開いていない。たんに徴収上の適正手続審査（CDP 

hearing）を受ける権利（IRC 6330 条）が侵害され

たかどうかを問えるにとどまる。すなわち、この

権利救済措置では、差押えにおいて取られた手続

が適正かどうかを問えるだけで、「経済的困難」の

存否については司法審査が及ばない。

　しかし、納税者は IRS に対して不服申立てをす

ることができる（IRM 5.11.2.3.1.4）。加えて、納

税者は、IRS の全国納税者権利擁護官（NTA=National 

Taxpayer Advocate）に苦情の申出ができる。NTA は、

連邦税法の枠内（IRC 6343 条 a 項 1 号 D）で IRS の

差押えが申立人に「経済的困難」を引き起こすと判

断する場合には、IRS に対して差押えの解除および

差押物件を納税者に返却するように命じることがで

きる（財務省規則 301.7811-1 （Example （c）（1））。

　IRS が差押えは「経済的困難」を引き起こすとの

決定をした場合には、納税者は差押えの解除およ

び差押物件の返却を求める法的な権利を有する。

べての者の行う必要がある。通知書は、配偶者または

前配偶者（それらの者の未成年の子どもがいる場合に

はその保護者である者）を名宛人として、個別に送達

される必要がある。主たる住宅に住んでいる者の氏名

が不詳の場合には、「居住者各位（occupant）」を名宛

人として通知書の送達をする。

　この通知書は、家族に対して現在住んでいる住宅が

差押えられることを教示することを目的としている。

言いかえると、家族の構成員に原告適格を与え、司法

手続に参加させることを目的とするものではない（財

務省規則 301.6334-1（d）（3））。

　IRC 6334 条 a 項 13 号〔不足額 5,000 ドル未満の場

合の納税者の住宅および納税者の主たる住宅の差押制

限〕の規定は、IRS の自力執行力に基づく差押処分を

制限するものであり、この連邦税リーエン／先取特権

実行訴訟（action to enforce lien ／ IRC 7403 条）

の提起を妨げるものではない。

71  ちなみに、わが国税徴収法（48 条 2 項）にも、類似する規定がある。
72  See, e.g ., Lindsay Nursing Home, Inc. v. Commissioner, 148 TC 9 （2017）. しかし、本件控訴審において、

第 10 巡回区連邦控訴裁判所は、非法人にもこの禁止が及ぶのかについては争点となっていないとしてふれなかっ

た。Lindsay Nursing Home, Inc. v. Commissioner, 725 Fed. Appx. 713 （10th Cir. 2018）.



⑥徴収にかかる消滅時効による差押禁止

　連邦税は、原則として納税額の査定から 10 年間

徴収をすることができる（IRC 6502 条 a 項 1 号）。

言いかえると、IRS は、査定から 10 年間経過する

と差押処分が禁止される。差押えができる 10 年間

の計算は、査定後、納税者に対して差押予定通知

書（notice of intent to levy）ないし差押通知

書（notice of levy）を送達する日ではなく、占

有取得通知書（notice of seizure）を送達する日

である。すなわち、IRS は、有効な差押処分を行う

には、査定から 10 年以内に占有取得通知書を納税

者に発送する必要がある。

　租税債権を有する IRS（正確には連邦政府）が、

納税者を相手に訴訟を提起したとする。この場合

には、徴収にかかる消滅時効は中断する 73。IRS が

勝訴判決を得たとする。この場合、IRS は、その判

決を、租税債務が回収できるまで、または租税債

務が消滅するまでいつでも執行できる。

　IRS が、差押えを徴収にかかる消滅時効が成立し

ない期間内に行ったが、換価処分の結果生じた換

価代金（proceeds）を消滅時効成立後に受け取っ

たとする。この場合、IRS は、消滅時効が成立して

いない期間内受け取ったものとして取り扱う（財

務省規則 301.6343-1（b）（1））。

⑦�租税債務にかかる公正徴収手続に違反する行為

の制限・禁止

　1998 年に、連邦議会は、1IRS 再編・改革法（RRA 

98 ＝ IRS Restructuring and Reform Act 1998）

の名称で、第 3 次納税者権利章典法（通称「T3 ／

RRA98」）を成立させた。T3 ／ RRA98 は、IRS に、

徴収職員のパワーハラスメントその他権力濫用行

為を防止し、公正な租税徴収実務（FTCP=fair tax 

collection practices）を確保するように求めた

（IRC 6304 条）。

　IRS の徴収職員が、滞納した租税の徴収にあたり

禁止される行為は、次（【図表 25】【図表 25】）のとおりである。

　一般に、IRS の徴収職員は、午前 8：00 以降、夜

は 9 時まで（ローカルタイム）に行われる徴収行

為は、日常的な時間帯とみなされる（IRC 6304 条

a 条 3 号）。

　IRS 職員は、しばしば納税者に書簡を送り、通常

の業務時間内に納税者の自宅を訪問する。そして、

不在などの場合には、ドアや郵便受けに IRS 発行

の文書や名刺をはさんで帰署することも多い。こ

うした行為は、税法が禁止するハラスメント行為

にはあたらないと解されている 74。なお、納税者は、

IRSの徴収職員による違法な徴収行為により損害を

受けた場合には、連邦政府を相手に、連邦地方裁

判所に民事訴訟を起こして損害賠償請求ができる。

裁判所は、100 万ドル（過失の場合は 10 万ドル）

を上限に損賠賠償額を認定できる（IRC 7433 条）。

⑧�連邦租税債務の民間徴収（PDC）にかかる禁止と

制限

　連邦議会は、2006 年に、連邦租税債務の徴

収を民間の民間債務徴収機関（PCA ＝ private 

collection agency）にアウトソーシングする、「PDC

プログラム（Private Debt Collection Program）」

を開始した。しかし、PDC プログラムは思ったほ

ど成果を上げられず、2009 年にいったん終了した。

その背景には、当時のブッシュ政権が、「PCA は、

あくまでも IRS の徴収業務を支援する特定かつ限
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73  See, United States v. Ettelson, 159 F.2d 193 （7th Cir. 1947）; Moyer v. Mathas, 458 F.2d 431 （5th Cir. 1972）.
74  See, e.g ., Wrhel, Eric Thomas v. United States （D.C. WI, 2018）.

【図表 25】IRS の徴収職員に制限・禁止される行為【図表 25】IRS の徴収職員に制限・禁止される行為

・ 納税者との接触の制限 

　IRS の職員は、滞納税の徴収に関して納税者から事

前の同意を得るか、または裁判所から明示の許可を得

ることなしに、 （i） 納税者にとり非日常的な時間もし

くは場所または不都合と思われる場所で、（ii） その

納税者に関与する専門職がおり、かつその専門職と合

理的な時間内に接触できるのを知りながら（ただし、

その専門職と連絡がとれないか、または納税者が直接

の接触に同意しない場合を除く。）、または（iii） 納

税者の勤務先で、納税者と接触してはならない（IRC 

6404 条 a 項）。

・納税者に対するパワハラ行為の禁止 

　IRS の職員は、滞納税の徴収に関して、いかなる者

に対するハラスメント、抑圧または濫用につながる次

のような行為を無条件で禁止される（IRC 6404条a項）。

　（i） 人の身体、名声、もしくは財産を侵害する暴力

その他刑事犯となる手段の利用または利用する

との脅迫

　（ⅱ） 聴き手もしくは読み手を不快にする品位を乱

すまたは卑俗な言葉の利用

　（ⅲ） 電話をされた者を困惑、不快または攻撃する

意図で継続的かつ反復的に電話をかけること。

　（ⅳ） 公正債務徴収慣行法（Fair Debt Collection 

Practices Act）804 条のルールに類似する

ルールに該当する場合をのぞく、電話番号を

表示しないで電話をすること。　
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定的な活動に従事できるに過ぎない」としたこと

が一因とされている。

　その後、連邦議会は、2015 年末に、陸上交通修

復法（FAST=Fixing America’s Surface Act）（以

下「FAST 法」という。）を通過させた。FAST 法

は、本来、交通インフラの再構築を目指す法律で

ある。しかし、連邦議会は、FAST 法に密かに滞納

した納税者の租税債務の徴収を外部に委託する民

間債務徴収機関（PCA）PDC プログラムを再構築

する規定を盛り込んでいた。FAST 法の成立に伴

い、連邦税法（IRC）に従来から盛られていた規定

（IRC 6306 条〔適格租税徴収契約（Qualified tax 

collection contracts）〕）も見直された。連邦財

務省（IRS）は、PCA と滞納租税債務（inactive 

tax receivables）を徴収する契約を結ぶ明確な権

限を付与された 75。連邦税法（IRC）に盛られた規

定では、IRS が、その租税債務にかかる消滅時効

（通常 10 年／ IRC 6502 条）のおおよそ 3 分の 1 の

期間を経過した滞納税額を優先して PCA による徴

収の対象とできるように制度設計されている（IRC 

6306 条 b 項 B 号）。

　また、連邦政府（IRS）は、PDC プログラムに基

づく PCA（民間債務徴収機関）との間で、徴収した

総額の 25％を超えないことを上限に成功報酬払い

の形で適格租税徴収契約を締結することができる

（IRC 6306 条 e 項 1 号）。また、財務省（IRS）は、

PDC プログラムに基づき PCA 徴収した総額の 25％

を超えないことを上限に、国庫（public coffers）

に繰り入れることなく、IRS 独自の口座に繰り入れ

て納税事務に費消することができる（IRC 6306 条

e 項 2 号）。すなわち、連邦議会は、PAC のみならず、

IRS にもインセンティブを与えて、徴収業務の私化

（privatization of tax collection）を奨励する

仕組みを組み立てた。この結果、PAC が徴収した税

金 1 ドルのうちの 50％（50 セント）が国庫の入ら

ないことになる。IRS に対する「思いやりが過ぎる

のではないか？」と、PDC プログラムや PCA のあり

方が問う声もある。

　2017 年春から、連邦政府と契約を締結した PCA

は、徴収代行業務を開始している。2017 年に、IRS

は、PCA として、シービーイー（CBE）、コンサーブ

（ConServe）、パーフォーマント（Performant）、パ

イオニア（Pioneer）などを適格事業者として指定

している 76。

　IRS は、PCA に納税者の滞納税額の徴収を委託

した場合には、IRS は、その納税者あてに委託

した旨および委託先である PCA の名称・住所・

電話代無料電話番号、10 ケタの納税者認証番号

（TAN=Taxpayer Authentication Number）などを記

載した通知書 CP40〔私ども IRS はあなたの滞納税

額口座を PCA に委託しました（We assigned your 

overdue tax account to a private collection 

agency）〕を送達することになっている。

〇 PDC プログラムは、PCA（民間債務徴収機関）に

対して契約により既存の連邦租税債務の徴収を委

託するものである。言いかえると、IRS に代わって

納税者から強制的に徴収する権限を付与されてい

るわけではない。IRS の PDC プログラムの推進につ

いては、税界に賛否両論がある。納税者と PCA と

の間で、さまざまな軋轢を生む可能性が高くなる

からである。

　連邦税法（IRC）、IRS の内国歳入マニュアル（IRM）

や IRS ニュースリリース 77、IRS の全国納税者権利

擁護官（NTA）事務局資料、連邦財務省租税行政監

察総監（TIGTA=Treasury Inspector General for 

Tax Administration）の報告書、学者や実務家の

75  See, e.g ., News, “Congress Revives IRS Private Tax-Collection Contracting,” 57 No.46 Govt Contractor 391 

（December 16, 2015）.
76  IRS のウエブサイトに公表されている。
77  See, IRS, News Release IR-2016-125.

【図表 26】IRS Notice CP40 サンプル【図表 26】IRS Notice CP40 サンプル



見解などを参考に、PCA による連邦租税債務徴収に

かかる禁止および制限事項について点検し、まと

めてみると、次のとおりである 78。

　たしかに PDC プログラムに参加した PCA の従業

者は、滞納税の徴収において、公権力の行使はで

きない。加えて、PCA の従業者は、連邦租税債権の

徴収にあたる際には、公正債務徴収慣行法（Fair 

Debt Collection Practices Act）の公正債務徴収

慣行のルールが適用になる 。しかし、PCA の従業

者に対する研修・教育が十分でないと、法令が遵

守されずに、カードローンなど他から借金をして

滞納者に納税を迫るなど、不適切な徴収実務が横

行することが懸念される。

　納税者は、IRS の PDC プログラムおよび PAC の

徴収行為に対する苦情の申出を、連邦財務省租税

行政監察総監（TIGTA）にできることになっている

（ホットライン 1-800-366-4484）。このことから、

PCA従業者による公正債務徴収慣行のルールに違背

する行為については、TIGTA に苦情の申出をするこ

とも可能である。

　また、納税者は、PDC プログラムに基づく PCA

の徴収活動にかかわる税務支援が欲しい場合には、

IRS の NTA（全国納税者権利擁護官）に相談するこ

とができる。

　IRS の PDC プログラムについては、「行政事務の

私化はなんでも善である」との迷信に基づいて推
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78  See, Gerard H. Schreiber Jr et al ., Navigating the private debt collection program,” The Tax Advisor 

（Jan. 1, 2019）.
79  連邦税法（IRC）は、IRS との分納協定は最長で 3 年までしか認めていない（IRC 6159 条 c 項 4 号）。これに対し

て、PDC プログラムでは PCA との分納協定の場合には分納期間を最長で 7年まで認める（IRC 6306 条 b 項 1 号 B）。

この点について、IRS の NTA トップのニーナ・オルソン（Nina E. Olson）氏は、IRS が相手方となる場合とは異

なり、PCA が相手方となる場合には納税者に対して有利な「裏取引（backroom operations）」を法認することに

つながるのではないかとの懸念を示している。See, NTA, Tax News: Private Debt Collection Program （July 5, 

2017）. Available at: https://taxpayeradvocate.irs.gov/news/private-debt-collection-program
80  See, Clint Locke, “Taxpayer Collection Rights as a Defense to Private Collection,” 12 Ohio St. Bus L.J. 

87 （2017）.

【図表 27】 PCA のよる徴収にかかる禁止と制限【図表 27】 PCA のよる徴収にかかる禁止と制限

・ IRS と契約した PCA（民間債務徴収機関）は、公権

力（sovereign power）の行使としての徴収行為は

禁止される。このことから、PCA は、納税者の連邦

税リーエン／先取特権を登記する、納税者の金融機

関の口座を差押える、納税者の給与を差押えるなど

の行為はできない。

・ IRS は、PDC プログラムの手続的適正を確保し、か

つ、なりすまし犯罪対策のために、次のような手

順をとっている。（i） IRS は、納税者に対して滞納

税額の徴収を PCA に委託した旨を告知する通知書

（Notice CP40）を送達する。（ii） IRS から徴収を

受託した PCA も、その納税者にその旨および 1 ０ケ

タの納税者認証番号（TAN）を記載した通知をする、

（iii） PCA は、電話で納税者にコンタクトする際に、

最初に納税者に対して TAN の最初の 5 ケタを教える

ように求め、その後に PCA は TAN の最後の 5 ケタを

納税者に告知する。PCA は、この手続が終了しない

限り、会話を継続してはならないことになっている。

納税者は、PCA に対して自己の TAN を書簡にして送

るように求めることもできる。あるいは、納税者は、

TAN に代えて、自己の社会保障番号（SSN ＝ Social 

Security Number）を利用するように求めることが

できる。ただし、SSN の利用では、電話してきた者

が真の PCA でないことを確認できず、なりすましの

危険があることに注意する必要がある。

・ PCA との協力は納税者の義務ではない。このことか

ら、納税者は、PCA に協力したくないとする。こ

の場合には、納税者は、PCA に書簡（No Contact 

Letter）で今後自分と折衝するのを止めるように求

めることができる。

・ 納税者が PCA に協力をするとする。この場合には、

次のような手順に進む。（i） PCA は、納税者に 120

日以内に滞納額を完納するように求める。（ⅱ）納

税者が同意しない場合、PCA は、連邦税法（IRC）に

基づく 5 年の分納協定を締結するように提案する。

（ⅲ） 納税者がこれに応じない場合には、PCA は、

IRS の承認の下、納税者に、6 年から 7 年の分納協

定を締結するように提案する 79。

・ 納税者が PCA の提案に応ぜずに、独自の提案（他の

納税緩和措置の対案）をしたいとする。この場合、

（i） 納税者は、PCA にその旨を告げる。（ii） PCA は、

納税者から IRS に対案を出す旨の告知を受けてか

ら 60 日間徴収活動を停止する。（iii） 60 日経過し

ても、納税者と IRS との間での協議が成立しない場

合、PCA は、徴収活動を再開する。（iv） 納税緩和措

置によっては、60 日以内に結論に至らない場合も多

いことから、納税者が PCA のコンタクトを望まない

ときには、PCA にその旨を記した書簡（No Contact 

Letter）を送る。
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進されているとの批判がある。2009 年に IRS は、

当初の PDC プログラムをいったん停止した。2013

年に、IRS の NTA（全国納税者権利擁護官）は、当

初の PDC プログラムを検証し、PCA による徴収より

も IRS による徴収の方がより費用かからず効率的

であると連邦議会に報告している 81。

　こうした事実は、2017 年に再開された PDC プロ

グラムについても、2018 年 9 月に連邦財務省租税

行政監察総監（TIGTA）が公表した年次報告書で裏

付けられている。同報告書では、2017 年度におい

て、PDC プログラムで得た純益は 129 憶ドル〔総収

入 5,662 憶ドル ー 総費用 5,533 憶ドル〕であっ

たという 82。PDC プログラムは、実質的に、経費が

99％、果実は約 1％ということになる。プログラム

存続の意味が問われている。

　加えて、2017 年 9 月に IRS の NTA（全国納税者

権利擁護官）が公表した報告書では、再開された

PDC プログラムでは、2017 年 4 月から 9 月の間に

PCA による徴収に応じた納税者は、統計上の貧困ラ

イン以下の層に収集している事実を明らかにして

いる。実に、完納した納税者の 43％、分納協定を

締結した納税者の 46％は、この貧困層であった 83。

すなわち、PDC プログラムに基づく PCA による徴収

は、税務専門職の関与がほとんどない低所得者層

に集中しているわけである。この事実は、PDC プロ

グラムに基づく PCA は、納税者、とりわけ「働いて

も貧しい層（the working poor）」の権利保護の面

からも重い課題を抱えていることを教えてくれる。

　税の実務界、財務省労組（NTEU=National Treasury 

Employees Union）などからは、このような非効率な

PDC プログラムの廃止を求める声が強い。また、こ

うした声に応えて連邦議会には廃止法案が提出さ

れている 84。

⑨�財産差押えのための私的場所への立入りと憲法

上の制限

　IRS には、裁判所の介在なしに、滞納処分の対

象となる財産の捜索・差押えを行う「自力執行

力」が認められている。しかし、プライバシーの

保護を期待する私的場所に同意を得ずに強制的に

立入って差押対象財産を捜索（search）し差押え

（levy）をする場合に令状または許可状が必要かど

うか久しく争われてきた。連邦最高裁は、1977 年

に、プライバシー保護が期待される住居その他の

私的場所を捜索し物を差押占有する場合には、合

衆国（連邦）憲法修正第 4 条に定める令状主義の

原則が適用になる旨判示した〔GM Leasing Corp. v. 

United States, 429 US 338, at 354 （1977）〕（以

下「GM リーシング社判決」という。）。

　IRS は、GM リーシング社判決後、プライバシー

の保護が期待される住居その他の私的場所を捜索

し物を差押占有する目的で立入る場合で、納税者

から任意の同意が得られないときには、最寄りの連

邦地方裁判所に申請して、その場所に差押対象とな

る目的物（財産）が存在すると思われる相当な理

由（probable cause）があることを証明して、立

入許可状（wit of entry）を得るように求められる。

この点については、後に本稿 IV で詳しく論じる。

（4）公売手続

　IRS は、差押・占有取得した財産（現金を除

く。）を滞納者である納税者の租税債務に充当す

る場合には、原則として公売（sale of seized 

property）によらなければならない 85。

①公売前手続

　IRS は、公売をするにあたっては、次のような法

定要件を充たさなければならない 86。

81  See, NTA, 2013 Annual Report to Congress.
82  See, TIGTA, Private Debt Collection Was Implemented Despite Resource Challenges: However, Internal 

Support and Taxpayer Protection Are Limited: Report No. 2018-30-052 （Sept. 5, 2018）.
83  See, IRS, News Release IR-2016-125.
84  See, e.g ., News, “House Bill Would Repeal IRS Private Debt Collection Program,” 59 No. 18 Govt 

Contractor 142 （May 10, 2017）.
85  公売の決定に先立ち、IRS は、納税者（滞納者）の租税債務額や納税者の財産への差押えが無益なものにあたら

ないのか、さらには、分納協約など他の徴収方法の選択が可能ではないのかなどを精査するように義務付けられ

ている（IRC 6331 条 j 項）。
86  See, Note, “Sale of the Levied Property,” Tax’n Reg. Investment Comp. § 9.08 （as of May 2019, 

Thomson Routers ／ Tax and Accounting）; Note, “Levy and Distrait-Seizure and Sales of Taxpayer’s 

Property,” Fed. Tax Coordinator （2d., as of June 2019, Thomson Routers ／ Tax and Accounting）.



　IRS が公売前手続を遵守していない場合、納税者

は、裁判所に公売の無効または取消しを求めるこ

とができる 91。

②公売後手続

　IRS は、司法の介在を得ずに、自力執行権に基づ

いて公売を実施するが、公売後の手続は、次のと

おりである。

　公売が成立すれば、IRSは、公売後、売却代金から、

差押費用や公売費用を差し引いて、残額を滞納者

の租税債務に充当する（IRC 6342 条 a 項）。IRS は、

滞納者の租税債務に充当した後に剰余が生じた場

合には、当該滞納者その他の債権者に還付する（IRC 

6342 条 b 項、財務省規則 301.6342-1（b））。
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①占有取得通知書（Notice of seizure）の交付 

　IRS は、差押えを行った後、できるだけ速やかに、

占有取得通知書（Form 2433）87 を、差押不動産の所

有者（owner）または差押動産の占有者（possessor）

に交付しなければならない（IRC 6335 条 a 項、IRM 

5.10.3.2.4）

②公売通知書（Notice of sale）の交付　

　IRS は、財産の占有取得後、できるだけ速やかに、

公売通知書 88 を財産の所有者に交付し、かつ適切に

公売公告 89 を行なわなければならない（IRC 6335 条

b 項）。

③公売期間 

　IRS は、差押財産を公告通知から 10 日以上 40 日以

内で公売をしなければならない（IRC 6335 条 d 項）。

加えて、IRS は、公売する前に、最低価額（minimum 

price）を決定しなければならない（IRC 6335 条 e 項

1 号）90。

④売却方法 

　IRS は、売却を、通常の公売（public auction）

か、封印された入札方式の公売（public sale under 

sealed bids）かのいずれかによらなければならない

（IRC 6335 条 e 項 2 項 A）。

【図表 28】 公売にかかる IRS の義務【図表 28】 公売にかかる IRS の義務

87  占有取得通知書には、占有取得した財産の詳細が記載される。
88  公売通知書には、公売対象の財産の詳細、日時、場所、公売方法などが記載される。なお、公売通知書は、滞納

者に交付されるものであり、第三者である公売財産の利害関係人に対する交付を目的とするものではない（See, 

Bartell v. Riddell, 202 F. Supp. 70 （D.C. Cal. 1962））。
89  公告は、その地域で一般に頒布されている新聞に搭載するように求められる。
90  一般に、最低価額は、当該財産の強制公売価額（forced sale value of the property）の 80％とされる（IRM 

5.17.3.7.2.1.2）。ちなみに、公売に応札者がいない、または応札者がいても最低価額を上回っていない場合に

は、IRS は、差押財産をその最低価額で合衆国が購入することが合衆国の最大の利益の資すると判断する場合には、

合衆国が当該財産を購入できる（IRC 6335 条 e 項 1 号 A ii）。IRS がこの決定をする際に参照する基準について

は財務省規則 301.6335-1©（3）（ii）参照。なお、IRS は、差押財産の公売に最低価額での応札者がいない、ま

たは最適価額で合衆国が購入しないと判断した場合には、滞納額に差押費用や公売費用を加えて納税者に請求し、

かつその財産を納税者に返還しなければならない（IRC 6335 条 e 項 1 号 D）。
91  裁判所は、納税者が、課税庁（IRS）から公売通知書（Notice of sale）を受け取っていない場合には、当該公売

は当然に無効（void ab initio）と判断している（Reece v. Scoggins, 506 F,2d 967, at 970 （5th Cir. 1975）。

ただし、裁判所は、IRS が税法上の占有取得および公売にかかる手続要件を遵守していないが、納税者が IRS から公

売代金から租税債務に充当した後の剰余金を小切手で受け取っている場合には、納税者が手続上の欠缺を追認したも

のとみなして、公売を無効としない判断を下している（Johnson v. Gartlan, 470 F.2d 1104 （4th Cir. 1973）。

【図表 29】公売手続上の滞納者の権利【図表 29】公売手続上の滞納者の権利

①公売前の滞納者の権利 

　滞納者である納税者は、公売前（before sale）に

財産の買戻し（redemption of property）または差押

の解除（release of levy）を請求する権利を有する。

ちなみに、買戻しとは、納税者が滞納税額その他の費

用を完納することにより公売財産を買戻すことをさ

す（IRC 6337 条 a 項、財務省規則 301.6337-1）。一

方、差押解除（release of levy）とは、滞納税額の

一部を納付し、残額を分割納付する協約を結ぶことに

より、差押自体の解除を求めることである（IRC 6343

条、財務省規則 301.6343-1（c））。

②公売後の滞納者の権利 

　不動産の公売の場合、納税者は、公売財産の買主

に対して売却代金（proceeds of levy）その他の費用

を、公売日から買戻日までの利息（年 20％）を加え

て支払うことにより、その不動産を買戻すことができ

る（IRC 6337 条 b 項 2 号）。なお、納税者は、動産に

ついて、この買戻権はない。

③違法差押えから原状回復を求める権利 

　IRS が誤って、滞納者に帰属しない財産の違法

な差押え（wrongful levy）をしたとする。この場

合、その財産の所有者は、文書で IRS に原状回復を

求めることができる（IRC 6343 条 b 項、財務省規則 

301.6343-2）92。具体的には、財産の返還、または公

売後の売却代金を利息付で返還する。
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ちなみに、IRS は、公売、買戻しなどの記録の詳細

を保存しなければならない（IRC 6340 条 a 項）。滞

納者から請求があれば、その記録の副本（ただし、

購入者名を除く。）を交付しなければならない（IRC 

6340 条 c 項）。

IV　 滞納処分のための強制調査／捜索と憲法
の令状主義 93 

　連邦課税庁（IRS）が、連邦税徴収手続において、

租税債務に充当する目的で財産（物）を差し押さ

えたいとする。この場合、IRS の徴収職員（RO）には、

その財産が所在する場所または住居その他の場所

を捜索（search）し、財産を差押領置（distraint）、

占有取得（seizure）する権限が認められている（IRC 

6331 条 a 項・b 項）。IRS の徴収職員（RO）は、納

税者に差押通知書（Form 668-Notice of levy）や

占有取得通知書（Form 2433 Notice of seizure）

を交付し、差押対象となる目的物（財産）が存在

すると思われる相当な理由がある私的場所に立入

ることになる（IRM 5.10.3.8）。

　この権限行使は、連邦行政庁が広く持つ自力執

行権限（self-executing power）を根拠としてい

る。IRS の徴収実務においては久しく、IRS 徴収職

員（RO）は、差押えにあたり、滞納者または差押

対象財産を保有もしくは管理する第三者（以下「納

税者」という。）の住居その他の場所に、任意の同

意が得られないときでも、令状なし（warrantless）

に立入って（entry）きた。

　連邦最高裁判所も、1856 年以来伝統的に自力執

行権に基づく IRSの差押え／占有取得の合憲性を認

めてきた 94。合憲と判断する理由として、こうした

自力執行権に基づく IRS の差押え／占有取得を法

認しているとしても、納税者には、違法な差押え

／占有取得が行われたと信じる場合には、執行後

に司法救済の途が確保されていることをあげた 95。

　しかし、1977 年に、連邦最高裁判所は、IRS 徴

収職員（RO）が行う強制徴収手続において、納税

者のプライバシー保護が期待される住居その他の

私的場所（private property, private premises）

に立ち入る場合には、合衆国（連邦）憲法修正第 4

条に定める令状主義の原則が適用になる旨判示し

た〔GM Leasing Corp. v. United States, 429 U.S. 

338, at 354 （1977） 〕（以下「GMリーシング社事件」

または「GM リーシング社判決」という。）96。

　この判決に従い、現在、IRS は、差押えのため

に納税者のプライバシー保護が期待される住居そ

の他の私的場所に立入って捜索する場合で、その

納税者が立入りに任意に応じないときには、事前

にその場所を所轄する連邦地方裁判所に申し立て

て、その場所に差押対象となる目的物（財産）が

存在すると思われる相当な理由（probable cause）

があることを証明したうえで、「立入許可状（writ 

of entry）」または「課税立入許可決定（tax 

entry order）」を得ている。

1　 滞納処分のための私的場所への立入りと令状
主義

　連邦最高裁判所は、1977 年に、IRS 職員が滞納処

分手続において「令状なしに上訴人〔納税者〕の

事務所のプライバーに立入ることは、連邦憲法修

正 4 条〔令状主義〕に違反する（The warrantless 

entry into the privacy of petitioner's office 

violated the Fourth Amendment）」と判示した（GM

リーシング社判決）。

　GM リーシング社判決は、課税庁（IRS）の徴収

職員（RO）が、納税者の意思に反して、令状な

しに私的場所に立入り、差押対象となる物を捜

索（search）し、物を占有取得（seizure）して

きた永年の連邦税徴収実務に大きな影響を与え

92  See, IRS, Publication No. 4528 （Making an Administrative Wrongful Levy Claim Under Internal Revenue 

Code （IRC） Section 6343（b）） （Rev. Mar. 2018）.
93  See, Note, “Chapter 13 Tax Levy and Seizure: Entry onto Premises,” Fed. Tax Collect. Liens & Levies （as 

of April 2019, Thomson Routers ／ Tax and Accounting）.
94  See, Murray’s Lessee v. Hoboken Land & Improvement C., 59 U.S. 272 （1856）.
95  See, Phillips v. Commissioner of Internal Revenue, 283 U.S. 589, at 595-601 （1931）.
96  GM リーシング社事件は、いわゆる「法令違憲（facial constitutional challenge）」を問うものではなく、「適

用違憲（as-applied constitutional challenge）」〔法令自体は合憲であるが、執行者によりその法令の当事者に

対する適用の仕方が人権侵害であり、違憲であること。〕を問うたものである。See, e.g., Gillian E. Metzger, 

“Facial and As-applied Challenges Under the Roberts Court, 36 Fordham Urb. L.J. 773 （2009）; Alex 

Kreit, “Making Sense of Facial and As-applied Challenges,” 18 Wm. & Mary Bill Rts. J. 657 （2010）.



た。もっとも、GM リーシング社判決は、IRS が持

つ自力執行力を盾にした滞納処分のためのあらゆ

る強制調査に令状主義の適用を求めたものではな

い。あくまでも、滞納処分のための強制調査で、

客観的かつ合理的にプライバシー保護が期待され

る（objective and reasonable expectation of 

privacy）個人の住居その他私的場所への立入り

（entry onto private premises）が必要な場合で、

納税者の任意の協力が得られないときには、IRS 立

入るプライバシー保護が期待される私的場所に租

税債務に充当する財産（物）が存在すると期待し

得る「相当の理由（probable cause）」があること

を証明し、裁判所が発行する令状（warrant）、立

入許可状（writ of entry）、課税立入許可決定（tax 

entry order）」を得るように課税庁（IRS）に義務

づけるものである。したがって、例えば、公道に

駐車している車輛を差し押え、押収する場合など

には、令状は求められない 97。

2　 滞納処分のための立入りへの令状主義適用の
意義

　伝統的に、連邦最高裁は、連邦憲法修正第 4 条

の令状主義による保護の重点を、私人の「住宅

（home）」への物理的な立入りに置いてきた。しかし、

実際には、立入りの場所が、自宅や私的な事務所

であったとしても、そこが一般の人たちに広く公

開されているようなときには、修正第 4 条の保護

の対象にはならないとしている。つまり、修正第 4

条の保護の範囲に含まれるのは、客観的かつ合理

的にプライバシー保護が期待される私的な場所に

限定される。この背景には、修正第 4 条が保護す

るのは、「人（people）」であり、「場所（place）」

ではないという考え方が横たわっている。

　課税庁（IRS）の滞納処分実務においても、IRS

職員が、私人のプライバシー保護が期待されない

店舗や事務所などに立入って捜索をする際には、

令状（立入許可状）を取らないのが一般的である。

また、立入り場所が、私人のプライバシー保護が

期待され私的場所であっても、滞納者または差押

対象財産を所有もしくは管理する第三者（「納税

者」）から任意の同意があれば、令状なしの立入る

のが一般的である。

3　滞納処分のための立入りへの同意

　課税庁（IRS）の滞納処分実務において、立入っ

て差押対象財産を捜索する際には、私人のプライ

バシー保護が期待されない場所か、またはそれを

期待される場所かを問わず、最初に、滞納者また

は差押対象財産を所有もしくは管理する第三者

（「納税者」）に対し、令状なしに、捜索に対する任

意の同意を求める。そして、その場所の所有者や

管理者等から同意が得られたとする。この場合に

は、その同意をもとに、課税庁（IRS）職員は、令

状なしに私的場所への立入り、差押対象となる物

を捜索（search）し、物を差押領置（distraint）

または占有取得（seizure）することになる。

　プライバシー権は、その場所の真の占有者

（rightful occupant）に帰属する。このことから、

課税庁（IRS）の徴収職員（RO）は、立入りへの同

意を、その場所の立入る前に、真の占有者である

個人、または権限を有する法人役員その他正当な

権限を有する代理人から得る必要がある。

　ここで正当な権限を有する代理人とは、例えば、

次のようなケースをさす（IRM 5.10.3.5.3）。

　納税者は、物の占有取得前か後かを問わず、対

面、電話または書簡で、立入りの同意を撤回する

ことができる（IRM 5.10.3.5.1.1）。納税者が、物
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【図表 30】GM リーシング社判決の骨子【図表 30】GM リーシング社判決の骨子

① 連邦課税庁（IRS）の徴収職員（RO）が差押えをす

る目的で、令状なし（warrantless）で、捜索（search）

のためにプライバシー保護が期待される私的財産

（private property）に立ち入ること（entry）は、

連邦憲法修正第 4 条（令状主義）に違反し、違憲で

ある。

② 令状なしの自動車の捜索は、公道に置かれている場

合、駐車場に置かれている場合、または空地に置か

れている場合には、プライバシーが侵害されること

がないことから、許される。

③ 税法により個人のプライバシー保護が期待される私

的場所に立入ることが強制されているという事実

は、修正第4条（令状主義）の適用除外にはならない。　　

97  Katz v. United States, 389 U.S. 347 （1967）.

【図表 31】 立入りの同意ができる正当な権限ある代理人【図表 31】 立入りの同意ができる正当な権限ある代理人
の例の例

① リース契約の不履行を理由に納税者を追い出す権利

を有する家主

② 事業所で納税者の委託販売用の商品を保有する店舗

所有者
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の押収前に同意を撤回し、かつ、課税庁（IRS）の

徴収職員（RO）は納税者の私的場所への立入りを

認めない場合、当該職員は、物の占有取得のため

の立入許可状（writ of entry）を得る手続に入

ることを納税者に教示したうえで引き上げる（IRM 

5.10.3.5.1.2）。

　課税庁（IRS）は、納税者自身はもちろんのこ

と、納税者の財産を管理する者または納税者名義

の貸金庫契約を結んでいる金融機関など第三者へ

の立入りを求めたのにもかかわらず、これに同意

しないとする。この場合にも、課税庁（IRS）がそ

の場所に立入るのには、立入りに先立ち裁判所か

ら立入許可状（writ of entry）を得なければな

らない。この手続は、2 段階になっている。すな

わち、最初に納税者に同意を求め、それが拒絶さ

れたら、徴収職員（RO）は、最寄りの連邦検事補

（AUSA=Assistant U.S. attorney）と連携し、拒絶

から 5 稼働日以内に連邦地方裁判所に申立てて立

入許可状を入手する手続をとることになる（IRM 

5.10.3.5.1.3）。

　ただし、課税庁（IRS）は、状況によっては、納

税者に同意を求めることなく、連邦検事補（AUSA）

と連携して直ちに最寄りの連邦地方裁判所から立

入許可状を入手することもできる。例えば、納税

者が課税庁（IRS）の手の届かない場所に財産を移

そうとしている場合、または、以前に納税者に差

押えをする旨の同意を求めることにより注意を喚

起したところ、課税庁（IRS）の手の届かない場所

に財産を移そうとしたことがある場合などである

（IRM 5.10.3.6）。

　徴収実務において、課税庁（IRS）は、どのよう

にして納税者から立入りの同意を得ているのであ

ろうか。徴収職員（RO）は、立入りの同意を得る

だけの目的で納税者の私的住宅を訪ねたいとする。

この場合には、徴収職員は、納税者にコンタクト

して、その旨を告げ、納税者から招かれたときには、

当該納税者の私的住宅の入ることができる。徴収

職員は、納税者の住居または事業所を直接訪ねて

立入りの同意を求めることが不可能であるとする。

この場合には、書簡または電話でその同意を求め

ることができる。ケースによっては、納税者に同

意を求めるために来署依頼をすることができる。

いずれの場合も、立入りの同意が有効であるため

には、その納税者の自署が必要である。他方、納

税者が、立入りへの同意拒否の意思表示をすると

する。この場合、課税庁（IRS）は、その意思表示

を対面、書簡または電話ですることを認めている。

　課税庁（IRS）は、自署された同意は、30 稼働

日の間有効なものとして取り扱う。通例、課税庁

（IRS）は、納税者の自署のよる同意を得た後ただ

ちに立入り、差押対象となる物を捜索（search）し、

物を占有取得（seizure）することになる。自署に

よる同意を得てから 30 稼働日以内に立入り、差押

対象となる物を捜索し、物の占有取得が行われな

いとする。この場合、課税庁（IRS）は、通例、納

税者から新たな同意を得て立入ることになる（IRM 

5.10.3.5.4）。

　立入許可状（writ of entry）は、裁判所の命令

である。立入りの対象となる納税者または第三者

が、IRS が立入許可状を提示したのにもかかわら

ず、立入りを拒否するとしたとする。この場合に

は、その納税者または第三者は、民事的裁判所侮

辱罪（civil contempt of court）を問われ 98、連

邦執行官（U.S. Marshalls）が強制執行をする。

4　立入許可状の入手手続

　課税庁（IRS）は、滞納処分をする目的で強制的

にプライバシー権保護が期待される滞納者または

差押対象財産を所有もしくは管理する第三者（「納

税者」）の私的場所に立入りたいとする。この場合

には、IRS は連邦検事補（AUSA）と連携し、事前に、

差押対象となる目的物（財産）が存在する地域を

管轄する最寄りの連邦地方裁判所（U.S. District 

Court）に申立てて、立入許可状（writ of entry）

を得る必要がある（IRM 5.10.3.7）。立入許可状の

発行の可否は、申立人である IRS のみが参加する

「一方当事者手続（ex parte proceeding）」で審理

される。したがって、納税者はこの手続に参加で

きない。申立手続には、①形式要件と①実質要件

がある。前者①としては、申立書に、IRS が査定・

督促通知書、連邦税リーエン／先取特権通知書、

差押通知書の送達など法定手続を経ている旨記載

する必要がある。また、②実質要件としては、IRS

は、立入りを考えているプライバシー保護が期待

される私的場所に租税債務に充当するための差押

対象となる財産（物）が存在すると期待し得る「相

98  See, e.g ., United States v. Campbell, 761 F.2d 1181 （6th Cir. 1985）. 本件では、IRS が、滞納者の車輛

を差押えるために住居への立入りに同意を求めたが拒否されたために裁判所から立入許可状を得て立入りを試み

たが、滞納者の配偶者（夫）が立入りを妨害したことから、当該配偶者が民事的裁判所侮辱罪を問われた。



当の理由（probable cause）」があることを証明す

る必要がある。

（1）申立書への記載事項

　課税庁（IRS）は、立入許可状（writ of entry）

発行申立ての際に、連邦税法（IRC）に定めた差押

えの要件を遵守し、かつ差押えまたは占有取得に

先立っては徴収上の適正手続審査（CDP hearing）

要件を遵守する旨を含め、宣誓供述書（affidavits）

または宣誓書（declaration）にして裁判所に提出

しなければならない。

　また、IRS は、立入許可状（writ of entry）発

行申立ての際に、徴収職員（RO）がその場所に立

入ることにより、納税者の滞納税額の全部または

一部に充当できる財産が存在し、かつ押収できる

と合理的に期待できる旨証明しなければならない。

　すでにふれたように、立入許可状（writ of 

entry）発行申立ては最寄りの連邦地方裁判所（U.S. 

District Court）に行い（IRC 7402 条）、通例、連

邦治安判事（U.S. Magistrate）99 から入手できる。

　立入許可状（writ of entry）は、裁判所に提

出された宣誓供述書または宣誓書で確認された場

所に徴収職員（RO）が立入ることを認めるもので

ある。言いかえると。課税庁職員は、押収の対象

とする財産およびその種類は、宣誓供述書または

宣誓書に示された範囲に限定される。宣誓供述書

または宣誓書は、査定・督促通知書（Notice and 

demand）のような性質の文書とは異なる。徴収職

員（RO）が行政上の強制徴収にあたっては連邦税

法の要件を遵守する旨を確認する特別の性格を有

する文書である。一般に、宣誓供述書または宣誓

書には、【図表 32】【図表 32】のような情報が記載されている。

（2） 連邦検事補による裁判所への立入許可状発行

申請

　連邦課税庁（IRS）が提起する連邦税の徴収に

関する民事／行政訴訟（civil ／ administrative 

action）は、財務長官（Secretary of Treasury）

の委任を受けた IRS の首席法律顧問官（Chief 

Counsel）に承認され、かつ連邦司法長官（U.S. 

Attorney General）委任を受けた連邦司法省租税部

（DOJ Tax=Department of Justice, Tax Division）

所属の連邦検事（U.S. Attorney）または連邦検事

補（AUSA=Assistant U.S. Attorney）が、民事訴

訟課（Civil Trial Section）の協力を得て、開始

することになっている（IRC 7401 条、7403 条）100。

　実務上、ほとんどの連邦税の徴収関係訴訟は、

IRS の徴収職員（RO）の提案が基になる。IRS 徴

収職員（RO）の提案は、その職員（RO）が所属す

る地域レベルで承認されると、当該地域の法律顧

問官（Area Counsel）事務局に上げられ審査を受

ける（IRM 5.17.4.2.1）。地域法律顧問官（Area 

Counsel）がその訴訟を承認すると、IRS の首席法

務官（Chief Counsel）自身またはその代理が署名

した訴訟開始を求める書簡を、連邦司法省租税部

（DOJ Tax）所属の連邦検事補（AUSA）に対して送

付する（IRM 25.3.2.1 （1））。連邦検事補（AUSA）は、

送られてきた訴訟開始を求める書簡を精査し、訴

訟を求める提案が適切と判断される場合には、基

本的に連邦司法省租税部（DOJ Tax）の訟務官が、

納税者を管轄する連邦地方裁判所（ケースによっ

ては州裁判所）に訴訟を提起することになる（U.S. 

Attorney’s Manual, Tax Div. 6-5.010）101。
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99  連邦地裁の裁判官により、法曹資格を有する者から、常勤または非常勤で任命される補助裁判官である。
100  連邦検事（U.S. Attorney）は、連邦法違反の刑事事件の捜査や起訴に加え、合衆国（連邦）が原告または被告

となる民事／行政事件にも関与する。
101  連邦司法省租税部（DOJ Tax）は、訴訟コストを重くみており、現場で差押事務を担当している IRS の徴収職員（RO）

に厳正なコスト試算を求め、ケースによっては、私的場所への立入りに同意しない納税者との和解、協議をすす

めるように求めることがある。 

【図表 32】宣誓供述書への記載事項【図表 32】宣誓供述書への記載事項

① 基礎となる査定税額および査定期間や附帯税を含む

現在の未納残高

② 査定・督促通知書（Notice and demand）の日付な

らびに納税者が通知後 10 日以内に支払を怠るまた

は拒否した事実があること。

③ 査定の結果、その納税者のすべての財産や財産上の権

利に連邦税リーエン／先取特権が発生していること。

④ 納税者が査定・督促通知書送達後 10 日以内の査定

した税額を納付しないことから、IRS は、前記③の

財産や財産上の権利を差し押さえる権限を有してい

ること。

⑤ 査定・督促通知書送達日および通知書の交付方法が

記載された差押予定通知書が納税者に交付されてい

ること。

⑥ 捜索される住居およびその住居で発見が期待される

財産や財産上の権利、納税者の事業状態、捜索され

る住居の住所または所在地などの記載　　
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　以上のように、IRS が関係する税務訴訟事務は、

連邦司法省租税部（DOJ Tax）が取り扱うことになっ

ている。このことから、裁判所に提出する立入許

可状申立書や IRS 徴収職員（RO）による宣誓供述

書（affidavits）または宣誓書（declaration）の

作成、訴訟手続などについては、IRS と連携して連

邦検事補（AUSA）が担当することになっている（IRM 

5.10.3.7.4）。

　連邦司法省 : 連邦検察マニュアル（Department 

of Justice : U.S. Attorney Manual）〔 タ イ ト

ル第 6 租税（Title 6 Tax）〕「6-5.140 命令的訴

訟：差押えのための立入りにかかる一方的許可決

定（Affirmative Litigation—Ex Parte  Order for 
Entry to Effect Levy）」は、IRS との訴訟連携に

ついて、次のように規定する。

（3）捜索令状や立入許可状の発行要件

　課税庁（IRS）をはじめとした多くの行政庁は、

行政上の捜索そのための立入りする際に、その場

所の所有者などから同意を得る必要がある。同意

が得られず強制的に立入るに先立っては、裁判所

に申立てて、捜索令状（search warrant）ないし

立入許可状（writ of entry）発行を求める必要が

ある。すでにふれたように、その申立てにあたり、

行政庁は、裁判所で、申し立てた捜索ないし立入

りに「相当の理由（probably cause）」があること

を証明するように求められる。

　1967 年のカマラ事件連邦最高裁判決は、連邦憲

法修正第 4 条の令状主義の原則は、刑事手続のみ

ならず、行政手続にも適用されるルールを確立し

た〔Camara v. municipal Court, 387 U.S. 523, 

at 534 （1976）〕。この判決では、「相当の理由」とは、

捜索のための特定の決定が、憲法が求める合理性

の基準を満たしているかどうかを判定することに

あるとしている。すなわち、合理性の判定にあたっ

ては、捜索の必要性と権利侵害とを比較考量し、

公益が権利侵害を正当化できる場合には、その捜

索は合理的であると判定し、捜索を許可する令状

を発行するという法論理である。

　犯罪の証拠を収集するための刑事手続上の捜索

では、捜査官が特定の場所に捜索・押収の対象と

なる証拠物が存在すると信じるにたる相当の理由

がない限り、令状は発行されない102。これに対して、

行政調査や規制目的での特定の場所への立入りな

どでは、余り厳しい相当の理由を証明するように

は求められない。裁判所も、刑事手続の場合とは

明らかに異なる判断を示すケースが多い。この背

景には、行政上の調査・立入りでは、比較的プラ

イバシー侵害が限られることがあげられる。例え

ば、必要最低限の健康や労働環境の安全性の確保

を目的とする行政上の調査・立入りでは、安全基

準が護られているかどうかが主眼である。したがっ

て、直接個人のプライバシーに深く立ち入ること

は少ないとされる 103。このことから、一般に、捜

索が「政府の特定の規制またはプログラムを効率

的行うことがねらいであり、法的にも行政的にも

合理的と判断される場合」には、令状が発行され

る 104。

（4） IRS への立入許可状の発行と「相当の理由」の

証明

　課税庁（IRS）は、滞納処分のために処分の対象

としたい納税者等の財産を捜索・差し押さえたい

102  See, e.g ., Blackie’s House of Beef v. Castille, 656 F.2d 1211 （D.C. Cir. 1981）.
103  See, Camara v. Municipal Court, 387 U.S. 523, at 535-537 （1976）. 
104  See, e.g ., Matter of Brickner, 453 F. Supp. 91 （E.D. Wis. 1978）.

【図表 33】IRS と連邦検察との訴訟連携【図表 33】IRS と連邦検察との訴訟連携

　IRS は、納税目的で財産を占有取得するために憲

法で保護された建物への立入り（銀行の貸金庫の開

庫を含む。）に先立ち、許可決定を得なければならな

い。IRS は、これらの事件を直接連邦検察庁（U.S. 

Attorney’s Office）に付託するものとする。

　IRS の法律顧問官（counsel）は、連邦検察庁が審

査したうえで連邦地方裁判所に提出する一方当事者に

よる申請、IRS の徴収職員（RO）からの宣誓供述書ま

たは宣誓書、および許可決定草案を含む訴答書面～地

域の実務に応じたもの～を準備する場合に、連邦検察

庁を支援するものとする。

　連邦検察庁は、IRS 法律顧問官からの付託を受けて、

納税者が頑強に抵抗し、自発的承諾を得たうえで徴収

職員（RO）が占有取得目的で財産を手にすることが不

可能であることを独立して判断することを含む、差押

えのための立入りにかかる許可決定を得るために法的

基準を充たしているのかどうかを判定するための資料

を速やかに審査するものとする。連邦検察庁は、徴収

職員（RO）の宣誓供述書または宣誓書が、完全かつ正

確であり、その事件が許可状申請の却下につながる非

日常的な特徴を有しているかどうかを確認するものと

する。

〔2018 年 2 月改訂〕　　



とする。この場合、その場所に立入るには納税者

等の同意を得るのが一般的である。同意は口頭で

もよい。IRS は、納税者から同意が得られず、プラ

イバシーが期待される私的場所に差押対象物が存

在する相当な理由があると信じるときには、そこ

に強制的に立入るには、その財産が所在する連邦

地裁へ立入許可状（writ of entry）発行を申立て

る必要がある（IRC 7402 条、IRM 5.10.3.7）。裁判

所での申立てにおいて、IRS は、立入る私的場所に

差押対象となる目的物（財産）が存在することに「相

当の理由（probably cause）」があることを証明す

るように求められる。

　連邦最高裁は、1977 年の GM リーシング社判決に

おいて、IRS が滞納処分目的での財産差押え／捜索

のためにプライバシー保護が期待できる納税者の

私的場所への立入りには立入る私的場所に差押対

象となる目的物（財産）が存在することに「相当

の理由」があること証明したうえで立入許可状求

める必要である旨判示した。しかし、立入許可状

の発行基準である「相当の理由」の証明の程度に

ついては詳しくふれなかった。このため、IRS が、

裁判所で求められる「相当の理由」の証明の程度

については、裁判所（連邦控訴裁判所）の見解は、

【図表 34】【図表 34】の 2つに大きく割れている 105。

　裁判例や学説では、立入許可状発行申立ての際

の IRS の「相当な理由」の証明責任について、①

刑事事件の令状発行と同程度の証明を必要とする

見解が有力である。その理由は、滞納処分という

貨幣形態による公権力の行使のための立入りと、

犯罪の摘発・刑事処分にかかる公権力に行使のた

めの立入りとを差別して取り扱う必要はないので

はないか、というのがその根拠である。

　これに対して、課税庁（IRS）は、滞納財産の捜

索のための立入りは、犯罪摘発を目的とした捜索

のための立入りとは異なる、との見解を取ってい

る（IRM 5.10.2.14）。

　IRS は、差押対象となる目的物（財産）が存

在すると思われる滞納者名義の貸金庫（safety 

deposit box）をはじめとして第三者管理の私的場

所への立入りについても、任意の同意が得られな

い場合には連邦検事補（AUSA）と連携をしたうえ

で裁判所に申立てを行い、差押対象となる目的物

（財産）が存在すると思われる「相当な理由」を証

明したうえで、立入許可状を得る必要がある（IRM 

5.10.3.5）。

　ちなみに、IRS は、裁判所へ立入許可状の申立て

について、その場所の捜索で差押えできる金額的

な基準を設けていない。これに対して、連邦検察

は訴訟コストを重くみている。

　連邦地裁（Federal district courts）が、IRS

は差押対象となる目的物（財産）が存在すると思

われる「相当な理由」を証明できていないとして、

立入許可状の発行申立てを却下したとする。この

場合、IRS は、連邦控訴裁判所（Federal circuit 

courts）に控訴することができる。すなわち、連

邦地裁が IRS の立入許可状請求を却下したという

ことは、IRS に控訴可能命令（appealable order）

を発したことと同じ意味を持つ 107。
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105  See, Erin Suzanne Enright, “Probable Cause for Tax Seizure Warrants,” 55 U. Chi. L. Rev. 210, at 221 

et seq . （1988）.
106  Also, see, In re  Gerwig, 461 F. Supp. 449 （C.D. Cal. 1978）; In re  Brickner, 453 F. Supp. 91 （E.D. 

Wis. 1978）; In re  Gabel, 134 F.3d 377 （9th Cir. 1996）.

【図表 34】 IRS の立入許可状申請の際の「相当な理由」【図表 34】 IRS の立入許可状申請の際の「相当な理由」
の証明の程度の証明の程度

①刑事事件の令状発行と同程度の証明を必要とする見解 

　IRS が、租税の強制徴収、差押対象となる財産が存

在すると思われるプライバシーが期待される私的場所

に立入る場合に証明が求められる「相当な理由」の程

度については、刑事事件の捜索令状発行の場合に求

められると同様の厳格な証明が必要である。〔United 

States v. Condo, 782 F 2d 1502 （9th Cir. 1986）106。

すなわち、IRS は、プライバシー保護が期待できる納

税者の私的場所へ立入る令状を求めるには、その立入

る私的場所に差押対象となる目的物（財産）が存在す

ること、およびその財産がその納税者に帰属すること

または連邦税リーエン／先取特権の対象となっている

ことを証明し、裁判官が独立した判断ができるように

具体的に証明する必要がある〔Matter of Brickner, 

453 F. Supp. 91 （E.D. Wis. 1978）〕。

② 行政規制の場合と同じ程度の軽微な証明でよいとす
る見解 

　IRS が、租税の強制徴収・差押えのためにプライバ

シー保護が期待される私的場所に立入るのは、刑事捜

索と同等とみるべきではなく、一般の行政調査と同等

と判断すべきである。したがって、「相当な理由」に

ついても、一般的な行政的な立入りと同じレベルでの

相当な理由を証明できれば、立入許可状は発行され

るべきである〔Carlson v. United States, 580 F 2d 

1365 （10th Cir. 1978）〕。
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5　IRS の私的場所の捜索・立入実務

　徴収実務上、納税者のプライバシー権が期待さ

れる私的場所に立入りについては、さまざまな問

題を抱えている。以下に、主要な問題を点検して

みる。

（1）立入許可状の限界

　IRS は、裁判所が発行した立入許可状を、稼働日

の稼働時間内で納税者の私的場所への立入りに使

うことができる。稼働日および／または稼働時間

以外に立入る場合には、裁判所の特別の許可が要

る。

　また、差押え／占有取得すべき財産が、私的場

所と公的場所の方法に所在し、かつ納税者または

第三者が IRS の捜索に同意しないとする。この場

合には、IRS の徴収職員（RO）は、最初に、公的場

所に所在する財産の差押え／占有取得に言及する

ことなく全体の場所に立入る令状を請求する裁量

権を有している（IRM 5.10.3.5.2）。

（2）立入許可状発行の判断基準

　IRS が、差押対象となる目的物（財産）が存在

すると思われる相当な理由がある私的場所に立入

るのに、裁判所からの許可状が必要かどうかの判

断基準は、まず、捜索する対象が納税者のプライ

バシー保護が合理的かつ客観的に期待される場所

かどうかにある。その場所が、合理的かつ客観的

に納税者のプライバシー保護が期待されない（no 

reasonable and objective expectation of privacy）

とすれば、連邦憲法修正第 4 条の令状主義の適用

の枠外に置かれ、その場所の捜索には、仮にプラ

イバシー保護が期待される私的場所であっても、

立入許可状は不要となる 108。この場合には、IRS

の徴収職員（RO）は、納税者に差押通知書（Form 

668-Notice of levy）や占有取得通知書（Form 

2433 Notice of seizure）を交付し、差押対象と

なる目的物（財産）が存在すると思われる相当

な理由がある私的場所に立入ることになる（IRM 

5.10.3.8）。

　この判断基準は一見単純なようにみえるが、徴

収実務では、納税者と徴収職員（RO）との間で絶

えず議論となるところである。

（3）立入許可状等の交付と差押え

　IRS の徴収職員（RO）は、裁判所に立入許可状発

行の申立てをしてそれを入手するまではプライバ

シー保護が期待される私的場所には、無断で立入

ることができない。しかし、当該私的場所を所有

する納税者またはその場所の管理者から立ち退き

を求められない限り、当該私的場所にアクセスで

きる公的場所で待機することができる。

　IRS の徴収職員（RO）が裁判所から立入許可状

を取得したとする。この場合、立入りに先立ち、

納税者その他その場所に管理者などに、差押通知

書（Form 668-Notice of levy）や占有取得通知

書（Form 2433 Notice of seizure）とともに立

入許可状（writ of entry）（以下「立入許可状

等」ともいう。）を交付しなければならない（IRM 

5.10.3.9）。立入許可状を交付後、IRS の徴収職員

（RO）は、納税者などから同意が得られない場合で

も、立入許可状に指定された場所に立入ることが

できる。また、立入許可状等を受け取る者が誰も

いなければ、捜索をした後で、立入許可状等を室

内に置いておくことになる（IRM 5.10.3.9）。

　IRSの徴収職員（RO）は、立入許可状等を提示して、

その場所の内部を捜索し、滞納処分の対象物を差

押えることができる。ただし、IRS は、納税者また

は第三者が徴収職員（RO）の立入りに抵抗した場

合などには、上席職員の指示を仰ぐことになる（IRM 

5.10.3.6）。上席職員は、ケースによっては捜索・

差押えをやめて退出するように指示をする。

（4） プライバシー保護が期待される私的場所の捜

索・差押方法

　IRS の徴収職員（RO）は、立入許可状を持ってプ

ライバシー保護が期待される私的場所の捜索のた

めに立ち入るとする。この場合で、当該私的場所

が施錠され、かつ、納税者または第三者が不在な

ときには、そのドアに他の鍵の設置や差押警告タッ

グなどを付けることはできない。ただし、差押対

象財産（物）がプライバシー保護の期待される私

的住宅のような不動産である場合でも、その所有

者である納税者や貸主である第三者との協議を経

て、当該住宅が IRS の差押え／占有取得のもとに

ある旨を明らかにするための封印または鍵の交換

などをすることができる（IRM 5.10.3.11）。

107  See, e.g ., In re  Carlson, 580 F.2d 1365 （10th Cir. 1978）; United States v. Shriver, 645 F.2d （4th 

Cir. 1981）.
108  See, e.g ., IRM 35.4.4.3.1.



6 最もプライバシー保護が問われる差押対象物

　IRS の徴収職員（RO）は、裁判所から立入許可

状を得れば、プライバシー保護が期待される私

的場所に立入って差押えができる。しかし、「合

理的なプライバシー保護の期待（reasonably 

expectation of privacy）」とは、極めて不確定な

概念である。このことから、最も納税者と徴収職

員（RO）の間で軋轢を生む原因となる。以下に、

主要なケースをあげて、問題点を分析してみる。

（1）住宅コンテンツ差押えのための立入り

　納税者の主たる住宅（principal residence）は、

差押禁止財産ではない。しかし、IRSの徴収職員（RO）

は、納税者の主たる住宅を差押えるためには、事

前に必ず連邦地裁の裁判官または治安判事から承

諾を得なければならない（IRC 6334 条 e 項）。なお、

ここでいう「主たる住宅」とは、納税者自身、納

税者の配偶者もしくは前配偶者、または納税者の

未成年の子どもが居住する不動産をさす（財務省

規則 301.6334-1（d））。また、納税者の主たる住宅

を差押えの対象とするには、租税債務が 5,000 ド

ルを超えていなければならない（IRC 6334 条 a 項

13 号 A、IRM 5.10.2.3）。

　加えて、IRS の徴収職員（RO）が強制徴収・差

押えのために合理的にプライバシー保護が期待さ

れる「住宅コンテンツ（contents of residence）」

に立入るとする。この場合には、納税者の同意が

得られない限り、事前に裁判所に申立てて、内部

に差押対象となる物が存在すると思われる相当な

理由があることを立証したうえで、立入許可状を

得る必要がある。

　「住宅コンテンツ」とは、住宅の近接する地域や

建物も含む。このことから、差押対象となる家具や

調度品、電化製品、車輛のような動産の捜索や、車

庫その他主たる住宅が所在する敷地内にある建造物

などに捜索・差押えのために立入る場合で、納税者

から任意の同意が得られないときには、裁判所に立

入許可状を請求することになる（IRM 5.10.2.15）。

（2）車輛差押えのための立入り

　IRS の徴収職員（RO）は、合理的にプライバシー

保護が期待される私的場所に、差押対象となる車

輛が存在すると思われる相当な理由があれば、裁

判所から立入許可状を得たうえで、そこに立入る

ことができる。その一方で、差押対象となる納税

者の車輛が、公道にある場合には、合理的にプラ

イバシー保護は期待されていないと判断されるこ

とから、裁判所から立入許可状なしで占有取得が

できる。また、差押対象となる納税者の車輛が、

第三者の敷地内にあるとしても、その敷地内に一

般大衆が立入りできるようになっている場合には、

合理的にプライバシー保護が期待される場所への

立入りではないとされる。その一方で、差押対象

となる車輛が、塀、鎖、ロープなどで閉鎖されて

いる私的場所にある場合には、納税者の同意なし

に IRS の徴収職員（RO）はそこに立入ることは、

プライバシー権の侵害と判断される。なお、IRS の

徴収職員（RO）は、納税者が事業用に使用してい

る車輛を差押えの対象とするには、上席職員の特

別の許可を得る必要がある（IRM 5.10.2.15）。

　差し押さえた車輛やボートの中に、合理的にプ

ライバシー保護が期待される鍵のかかった書類入

れカバン（locked briefcase）や旅行カバン（locked 

luggage）などがあったとする。IRS の徴収職員（RO）

は、これらの内に差押対象となる物が存在すると

思われる相当の理由があれば、納税者から任意の

同意が得られない限り、開錠に先立ち裁判所から

立入許可状（開錠許可）を得る必要がある。IRS の

徴収職員（RO）は、警察署に領置されている納税

者の物については、これを滞納処分の目的で占有

取得することができる。

（3）貸金庫内容物差押えのための開庫決定

　銀行など第三者が管理する納税者名義の貸金庫

の内容物（contents of safe deposit box）は、

差押え対象となる 109。しかし、これらは合理的に

プライバシー保護が期待されることから、IRS の徴

収職員（RO）は、納税者の同意が得られない限り、

差押えができない（IRM 5.10.3.16）。納税者から

任意の同意が得られない場合には、差押えに先立

ち、裁判所に申請し、これらの内部に差押対象と

なる物が存在すると思われる相当な理由があるこ

とを立証したうえで、裁判所から開庫決定（Order 

to open a safe deposit box）を得る必要がある

（IRM 5.10.3.16.1）。

（4）現金登録機差押えのための立入り

　現金登録機（cash register）は、差押えの対象

物となる。しかし、金銭登録機は合理的にプライ

バシー保護が期待されることから、IRS の徴収職員
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109  See, e.g ., United States v. New England Merchants National Bank, 465 F Supp 83 （1979, DC MA）. 
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（RO）は、納税者の同意が得られない限り、差押え

ができない（IRM 5.10.3.15）。納税者から任意の

同意が得られない場合には、差押えに先立ち、裁

判所に申請し、これらの内部に差押対象となる物

が存在すると思われる相当な理由があることを立

証したうえで、裁判所から立入許可状を得る必要

がある。

（5）帳簿書類差押えのための立入り

　帳簿書類（books and records）は、単に滞納処

分の財産調査の目的で差し押さえることはできな

い。IRS の徴収職員（RO）は、施錠されていない書

類入れキャビネットにある納税者の帳簿書類に差

押え／占有取得・換価できる証券類を善意でチェッ

クはできる。しかし、IRS の徴収職員（RO）は、納

税申告データを入手するために納税者の帳簿書類

を検査することはできない。仮に帳簿種類を必要

とする場合には、IRS の徴収職員（RO）は、正式な

手続を踏んで財務長官のもとで発せられる行政召喚

状／サメンズ（administrative summons）を使って

入手するように求められる（IRC 7602 条以下）110。

　加えて、差押えにあたり、IRS の徴収職員（RO）は、

施錠されている書類入れキャビネットその他の施

錠された安全保管装置を無断で開けることは許さ

れない。IRS の徴収職員（RO）は、納税者の同意が

得られない場合、差押えに先立ち、裁判所に申請

し、これらの内部に差押対象となる物が存在する

と思われる相当な理由があることを立証したうえ

で、裁判所から立入許可状（開錠許可）を得る必

要がある。

V　徴収上の適正手続審査（CDP hearing）

　連邦課税庁（IRS）の徴収権限は極めて強力で

ある。IRS は、事前の司法の介在なしに（without 

prior judicial approval）、 公 権 力（sovereign 

power）を用いて自力で租税債務の強制的な回収

をはかる権限を付与されている。とりわけ、課

税庁（IRS）が、査定税額に基づき納税者の財産

や財産上の権利（以下、たんに「財産」ともい

う。）に連邦税リーエン／先取特権（federal tax 

lien）を付したうえで登記する、さらには査定税

額を強制徴収するために納税者の財産を差押える

（levy）ことについて、伝統的に納税者は事前に第

三者によるチェックを求めることはできなかった。

徴収上の適正手続審査〔CDP（=collection due 

process）hearing〕の仕組みは、こうした伝統を

変えようという趣旨で構築された。

　徴収上の適正手続審査（CDP hearing）とは、簡

潔にいえば、課税庁（IRS）が、納税者の財産に連

邦税リーエン／先取特権（federal tax lien）を

付したうえで登記した場合、または財産を差押え

る（levy）決定をした場合、その登記や決定につ

いて、IRS が連邦税リーエン／先取特権実行訴訟

や差押えの実施に先立ち、納税者は独立した行政

審査（administrative review）および司法審査

（judicial review）を受ける権利があることを、

納税者に通知（教示）する制度である（IRC 6320 条、

6330 条）。

　この徴収上の適正手続審査（CDP hearing）の仕

組みは、第三次納税者権利保障法と呼ばれる 1998

年の税制改正法である IRS 再編・改革法（T3 ／

RRA88）で構築された 111。

1　 徴収上の適正手続審査（CDP hearing）制度導

入の理由

 連邦議会は、トランプ政権誕生前に、徴収上の

適正手続（collection due process）を強化する

ために数次にわたる租税手続法改革を進めてき

た。一連の租税手続法改革では、納税者の権利侵

害を伴う可能性の高い徴収手続に、課税庁（IRS）

以外のもう一方の当事者である納税者の積極的な

参加を促し、第三者が事前に双方の意見を聴取

（hearing）する法的仕組みを構築した。事前審査、

第三者の介在を積極化させることで課税庁の強力

な自力執行権に歯止めをかけることがねらいであ

る。

 連邦議会は、課税庁（IRS）の徴収行為にかかる

裁量権を制限し、IRS の徴収をできるだけ民間の債

権者による私的債権の徴収に近づけることをねら

110  財務長官は、IRS 職員から求めがあれば、行政召喚状／サメンズを、課税処分（税額の査定）のための調査のみ

ならず、徴収手続／滞納処分のための捜索の場合も発することができる（IRC 7602 条 a 項）。なお、徴収職員（RO）

が行政召喚状／サメンズを必要とする場合には、上席職員との協議が必要である（IRM 3.10.3.11.3）。詳しくは、

石村、前掲書・注 1、377 頁以下参照。
111  See, Dale W. Spradling, “The Nut and Bolts of An Offer in Compromise,” 32 Prac. Tax Law. 32 （2018）; Note, 

“Offer-in Compromise,” IRS Prac. & Proc. （as of June, 2019, Thomson Routers ／ Tax and Accounting）.



いに法改正を試みた 112。すなわち、連邦議会の上

下両院の関連委員会での法案審査においては、納

税者（滞納者）は IRS から自己の財産を奪われる

前に、IRS から独立した行政や司法による客観的な

チェックを受けられるようにし、納税者の権利を

保護する法制を確立しようということで議論が展

開された 113。

　1998 年の T3 ／ RRA88 制定にあたり、連邦議会上

院財政委員会（Senate Finance Committee）では、

次のような立法意思が表明された。

　「本委員会は、納税者が、他の債権者と交渉する

場合と同様に IRS と交渉できるように保護される

権利を有していると考えている。このことから、〔中

略〕IRS は、納税者の財産を収奪する前にその納

税者に徴収行為について適切な通知と実質のある

審査を保障すべきである。〔中略〕租税の緊急徴収

（jeopardy collection）の場合においても、財産

の収奪後直ちに通知と審査の機会を与えるのが妥

当である。〔中略〕このような手続は、納税者に徴

収上の適正手続（due process）を保障することに

つながり、納税者に対する公正さを強化する。114」

　加えて、連邦議会上院財政委員会は、次のよう

な立法意思を表明した。

　「〔法案の規定は、〕IRS が差押え（占有取得を含

む。）のより租税を徴収しようとする場合に、適正

手続（due process）の保障を正式な手続として確

立するものである。加えて、連邦税リーエン／先

取特権を付した後の手続にも適正手続を確保する

ものである。しかも、納税者に対する連邦税リーエ

ン／先取特権の通知を事前に行うものである。115」

　また、連邦議会上院歳入委員会公聴会において、

IRS のニーナ・オルソン（Nina Olson）全国納税者

権利擁護官（National Taxpayer Advocate）や税

法学者は、「IRS が滞納者の財産を差し押さえる前

提として『通知と審査（notice and hearing）』の

機会を保障することで、IRS の裁量権行使を客観的

にチェックする仕組みが必要であると訴えた。そ

の一方で、当時のクリントン政権の閣僚やスタッ

フは、「税金の効率的な徴収が困難になる」と消極

的な主張した 116。激しい議論の末、徴収上の適正

手続審査（CDP hearing）制度は導入された 117。

2 徴収上の適正手続審理（CDP hearing）制度の概要

　1998 年の税制改正法である IRS 再編・改革法（T3

／ RRA88）の成立に伴い、内国歳入法典（IRC）に

盛られた徴収上の適正手続審理（CDP hearing）は、

課税庁（IRS）が、①納税者の財産に連邦税リーエ

ン／先取特権（federal tax lien）を付したうえ

で登記した場合（IRC 6320 条）と、②財産を差押

える（levy）決定（処分）をした場合（IRC 6330 条）

の 2つからなる。その概要は、次のとおりである。
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112  See, Joseph J. Thorndike, “Reforming the Internal Revenue Service: A Comprehensive History,” 53 Admin. L. 

Rev. 717 （2001）.
113  See, S. Rep. No.105-174, at 67 （1998）.
114  Senate Report No. 176 Cong., 2d Sess. at 67 （1998）.
115  Senate Report No. 176 Cong., 2d Sess. at 67-68 （1998）.
116  See, IRS Restructuring: Hearings on H.R. 2676 Before the Senate Committee on Finance, 105th Cong. 124-

28 （1998）. 
117  CDP 審査制度の限界と課題については、See, David Hahn, “Late for Appointment: Balancing Impartiality 

and Accountability in the IRS Office of Appeals,” 103 Minn. L. Rev. 385 （2018）. また、徴収上の適正手

続を保障する制度が複雑になり過ぎ、税務行政の効率化を阻害する面もあることから、納税者フレンドリーの視

点から簡素化・見直しが必要との声もある。See, Pippa Browde, “A Reflection on Tax Collecting: Opening 

a Can of Worms to Clean Up a Collection Due Process Jurisdiction Mess,” 65 Drake L. Rev. 51 （2017）; 

Leslie Book, “The Collection Due Process Rights: A Misstep or a Step in the Right Direction?,” 41 

Hous. L. Rev. 1145 （2004）.

【図表 35】【図表 35】徴収上の適正手続審査（CDP hearing）の概要徴収上の適正手続審査（CDP hearing）の概要

①  IRS が連邦税リーエン／先取特権通知書（NFTL= 
Notice of Federal tax lean）を登記する場合 

　IRS は、納税者に対して NFTL を送達する際に、徴

収上の適正手続審査（CDP hearing ／以下「CDP 審

査」という。）を受ける権利がある旨を教示する通知

書（Notice of your right to a hearing）を、NFTL

の登記後 5 事業日以内に、納税者本人に直接交付また

は納税者の住居もしくは通常の事務所に交付、または

納税者の最新の住所に配達証明郵便または書留郵便

（certified or registered mail）で郵送するものと

する。（IRC 6320 条）。

②  IRS が 差 押 予 告 通 知 書（Notice of intent to 
levy）を交付する場合 
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3　 徴収上の適正手続審査（CDP hearing）権の通

知（教示）

　1988 年に、連邦議会は、T1 ／ TAMRA 88 を制定

し、IRS の徴収手続の際に滞納者に対して徴収上の

適正手続審査（CDP hearing）を受ける権利を保障

する制度を導入した。この改正は連邦税法典（IRC

＝ Internal Revenue Code）に編入された（IRC6320

条、6330 条）。

　この新たな制度のもとで、課税庁（IRS）が、連

 IRS は、差押処分をするにあたり、納税者本人に

対しては「差押予告通知書（Notice of intent to 

levy）」を、差押え先立つ 30 日前までに交付しなけれ

ばならず、その際に、徴収上の CDP 審査を受ける権

利がある旨を教示する通知書（Notice of your right 

to a hearing）を、納税者本人に直接交付または納税

者の住居もしくは通常の事務所に交付、または納税者

の最新の住所に受取証明付配達証明郵便または書留郵

便（certified or registered mail, return receipt 

requested）で郵送するものとする（IRC6330 条）。

③ CDP 審査の手順

 ・ 納税者は、NFTL の登記から 5 日終了後または最初

の差押予告通知を受けてから 30 日以内に、文書で

CDP 審査を IRS に申し立てることができる（財務省

規則 301.6330-1（c）（2）, Q&A-C3）。

 ・ 納税者が CDP 審査を求めた場合、IRS の不服審査

部（Appeals Division）の不服審査官（appeals 

officer）が担当し、IRS と納税者双方の意見を聴

取して判断するものとする（IRC6330 条 c 項 1 号）。

不服審査官は、前職務において当該事案を担当し

た者であってはならない（IRC6320 条 b 項 3 号、

6330 条 b 項 3 号）。納税者は、担当不服審査官が

その事案を IRS のコンプライアンス（調査／徴収）

部門で関与した経歴があるときには、当該不服審

査官を忌避する権利を有する。

 ・ CDP 審査は、原則として、1 課税期間に 1 回申し立

てることができる（IRC6330 条 e 項 1 号）。

 ・ IRS の不服審査部での不服審査手続は、通例イン

フォーマルな場合が多い。CDP 審査は、インフォー

マルか、フォーマルか、法令上の特段の定めがない。

実務上は、インフォーマルでよいと解されている

（財務省規則 301.6320-1（d）（2）Q&A D6）。

 ・ 審査実務の現場では、CDP 審査は、インフォーマ

ルな対面審査（face-to-face hearing）のみな

らず、電話での通話（telephone conversation

／ communication）の手法も活用されている。こ

の場合、通話は録音されることが多い。ただし、

CDP 審査に関し、担当不服審査官が、対面審査も

通話審査も行わず、書面審査で下した決定は無

効とする合衆国租税裁判所の判決がある（Mayer 

v. Commissioner, 115 T.C. 417, at 422-23 

（2000））。もっとも、本事案においては、滞納者が

IRS の不服審査部では審査の対象とならない憲法上

の争点についてのみを問題にしていたことにも留

意する必要がある。

 ・ 加えて、IRS 審査部は、書簡審査（correspondence 

hearing）の手法も活用している。租税裁判所も、

CDP 審査の内容により、書簡審査を有効と判断して

いる（例えば、Aston v. Commissioner, 85 T.C.M 

（CCH） 1260 （2003）; Elek v. Commissioner, 85 

T.C.M. （CCH） 1170 （2003） ）。

 ・ 納税者は、審査手続において、善意の配偶者の抗

弁、担保の提供、他の財産での代替納付、分納協

定、または滞納者と IRS の徴収官との間で滞納額

の一部を一括または分納協定を交わすことにより

残りの滞納金額を免除する「合意による滞納税額

免除（OIC=offer in compromise）」制度（IRC7122

条／ IRM8.23.1）の利用を申し出ることができる

（IRC6330 条 c 項 2 号 A）。

 ・ CDP 審査が対面で実施される場合には、通例、IRS

の不服審査部の事務所が利用される。しかし、納

税者の住居、事業者である場合には主たる事務所

でもよい。

 ・ IRS 不服審査部は、IRS と納税者双方の主張を勘案

して判断・決定するものとする（IRC6330 条 c 項 3

項）。

 ・ 不服審査官による審査決定に満足しない場合には、

滞納者である納税者は、連邦租税裁判所に訴訟を

提起することができる（IRC6330 条 d 項 1 号）。

 ・ IRS は、不服審査部での審査、連邦租税裁判所での

訴訟期間中は差押手続を開始することができない

（IRC6330 条 e 項 1 号）。

 ・ 納税者は、CDP 審査において「軽薄な（frivolous）」

な請求をした場合には、5,000 ドルの過料がかさ

れる（IRC 6702 条 b 項）。また、IRS が、請求の一

部に軽薄な申立てがあると推認する場合には、そ

の部分は申立てがなかったものとする。この場合、

納税者は、その部分に対する行政審査や司法審査

は認められない（IRC 6320 条 c 項、6330 条 g 項）。

軽薄な主張が、連邦税法の執行を遅延させるねら

いがある場合であっても（IRC 6702 条 b 項 2 号 A）、

IRS が納税者の主張が軽薄である旨の指摘をしてか

ら 30 日以内にその申立てを撤回するときには過料

をかされない（IRC 6702 条 b 項 3 号）。

 ・ IRS 不服審査部は、審査終了後、審査結果を「決定

通知書（Notice of determination）」にして、申

立てをした納税者あてに配達証明郵便または書留

郵便で送付する。

 ・ 納税者は、IRS 不服審査部が決定通知書で伝えた審

査結果に満足できない場合には、通知の日から 30

日以内に、連邦租税裁判所（U.S. Tax Court）に

司法審査を求めることができる（IRC 6320 条 c 項、

6330 条 d 項 1 号）。連邦租税裁判所は、租税債務の

額が争点となっている場合を除き、IRS 不服審査部

の決定に裁量権の濫用があるかどうかに限り、審

査ができる。



邦税リーエン／先取特権通知書（NFTL=Notice of 

Federal tax lien）の登記および納税者（滞納者）

の財産差押（levy ／ seize）予告通知または差押

通知をするとする。この場合に、課税庁は、納税

者（滞納者）の徴収上の適正手続（collection 

due process）を保障するために、滞納者に対して

行政上の審査請求および／または合衆国租税裁判

所）での司法審査を受ける権利を通知（教示）す

るように求められる。この通知（教示）は、納税

者（滞納者）の権利である。つまり、納税者（滞納者）

は、徴収上の適正手続審査（CDP hearing）を受け

る権利を有している。言いかえると、課税庁（IRS）

は、納税者（滞納者）に対して徴収上の適正手続

審査（CDP hearing）を受ける権利を通知（教示）

する義務を負う。

（1） 連邦税のリーエン／先取特権登記および審査

を受ける権利の通知

　課税庁（IRS）が、滞納者の財産に執行可能な連

邦リーエン／先取特権を付すとする。この場合、

課税庁（IRS）は、すでにふれたように、当該リー

エン／先取特権通知書（NFTL=Notice of Federal 

tax lien）を登記し、それを公示しなければ優先

権を確保できない。しかし、この登記・公示が行

われると、滞納情報により納税者の信用スコアに

大きな影響を及ぶ。連邦議会は、1986 年～ 7 年に

かけて、この登記・公示が納税者の権利保護の視

点から問題であるとし、1988 年の法改正（T1 ／

TAMRA88）につなげた。

　この法改正により、課税庁（IRS）は、連邦税

リーエン／先取特権登記通知書（NFTL=Notice of 

Federal tax lien）を、登記から 5 事業日以内に

滞納者の住所もしくは主たる事務所、または知り

うる最新の住所に交付または郵送しなければなら

ない（IRC6320 条 a 項 1 号）。その際に、滞納者に

対して「連邦税のリーエン／先取特権登記および

審査を受ける権利（Right to CDP hearing）」、す

なわち行政上の審査請求さらには連邦租税裁判所

での司法審査を受ける権利を通知（教示）するよ

うに求められる（IRC 6320 条）。

　ちなみに、IRS Letter 3172〔連邦税のリーエン

／先取特権登記および審査を受ける権利通知書〕

サンプルは、【図表 36】【図表 36】のとおりである。

（2） 連邦税の差押予告通知／差押通知および審査

を受ける権利の通知

　課税庁（IRS）が、納税者（滞納者）の財産を差

押・占有取得（levy ／ seize）するとする。この

場合には、納税者（滞納者）の徴収上の適正手続

（collection due process）を保障するために、滞

納者に対して行政上の審査請求さらには連邦租税

裁判所での司法審査を受ける権利を告知（教示）

するように求められる（IRC 6330 条）。

　手続的には、「Notice CP 177〔差押予告通知お

よび審査を受ける権利の通知（Notice of intent 

to levy ／ seize your property and Notice of 

your right to a hearing）〕」、「Notice CP 297C〔差

押通知および審査を受ける権利の通知（Notice of 

levy ／ seizure and notice of your right to a 

hearing）」を、配達証明郵便または書留郵便で送

付することを義務付けるものである。

　課税庁（IRS）は、差押予告通知書／差押通知書

を、差押えより 30 日前に送付しなければならな

い（IRC6330 条 a 項 1 号）。その際に、滞納者は 30
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【図表 36】 IRS Letter 3172〔連邦税のリーエン登記お【図表 36】 IRS Letter 3172〔連邦税のリーエン登記お
よび審査を受ける権利通知書〕よび審査を受ける権利通知書〕

（2 頁中の 1頁目）（2 頁中の 1頁目）

【図表 37】 差押通知と適正手続（CDP）審査の権利通知【図表 37】 差押通知と適正手続（CDP）審査の権利通知
書の種類書の種類

・ IRS Notice CP177〔差押予告通知書兼 CDP 審査の権

利通知書（Intent to levy ／ Seize your assets 

and Notice of your right to a hearing）〕

・ IRS Notice CP297C〔差押通知書兼 CDP 審査の権利

通知書（Notice of levy ／ seizure and Notice of 

your right to a hearing）〕
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日以内に審査（CDP hearing）を申し立てる権利が

ある旨を教示するための通知書（Notice of your 

rights to a hearing）も同封しなければならない。

現行のフォーム（書式）は、双方が一体となって

いる。

　ちなみに、差押予告通知書兼 CDP 審査の権利通

知書 CP117 のサンプルは、次のような内容になっ

ている。

4　徴収上の適正手続権の行使

　課税庁（IRS）が滞納者の連邦税滞納額にリーエ

ン／先取特権を設定・登記する通知をする（IRS 

Letter 3172）、または差押予告通知（IRS Notice 

CP177）もしくは差押通知（IRS Notice CP297C）

をするとする。この場合、課税庁は、納税者（滞

納者）に CDP 審査の権利の通知（Notice of your 

right to a hearing）をすることが義務付けられ

ている。

　滞納者は、CDP 審査を受けることを望む場合に

は、その通知を受けてから 30 日以内に、IRS に

対して、IRS 様式 12153（Form 12153）〔CDP 審査

請求書（Request for a Collection Due Process 

Hearing）〕を使って文書で提出するように奨励さ

れている。もっとも、文書であれば、必ずしもこ

の定型の様式で提出しなくともよい（財務省規則 

301.6320-1（c）（2）Q&A C1）。 滞 納 者 は、30 日

の期限内の提出しない場合には、CDP 審査の権利

を失うが、CDP 審査と「同等の審査（equivalent 

hearing）」を求めることができる（財務省規則

301.6320-1（c）（2）Q&A C7）。

　ちなみに、納税者（滞納者）が IRS に対して、

CDP または同等の審査を申し立て（請求す）る

際に使用する IRS 様式 12153（IRS Form 12153

／ Request for a collection due process or 

equivalent hearing）のサンプルは、次のような

内容になっている。

VI　連邦税法上の納税緩和措置の概要

　連邦政府はもちろんのこと州政府や地方政府

は、納税者から十分な自発的納税協力（voluntary 

compliance）が得られず、未納税（back tax ／租

税債権）や未収金（税外債権）の徴収に頭を抱え

ている。税金その他公的支払の滞納が発生する背

景には、貧困や納税モラルの欠如などさまざまな

理由がある。租税債権や税外債権が急増するなか、

連邦や州、地方団体の執行行政庁は、「税法は不法

な滞納をゆるさない」をモットーに、効率的な租

税徴収を優先する姿勢を強めている。コンピュー

タを駆使した滞納者の自動判定の拡大なども強権

的な取立ての要因となっている。滞納者の生活再

建や事業再建が後回しにされがちで、批判を浴び

ている 118。

【図表 38】 IRS Notice CP 177〔差押予告通知書兼 CDP【図表 38】 IRS Notice CP 177〔差押予告通知書兼 CDP
審査の権利通知書〕審査の権利通知書〕

（3 頁中の 1頁目）（3 頁中の 1頁目）

【図表 39】IRS 様式 12153〔CDP 審査請求書〕【図表 39】IRS 様式 12153〔CDP 審査請求書〕

（4 頁中の 1頁目）（4 頁中の 1頁目）



　滞納者（納税者）は、生活上、事業上の困難

（hardship）などを理由に IRS の徴収手続に速やか

に応じることができない場合には、時機を得た的

確な法的対応、救済が必要になる。状況により、

滞納者は、IRS の徴収職員ないし不服審査官との

話合いを通じて、各種納税緩和措置を利用するこ

とも可能である。具体的には、「IRS の再出発プロ

グラム（IRS Fresh Start Program ／ IRS Fresh 

Start Initiative）」を活用することにより、カー

ド 支 払（payment with credit or debit card）

による方法を含め分納協定の締結（installment 

agreement）ができる。

　連邦税法（IRC）には、従来から、納税者救済

をねらいとした各種の納税緩和措置（tax debt 

relief）が盛り込まれている。連邦税法（IRC）に

定められた行政上の納税緩和措置（administrative 

relief from tax collection）は、おおきく①任

意徴収の緩和措置（relief from voluntary tax 

collection）と、②強制徴収の緩和措置（relief 

from involuntary tax collection）とに分けるこ

とができる。加えて、滞納者は、連邦税法（IRC）

ではなく、連邦倒産法（USBC=U.S. Bankruptcy 

Code）に基づく倒産手続の選択（bankruptcy 

proceedings option）も可能である。

　連邦税法（IRC）上の納税緩和措置は、多様であ

る。①任意徴収の緩和措置としては、分納協定の

締結（installment agreement）が典型である。ま

た、②強制徴収の緩和措置としては、滞納処分／

差押えの執行停止（Currently not collectible）、

租税債権の放棄・免除などが典型である。加えて、

1998 年の税制改正法（IRS 再編・改革法・T3 ／

RRA 98=Internal Revenue Service Restructuring 

and Reform Act of 1998）により新たに導入さ

れた「合意による滞納税額免除（OIC=Offers-in 

Compromise）」制度がある 119。これら連邦税法（IRC）

上の納税緩和措置はいずれも、納税者（滞納者）

からの申請に基づき手続が開始される。

1　分納協定の締結

　納税者が税金を滞納し、滞納額の納付について

困難を抱えているとする。この場合で、IRS は、分

割納付に応じることが滞納税の満額またはその一

部の徴収を容易にすると認められるときには、そ

の額を納税者が納付することを条件に、分割納

付に滞納者と書面で合意するように求められる

（IRC6159 条 a 項）。分納協定の締結（installment 

agreement）である。

　とりわけ、個人の場合で、次の要件にあてはま

る少額の滞納について、IRS は、滞納税の満額につ

いて分納協定を結ぶように求められる（IRC6159 条

c 項）。

　ちなみに、この IRS に対し個人の少額の滞納額

にかかる分割納付を義務づけた IRC の規定は、T3

／ RRA 98 で盛り込まれたものである。

　もっとも、分割納付は、①納税者が合意の日前
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118  わが国でも、生活困窮者自立支援法の実施後も、生活困窮者などに対する強権的な滞納行政が各地で散見される。

とりわけ、地方団体による税外債権の強権的な執行実務が問われてきている。 
119  また、連邦議会による OIC 制度導入後、連邦と同様の OIC 制度を州税や地方団体税の滞納者救済に導入する州が

増えてきている。なお、本稿では、アメリカ諸州の納税緩和制度は射程外である。ちなみに、諸州においては、

州の下位にある地方団体の固定資産税（property tax）に関する納税緩和制度のあり方が問われている。See, 

Frank S. Alexander, “Tax Liens, Tax Sales, and Due Process,” 75 Ind. L.J. 747 （2000）.

【図表 40】連邦の納税緩和措置の概要【図表 40】連邦の納税緩和措置の概要

① 任意徴収の緩和措置（relief from voluntary tax 
collection）

　（i） 分納協定の締結（installment agreement ／

IRC 6159 条）

② 強制徴収の緩和措置（relief from involuntary 
tax collection

　（ⅱ）  滞納処分／差押えの執行停止（CNC=currently 

not collectible ／ IRC 6323 条）

　（iii）  合意による滞納税額免除（OIC ＝ offer in 

compromise ／ IRC 7122 条）

　（iv） 租税債権の放棄・免除など

③倒産手続の選択

【図表 41】少額の滞納と分納協定の条件【図表 41】少額の滞納と分納協定の条件

 ①滞納総額が 10,000 ドル以下であること。

② 納税者が過去 5 年間にわたり、連邦所得税申告書を

提出しかつ連邦税の納付をしてきたこと、および所

得税納付のための分割納付の合意がなかったこと。

③  IRS の求めに応じて納税者が提供した情報に基づ

き、IRS が、納税者は財政上の理由により期限まで

に納税できないと決定したこと。 

④当該合意が 3年以内の全額納付を定めていること。

⑤ 合意の有効期間中、納税者は税法の規定を遵守する

ことに同意すること。
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に不正確なまたは不完全な情報を提供していた、

②徴収が危殆に陥った、③滞納者の財務状態に重

要な変更が生じた、④納付を中断したときなどの

事実があった場合には、認められない（IRC6159 条

b 項）。分割納付協定が、これら後発的な事由によ

り認められなくなると、IRS は、差押え（levy）に

よる強制徴収手続開始に舵を切ることになる。

2　 滞納処分／差押えの執行停止（CNC）

　IRS は、課税実務において、連邦税法（IRC）

6343 条などに基づき滞納処分・差押えの執行を

停止することがある。内国歳入マニュアルは、滞

納処分／差押えの執行停止（CNC=Currently not 

collectible）として次のような例をあげている

（IRM 5.16.1.1）。

　納税者は、IRS に CNC 適格（CNC status）を認め

られると、差押えによる強制徴収から保護される

というメリットがある。しかし、CNC 適格が認めら

れることは、その納税者の内部的な租税債務勘定

を、執行状態（active）から停止状態（inactive）

に置き換える効果しかない。すなわち、IRS が CNC

適格を認めたからといっても、その納税者の租税

債務は減少または消滅せず、6 年の消滅時効が完

成するまでそのまま継続する。加えて、租税債務

にかかる経過利子や附帯税は引き続き累積する 120。

また、その納税者の査定税額や連邦税リーエン／

先取特権にも影響を及ぼさない。また、納税者が

CNC 適格を認められたとしても、そのことが納税者

に必然的に合意による滞納税額免除（OIC）適格を

保証するものでもない。

3　合意による滞納税額免除（OIC）制度

　 合 意 に よ る 滞 納 税 額 免 除（OIC=Offer-in-

compromise）制度とは、滞納者からの申請に基づ

き、滞納者と政府（IRS の徴収職員）との間で滞納

額の一部を一括納付または分納する合意書を交わ

すことにより、残りの滞納金額を免除する仕組み

（IRC7122 条／ IRM5.8.1.1.1, 8.23.1）である 121。

　分納協定（installment agreement）と合意によ

る滞納税額免除（OIC）との大きな違いは、納税者

が IRS との合意が成立し、OIC 適格を認められれば、

査定税額の全額を納付しなくとも、残額を免除さ

れる点である。

　OIC 適格は、滞納者である納税者に納付する資力

がないと思われる（財務省規則 301.7122-1（a）（2）

（B））など一定の理由がある場合で、分割納付合意

（installment agreement）では支援につながらな

いと判断されるときに、当該滞納者（納税者）と

IRS との合意の基づき認められる。OIC 適格を得る

ことで、納税者は、滞納額を一部または全部を免

除される。一般に、滞納額が、その納税者の納付

能力を著しく超えていると判断される事例に限り

適用される。加えて、納税者が資産を保有してと

しても、その資産が文化財に該当し処分できない

事例などにも、例外的に適用される。

（1） OIC 制度の創設趣旨

　 合 意 に よ る 滞 納 税 額 免 除（OIC=offer-in-

compromise）制度は、1998 の法改正（T3 ／ RRA 98）

で創設され、その後連邦税法（IRC）7122 条 c 項〔滞

納税額免除申請原則（Rules for submission of 

offers-in-compromise）〕に盛られた 122。滞納者

の権利利益保護が目的であるが、具体的な制度創

設の趣旨は、次のとおりである（IRM1.2.14.1.17、

5.8.1.1.3）。

120  この点、わが税法の滞納処分の停止では、3年間継続することにより納税義務が消滅する（国税徴収法 153 条 4 項）。
121  なお、IRC7122 条〔合意〕は、合意（compromise）による紛争解決に関する手続について定めた規定である。

税法のもとで発生した民事／行政（civil）上のみならず、刑事（criminal）上の合意も対象となる。「合意

（compromise）」は、私法上の概念であり、連邦税法（IRC）では特段の定義規定はしていない。ちなみに、財

務長官は、IRC 7122 条のもとでの合意に基づく滞納税額免除（OIC）に関する権限を IRS に付与している（IRM 

5.8.1.1.2.1）。加えて、内国歳入庁官は、財務省規則 3-1.7122-1 に基づき、①徴収可能性の懸念（DATC=Doubt 

as to Collectability）、②債務の懸念（DATL=Doubt as to Liability）または③効率的な税務行政（ETA=Effective 

Tax Administration）促進の 3 つの理由のうち、いずれか 1 つに基づいて債務免除に合意する権限を付与されて

いる（IRM IRM5.8.1.1.2.2）。

【図表 42】滞納処分／差押えの執行停止（CNC）の例【図表 42】滞納処分／差押えの執行停止（CNC）の例

・ 納税者に、差押対象にする財産または所得がないと

き。

・ 納税者に財産または所得があるが、差押えをするこ

とで、納税者やその家族が著しい経済的困難を来た

すとき（IRC 6343 条）。

・納税者が死亡し、租税債権に充当する財産がないとき。

その他



（2） OIC 適格の申請

　個人納税者が、生活上困窮し、滞納額を納付す

ることが著しく困難であるとする。法人納税者が、

事業経営が著しく悪化し、滞納額を納付すること

が困難であるとする。あるいは、滞納額の徴収が、

効率的な税務行政の趣旨にはそぐわないとする。

こうした場合に、滞納者は、IRS との合意による滞

納税額免除（OIC）適格の承認申請をすることがで

きる。

　滞納税額免除／ OIC 適格申請にあたり、滞納者

は、様式 656〔合意による滞納税額免除（Offer in 

Compromise）〕に必要事項を記載し、IRS が当該滞

納者の財産状態を精査するうえで必要となる情報

を提供するように求められる。加えて、滞納者は、

税額査定にかかる消滅時効の延長に同意するよう

に求められる。

　合意による滞納税額免除（OIC）適格の申請に

あたり、申請者は、様式 656〔合意により滞納税

額 免 除（Form 656：Offer in Compromise）〕 に

加え、個人の場合には様式 433-A〔個人用財務書

類（Form 433-A: Financial statement for an 

individual）〕、企業の場合には様式 433-A〔事業

用に財務書類（Form 433-B: Financial statement 

for a business）〕を提出するように求められる。

また、申請にあたり、150 ドルの返金不可（non-

refundable）の申請料を支払うように求められる。

ちなみに、サンプルは、次のとおりである。

（3） IRS での OIC 適格申請事案の処理

　滞納者である納税者から OIC 適格申請があれ

ば、IRS の 徴 収 職 員（Revenue Agent, Revenue 

Officer）は、調査（offer investigation）を実施し、

滞納者が有する財産を基に実現可能な純財産価額

（net realizable equity）や、当該滞納者の現在

および将来の所得額などを考慮し、免除を認める
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122  連邦議会による OIC 制度導入後、連邦と同様の OIC 制度を州税や地方団体税の滞納者救済に導入する州が増えて

きている。なお、本稿では、アメリカ諸州の納税緩和制度は射程外である。ちなみに、諸州においては、州の下

位にある地方団体の固定資産税（property tax）に関する納税緩和制度のあり方が問われている。See, Frank S. 

Alexander, “Tax Liens, Tax Sales, and Due Process,” 75 Ind. L.J. 747 （2000）. 

【図表 43】 合意による滞納税額免除（OIC）制度の創設【図表 43】 合意による滞納税額免除（OIC）制度の創設
趣旨とは趣旨とは

・ IRS は、租税債務を全額徴収することは不可能であ

り、かつ免除額が潜在的な徴収額に合理的に反映す

る場合に、納税者に対して合意による滞納税額免除

（OIC）適格を承認するものとする。OIC は、その時

点で徴収できない事案と宣告すること、または長期

の分割納付合意（installment agreement）に付す

ことへの合法的な代替措置である。OIC の趣旨は、

できるだけ早期、かつ最少の政府負担で、潜在的に

可能な徴収額を確保することにある。

・ IRS が、OIC が滞納税に対する可能な解決手段であ

ると判断したとする。この場合、その事案を担当す

る IRS 職員は納税者と取り得るべき合意について話

合いをし、かつ、必要に応じて必要な様式の作成を

支援する。納税者は、最初の個別合意案に参加する

責任を負うものとする。

・ OIC プログラムは、納税者が自己の負担能力に合っ

た的確な合意案を作成し、かつ IRS が早急かつ合理

的な決定をすることによってのみ成功を確実にす

る。納税者は、自己の負担能力を証明するための合

理的な資料作成に努めなければならない。OIC プロ

グラムの最終的な目標は、納税者と IRS 双方の最良

な利益において合意がなされることにある。また、

適切な免除を認めることで、その納税者に対して将

来、申告や納付に関するあらゆる要件を遵守するこ

とへの期待と再出発につなげることにある。

・ 特別の事情がある場合は別として、OIC 適格申請は、

債務を全額一括で納付できると信じられる場合、制

定法上の徴収期間内に分割納付できると信じられる

場合、またはその他の徴収方法で納付できると信じ

られる場合には、認めないものとする。

【図表 44】【図表 44】 IRS 様式（Form 656）〔Offer in Compromise〕  IRS 様式（Form 656）〔Offer in Compromise〕 

（7 頁中の 1頁目）（7 頁中の 1頁目）
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かどうかを決定することになる。調査は、適時性

（timeliness）を重視して、納税者またはその代理

人と協力して効率的に実施するように求められる。

IRS は、連邦司法省が取り扱っている租税事案にか

かる OIC 適格申請は、これを受理しない原則になっ

ている（IRM5.8.1.3.1）。また、IRS は、納税者が

OIC 手続をとっている場合、次の期間は、差押え

（levy）を行うことを禁止される（IRC6331 条 k 項、

IRM8.23.1.2）。

　ただし、例えば、IRS が以前から滞納者の賃金へ

の差押え（levy）を継続している最中に、当該滞

納者が OIC 適格申請を行ったとする。この場合に

は、OIC 適格申請の審査中も、当該差押えは継続で

きるものと解される。

（4）OIC 適格申請要件の改正

　2005 年 の 改 正 税 法（TIPRA=Tax Increase 

Prevention and Reconciliation Act of 2005）に

より、2006 年から OIC 制度は改正された。その改

正点は、その後 IRC7122 条 c 項〔OIC 申請に関す

るルール（Rules for submission of offers-in-

compromise）〕に挿入された。主な改正点は、【図表【図表

46】46】のとおりである。

Ⅶ 倒産手続と租税債務の徴収

個人や企業が、経済的に破綻し、債務を整理した

いとする。この場合に利用できる手法としては、

大きく「私的整理（voluntary liquidation）」と「法

的整理（compulsory liquidation ／ involuntary 

liquidation）」がある。法的整理の手続は総称で、

「倒産手続（bankruptcy proceedings）」と呼ばれる。

法的整理つまり倒産手続を選択した場合は、連邦

倒産裁判所（U.S. Bankruptcy Court）（以下「倒

産裁判所」ともいう。）に対して申立て（petition）

をする。倒産手続の申立ては、債務者（debtor）、

または債権者（creditor）が行う。申立てが認め

られれば、「裁判所による倒産手続」が開始される。

倒産手続は、合衆国法典タイトル 11（Title 11 

U.S. Code 101 et seq.）の集成された連邦倒産

法（USBC=U.S. Bankruptcy Code）（以下「連邦倒

産法」または「連邦倒産法（USBC）」という。）や

連邦倒産手続規則（Federal Rules of Bankruptcy 

Procedure）に準拠して進められる 123。連邦倒産法

（USBC）は、わが法でいう破産、会社更生、民事再

生のような複数の類型（タイプ）の法的倒産手続

からなる。すなわち、連邦倒産法（USBC）は、例

えば、第 7 章またはチャプター（chapters）7〔清

算／わが国の破産に相当〕、第 9 章またはチャプ

【図表 45】OIC 適格申請に伴う差押え禁止期間【図表 45】OIC 適格申請に伴う差押え禁止期間

・OIC 適格申請期間中

・申請に対する拒否処分後 30 日間

・拒否処分にかかる IRS 不服審査部への不服申立期間中

123  イギリス法を継受したアメリカの倒産法制は、当初、各州が個別の支払不能法（insolvency laws）を制定し、

債務超過に陥った者を救済する仕組みであった。諸州の支払不能法は、債権者優先で、債務者への懲罰的な色

彩が濃く、債務者に懲役刑を科すような内容であった。1778 年に制定された合衆国憲法（U.S. Constitution）

は、第 1 条 8 節 4 項は連邦議会の権限として「合衆国全土に運用される統一的な倒産に関する法律を制定するこ

と」をあげている。この規定に基づいて、連邦議会が、最初に連邦の倒産法を制定したのは、1800 年のことであ

る（Bankruptcy Act of 1800）。1800 年法は、債権者が倒産手続の申立てをする（involuntary bankruptcy ／債

権者申立て）ものであった。債務者も倒産手続の申立てをする（voluntary bankruptcy ／自己倒産申立て）のを

法認したのは、1837 年法、1843 年法の制定を待たなければならなかった。当初は、倒産手続を管轄するのは連

邦地方裁判所（U.S. District Court）であった。1843 年法は、債務者に幅広く免責を認め、債権者への配当が

少なかったことから批判が高まり、1843 年に廃止された。南北戦争後に、連邦議会は、1863 年に新たな倒産法

（Bankruptcy Act of 1863）を制定した。しかし、1863 年法も、1843 年法と同様の批判を受け廃止された。1898

年に新たな倒産法が制定された。その後も改廃を繰り返し、現行倒産法（Bankruptcy Code）の原型を造り上げ

たのが 1978 年倒産改正法（Bankruptcy Reform Act of 1978）である。1978 年法は、倒産事件に幅広い司法管轄

【図表 46】2006 年改正のよる OIC の変更点【図表 46】2006 年改正のよる OIC の変更点

・ 滞納者が、5 回以下の分納（lump sum cash offer）

を申し出る場合には、IRS の滞納額の 20％を、様式

656〔滞納税額の免除（Offer in Compromise）〕を

添えて、前払するものとする（IRC7122 条 c 項 1 号

A の ii）。

・ 分割納付申請（periodic payment offer）をする滞

納者は、前払の納税をしたうえで（払戻しはできな

い。）、分割期限が到来している他の OIC にかかる納

税をするものとする。

・ IRS が、滞納者が 2 年以内に行った OIC 適格申請に

対する決定をしない場合には、申請は許可されたも

のとみなす。



ター 9〔地方団体の債務整理〕、第 11 章またはチャ

プター 11〔更生／わが国の会社更生、民事再生〕、

第 13 章またはチャプター 13〔定期的収入もある個

人の債務整理〕といった造りである 124。

　こうした造りの連邦倒産法（USBC）に規定する

倒産手続は、その性格から大きく、次の 2 つに分

けられる。

　倒産裁判所に申立てをする者は、まず、清算

を選択するのか、更生／再生を選択するのかを

織り込んで、自己に最も適切な章／チャプター

（chapters）の倒産手続を選択する必要がある 125。

1 連邦倒産法の構造

　連邦倒産法（USBC）は、9つの章／チャプターか

らなるが、これら複数の章／チャプターに共通す

る通則規定を置いている（連邦倒産法 1 章・3 章・

5 章）。続いて、わが法でいう破産、会社更生、民

事再生のような複数の法的倒産手続について規定

している（7 章・9章・11 章・12 章・13 章・15 章）。

各章／チャプターの主要な規定（条／セクション）

を抜粋し、各タイトルを邦訳すると、次のとおり

である。なお、より頻繁に選択される倒産手続【第

7 章／キャプター 7、第 11 章／キャプター 11 およ

び第 13 章／キャプター 13】については、短い解説

を加えておく。
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権を有する特別裁判所である「連邦倒産裁判所（U.S Bankruptcy Court）」の創設し、さらには債務者の「再出

発（flesh start）」を支援する債務者に寄り添う色彩を鮮明にした。しかし、1978 年法で創設された「倒産裁判

官（bankruptcy judge）」制度は、連邦憲法第 3 条 1 節に定める終身の「裁判官」にあてはまらず違憲とされた。

このため、1984 年に連邦議会は、改正倒産・連邦裁判官法（Bankruptcy Amendments and Federal Judgeship 

Act of 1984）を制定した。これにより、現在、倒産裁判所は連邦地裁に付置された形となっており、また、倒

産裁判官は、14 年の任期で、連邦地方裁判所の司法職員（補助裁判官）のような地位で身分が保障されている。

加えて、1978 年法は、その後、債務者寄りの法制の債務者による「濫用」が目立ち始めたことから、2005 年倒

産濫用防止・消費者保護法（BAPCPA=Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005）制

定につながった。See, Stephen J. Lubben, “A New Understanding of the Bankruptcy Clause,” 64 Case W. 

Res. L. Rev. 319 （2013）.
124  一般に、「Chapter」は、「章」または「チャプター」と邦訳される。
125  アメリカにおける消費者倒産手続のおおよそ 65％は、第 7章／チャプター 7を選択しているといわれる。

【図表 47】清算タイプと更生／再生タイプ【図表 47】清算タイプと更生／再生タイプ

 ①清算（liquidation）タイプ 

　債務者が債務を分割返済するのではなく、債務者

の資産を清算・処分して債権者に分配する形の手

続【第 7 ／チャプター 7、第 11 ／チャプター 11 の

清算による方法など】。通称は「直接清算（straight 

bankruptcy）」

②更生／再生（reorganization）タイプ 

　事業継続を前提に、更生／再生計画を立てて、債務

を一定期間内に分割返済する形の手続【第 11 ／チャ

プター 11、第 12 ／チャプター 12、第 13 ／チャプター

13 など】

【図表 48】連邦倒産法の構造【図表 48】連邦倒産法の構造

第 1章　総則 （General provisions）

　第 101 条　定義（Definitions）

　第 105 条　裁判所の権限（Power of court）

　第 106 条　 主権者免責の放棄（Waiver of sovereign 

immunity）

　第 109 条　債務者の範囲（Who may be a debtor）

第 3章　倒産事案管理 （Case administration）

　第 301 条　債務者申立事案（Voluntary cases）

　第 302 条　夫婦共同事案（Joint cases）

　第 303 条　債権者申立事案（Involuntary ｃ ases）

　第 307 条　連邦財務官（United States trustee）

　第 361 条　十分な保護（Adequate protection）

　第 362 条　自動的停止（Automatic stay）

第 5章　 債権者、債務者および財団 （Creditors, 
debtors, and the estate）

　第 507 条　優先順位（Priorities）

　第 522 条　除外財産（Exemptions）

　第 524 条　免責債務の例外（Exceptions to discharge）

　第 541 条　財団の財産（Property of the estate）

　第 542 条　 財団財産総額（Turnover of property of 
the estate）

　第 547 条　偏頗行為（Preferences）

　第 553 条　相殺（Setoff）

第 7章 清算 （Liquidation）

　第 701 条　暫定受託者（Interim trustee）

　第 702 条　受託者の選任（Election of trustee）

　第 704 条　受託者の義務（Duties of trustee）

　第 705 条　債権者集会（Creditors’ committee）

　第 707 条　 申立事案の却下と第 11 章／チャプ

ター 11 または第 13 章／チャプター
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　第 1108 条　 企業継続の承認（Authorization to 
operate business）

　第 1109 条　聴聞を受ける権利（Right to be heard）

　第 1111 条　債権と利益（Claims and interests）

　第 1112 条　移行または却下（Conversion or Dismissal）

　第 1113 条　 団体交渉協約の拒否（Rejection of 
collective bargaining agreements）

　第 1114 条　 退職従業者の保険利益の支払（Payment 
of insurance benefits to retired 
employees）

　第 1115 条　財団の財産（Property of estate）

　第 1116 条　 小規模企業事案の管財人または占有債
務者の義務（Duties of trusts or debtor 
in possession in small business cases）

　第 1121 条　計画の提出者（Who may file a plan）

　第 1122 条　 債権と利益の類別化（Classification 
of claims and interests）

　第 1126 条　計画の承認（Acceptance of plan）

　第 1128 条　確定のための聴聞（Confirmation hearing）

　第 1129 条　計画の確定（Confirmation of plan）

　第 1141 条　確定の効果（Effect of confirmation）

　第 1142 条　計画の実施（Implementation of plan）

　第 1143 条　弁済（Distribution）

　第 1146 条　特別租税規定（Special tax provisions）

　第 1165 条　 公益の保護（Protection of the public 
interest）

　第 1171 条　優先債権（Priority claims）

　第 1174 条　清算（Liquidation）

　

13 への移行（Dismissal of a case or 
conversion to a case under chapter 
11 or 13）

　第 701 条　 事 業 継 続 の 承 認（Authorization to 
operate business）

　第 724 条　 一定のリーエン／先取特権の取扱い
（Treatment of certain lien）

　第 725 条　 一 定 の 財 産 の 処 分（Disposition of 
certain property）

　第 726 条　 財 団 財 産 の 分 配（Distribution of 
property of the estate）

第 9章　 地方団体の債務整理 （Debt Adjustment of a 
Municipality）

第 11 章　更生 （Reorganization）

　第 1101 条　 本章／チャプターの定義（Definition of 
this chapter）

　第 1102 条　 債権者と持分証券保有者集会（Creditors’ 
and equity holders’committee）

　第 1103 条　 管財人と検査人の任命（Appointment 
of trustee and examiner）

　第 1106 条　 管財人と検査人の義務（Duties of 
trustee and examiner）

　第 1107 条　 占有債務者の権利、権限および義
務（Rights, powers, and duties of 
debtor in possession

【解説】第 7章　清算�（Liquidation）�

　第 7章／チャプター 7〔清算〕の倒産手続は、「清

算タイプ」の手続である。わが国の破産手続に相

当する。この倒産手続は、個人、法人、パートナー

シップなどが広く利用できる。申立ては債務者に

加え、債権者からもできる。ただし、債権者から

の申立てについては制限がある。この倒産手続が

開始されると、課税庁（IRS）を含めた債権者によ

る債務取立行為は自動的に停止される。

　この倒産手続では、管財人の選任は必須である。

この倒産手続は、分割返済型ではなく、債務者の

資産を換価し債権者に分配することから、「直接

倒産（straight bankruptcy）」とも呼ばれる。た

だし、債務者の生活や職業継続に最低限必要なも

の（exempt property）は除外される。除外された

以外の債務者の財産（nonexempt properties）は、

換価され、換価代金は債権者に分配される。　

　清算後の残高債務については、学生奨学ロー

ンや一定の租税債務、罰金のような非免責債務

（non-dischargeable debts）を除き、カードロー

ン、医療費などのような免責債務（dischargeable 

debts）になり、帳消しになる。法人企業の場合に

は、清算により事業活動を終了することになる。

　債務者が個人消費者であるとする。この場合、

当該債務者は、第 7 章／チャプター 7 や後述の第

7 章／チャプター 7 倒産手続による救済を申し立

てるに先立ち、認定クレジットコンサルティング

機関での研修の受講が義務付けられている。

【解説】第 11 章　更生／再生（Reorganization）�　

　第 11 章／チャプター 11 の倒産手続は、わが国

の会社更生、民事再生手続に相当する。この倒産

手続は、個人、法人、パートナーシップなどが広

く利用できる。しかし、一般に、法人企業の利用

が多く、企業を再建し、事業活動を継続すること

を前提に、債務処理・整理を行うことになる。申

立ては債務者に加え、債権者からもできる。第 11

章／チャプター 11 の倒産手続は、手続開始後も債

務者（占有債務者／旧経営陣）が経営と財産の管

理・処分にあたることから、大企業の再建事案に

多く活用される。第 11 章／チャプター 11 の倒産

手続を開始したものの、債務者・債権者・株主な

どの利害関係人の間での調整が難しいとする。こ

の場合には、裁判所の判断を得て、第 7 章／チャ

プター 7 の倒産手続に移行することもできる。こ

の倒産手続が開示されると、課税庁（IRS）を含め

債権者による債務取立行為は自動的に停止される。

一般的な更生／再生計画では、分配受領権者を、

担保債権者（secured creditor）、無担保優先債権

者（unsecured creditors entitled to property）

および無担保一般債債権者（general unsecured 

creditors）、株主（equity security holders）に

クループ分けする（連邦倒産法 1122 条）。計画案

は、グループ別の投票で賛否が決せられる。全体

の賛成が得られれば、倒産裁判所は、計画案を確



2 連邦倒産手続の基礎知識

　まず、連邦倒産法をもとに、倒産手続におけ

る「 租 税 債 権（tax claims）」「 租 税 債 務（tax 

liabilities）」の所在を確認するうえで、必要と

なる基礎知識を説明しておく 126。ちなみに、倒産

手続においては、課税庁（IRS）の側 127 からは「租

税債権」となる一方、納税者からは「租税債務（tax 

liabilities）」となる。

（1）倒産手続の目的

　清算／破産タイプの「倒産手続（bankruptcy 

proceedings）」の目的は、倒産裁判所の指揮

監督のもと、倒産した債務者の財産等を流動

化（liquidate）し金銭に換える換価手続を踏ん

だうえで、得た換価代金（proceeds）を債権者

（creditors）に分配（distribution）〔弁済または

配当〕することにある。

（2）倒産裁判所の倒産裁判官と連邦管財官 

　倒産手続にかかる司法判断事務は、倒産裁判所

（U.S. Bankruptcy Court）の倒産裁判官に指揮の

もとで進められる。一方、倒産事件にかかる行政

事務を指揮・監督する機関として連邦司法省（DOD）

の連邦管財官（U.S. Trustee）がいる。連邦管財

官は、連邦司法長官（U.S. Attorney General）

が 5 年の任期で任命し、全米 21 の管轄地域に配

置されている。倒産裁判所において、民間管財人

（private trustee）のリストアップ、管財人の監督、

債権者集会の召集などの事務を担当する。連邦管

財官は、訴追権限を有しないが、倒産法違反に関

する刑事犯罪情報を連邦検事（U.S. Attorney）を

提供するように義務付けられている。倒産財務官

制度は、1978 年の連邦倒産法改正で導入された 128。

（3）管財人の選任

　管財人（private trustee）は、倒産財団（estate）

の代表者である（連邦倒産法 323 条）。管財人の選

任の要否は、倒産手続のタイプ（章／チャプター）

により異なる。例えば、第 7章／チャプター 7〔清

算／破産〕の倒産手続の場合には、最初に必ず管

財人の選任しなければならない。

（4）倒産財団に組み入れる財産の範囲

　仮に連邦倒産法第 7 章／チャプター 7〔清算／
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第 12 章　 定期的収入のある農家または漁師の債務整理 
（Adjustment of Debts of a Family Farmer 
or Family Fisherman With Regular Income）

第 13 章　 定期的収入のある個人の債務整理（Adjustment 

of Debts of an Individual With Regular Income）

　第 1301 条　 共同債務者の行為の停止（Stay of action 
against codebtor）

　第 1302 条　管財人（Trustee）

　第 1303 条　 債務者の権利と権限（Rights and powers 
of debtor）

　第 1304 条　 事業者である債務者（Debtor engaged 
in business）

　第 1306 条　財団の財産

　第 1307 条　 移送または却下（Conversion or dismissal）

　第 1308 条　 申立前納税申告書の提出（Filling of 
prepetition tax return）

　第 1309 条　計画の提出（Filling of plan）

　第 1325 条　計画の確認（Confirmation of plan）

　第 1326 条　支払（Payments）

　第 1328 条　免責（Discharge）

第 15 章　 国外その他越境倒産事案 （Ancillary and 
Other Cross-Border Cases）

定（confirmation）するための聴聞（hearing）を

実施し（連邦倒産法 1128 条）、確定する（連邦倒

産法 1129 条）。これにより、更生／再生計画は

成立し、債務者が計画を実施する（（連邦倒産法

1422 条）。この結果、債務者は、計画どおりの弁

済（distribution）を求められる一方で、非免責

債務（non-dischargeable debts）を除き、原則と

して計画確定前に生じたすべての債務を免じられ

る（連邦倒産法 1141 条）。

126  See, IRM 5.9.2 The Bankruptcy Code and Collection.
127  ケースによっては、州の課税庁が、倒産手続に参加する場合もある。

【解説】第 13 章　定期的収入のある個人の債務整
理（Adjustment�of�Debts�of�an�Individual�With�Regular�Income）�

　第 13 章／チャプター 13〔定期的収入のある個

人の債務整理〕の倒産手続は、「再生タイプ」の手

続である。給与所得者のような定期的な収入があ

る個人が再生計画を立てて、債務を一定期間内に

分割返済する形の手続である。通称は、「給与所得

者向け倒産（wage warner bankruptcy）」手続。こ

の手続では、管財人は、債務者の財産を換価処分

に付さない。代わりに、最長で 60 カ月間の債務返

済計画をたてて、申立人は定期収入および債務者

の財産から返済していく。倒産手続の結果、残債

があったとしても、非免責債務（non-dischargeable 

debts）を除き、支払義務を免除される債務（exempt 

debts）については、免責される。
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破産〕を選択して、倒産手続を進めるとする。こ

の場合には、倒産手続開始後、管財人は、倒産財

団（bankruptcy estate）に債務者（debtor）の

財産を集約しなければならない。この際に、倒

産財産に組み入れなくともよい財産（exempt 

property、以下「除外財産」という。）なのか、そ

れとも組み入れなければならない財産（non-exempt 

property、以下「非除外財産」という。）なのか

が問われる。その範囲は、選択する倒産手続のタ

イプ（章／チャプター）により異なる。除外財産

（exempt property）の仕組みは、個人が申し立て

た倒産手続にのみ適用される。連邦破産法は、消

去法をとる。おおむね次のようなルールになって

いると解される（連邦倒産法 541 条）。

（5）免責債務と非免責債務

　債務者が倒産手続を申し立てるのは、倒産手続

の完了により自己の債務が「免責（discharge of 

debts, discharge of liabilities）」（いわゆる「借

金がチャラになる」）ことを期待してのことが多い。

たしかに、免責（discharge）は、フレッシュスター

ト（再出発）を支援するという倒産手続の精神に

かなうといえる。しかし、倒産手続を経ると、税

金の納付や借りた奨学金などの返済がすべて免除

されるのでは、逆にまじめに納付や返済している

者との間でモラルハザードを引き起こしかねない。

したがって、免責債務（dischargeable debts）の

範囲の策定にあたって、フレッシュスタートとモ

ラルハザードのバランスを保つことは重い課題で

ある。

　免責債務（dischargeable debts）、あるいは非

免責債務（non-dischargeable debts）あたるの

かは、債務者のみならず、債権者にとっても、重

い意味を持つ。そこで、連邦倒産法では、倒産手

続完了後、倒産裁判所の承認に基づいて免責債務

（dischargeable debts）となる項目を列挙してい

る（連邦倒産法 727 条、1141 条、1228 条 a 項・b

項、1328 条 b 項）。租税債務は原則として非免責債

務とされる（連邦倒産法 523 条 a 項 1 号）。しかし、

連邦破産法は、免責債務として取扱うものもある。

課税実務では、その線引きの法解釈をめぐり債権

者である課税庁（IRS）と債務者である納税者との

間で論争となることが多い。IRS にとっては、もっ

とも難しい課税実務上の問題の 1つである。

（6）担保債務と無担保債務

　担保（collateral）とは、支払がなされない場合の

保護措置をさす。担保で保証された債務（debt）かど

うかで、次のように分類される（連邦倒産法 101 条）。

128  28 USC 586. See, Kathleen P. March et al., “Duties and Powers of U.S. Trustee,” Cal. Prac. Guide 

Bankruptcy Ch. 9-B （Dec. 2018 Update）.

【図表 51】担保債務と無担保債務の分類【図表 51】担保債務と無担保債務の分類

①担保債務（secured debt） 

　担保で保証された債務をさす。対物的義務（in rem 

obligation）を負う。

②無担保債務（unsecured debt） 

　担保で保証されない債務をさす。対人的義務

（personum obligation）を負う。

【図表 49】倒産財団財産に組み入れない財産の範囲【図表 49】倒産財団財産に組み入れない財産の範囲

　倒産財団には一切の債務者の財産その他財産上の権

利を組み入れるのが原則である。しかし、連邦倒産法

（USBC）は、例外的に財団に組み入れなくともよい「除

外財産（exempt property）」を列挙する。

①除外財産（exempt property） 

　個人の一定の生活用資産や現金、職業継続に必要な

物など、財団財産に組み入れなくともよい財産。一般

に、その範囲は、債務者が居住する州法により判定さ

れる。

②非除外財産（non-exempt property） 

　法律で除外財産として列挙された以外の財産で、必

ず倒産財団に組み入れなければならない財産。

【図表 50】免除債務と非免除債務の基本的なルール【図表 50】免除債務と非免除債務の基本的なルール

①免責債務（dischargeable debts）

　 倒産手続（bankruptcy proceedings）の結果、残債

がなったとしても、支払義務を免除される債務

　《例》カードローンなど一般の商業債務など

②非免責債務（non-dischargeable debts）

　 倒産手続（bankruptcy proceedings）の結果、残債

になったとしても、原則として支払義務を免除され

ない債務

《例》・学生奨学ローン残高

　　・一定の租税債務

　　・家族扶養費

　　・罰金や不当利得の返還金

　　・賠償金

　　・その他



　倒産手続の当事者である債権者にとり、「担保

（secured）」か「無担保（unsecured）」かの違いが

重要である。なぜならば、債権者とり、担保債務は、

倒産手続で分配を受ける場合、優先順位（priority）

が高いからである。これに対して、無担保債務は、

倒産手続で分配を受ける場合、優先順位が低いか

らである。

（7）債権に対する分配の優先順位

　倒産財団に組み入れられた債務者の財産は、連

邦倒産法（USBC）上の債権の優先順位（priority 

of claims in bankruptcy）に基づいて債権者に分

配される。倒産手続における債権の優先順位とは、

どの債権が先に弁済を受けることができるのかを

決める基準をさす。連邦倒産法は、次のように、

弁済の対象となる債権の優先順位を 1 ０段階にラ

ンク付けしている。（507 条 a 項）。

　なお、倒産財団に、同順位の債権に充当するの

に十分な財産がないとする。この場合には、案分

で分配される。

3　連邦倒産手続通則に基づく倒産手続の手順

　連邦倒産法の倒産手続通則規定に盛られた主要

な倒産手続を、その手順に従いおおまかにまとめ

てみると、次のとおりである。
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【図表 52】債権の優先順位【図表 52】債権の優先順位

① 離婚慰謝料や裁判所命令の子どもの養育費など家事

的な無担保債務（1号）

② 財団存続期間中に発生した租税を含む共益債権〔第

7 章／チャプター 11 倒産手続で生じた管財人費用

や第 13 章／チャプター 13 倒産手続で生じた弁護士

費用など〕（2号）

③ 債権者申立て倒産手続における申立て後に発生した

無担保一般債権（3号）

④ 倒産手続の申立て前または債務者の事業停止前の

180 日間に発生した各従業者あたり 1 万 3,650 ドル

までの給与等の無担保債権（4号）

⑤ 倒産手続の申立て前または債務者の事業停止前の

180 日間に発生した従業員福利厚生プランの各従業

者あたり 1 万 3,650 ドルまでの拠出金にかかる無担

保債権（5号）

⑥ 農家や漁師の加工・貯蔵施設にかかる 6,725 ドル以

内の無担保債権（6号）

⑦未納の商品や未給付の役務にかかる債権（7号）

⑧ 倒産手続申立て日以前に終了する課税年の各種無担

保租税債権（8号）

⑨連邦の預託機関に対する債務者の無担保請求債権（9号）

⑩ 飲酒運転の車輛または船舶事故による負傷または死

亡にかかる請求（10 号）

＊ 各しきい値は、インフレ調整した金額（ドル）で、2019
年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで有効。

【図表 53】連邦倒産手続通則の概要【図表 53】連邦倒産手続通則の概要

・倒産手続の申立て 

　倒産手続（bankruptcy proceedings）は、申立て

（petition）により開始される。債務者（debtor）が

申し立てる（voluntary bankruptcy ／自己倒産申立

て）場合（連邦倒産法 301 条）と、債権者（creditor）

が申し立てる（（involuntary bankruptcy）場合（連

邦倒産法 303 条）とがある。すなわち、倒産手続申立

人（petitioner）は、債務者の場合と債権者の場合が

ある。ただし、債権者申立ての場合には、総債権者数

が 12 人未満の場合には、各債権者が個別に申立てが

できる。一方、12 人以上の場合は、3 人以上が共同で

申し立てなければならない。いずれの場合も、総債権

額が 13,475 ドル以上でなければならない。債務者は、

限られた範囲ではあるが、債権者が行った倒産手続申

立てに対して異議申立てができる。

　倒産裁判所は、債権者の倒産手続申立てについて債

務者からの異議申立てをあってもそれを認めない場

合、あるいは異議のない場合には、倒産手続開始命令

（order for relief）を下す（連邦倒産法 303 条 h 項）。

債務者からの倒産手続申立ての場合には、倒産手続開

始命令があったものとみなされる（連邦倒産法 301 条

b 項）。

　連邦の倒産手続申立てにおいては、わが国のような

破産原因（支払超過や債務超過）があること（破産法）、

破産原因が生じるおそれがあること（会社更生法、民

事再生法）は、倒産手続申立ての要件ではない。

・管財人の選任 

　管財人（private trustee）は、倒産財団（estate）

の代表者である（連邦倒産法 323 条）。管財人の選任

の要否は、倒産手続のタイプ（章／チャプター）による。

例えば、第 7 章／チャプター 7〔清算／わが国の破産

に相当〕の倒産手続を選択したとする。この場合には、

必ず管財人を選任しなければならない。これに対し

て、第 11 章／チャプター 11〔更生／わが国の会社更

生、民事再生〕や第 13 章／チャプター 13【給与所得

者向け倒産】の手続を選択したとする。この場合には、

一般に債務者（旧経営陣）は占有債務者（DIP=debtor 

in possession）と呼ばれるが、占有債務者（DIP）が

管財人の立場で事業を引き続き経営することが許され

る（連邦倒産法 1101 条、1107 条）。ただし、占有債

務者（DIP）に詐欺的行為その他経営判断に重大な誤

りがあったなどの場合には、倒産裁判所は、利害関係

人または連邦管財官の申立てに基づき新たな管財人を

任命できる（連邦倒産法 1104 条）。

・債務回収等の自動停止 

　申立てにより倒産手続が開始されたとする。この場

合、連邦課税庁（IRS）を含む債権者による債務者か
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4 連邦倒産手続と租税債務

　法的倒産手続が開始されると、納税者と課税庁

（IRS）との間での租税債務問題は、おおむね倒産

裁判所で争われることになる。すなわち、納税者、

または債権者が倒産裁判所に倒産手続の申立てを

したとすると、その後は、連邦倒産法 505 条のもと、

連邦のみならず州などさまざまな未納税額や附帯

税額などの取扱いについては、それが査定済みか、

あるいは納付済みかどうかを問わず、倒産裁判所

が裁断を下すことになる。ただし、倒産裁判所は、

連邦租税裁判所や連邦地方裁判所のような租税債

務の査定／確定に関する適切な管轄権を有する裁

判所が倒産手続開始前に下した判断に介入するこ

とはない。

　ここでは、倒産手続のもとで、租税債務にかか

る諸問題について、検討してみる。

（1）倒産手続と連邦税リーエン／先取特権

　すでにふれたように、納税者は、納期限までに

自己の連邦税額を完納するように求められる。連

邦課税庁（IRS）は、納税者の行った申告内容（自

己査定額）を是認する場合は、一般に納税者に

申告是認通知書（No change letter）を交付す

る。一方、是認しない場合には、正確な税額査定

のための税務調査をしたうえで、仮不足税額通知

書（Proposed notice of demand）〔増差税額＋延

滞税＋経過利子などの総額〕、通称 30 日レター（30 

day letter）、および／または、正式な不足税額通

知書（SNOD=Statutory notice of demand）、通称

90 日レター（90 day letter）を送付する。納税

者が不足額通知書（SNOD）に同意しない場合、IRS

は、IRS の公簿に不足税額を査定・記録したうえ

で、それから 60 日以内に、納税者に対して最初の

査定・納付通知書（Notice and demand ／ Notice 

of assessment and demand for payment）を送達

する。納税者が、最初の査定・納付通知書（Notice 

and demand）を受けたのにもかかわらず通知され

た額を完納しないとする。この場合、IRS は、査

定・納付通知書の送達からおおむね 10 日経過後に、

連邦税法（IRC）に基づき連邦リーエン／先取特権

（Federal tax lean）が、その納税者が有するすべ

ての財産すべての財産〔査定前に有していた財産

＋査定後の取得した財産〕に対して、査定時に遡っ

て自動的に成立する（IRC 6231 条）。しかも、当

該租税債務が消滅するまで継続する（IRC6322 条）。

この場合に成立した連邦リーエン／先取特権は、

第三者への対抗力はない。ただし、IRS はその納税

者との関係では優先権を有するという意味で、一

般には「秘密リーエン（secret lien）」と呼ばれる。

この秘密リーエンに対抗力を持たせるために、IRS

は、納税者に対して連邦税リーエン／先取特権通

知書（NFTL=Notice of Federal tax lien）を送達

したうえで、その NFTL を登記（filing）する。登

　

らの債務回収行為や債務者にたいする争訟等の手続

は、ほとんど自動的に停止（automatic stay）される

（連邦倒産法 362 条 a 項 6 号）。すなわち、倒産裁判所

による倒産手続開始と同時に、別途裁判所の命令を得

ずに自動的に停止効力が発する。この自動停止の効力

は、債務取立訴訟はもちろんのこと、金銭賠償の伴う

勝訴判決の執行、各種担保物権の設定、対抗力の具備、

実行（perfect）などにも及ぶ。ただし、倒産裁判所は、

債権者など利害関係人の求めがある場合で、その求め

に正当な理由があると判断するときには、個別に自動

停止を解除（relief from stay）できる。

・倒産財団財産への組入れ 

　清算／破産タイプの倒産手続が開始されると、その

時点で債務者が有する法律上およびエクイティ（衡平

法）上の財産や財産上の権利、遺産、信託財産など

（以下「財産」という。）は、倒産財団（bankruptcy 

estate）に組み入れられる（連邦倒産法 541 条）。し

たがって、倒産財団は、連邦倒産法（USBC）で除外財

産（exempt property）とされない限り、原則として

債務者のすべての財産からなる。

　倒産手続開始前に債務者が保有していた財産は、倒

産財団に組み入れられる。これに対して、倒産手続開

始後に債務者が取得した財産等は債務者個人の財産と

される。すなわち、倒産財団に帰属する財産かどうか

については、当該財産の取得時期が基準となる。

　また、債務者が他人のために管理していた信託財産

は、エクイティ上の財産に該当しないことから、倒産

財団には含まない。

　倒産財団の財産は、連邦倒産法上の債務の優先順位

（priority of claims）に基づいて債権者に分配され

る原資となるものである。管財人には、その確保・充

実をはかるために、財産の減少につながる、または債

権者の権益を害するような偏頗的な行為を否認する広

範な権限が付与されている（連邦倒産法 547 条）。

　倒産財団の形成に伴い、当該財団の管財人または占

有債務者（DIP）は、当該財団にかかる連邦税や州税

などの納税額を計算し、納税申告をする義務を負う

（IRC 1398 条 c 項 1 号、連邦倒産法 1107 条）。

・分配 

　債権者に対して、倒産財団に組み入れられた財務者

の財産を、連邦倒産法上の債権の優先順位（priority 

of claims in bankruptcy）に基づいて分配する。

・免責 

　倒産手続完了後、債務者は連邦倒産法（USBC）に制

限列挙された免責債務（discharge of liability）に

ついては、その支払を免れることができる。



記すると、IRS が査定した未納の租税債権につい

て連邦税法（IRC）に基づき自動的に成立した連邦

税リーエン／先取特権の優先を主張して、第三者

（他の債権者）に対抗することはできるからである。

すなわち、IRS が、納税者に NFTL を送達したうえ

で当該納税者が居住する州の権限ある当局で登記

すると、納税者の財産に優先権を主張することが

できることになる。倒産手続が開始され、たとえ

租税債務が納税者が居住する州法で倒産財団財産

に組み入れられない除外財産（exempt property）

になるとしても、IRS は、連邦税リーエン／先取特

権を主張できる。

　この点について、連邦倒産法（USBC）は、連邦

税法（IRC）上の秘密リーエン（secret lien）を債

務者の除外財産から取り去る特例を置いている（連

邦倒産法 522条 c項 2号 Bおよび 522条 c項 2号）。

すなわち、課税庁の租税債権が倒産財団（estate）

に組み入れられ、かつ除外（exempt）される場合

には、秘密リーエン（secret lien）は、その除外

（exempt）に反対がない限り、取り除かれる。

（2）倒産手続のもとでの無担保の租税債権の所在

　かつて、倒産は、一種の犯罪のように取り扱わ

れた時代もあった。こうした時代には、国家の財

政的基盤をなすいかなる租税債務（tax debts）も

免責されない（non-dischargeable）とされてきた。

すなわち、倒産手続終了後も、租税債務は清算さ

れないで、生き残るとされてきた。しかし、連邦

最高裁判所は、1991 年に、「倒産法の主たる目的

は、誠実でも不幸にして債務者になった者に対し

て再スタートを与えることにある（fresh start 

to the honest but unfortunate debtor）」と言

明した 129。このように、時代は大きく変わり、今

日、連邦倒産法（USBC）は、限定的ながらも、債

務者の再スタートを支援するねらいから租税債務

（tax debts）、課税庁側から見ると租税債権（tax 

claims）を免責（discharge）する規定を設けている。

　債務者である納税者はしばしば第 7 章／チャプ

ター 7〔清算／破産〕の倒産手続を選択する。この

選択の根底には、倒産手続の結果、残債があって

も、免責（discharge）されることへの期待がある

（連邦倒産法 727 条、1141 条、1228 条 a 項・b 項、

1328 条 b 項）。とりわけ租税債務／租税債権につい

ていえば、増差税額＋延滞税＋経過利子などの免

除を受け、清算できるのではないかとの期待があ

る。しかし、相手方、債権者である課税庁（IRS）も、

租税債権が残債となった場合でも、債務者である

納税者は免責されず、倒産手続後も徴収を続けた

いとする別の意味での期待を持つ。

　こうした双方の利害を調整するために、連邦倒

産法は、租税債務（連邦に加え州や地方団体の租

税債務を含む。以下同じ。）は、「免責対象となら

ない租税債務（non-dischargeable tax debts）」

と「免責対象となる租税債務（dischargeable tax 

debts）」とに分けて規定している 130。できるだけ

簡潔にまとめてみると、次のとおりである。
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129  See, Grogan v. Garner, 498 U.S. 279, at 286-7 （1991）.
130  一般に、連邦倒産法 507 条 a 項 8 号の債権に対する優先順位 8 番に位置する各種租税債権は、非免責債務（non-

dischargeable debts）に該当する。

【図表 54】非免責租税債務と免責租税債務の分類【図表 54】非免責租税債務と免責租税債務の分類

・非免責租税債務 

　倒産申立日前に生じた、次のような租税債務は、非

免責租税債務になる（連邦倒産法 507 条 a 項 8 号、

523 条 a 項）。

①非所得税（non-income taxes）

　（i）  売上税（sales taxes）の徴収義務および不納

付の売上税

　（ⅱ）  源泉所得税のような預り金の性格を有する租

税（trust fund tax）の不納付加算税

　（ⅲ）  預り金の性格を有する租税（trust fund tax）

または関係する不納付加算税もしくは経過利子

②所得税（income taxes）

　（i）  申立日から過去 2 年間の無申告にかかる所得税

（連邦倒産法 523 条 a 項 1 号 B）

　（ⅱ）  申立日から過去 3 年間（納期限の延長期間を

含む。）に期限を迎えた申告のかかる所得税（連

邦倒産法 523 条 a 項 7 号）

　（ⅲ）  虚偽申告や逋脱にかかる所得税（連邦倒産法

523 条 a 項 1 号 C）

　（iv）  申立日から過去 240 日内に査定された所得税

（連邦倒産法 507 条 a 項 8 号）

・免責租税債務 非免責租税債務に該当しない租税債務

①問題となった年に提出された申告にかかる租税債務

② 申立日から 2 年を超える前に提出された申告にかか

る租税債務

③ 申立日から 3 年を超える前に期限を迎えた申告にか

かる租税債務

④ 申立日から 240 日を超える前に査定された申告にか

かる租税債務

⑤ 租税逋脱にかかわっておらず、かつ、故意に納付を

免れていない租税債務
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5　 倒産手続と合意による滞納税額免除（OIC）
の選択

　不幸にして債務者になったとしても、倒産手続

で再スタートを切ることを選択できる。とりわけ、

債務者が、租税債務のほか、クレジットローンや

住宅ローンのような民間債務も併せて抱えている

場合には、倒産手続の選択の方が都合のよい場合

も少なくない。

　ただ、連邦の租税債務だけの免責を考える場合

には、連邦課税庁（IRS）の納税緩和制度を利用

するのも一案である。ひとくちに連邦税法（IRC）

上の納税緩和制度といっても、さまざまな仕組み

が用意されている。それらのうち、連邦倒産法

（USBC）上の清算／破産と再生手続との対比で考

える場合に有用なのは、分納協定（installment 

agreement）と、合意による滞納税額免除（OIC）

である。

　連邦税の分納協定（installment agreement）と、

合意による滞納税額免除（OIC）との大きな違い

は、OIC では、滞納税額を全額納付しなくとも、合

意が成立すれば、査定税額の全額を納付しなくと

も、残額を免除される点である。しかし、これら

の納税緩和制度は、あくまでも適用対象が連邦税

に限られる。州税や自治体の固定資産税などを滞

納している場合には、適用の対象とならない。また、

とりわけ OIC の適用が認められる件数は極めて限

定的である。にもかかわらず、OIC の申請にあたり、

申請者は、IRS に、合意による滞納税額免除（OIC）

の申請にあたり、申請者は、様式 656〔合意により

滞納税額免除（Form 656：Offer in Compromise）〕

に加え、個人の場合には様式 433-A〔個人用財務

書類（Form 433-A: Financial statement for an 

individual）〕、企業の場合には様式 433-A〔事業

用に財務書類（Form 433-B: Financial statement 

for a business）〕を提出するように求められる。

さらに、返還不可の合意税額の 20％と 150 ドルの

申請料を支払わなければならない。

　OIC 申請が拒否された場合、これら前納した金

額が返還されない。納税者の滞納税額に充当され、

しかも、IRS は、滞納者から提供された財務情報を

使って、全滞納額の強制徴収を開始できることに

なる。一方、IRS が、OIC 申請を承認しても、納税

者が合意条件に違反した場合には、直ちに OIC は

停止され、速やかに差押え（levy）を開示する。

　債務者が、倒産手続を開始しても、合意による

滞納税額免除（OIC）の適用を受けても、債務者の

信用スコアにキズがつくことでは、同じ問題に遭

遇する。なぜならば、IRS は、OIC 申請を承認した

納税者の氏名等を 1 年間、公の閲覧に供すること

になっているからである 131。

　債務者、滞納者である納税者は、連邦倒産法

（USBC）上の倒産手続と連邦税法（IRC）上の合意

による滞納税額免除（OIC）の選択にあたっては、

専門職の支援を受けたうえで懸命な判断が求めら

れる 132。

●むすびにかえて～滞納処分のための捜索
　への立入許可状のすすめ

　アメリカにおける滞納処分手続適正化の動向に

ついて概観した。滞納者である納税者の手続上の

権利がどのように護られているかがわかるのでは

ないかと思う。最後に、わが国の滞納処分法制と

の関連において、一言ふれておきたい。

　わが国の国税徴収法では、徴収職員には、滞納

処分のために必要があるときには、滞納者に物ま

たは住居その他の場所を捜索し、財産を差し押さ

える権限が与えられている（国税徴収法 142 条）。

この捜索〔のための場所への立入り〕にあたっては、

捜索対象者の同意には左右されず、しかも裁判所

からの令状も必要とされていない。また、不在で

あっても執行できる。この捜索については、憲法

31 条〔法定手続の保障〕、憲法 35 条〔住居の不可侵・

令状主義〕などの面から久しく問題とされてきた。

しかし、憲法 35 条は、刑事手続について定めたも

のであり、行政手続である滞納処分には適用がな

いとの論拠に基づき是認されてきた 133。また、こ

の場合の捜索は、身体の拘束が伴うものではない

131  民間の消費者信用情報報告機関（CRA=credit reporting agency）は、これらの情報を収集し、納税者である消

費者を信用スコアに基づくランク付けを行っている。OIC データを公の閲覧に供する制度については、連邦財務

省租税行政監察総監（TIGTA=Treasury Inspector General for Tax administration）も見直しを提言している。

See, TIGTA, The Offer in Compromise Public Inspection Files Should Be Modernized, 2016-1ER008 （Aug. 

18, 2016）.
132  See, e.g ., Larry Heinkel, “Eliminating IRS Debts: Why Bankruptcy May Be Better Than an OIC to 

Resolve Your Clients Tax Debts,” 82 Fla. B.J. 56 （2008）.



ことから、刑事手続で求められる裁判所が発行す

る令状（捜索差押許可状）は必要ないとの見方も

ある 134。

　その一方で、最高裁判所は、「憲法 31 条の定め

る法定手続の保障は、直接には刑事手続に関する

ものであるが、行政手続については、それが刑事

手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然

に同条による保障の枠外にあると判断することは

相当ではない。」と判示している 135。加えて、最高

裁判所は「刑事手続責任追及を目的とするもので

はないという理由のみで憲法 35 条 1 項の保障除外

にならない」と判示している 136。

　現代社会は、経済市場の流れが、物からデータ

（情報）へ移行するなど、保護の対象とする権利・

利益が複雑化している 137。こうした時代にあって、

徴収職員が、滞納処分のために必要があるときに

は、立入りの必要性についての第三者による精査

もなしに、私的場所に立入って捜索し、財産を差

し押さられる法的枠組みはあまりにも時代遅れの

ようにみえる。憲法 13 条にいう個人の尊重のルー

ル、憲法 35 条 2 項の令状主義のルールなどを取り

入れた法改正が求められる。

　こうした改正を実現するためには、アメリカ連

邦税法で展開されている滞納処分のための強制捜

索への立入許可状の活用に学ぶ必要がある。

　すでにふれたように、連邦税法（IRC）は、課

税庁（IRS）職員に、連邦税徴収手続上の捜索

（search）・差押え（levy）にあたっては、令状な

し（warrantless）の租税債務に充当する財産（物）

が所在する場所または住居その他の場所を捜索

（search）し、換価できる物を占有取得（seizure）

する権限を認めている。しかし、1977 年に、連邦

最高裁判所は、滞納者または滞納財産所有者（「納

税者」）のプライバシーが関係する住居その他の場

所を捜索し物を押収する場合には、合衆国（連邦）

憲法修正第 4 条に定める令状主義の原則が適用に

なる旨判示した〔GM Leasing Corp. v. United 

States, 429 US 338, at 354 （1977） 〕（GM リーシ

ング社判決）。

　この GM リーシング社判決に従い、現在、連邦課

税庁（IRS）は、納税者のプライバシーが関係する

住居その他の私的場所を捜索し物を差押える場合

で、その納税者が立入りに任意に応じないときに

は、その場所を所轄する連邦地方裁判所に申し立

てて「立入許可状（writ of entry）」または「課

税立入許可決定（tax entry order）」を得ている。

　連邦最高裁の GM リーシング社判決は、わが国の

滞納処分のための納税者の住居その他私的場所へ

の強制調査・捜索の際の立入許可状の導入に範を

示しているといえるのではないか 138。
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133  吉国二郎ほか編『国税徴収法精解（平成 30 年改訂）』（大蔵財務協会、2018 年）902 頁以下参照。
134  ちなみに、刑事捜索の色彩の濃い租税犯則調査では、捜索をする場合には、事前に裁判所から許可状をもらう制

度を置いている（国税通則法 132 条、地方税法 22 条の 4）。詳しくは、石村編『現代税法入門塾（第 9 版）』・注

26、856 頁以下参照。
135  最高裁平成4年7月1日判決・民衆46巻5号437頁。わが国での判例の動向については、南野森「行政手続とデュー・

プロセス」ジュリスト増刊『憲法の争点』（有斐閣、2008 年）88 ～ 89 頁参照。
136  最高裁昭和 47 年 11 月 22 日判決・刑集 26 巻 9 号 554 頁。
137  現実／リアル経済市場に加えて、パソコン（PC）やスマートフォンのようなモバイル端末とインターネットで結

ばれた新たなサイバー／デジタル／ネット／オンライン市場経済が拡大し、プライバシー／個人データを糧にプ

ラットフォーム事業を展開する GAFA（グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン）のようなプラットフォー

ム企業がますます勢いを増している。太る巨大ネット企業の陰で取り残される市民のデータ／プライバシー保護

が逆に重い政策課題になってきている。拙論「市民不在の GAFA ／巨大プラットフーム企業封じ込め策のゆくえ」

月刊社会民主 2019 年 4 月号 58 頁以下、拙論「AI 税務と税務専門職の将来像を展望するー税務のスマート化とタッ

クスプライバシー（7）」月刊税務事例 51 巻 9 号（2019 年 9 月号）参照。加えて、本 5号所収論文参照。
138  See,. 憲法 35 条は、何人も、現行犯逮捕に伴う捜索の場合を除き、権限を有する司法官憲が発する令状なしに住居、

書類および所持品について捜索または押収されない権利がある旨保障する。これを受けて、刑事訴訟法は、令状

による捜索・差押え等の要件について詳しく規定している（218 条以下）。しかも、捜索等の際には、秘密を護り、

処分をうける者の名誉を害さないように求めている（刑事訴訟法規則 93 条）また、必要以上に関係者に迷惑を

かけないように求めている（犯罪捜査規範 140 条）。刑事捜索・差押えにおいてもプライバシー保護は重い課題

となっている。田口守一「捜査・差押えにおけるプライバシー保護」現代刑事法 5巻 5号 16 頁以下参照。まさに、

徴収職員のよる滞納処分のための立入りについても、納税者の「名誉を害さない」適正な職務遂行が求められる。

滞納処分のための捜索は行政手続であり憲法 35 条の令状主義の枠外にあるとのドグマに固守することなく、し
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　わが国では、生活困窮者などに対する強権的な

滞納行政が各地で散見される。とりわけ、地方団

体による税外債権の強権的な執行実務が問われて

きている。

　アメリカでの、連邦政府はもちろんのこと州政

府や地方政府は、納税者から十分な自発的納税協

力（voluntary compliance）が得られず、未納税

（back tax ／租税債権）や未収金（税外債権）の徴

収に頭を抱えている。税金その他公的支払の滞納

が発生する背景には、貧困や納税モラルの欠如な

どさまざまな理由がある。租税債権や税外債権が

急増するなか、連邦や州、地方団体の執行行政庁

は、「税法は不法な滞納をゆるさない」をモットー

に、効率的な租税徴収を優先する姿勢を強めてい

る。コンピュータを駆使した滞納者の自動判定の

拡大なども強権的な取立ての要因となっている。

滞納者の生活再建や事業再建が後回しにされがち

で、批判を浴びてきている。

　連邦議会も、1988 年の税法改正で、徴収手続

における適正性と公平性を確保に途を拓いた。具

体的には、連邦税リーエン／先取特権（Federal 

tax lien） の 設 定 や 差 押 え（seizure）・ 換 価

（sale）手続の開始に先立ち、納税者に弁明の機会

を保障するために、徴収上の適正手続審査〔CDP

（=collection due process）hearing〕制度を導入

した。

　連邦や諸州の議会も、生活困窮者や多重債務者

の再出発（fresh start）や事業再建に資する多様

な救済（relief options）、滞納整理（collection 

alternatives）措置を積極化させるための実体税

法の改正を重ねてきている。しかし、いまだ徴収

権の確保ファーストで、滞納者の納税モラルの確

立と再スタートを支援する仕組みとをどのように

調整すべきか検討すべき課題も多い。ただ、当分

の間、滞納処分手続のさらなる適正化を望むのは、

難しい状況にある。理由は、トランプ政権の誕生

である。

　トランプ税制改革法（TCJA=Tax Cuts and Jobs 

Act）では、租税実体法（substantive tax law）

について減税を中心に一定の改正を加えた。しか

し、租税手続法（procedural tax law）について

はほとんど手付かずになっている 139。こうした鈍

い租税手続法改革の動きはしばらく続くように思

われる。

かも憲法 13 条の「個人の尊重」を徴収実務に反映させるために、わが国でも滞納処分の際の捜索過程に立入許

可状の仕組みの導入が急がれる。
139  See, Jake E. Balogh, “Holistic Tax Reform: Procedure, the Missing Companion to the Tax Cuts and Jobs 

Act’s Substantive Law Focus,” 16 Pitt. Tax. Rev. 209 （2019）.

【別表】IRS の組織の概要（2019 年 6 月現在）【別表】IRS の組織の概要（2019 年 6 月現在）【別表】 IRS の組織の概要（（22001199 年年 66 月月現現在在））  
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AI 税務と税務専門職の将来像を展望するAI 税務と税務専門職の将来像を展望する●
論
説
●

石 村 耕 治 （（        代表・白鷗大学名誉教授））J T IJ T I

税務のスマート化とタックスプライバシー

　
【内容目次】【内容目次】

◆◆��はじめにはじめに

1　 個人納税申告・納付手続のデジタル化・簡便化1　 個人納税申告・納付手続のデジタル化・簡便化

の流れの流れ

（1）（1）「電子申告（e-Tax）」＋「年末調整」のパッケージ「電子申告（e-Tax）」＋「年末調整」のパッケージ

　①申告手続の簡便化：電子申告（e-Tax）の活用　①申告手続の簡便化：電子申告（e-Tax）の活用

　②申告手続の簡便化：年末調整制度の功罪　②申告手続の簡便化：年末調整制度の功罪

　③申告手続の簡便化：記入済申告制度の活用　③申告手続の簡便化：記入済申告制度の活用

　④ 申告手続の簡便化：記入済申告＋申告データ検　④ 申告手続の簡便化：記入済申告＋申告データ検

索制度の活用索制度の活用

　⑤申告手続の簡便化か、税制の簡素化か　⑤申告手続の簡便化か、税制の簡素化か

（2） 国税庁の税務行政のスマート化構想と国の電（2） 国税庁の税務行政のスマート化構想と国の電

子政府構想との齟齬子政府構想との齟齬

　①  IC カードを使わないオーストラリアの電子政府　①  IC カードを使わないオーストラリアの電子政府

モデルとはモデルとは

　　② ID・パスワード方式の e-Tax の併用への転換② ID・パスワード方式の e-Tax の併用への転換

　③ 納付手続の簡素化：QR コード・スマホを使った　③ 納付手続の簡素化：QR コード・スマホを使った

コンビニ納税コンビニ納税

（3）世界の流れは、「電子申告」＋「記入済申告」（3）世界の流れは、「電子申告」＋「記入済申告」

　①オーストラリアの現状分析　①オーストラリアの現状分析

　②わが国の実情分析　②わが国の実情分析

（4） 申告手続簡便化プランと従業者や税務専門職（4） 申告手続簡便化プランと従業者や税務専門職

の所在の所在

　①　①従業者不在の財務省の事業者事務負担軽減プラン従業者不在の財務省の事業者事務負担軽減プラン

　②　②申告手続簡便化プランにおける税務専門職の所在申告手続簡便化プランにおける税務専門職の所在

2　アメリカでの「記入済申告」導入検討の動き2　アメリカでの「記入済申告」導入検討の動き

（1）アメリカの申告納税を支える仕組み（1）アメリカの申告納税を支える仕組み

（2） アメリカにおける記入済申告制度検討の動き（2） アメリカにおける記入済申告制度検討の動き

を探るを探る

（3）試行で頓挫した加州の記入済申告プログラム（3）試行で頓挫した加州の記入済申告プログラム

（4） 申告ソフト会社による記入済申告プログラム（4） 申告ソフト会社による記入済申告プログラム

潰し潰し

（5）連邦での記入済申告導入検討の動き（5）連邦での記入済申告導入検討の動き

（6）連邦の記入済申告導入の最大の抵抗勢力は（6）連邦の記入済申告導入の最大の抵抗勢力は

（7）連邦の記入済申告導入に対する各界の声（7）連邦の記入済申告導入に対する各界の声

（8） 記入済申告制度や申告データ検索制度への割（8） 記入済申告制度や申告データ検索制度への割

れる学者の評価れる学者の評価

3　 ビッグデータ＆タックス・アナリティクス：3　 ビッグデータ＆タックス・アナリティクス：

　　AI、ML、税務ロボアドバイザーとタックスプ　　　AI、ML、税務ロボアドバイザーとタックスプ　

　　ライバシー　　ライバシー

（1）（1）ビッグデータ、タックス・アナリティクスとはビッグデータ、タックス・アナリティクスとは

（2）ML（機械学習）、AI（人工知能）とは何か（2）ML（機械学習）、AI（人工知能）とは何か

（3） 軽軽に「AI 等を活用する」などと言ってはい（3） 軽軽に「AI 等を活用する」などと言ってはい

けないけない

（4） ML（機械学習）や AL（人工知能）も無謬では（4） ML（機械学習）や AL（人工知能）も無謬では

ないない

（5）そもそも AI 税務、ML 税務とは何か（5）そもそも AI 税務、ML 税務とは何か

（6）AI 税務調査の実用化は間近なのか？（6）AI 税務調査の実用化は間近なのか？

（7）（7）AI は税務においてどのような役割を演じるのかAI は税務においてどのような役割を演じるのか

（8）AI の進化で揺らぐ税務相談業務（8）AI の進化で揺らぐ税務相談業務

4　 AI 税務をめぐる法制、税務専門職倫理、過誤4　 AI 税務をめぐる法制、税務専門職倫理、過誤

責任責任

（1） アメリカの AI 刑事司法手続から AI 税務手続（1） アメリカの AI 刑事司法手続から AI 税務手続

の問題点を探るの問題点を探る

　① アメリカの AI 刑事リスク評価システム COMPAS　① アメリカの AI 刑事リスク評価システム COMPAS

とはとは

　② わが国での税務 AI システムのバイアス統制の一　② わが国での税務 AI システムのバイアス統制の一

断面断面

　③ アメリカの国民・納税者のデジタルデータ保護　③ アメリカの国民・納税者のデジタルデータ保護

のため連邦法制のため連邦法制

　④米・豪のデータ照合規制法制の実際　④米・豪のデータ照合規制法制の実際

　⑤ わが国の国民・納税者のパーソナルデータ保護　⑤ わが国の国民・納税者のパーソナルデータ保護

のための法制のための法制

　⑥ 加速する現実空間に確たる基盤を持たない AI 税　⑥ 加速する現実空間に確たる基盤を持たない AI 税

務手続と法制務手続と法制

（2）AI 税務と税務専門職倫理（2）AI 税務と税務専門職倫理

（3）税理士業務と専門家（民事）責任（3）税理士業務と専門家（民事）責任

（4） AI 税務相談、税務 AI、税務ロボアドバイザー（4） AI 税務相談、税務 AI、税務ロボアドバイザー

と過誤責任と過誤責任

　① 税務 AI ／税務ロボアドバイザーと税理士の報告　① 税務 AI ／税務ロボアドバイザーと税理士の報告

責任義務との関係責任義務との関係
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◆はじめに

　急速な経済のデジタル化、納税者からのリアル

タイム対応（real time response）の求めに応え

る形で、国税庁は 2017 年に「税務行政の将来像：

スマート化を目指して」（同年 6月 23 日）（以下「税

務行政の将来像 2017」という。）を公表した 1。そ

の後、2018 年に「『税務行政の将来像』に関する最

近の取組状況」（同年 6 月 20 日）2（以下「税務行

政の将来像 2018」という。）、そして、2019 年にも

進捗状況（同年 6 月 21 日）3（以下「税務行政の

将来像 2019」という。）をアナウンスした。

　国税庁は、税務行政の将来像 2017 のなかで、①

申告・納付手続のデジタル化、②税務相談の自動

化、③課税・徴収を効率化・高度化を柱とした

税務行政の将来像／税務行政のスマート化構想

をアナウンスした。国税庁は、この構想を、ⓐ

ICT（情報通信技術／ information communication 

technology）や、ⓑビッグデータ（大量情報／ big 

data）を読み込むことで動き出す ML（機械学習／

machine learning）技術などを駆使して人間と同

じレベルの認識のスキルを獲得した AI（人工知能

／ artificial intelligence）などをツール（道具）

にして、10 年程度をかけて実現するという。

　国税庁は、納税者の利便性、個人納税者の申告

手続のデジタル化のツール（道具）として、電子

申告（e-Tax）とわが国特有の年末調整手続の簡便

化をあげている。これに対して、諸外国では、電

子申告と記入済申告制度および申告データ検索制

度の整備をあげている。ただ、申告手続の簡便化

については、申告納税制度をめぐる「租税哲学」

面での見解の相違がみられる。また、申告手続の

簡便化を優先すべきなのか、税制の簡素化を優先

すべきなのか、争いのあるところである。

　この点について、対岸に位置するアメリカ合衆

国（以下「アメリカ」という。）においては、連邦

課税庁である内国歳入庁（IRS=Internal Revenue 

Service）は、電子申告（e-file）の積極的活用に

よる税務のデジタル化や AI （人工知能）、ML（機械

学習）、ビッグデータの活用による税務の効率性・

高度化を急いでいる。アメリカ連邦議会をはじめ

として、各界には、自主申告制度（self-assessment 

system）をもっと簡便にするための記入済納税申

告制度（pre-populated tax return system）ない

し申告書不要制度（return free system）導入を

検討する動きがある。もっとも申告手続の簡便化

に、学界や税の実務界は諸手を挙げて賛成してい

るわけではない。なぜならば、「申告手続の簡便化

（filing simplification）」は、本来最優先すべき

「税制の簡素化（tax simplification）」を遅らせる、

あるいは放棄することにつながるのではないかと

の懸念があるからである。

　一方、国税庁は、税務行政のスマート化構想、

とりわけ課税・徴収の効率化・高度化（インテリジェ

ント）のツールとしては、ICT（情報通信技術）や

AI（人工知能）等の活用を進めて行く旨をアナウ

ンスしている。

　ICT（情報通信技術）を駆使して、スマートフォ

ンやアイパッド（iPad）のようなモバイル端末

（mobile device）にも対応した個人納税者の電子

申告（e-Tax）や、ICT（情報通信技術）や ML（機

械学習）、AI（人工知能）を駆使した税務調査や

徴収の効率化や高度化のイメージを並べている。

ただ、本物の AI（人工知能）の実用化には、次

の 2 点が実際に使える技術になることが必須であ

る。① AI（人工知能）が、人間と同じあるいは

　② 税務 AI ／税務ロボアドバイザーと税理士登録と　② 税務 AI ／税務ロボアドバイザーと税理士登録と

の関係の関係

　③ 税務 AI ／税務ロボアドバイザーと税理士会加入　③ 税務 AI ／税務ロボアドバイザーと税理士会加入

の関係の関係

5 なぜ「タックスプライバシー」なのか5 なぜ「タックスプライバシー」なのか

（1） タックスプライバシーを守秘義務で護るのは（1） タックスプライバシーを守秘義務で護るのは

至難至難

（2） 求められる「法人のタックスプライバシー」（2） 求められる「法人のタックスプライバシー」

の法認の法認

（3） 税務 AI ／税務ロボアドバイザーの「人格」（3） 税務 AI ／税務ロボアドバイザーの「人格」

◆�むすび～税務行政の将来像構築には納税者・◆�むすび～税務行政の将来像構築には納税者・
税務専門職の参加が不可欠税務専門職の参加が不可欠

1  https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/syouraizou/pdf/smart.pdf
2  https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2019.pdf
3  https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/syouraizou/pdf/syouraizo_r0106.pdf 加えて、

『国税庁レポート 2019』が参考になる。



それ以上の認識のスキルを獲得していること。②

AI（人工知能）が、決定・勧告を行う場合、その

プロセス（過程）について説明責任を負えること

（explainable）。つまり「XAI（explainable AI ／

説明責任を負える AI）」が実用化されることが前提

となる。

　国民・納税者には、こうした構想には別の面か

らの一抹の不安もある。情報提供ネットワークシ

ステム（マイナンバー制）をつかったデータ照合

（情報連携）プランの稼動、民間企業に加え課税

庁をはじめとした公的機関によるビッグデータを

用いた ML（機械学習）、アルゴリズム（algorism

／自動情報処理手順）を用いた AI（人工知能）、

データマイニング（DM）技術のような予測分析手

法（predictive analysis）を使ったプロファイリ

ング（profiling）は、「予測的プライバシー侵害

（predictive praivacy harms）」を潜在的に拡大す

るおそれがあるからである。ビッグデータや AI（人

工知能）のよる測定精度が増すにつれて、推測し

たデータは限りなく本人の個人データに近いもの

になるからである。ML（機械学習）への入力デー

タやアルゴリズム自体にバイアス（偏頗）があれば、

データ主体である国民・納税者の権益に多大な影

響を及ぼす。国民・納税者を護るためには、今日

のデジタル経済社会にマッチした形のデータ主体

への情報プライバシー権を法的にしっかりと認め

るように求められる。

　また、国税庁の税務行政の将来像では、2020 年

以降に「トータルな資料情報システム」を導入す

る旨をアナウンスする。税務手続も、急速にデ

ジタル化、スマート化を強め、現実空間（real 

space）には確たる基盤（インフラ）を擁せず、サ

イバー空間（syber space）の主要なインフラを構

築した AI 税務が本格的にランディングする方向で

ある。にもかかわらず、国税庁の税務行政の将来

像は、「AI を駆使したサイバー税務手続では納税者

はどう位置づけられるのか」また「納税者の情報

プライバシーの居場所がどこなのか」が不透明な

イメージである。「納税者の情報プライバシーは、

公務員（課税庁職員）の守秘義務で護る」という

伝統的な考え方なのかも知れない。しかし、こう

した現実空間からサーバー空間にまで広がったシ

ステムを公務員の守秘義務だけで護るのは至難で

ある。このままでは、構想するトータルな資料情

報システムは「巨大なブラックボックス」と化す

のではないか。国民・納税者や税務専門職界は、

資料情報システムの透明化、「ホワイトボックス化」

を求めなければならない。でないと、納税者やそ

の代理人である税務専門職は、課税庁に対峙でき

なくなってしまう。まさに、AI（人工知能）を駆

使したサイバー税務手続に見合った新たな「タッ

クスプライバシー」概念を構築するように求めら

れる理由である。

　この点に関して、アメリカなどでは、識者は、

連邦課税庁（IRS）など公的機関が、IT 企業の経

済活動と産官融合（corporate and government 

entanglements）のかたちで、AI（人工知能）や ML（機

械学習）、ビッグデータ（大量情報）を収集、さら

には、収集したビッグデータを使ったアルゴリズ

ム（algorism ／自動情報処理手順）やアプリケー

ション（apps）などを開発するというパターンが

広がるなか、できるだけデータ監視国家（ビッグ

ブラザー）化を回避できるような新たな「タック

スプライバシー（tax privacy）」概念の構築を模

索している。伝統的な「公務員（課税庁職員）の

守秘義務のなかで納税者のプライバシー権が生か

されている」とする考え方、すなわち、公務員が「我

われは口が堅いから、心配ご無用（Don’t worry, 

we won’t tell）」という形で納税者のプライバシー

を保護するという考え方から脱却する必要性があ

ると訴えている。言い換えると、ICT（情報通信技

術）を積極的に活用したデジタル経済社会、サー

バー空間にまで広がった税務手続にマッチした法

人を含めた納税者の情報プライバシーを、データ

セキュリティを含め「独立した権利」として確立・

保護しなければならないと主張している。

　国税庁は、「トータルな資料情報システム」を稼

動させるためには、できるだけ広範な納税者デー

タを収集・蓄積する必要が出てくる。ところが、

肝心の「納税者のプライバシー保護」については

あいまいである。「公務員（課税庁職員）の守秘義

務で納税者のプライバシーを護る」という古めか

しい考えに依拠しているのかも知れない。これで

は、「国税庁があくまでも主役、国民・納税者や税

務専門職はまったくの脇役」で、「納税者のプライ

バシーは公務員の守秘義務次第」という筋書のよ

うにみえてしまう 4。

　国民・納税者は、2018 年 12 月初めに発覚した国

税庁の個人番号（マイナンバー）を含む個人情報

70 万件の違法な再委託ケース、2015 年 5 月の日本

年金機構の年金情報管理システムサーバーから個

人情報が大量流出したケースや、2018 年 5 月に機

構が委託した企業が中国企業へ違法に再委託しそ

の中国企業がずさんなデータ入力処理をしていた
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ケースなどを耳にしている。大方の国民・納税者は、

「公務員（課税庁職員）が納税者のプライバシー権

の守護神」といった考え方には容易に納得しまい。

プライバシーは、憲法を源とする国民・納税者の

人権ないし権利であり、公務員など守秘義務を負

う者から与えられたものでないからである。国税

庁の税務行政のスマート化構想に一抹の不安を覚

える。

　AI 税 務 シ ス テ ム、 さ ら に は 人 間 の 知 能

（MI=Multiple Intelligences）を超える税務ロボ

アドバイザーの出現も夢ではなくなった今日、課

税庁サイドからに加え、納税者および税務専門職

サイドからも検討すべき課題が山積している。

　高齢化が顕著な税務専門職界も、税務書類の作

成業務や記帳代行業務などがなくなっていくので

はないか等々の反応はあるものの、次の世代への

責任感は希薄なようにもみえる。「現実空間での職

域確保ファースト」で、「税務行政のスマート化、

デジタル化に伴うクライアントである納税者のプ

ライバシーの保護はどうあるべきか」などについ

て考える余裕を失っているのかも知れない。税務

専門職界は、久しく現実空間を基盤として業務を

行ってきた。しかし、ICT（情報通信技術）や AI（人

工知能）を駆使した現実空間の確たる基盤を持た

ないサイバー税務が本格的にランディングする方

向である。2045 年には、人工知能（AI）は人間の

知能（MI）を超えるシンギュラリティ（Singularity

／技術的特異点）に到達するともいわれている。

税務専門職界は、税務行政のサイバー空間への大

掛かりな移行のディスラプション（創造的破壊／

disrution）の大波をかぶることは確実である。

　本稿においては、国税庁が描いた「税務行政の

将来像 2018 ／ 2019」などを素材に、AI 税務の将

来像について、税務行政のスマート化、デジタル

化のディスラプション（創造的破壊）の大波を

かぶる国民・納税者や税務専門職サイドに立っ

て、建設的に点検してみる。アメリカに加え、わ

が国の税理士に近い登録税理士（resisted tax 

agent）などの税専門職（tax practitioners, tax 

profession）制度があり、かつ急速に税務のデジ

タル革命（digital revolution in tax services）

が進行しているオーストラリアなどの現状との比

較を含め、グローバルな視点から分析を進める。

1　 個人納税申告・納付手続のデジタル化・簡便
化の流れ

　わが国の国税庁は、①申告・納付手続のデジタ

ル化、②税務相談の自動化、③課税・徴収を効率化・

高度化する等々と、税務行政のスマート化に向け

て、2017 年に税務行政の将来像について青写真を

示した。

4  この点は、2018 年 11 月 7 日に公表された税府税調納税環境整備に関する専門家会合「経済社会の ICT 化等に伴う

納税環境整備のあり方について（意見の整理）」においても一貫して「課税庁が主役」のトーンで、国民・納税者

のプライバシー保護については詳しくふれていない。https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/__

icsFiles/afieldfile/2018/11/07/30zen20kai3.pdf

【図表 1】国税庁の税務行政の将来像 2017 の構図　　　　　　＊（国税庁「税務行政の将来像 2018」3 頁から引用）【図表 1】国税庁の税務行政の将来像 2017 の構図　　　　　　＊（国税庁「税務行政の将来像 2018」3 頁から引用）



　その後、国税庁は、税務行政の将来像 2017 の公

表から 1 年後に、税務行政の将来像 2018 を公表し

た。その骨子は、次のとおりである。

　国税庁は、税務行政のスマート化構想を実現す

るため、①ICT（情報通信技術）や②ビッグデータ（大

量情報）を読み込むことで動き出す ML（機械学習）

技術を中核に人間と同じレベルの認識のスキルを

獲得した AI（人工知能）などをツール（道具）と

して利活用する方針も明らかした。

　国税庁がアナウンスした「税務の将来像」は、〝現

時点からおおむね 10 年後のイメージ〟である旨注

記している。しかし、近年、AI 化はあらゆる分野

で急激なスピードで進展してきている。税務も例

外ではない。このことから、税理士をはじめとし

た税務専門職は、この国税庁の税務行政のスマー

ト化構想にはかなり注目している。

　国税庁の税務行政のスマート化構想に盛られた

個人納税申告・納付手続のデジタル化・簡便化の

ポイントを簡潔にまとめてみると、【【図表 3】図表 3】のと

おりである。

（1）「電子申告（e-Tax）」＋「年末調整」のパッケージ

　税務行政のスマート化を、とりわけ①申告・納

付手続のデジタル化の面から精査するとする。こ

の場合、具体的には、ⓐ申告手続の簡便化および

ⓑ納付手続の簡便化、さらにはⓒ税務相談の自動

化という点に分けて検討することができる。

①申告手続の簡便化：電子申告（e-Tax）の活用

　わが国のみならず数多くの諸国において、納税

者は、久しく、申告納税制度（self-assessment 

system）のもと、現実空間（real space）におい

て、紙（文書）媒体の申告書を課税庁に提出する

ことでその義務を遂行してきた。しかし、今日、

納税者は、パーソナルコンピュータ（PC=personal 

computer）とインターネットで結ばれるネット空

間（サイバー空間／ cyber space）を通じて納税申

告をする、電子申告〔e-Tax（electronic tax）, 

e-file（e-filing）〕の方向へと大きくシフトきて

いる。

　ちなみに、国税庁の税務行政の将来像 2018 によ

ると、わが国での国税の電子申告（e-Tax）利用率は、

次のとおりである。

　大規模法人の電子申告（e-Tax）は、79.3% と大

きな伸びを示している。これに対して、個人や大

規模法人以外の法人の電子申告（e-Tax）は、50%

台である。これを 80％台、90% 台に乗せるには、

何らかの抜本策が要る。

　ちなみに、電子申告（e-Tax）は、大きく「本人
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【図表 2】国税庁の税務行政の将来像 2018 の骨子【図表 2】国税庁の税務行政の将来像 2018 の骨子

はじめに
～「税務行政の将来像」に関する最近の取組状況～

税務行政の将来像～スマート化を目指して～（2017

年版）【抜粋】

I　納税者の利便性の向上（スムーズ・スピーディ）

申告手続のデジタル化の推進（個人の皆様向け）

【取組例①】スマートフォン・タブレットによる電子申告

【取組例②】e-Tax 利用手続の簡便化

【取組例③】年末調整手続の簡便化

申告手続のデジタル化の推進（法人の皆様向け）

【取組例④】法人の電子申告に必要な電子署名の簡便化

【取組例⑤】 イメージデータで送信された添付書類の
紙原本の保存不要化

【取組例⑥】 法人税申告書別表（明細記載を要する部分）
のデータ形式の柔軟化

【取組例⑦】 国・地方を通じた財務諸表の提出先の一元化
納付手続のデジタル化の推進

Ⅱ　課税・徴収の効率化・高度化（インテリジェント）

調査・徴収事務での ICT・AI 等活用のイメージ

調査・徴収事務に ICT・AI 等活用に向けた現在の取組

Ⅲ　情報システムの高度化

将来像実現に向けた情報システムの高度化のイメージ

IV　参考計数・リンク集

【図表 3】スマート化構想のポイント【図表 3】スマート化構想のポイント
 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

①①申申告告・・納納付付手手続続ののデデジジタタルル化化  

ⓐ申告・納付の簡便化 

ⓑ税務相談の自動化 

②②調調査査・・徴徴収収のの効効率率化化・・高高度度化化  

ⓒICT、AI、ML の利活用 

【図表 4】わが国の e-Tax 利用率の推移【図表 4】わが国の e-Tax 利用率の推移

  

  

  
* 国税庁「税務行政の将来像 2018」 18 頁から引用 
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申告」と税理士など税務専門職を通じた「代理人

申告」に分けられる。

②申告手続の簡便化：年末調整制度の功罪

　わが国において、電子申告（e-Tax）は、税務専

門職による代理人申告では一般的になっている。

これに対して、個人納税者の本人申告では、余り

大きな伸びが期待できる状況にはない。わが国で

電子申告（e-Tax）について個人納税者、その大

きな部分を占める給与所得者に余り関心がないの

には、他の諸国では一般的ではない年末調整制度

（year-end adjustment procedure）を導入してい

ることがある。

　年末調整制度は、雇用主（事業主）に被用者（従

業者）の確定申告の無償代行を強制する仕組みで

ある。課税庁にとっては、年末調整制度は効率的

で都合が良い仕組みである。しかし、雇用主（事

業主）に賦役を課すものであり、かつ、被用者（従

業者）の家族のプライバシー【4基本情報や個人番

号（マイナンバー）、収入額など】を公的守秘義務

のない雇用主（事業主）への提出を強要するもの

である。憲法上のプライバシー権（憲法 13 条等）

の保障や苦役の賦課・財産権の侵害（憲法 17 条、

29 条等）につながる可能性の濃い制度といえる。

　アメリカやオーストラリアなど多くの申告納税

制度を採用する諸国では、一定の所得額を超える

納税者は全員、確定申告をするのが原則となって

いる。これらの諸国では、年末調整制度のような

雇用主（事業者）にタダ働きを強いる仕組みの導

入には、産業界などから積極的な支持が得られ難

い。こうした事情を背景に、これらの諸国では、

納税申告手続の簡便化には、電子申告（e-Tax）、

さらには記入済申告（pre-filling return）が重

い役割を持つ。

③申告手続の簡便化：記入済申告制度の活用

　税制は年々複雑になってきており、仮に電子申

告（e-Tax）を普及させたとしても、納税者誰しも

が的確な確定申告をするのは容易ではなくなって

きている。そこで、新たに登場してきた仕組みが「記

入済申告（pre-filling tax return）」の制度である。　　

　記入済申告は、すでに導入をしている諸国の

制度を見ればわかるように、主に、給与所得

（employment income, salaried income）の申告、

さらには自営業者のような比較的単純な事業性の

所 得（business income, real estate income, 

etc.）の申告を対象としたものである。「記入済申

告」とは、やさしくいえば、課税庁が、第三者提

供情報【法定調書等を通じて被用者に関し雇用主

から提供された給与（wage and salary）支払情報

に加え、金融機関などが支払った利子（interest）、

会社が支払った配当（dividend）支払情報その他

源泉徴収税額（withholding tax）情報など】や前

年度の納税情報などを使い、電子的に納付額を確

定し、納税者が通知を受けられる仕組みを指す 。

　記入済申告制度は、「申告書不要制度（return 

free system）」あるいは「外形標準申告制度（ pro 
forma  return system）」などとも呼ばれる。のち

にふれるように、他にもさまざまな呼び名がある

（【図表 26】参照）。

　OECD の報告などによると、記入済申告制度はグ

ローバルな展開を見せている。アメリカでも、記

入済申告制度の検討は進められている。のちにふ

れるように、カリフォルニア州では、一定期間に

わたり試行（パイロットプログラム）が「レディ

リターン（ReadyReturn ／既製申告）」の呼び名で

実施された。しかし、連邦レベルでは、試行を含

め制度実施にはいたっていない。導入に消極的な

理由の 1 つとして、情報提供に応じる雇用主や金

融機関その他の支払機関のような第三者の負担が

重く、納税協力コストを納税者から情報申告が義

務づけられる第三者、さらには政府（課税庁）に

転嫁する「大きな政府（Big Government）」につな

がる仕組みであることあげられる 6。

　導入への賛否はいずれにしろ、記入済申告では、

納税者は、インターネットを通じて課税庁のポー

【図表 5】 現行の e-Tax 制度 : 代理人申告の場合と本人【図表 5】 現行の e-Tax 制度 : 代理人申告の場合と本人
申告の場合申告の場合

 

 

  

  

  

 

（税理士等）による代代理理人人申申告告 

（個人納税者）の本本人人申申告告 

税理士会など発行の電子証明書

（PKI／公開鍵）を使った電子申告 

マイナンバーカードに格納された電子証明

書（PKI／公開鍵）を使った電子申告 

  

5  See, OECD, Using Third Party Information Reports to Assist Taxpayers Meet their Return Filing 

Obligations: Country Experiences With the Use of Pre-populated Personal Income Tax Returns, （TPA, 

OECD, May, 2006）. 
6  See, e.g ., Joseph Cordes and Arlene Holen, Should the Government Prepare Individual Income Tax 

Returns? （Technology Policy Institute, 2010）.



タルサイトにリモートアクセスし、ID 番号やパス

ワードを使ってログインすれば、課税庁が機械的

に計算・確定した自己の納付税額を知ることがで

きる。納税者は、課税庁が確定した納付税額が適

正ではないと判断すれば、反証できる。

④申告手続の簡便化：記入済申告＋申告データ検

索制度の活用

　納税申告手続の簡便化のための仕組みとして

は、記入済申告制度に加え、それを補完する仕組

みとして「申告データ検索制度（data-retrieval 

system）」がある。記入済申告制度を導入する国に

よっては、併せて申告データ検索制度を導入する

国もある。実施されている制度や目的など具体的

な仕組みは、国により大きく異なる。

　この「申告データ検索制度」とは、課税庁のポー

タルサイトに各納税者のデータ口座を設け、そこ

に申告の必要な第三者提供情報（法定調書等）を

集約管理し、納税者（その代理人である税務専門

職を含む。以下、同じ。）は、そのデータ口座にリモー

トアクセスし申告に必要な情報を入手できるよう

にする仕組みである。納税者が、電子申告をする

に必要なデータを引き出したい場合、または記入

済申告で確定した税額に異議があり課税庁が保有

する自己データと照合したい場合などには、この

申告データ検索制度を利用できる。諸外国におけ

る申告データ検索制度は、一般に双方向の仕組み

である。

　一般に、アメリカやオーストラリアをはじめ

として申告納税制を採る多くの諸国では、事業

所得の計算における必要経費控除の仕組みと同

様に、給与所得の計算においても職務関連費

（work related expenses） の 実 額 控 除（actual 

deductions）を認めている。すでに記入済申告を

導入しているオーストラリアでは、この実額控

除制度が、完全な記入済申告（〝no touch〟 pre-

filling tax return）実現のネックになっている。

　オーストラリア国税庁（ATO=Australian Taxation 

Office）は、2006-7 課税年度から記入済申告（myTax）

を開始し、2015-16 年度からは納税者に「職務関連

費／必要経費デジタル記帳アプリ（myDeductions 

app）」を無償提供している。給与所得者や自営業

者は、望めば ATO のポータルサイトから自己のス

マートフォンにこのアプリ（app）をダウンロード

でき、さまざまな職務関連費用ないし事業上の必

要経費をデジタル記帳ができる。加えて、このア

プリを格納した自己のスマートフォンのカメラ機

能を使い文書（紙）媒体の領収書等を撮像したう

えでイメージ保存もできる 7。

　記入済申告制度を効率的に運用しようとする場

合、それを補完する仕組みとして、双方向の「申

告データ検索制度

（data-retrieval 

system）」 が 必 須

である。オースト

ラリアの記入済申

告モデル（myTax）

で は、myTax を 補

完するために「デ

ジタル記帳アプ

リ（myDeductions 

app）」を使った一

種の税務データ検

索制度を構築した

わけである。
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7  加えて、オーストラリアでは、連邦議会上院特別委員会に 2017 年 6 月 15 日に提出された「税務経費に関する調

査報告書」その他多くの報告書では、記入済申告（pre-filling return）をもっと効率的に運用するために、既

存の実額控除（actual deductions）に加え、概算控除／定額控除（standard deduction）の導入を進めるように

勧告している。See,　Parliament of Australia, Senate Standing Committee 〟Report on the inquiry into 

tax deductibility〟 chap. 2 （15 June, 2017）.　しかし、オーストラリアの納税者や税界では、実額控除をす

ることが勤労所得者の納税申告権の根幹をなすとの見解が支配的である。このため、実額控除と概算控除／定額

控除との選択はあり得るとしても、実額控除を廃止し、概算控除に一本化する提案に対し積極的に賛成する声は

少ない。わが国の法制と対比していうと、給与所得計算における特定支出控除（所得税法 57 条の 2）は、申告手

続の簡便化の視点からは、年末調整のみならず、記入済申告でもネックとなるとも読める。

【図表 6】記入済申告＋申告データ検索のイメージ【図表 6】記入済申告＋申告データ検索のイメージ
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　申告内容が比較的単純な給与所得者や自営業者

を対象とした、双方向型のタックスペイヤーズ・

フレンドリーな仕組みといえる。のちにふれるわ

が財政当局が構想する「事業者事務負担軽減プラ

ン」のように、納税者のアクセス権の所在が不明

である仕組みとは、対照的である。いかなる税務

関連のデータ検索制度の構築にあたっても、納税

者（その代理人である税務専門職を含む。以下、

同じ。）のアクセス権を法認・制度的に保障した双

方向型の仕組みであることが求められる。税務関

連データ検索制度のブラックボックス化をゆるさ

ないための世界の常識である。

　ちなみに、「記入済申告（pre-filled tax return）」

と「電子申告（e-Tax）」には大きな違いがある。す

なわち、「電子申告」では、あくまでも納税者自ら

または納税者の代理人である税務専門職が確定し

た納税額を、課税庁のポータルサイトまたは税務

専門職ポータルにネットを使ってリモートアクセ

スし、電子的に申告する仕組みを指す。

　これに対して、「記入済申告」では、課税庁が、

第三者提供情報（法定調書等）や前年度納税申告

情報などを集約し、電子的・機械的に税額を確定し、

納税者がその税額の是非を判断する仕組みを指す。

したがって、記入済申告では、納税者は、パソコ

ン（PC）、スマートフォン、タブレット端末などを

使い、ネットで課税庁のポータルサイトにリモー

トアクセス、ログインし、課税庁が確定した記入

済情報（pre-filled information）や納付税額を

確認する仕組みになる。もちろん、納税者は課税

庁の記入済情報や税額に同意できなければ、同意

せずに、争うことができる。

　国税庁の税務行政の将来像では、「電子申告

（e-Tax）」＋「年末調整」のパッケージを提示して

いる。しかし、記入済申告書制度の是非について

はふれていない。将来的な展望としては疑問府が

つく。

　のちに詳しくふれるように、記入済申告書制度

については、実質的に「賦課課税」に近く、国民・

納税者が自らの意思で税法を適用・解釈して納税

義務を認識したうえで申告をする「申告納税」の

趣旨に反するのではないか、との批判もある。

　また、アメリカなどでは、記入済申告の導入に

ついては、給与所得者向けの市販の申告ソフトの

販売で潤っている IT ソフト業界から、業界淘汰に

つながるとの強い不信感が示されている。加えて、

申告書の作成・電子申告を業としている多くの民

間申告書作成業者（return prepares）～わが国の

場合は政府規制によりつくられている税理士など

の税務専門職～にとっても、仕事を失うとの強い

危機感につながっている。

⑤申告手続の簡便化か、税制の簡素化か

　税制の簡素化（tax simplification）は遅々と

して進まず、むしろ税制は年々複雑になっている。

このため、仮に電子申告（e-Tax）を普及させたと

しても、納税者誰しもが的確な確定申告をするの

は容易ではなくなってきている。そこで、申告手

続の簡便化（filing simplification ）の面から

現実的な対応をしようということで新たに登場し

てきたのが記入済申告制度や申告データ検索制度

である。

　記入済申告制度や申告データ検索制度の導入に

よる申告手続の簡便化については、税制の簡素化

との対比において、さまざまな評価や意見が出さ

れている。OECD などの国際機関、各国の議会、学

者や税界、IT 業界などから出されたものを簡潔に

まとめてみると、大きく次（【図表 9】【図表 9】）の 3 つに分

けられる。

（2） 国税庁の税務行政のスマート化構想と国の電

子政府構想との齟齬

　わが国は、電子政府（e-Gov）構想の核となる政

府ポータルサイトを、通称で「マイナポータル」

と呼んでいる。これは、マイナンバー（12 ケタの

個人番号／ 13 ケタの法人番号）を核に構築された

「②分散集約管理型」の政府ポータルサイト（以下　

「マイナンバー制」ともいう。）であることによる。

　「番号法」または「マイナンバー法」（正式には、「行

政手続における特定の個人を識別するための番号

【図表 8】 個人の所得課税：「e-Tax（電子申告）」＋「年【図表 8】 個人の所得課税：「e-Tax（電子申告）」＋「年
末調整」末調整」
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給与所得者＋＆ 

・年年末末調調整整 

給与所得者 

  

＊記記入入済済申申告告 

 主に給与所得者（＋＆） 

被用者に、無償で従業者などの確

定申告を代行させ、かつ家族のプ

ライバシー提出を強いるやり方は

グローバルには受け入れ難い？？ 

・実質的に〝賦課課税〟で、申告

納税の趣旨に反するのでは？ 

・申告ソフトが売れなくなる！ 

＊申告データ検索制度 納税者のアクセス権を法認する

双方向型の検索システムが必要 



の利用等に関する法律」平成 25 年法律 27 号）では、

「情報提供ネットワークシステム」と呼んでいる（番

号法 21 条以下）。情報技術の分野では、こうした

ポータルサイトを「情報連携（データ照合）基盤」

または「中継データベース」などとも呼ぶ。政府ポー

タルサイト（マイナポータル）については、多様

なモデルがあり、情報学や情報法などの分野でさ

まざまな定義がされている。　ここで、読者の便

宜のため、誤解を恐れずに「マイナポータとは何か」

をやさしく図示すると、次（【図表 11】【図表 11】）のとおり

である。

　以下に、わが国の政府ポータルサイト（マイナ

ポータル）全体のイメージ（マイナンバー制）を

掲げておく。

　なお、ここでは、課税庁のデータベース（国税

DB ／サーバー）、つまり国税庁ポータルサイトの所

在を読者がわかりやすく確認できるようにし、か

つ、分散集約管理型のイメージをはっきりさせる

ために、自治体中間サーバー／ DV も含め簡便化し

たイメージとしている 8。

　政府は、2017（平成 29）年 11 月 13 日から、メ

ニューを絞ってマイナポータルを稼動させた。し

かし、マイナポータルは、今後メニューを拡大し

正常に運用していけるのかどうかはまったく視界

不良である。背景には、二つの大きな原因がある。

その一つは、人口規模である。
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【図表 9】申告手続の簡便化か、税制の簡素化か【図表 9】申告手続の簡便化か、税制の簡素化か

① 記入済申告制度や申告データ検索制度の導入によ

る申告手続の簡便化は、本来、税制の簡素化（tax 

simplification）を徹底すべきところを、申告手続

の簡便化（filing simplification ）の問題に矮小

化しており、好ましいとはいえない。「申告納税は

デモクラシーの原点である」との伝統的な租税哲学

（tax philanthropy）に立ち返るべきである（アメ

リカの学者や税界、IT 業界など）。

② これら申告手続の簡便化は、税制の簡素化策の枠内

で実施するものであり、原点は忘れていない（オー

ストラリア議会など）。

③ 税制は政治的な産物であり、税制の簡素化は至難で

ある。納税者の利便を優先すべきであり、現実的

な対応として申告手続の簡便化を急ぐべきである

（OECD やアメリカの学者など）。

【図表 10】中央集約管理型から分散集約管理型へ【図表 10】中央集約管理型から分散集約管理型へ

《中央集中管理型システム》《中央集中管理型システム》　　《分散集約管理型システム》《分散集約管理型システム》　　

端末端末　　＊＊　　 ＊＊　　
ＤＢ＝データベースＤＢ＝データベース　　

＊ マイナンバー制は、②分散集約管理型の国民総背番号＊ マイナンバー制は、②分散集約管理型の国民総背番号
制である。制である。

【図表 11】マイナポータル（マイナンバー制）とは何か【図表 11】マイナポータル（マイナンバー制）とは何か

マイナポータルとはマイナポータルとは

各人のマイナンバーで紐付けられたさまざまな個各人のマイナンバーで紐付けられたさまざまな個

人情報（特定個人情報）を交換・照合して、行政人情報（特定個人情報）を交換・照合して、行政

事務の効率化や、不正の防止・摘発などを行う、事務の効率化や、不正の防止・摘発などを行う、

わが国の電子政府システム（E-Gov モデル）わが国の電子政府システム（E-Gov モデル）

・愛称：・愛称：マイナポータルマイナポータル

・�法令上の名称：・�法令上の名称：情報提供ネットワークシス情報提供ネットワークシス

テムテム（マイナンバー法１９条以下）（マイナンバー法１９条以下）

・通称：・通称：政府情報連携（データ照合）基盤政府情報連携（データ照合）基盤

政府が、原則生涯不変のマイナンバーを使って市政府が、原則生涯不変のマイナンバーを使って市

民各人の幅広い個人情報を紐付け丸抱えにし、デー民各人の幅広い個人情報を紐付け丸抱えにし、デー

タ照合（情報連携）により一生涯追跡可能なようタ照合（情報連携）により一生涯追跡可能なよう

にネット空間に構築する社会インフラである。にネット空間に構築する社会インフラである。

マイナポータルの目的マイナポータルの目的

8  より正確なマイナンバー制のイメージとしては、複雑でわかりにくいが、総務省個人番号企画室「マイナンバー

制度における情報連携について」（2016 年 5 月）11 頁参照。 

【図表 12】 政府ポータルサイト（マイナポータル）全体【図表 12】 政府ポータルサイト（マイナポータル）全体
のイメージのイメージ
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Ｊ－ＬＩＳ【個人番号付番機関】 

 

市区町村（（交付機関） 

通通知知カカーードド  

年金 DDBB  健保 DDBB  

介 護 保

険 DDBB  

国税 DDBB  
生 活 保

護 DDBB  

地方税

DDBB  
ママ
イイ
ナナ
ポポ
ーー
タタ
ルル  

××××DDBB  

個人情報保護委員会 

〇〇国国のの行行政政機機関関等等がが作作成成ししたた特特定定個個

人人情情報報保保護護評評価価書書のの承承認認  

〇〇個個人人情情報報侵侵害害にに関関すするる苦苦情情のの斡斡旋旋  

〇〇そそのの他他  

電子私書箱 

＊22001177（（平平成成 2299））年年１１１１月月１１３３日日かかららはは、、ママイイナナンンババーーカカーードド【【電電子子証証明明書書】】＋＋４４ケケタタ【【数数字字】】」」ののパパスス

ワワーードドででロロググイインン（（アアククセセスス））可可 

 

情報連携（データ照合）実施主体 

〇〇国国のの行行政政機機関関、、〇〇自自治治体体、、〇〇独独

立立行行政政法法人人等等、、〇〇地地方方独独立立行行政政法法

人人、、〇〇JJ--LLIISS、、〇〇情情報報連連携携をを行行うう事事

業業者者  
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　IT 企業の広告収入に支えられているマスメディ

アによっては、エストニア（人口 130 万人程度）を、

電子政府の先進国として紹介している。エストニ

アでは、IC カードを使った電子政府、電子行政手

続が非常に進んでおり、わが国もエストニアを目

指せというわけである 9。しかし、都市国家のよう

な小規模なエストニアと、わが国とでは人口規模

が余りにも違いすぎる。わが国と比較の対照にで

きる規模の国といえるのかどうか大きな疑問符が

つく。スウェーデン（人口 998 万人強）では、記

入済申告書制度の導入割合が100％に近いというも

のの、同じようなことがいえる。

　ちなみに、スウェーデン、フィンランド、エス

トニア、ベルギー、オーストリア、ドイツなどに

代表されるように、北欧諸国やヨーロッパ諸国

では、早くから電子政府、電子行政手続を推進

してきた。これらの諸国では、データセキュリ

ティ対策に IC カードに格納された PKI（Protocol 

Internet ／公開鍵・電子証明書）または WPKI

（Wireless Protocol Internet ／ 無線式公開鍵・

電子証明書）を使った電子政府モデルを採用した。

このため、国民・納税者は、IC カードを取得し IC

カードリーダーがなければ、インターネットとパ

ソコン（PC）を使って電子税府サービスを利用で

きない状況にあり、電子サービスへのリモートア

クセスに必須となる IC カードも普及した。しか

し、今日 PC に代わり、スマートフォンやアイパッ

ド（iPad）のようなモバイル端末が PC と同等また

はそれ以上に利便性の高い機能を持つ時代に入り、

スマートフォンなどに不向きな IC カード方式から

スマートフォンなどに SIM カードを装着する方式

への転換が迫られてきている 10。

　急速な経済のデジタル化や国民・納税者からの

リアルタイム対応（real time response）、リアル

タイム・サービス（real time service）の求めに

応えることは、税務当局にとり重い課題である。

しかし、わが国のように、1 億を超える人口規模

では、分散集約の一元管理の電子政府（政府ポー

タルサイト）のスムースかつ安定した運用は至難

である。マイナポータルは、永久公共工事になり、

高速増殖炉もんじゅや、実質的に破たんしお荷物

となっている住民基本台帳ネットワークシステム

（住基ネット）のように、血税の垂れ流しにつなが

る可能性はすこぶる高い 11。

　加えて、リアルタイム対応を重視する国民・納

税者が大挙して、パソコン（PC）からスマートフォ

ンやアイパッド（iPad）のようなモバイル端末へ

移行する流れは止まらない。わが国のような政府

ポータルサイト（マイナポータル）にリモートア

クセス、ログインする際に、データセキュリティ

対策に IC カードに格納された PKI（公開鍵・電子

証明書）を使う方式は、明らかに時代遅れになっ

てきている。言い換えると、スマートフォンやア

イパッド（iPad）などのモバイル端末の普及が進

むにつれて、個人番号（マイナンバー）IC カード

に格納された PKI（公開鍵・電子証明書）を使うデー

タセキュリティ方式の使い勝手の悪さが際立って

【図表 13】主要な国・自治体の人口対比【図表 13】主要な国・自治体の人口対比

国・自治体国・自治体

１億 2 , 659 万人　　　１億 2 , 659 万人　　　
ＡＡ（２018 . 07）（２018 . 07）
753 万 7 , 236 人　753 万 7 , 236 人　
ああ（2018 . 07）（2018 . 07）
231 万 9 , 738231 万 9 , 738
ああ（2018 . 07）（2018 . 07）
１29 万 9 , 192 人１29 万 9 , 192 人あ　あ　
ああ（２０１8 . ０8）（２０１8 . ０8）
３74 万 0 , 617 人３74 万 0 , 617 人あ　あ　
ああ（２０１７ . ０５）（２０１７ . ０５）
１95 万 3 , 726 人１95 万 3 , 726 人ああああ
ああ（２０１8 . ０7）（２０１8 . ０7）

人口人口

日本日本

愛知県愛知県

名古屋市名古屋市

さいたま市さいたま市

横浜市横浜市

栃木県栃木県

オーストラリアオーストラリア

カナダカナダ

フランスフランス

スウェーデンスウェーデン

エストニアエストニア

シンガポールシンガポール

大韓民国大韓民国

台湾台湾

アメリカアメリカ

２ , ４１３万人２ , ４１３万人ああああああああ
ああ（２０１8 年）（２０１8 年）
3 , 695 万 8 , 491 人　3 , 695 万 8 , 491 人　
あ（2018 年）（2018 年）
6 , 520 万 5 , 670 人6 , 520 万 5 , 670 人あ
あ（2018 年）（2018 年）
998 万 7 , 061 人998 万 7 , 061 人
あ（2018 年）（2018 年）
131 万人131 万人
あ（2018 . 08）（2018 . 08）
561 万 2 , 253 人561 万 2 , 253 人
あ（2018 年）（2018 年）
5 , 089 万 6 , 594 人5 , 089 万 6 , 594 人あ
あ（2018 年）（2018 年）
2 , 357 万人2 , 357 万人
あ（2018 年 3 月）（2018 年 3 月）
３億 2 , 883 万人３億 2 , 883 万人ああああああ
ああ（２０１６）（２０１６）

9  日経速報ニュース 2018 年 1 月 26 日「岐路に立つマイナンバーカード普及は 1割　浸透策カギに」参照。 
10  See, IOTA Report for Tax Administrations, Pre-filled and Electronic Income Tax Return, at 35 et seq . 

（Budapest, 2008）.
11   個人番号（マイナンバー）制は、既存の住基ネットに接続させたために、住基ネットの運用費に毎年 120 億円も

の血税の浪費が続いている。政令市である名古屋市を取り上げてみても、年約2億円もの血税の浪費が続いている。



きている。このままでは、廃止される住民基本台

帳（住基）IC カードと同じ運命をたどることが危

惧される。

　時代は、確実にモバイル端末全盛、IC カード不

要に移行している。にもかかわらず、健康保険証

とマイナンバーカードの一体化を目指す「健保法

等の改正案医療保険制度の適正かつ効率的な運営

を図るための健康保険法等の一部を改正する法律

案」が、2019 年 2 月 15 日に閣議決定され、その後

成立した。また、「デジタルファースト法案」（正

式名称は、「情報通信技術の活用による行政手続等

に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るための行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改

正する法律案」）が、3月 15 日に閣議決定され、提

出され、十分な委員会審査もないまま、本会議で

成立した。法公布後 1年以内にマイナンバーの「通

知カード」の発行や更新をやめる。マイナンバー

カードの取得を促す狙いがある。新たに生まれた

子どもや、日本に住む外国人への通知は別の書類

を用いるという。しかし、こうした時代に逆行す

る政策では、電子政府（マイナポータル）の推進

は難しい。マイナンバーカードは、スタンドアロー

ンの健康保険証カードになり、国民全員に ID カー

ド（国内パスポート／公定身分証）を強制的に携

行させるという監視国家プランだけが先行してい

る。モバイル端末全盛時代に合わせて、IC カード

不要の電子政府（マイナポータル）モデルに舵を

切り、ガラ系化した公的 IC カード普及のようなム

ダ遣いをやめないといけない。

① �IC カードを使わないオーストラリアの電子政府

モデルとは

　例えば、オーストラリアでは、IC カードを使わ

ない電子政府（マイガブ／ myGov）モデルを採用し

た。このため、国民・納税者が、インターネット

を使って連邦政府ポータルサイト（myGov）や課税

庁（国税庁／ ATO）の申告ポータルサイト（myTax）

にリモートアクセス、ログインの際の本人認証に

は IC カードを使っていない 12。

　オーストラリアは、国土が広大の割には、人口

は少ない。本来この国にとり、電子政府は、国民・

納税者の利便にかなう構想である。にもかかわら

ず、北欧やヨーロッパ諸国などに比べると、電子

政府構想では比較的後発である。オーストラリア

は、後発であることを逆手に取り、時代の流れを

的確に読み取り、IC カードを使わない電子政府モ

デルを採用した。

　この背景には、オーストラリアの人口規模（2,496

万人強）でも、国民の間に電子政府サービスを普

及させるために国民全員に IC カードを保有させる

のは至難だとの読みがあった。加えて、スマート

フォンやアイパッド（iPad）のようなモバイル端

末が主流の時代にあって、もっぱらパソコン（PC）

にしか対応できず、しかも IC カードリーダーを必

要とする電子政府モデルでは、利便性が悪く国民・

納税者には普及しないとの判断があった。

　このように、オーストラリアの電子政府モデル

（myGov）では、インターネットを通じた政府ポー

タルサイトへのリモートアクセス、ログインの際

の本人認証に、PKI（電子証明書／公開鍵）を格納

した IC カードを使っていない。myGov（連邦政府

ポータルサイト）へのログインには、「パスワード

（暗証番号）＋ 3つの Q&A」を使っている 13。

　オーストラリアの電子政府モデル（myGov）は、

おおむね次のとおりである。
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12  オーストラリアの政府ポータルサイト（myGov）や電子申告（e-Tax）、記入済申告制度（myTax）などについて邦

文での分析として詳しくは、拙論「電子政府構想の光と影：豪の「マイガブ」と日本の「情報ネットワークシ

ステム」を比べる」国民税制研究 2 号（国民税制研究所、2016 年）所収参照。Available at: http://jti-web.

net/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/22b3a63e7311c138f3d6607ff2566ccb2.pdf 
13  オーストラリアの連邦政府ポータルサイト（myGov）ならびに課税庁（ATO）のポータルサイトおよび記入済申告

【図表 14】 オーストラリア連邦政府ポータルサイト／【図表 14】 オーストラリア連邦政府ポータルサイト／
myGovmyGov

（public use）（public use）
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② ID・パスワード方式の e-Tax の併用への転換

　すでにふれたように、わが国の政府ポータルサ

イト（マイナポータル）や国税庁のポータルサイ

トにリモートアクセス、ログインするには、個人

番号（マイナンバー）カードの取得を必須として

きた。

　ただ、誤解もあるかも知れないので断っておく

が、IC カードは、あくまでもカードに格納された

公開鍵（PKI ／ Protocol Internet）をデータセキュ

リティ対策に使うだけである。言い換えると、デー

タセキュリティ対策に PKI 以外に方式を使えば、

オーストラリアのように、IC カードなしのポータ

ルサイトへのリモートアクセス、ログインが可能

になる。

　これまで国税庁は、政府の頑なな e-Gov 方針に

従い、個人納税者が同庁のポータルサイトにネッ

トでリモートアクセス・ログインし本人電子申告

（e-Tax）をする際に、個人番号（マイナンバー）カー

ドを使う方式以外は認めていなかった。しかし、

税務行政の将来像 2018 では、暫定的といいながら

も、オーストラリア国税庁（ATO）が採用する電子

申告（e-Tax）方式に近い新たな「ID・パスワード

方式の電子申告（e-Tax）」方式の導入を示唆した。

そして、2019 年申告期から、稼働させた。申告す

る所得が給与のみ、源泉徴収票が 1 枚のみ、年末

調整が済んでいることとか、まだまだ使い勝手は

よくない。しかし、時代に即した新たな動きとし

て注目される。

　ID・パスワード方式の e-Tax が導入された結果、

平成 30 年分の所得税の確定申告では、納税者本人

申告のよる e-Tax 利用の申告総数は、前年実績を

大きく上回った。しかも、IC カードリーダーを必

要とするマイナンバーカード方式の e-Tax 申告数

よりも、IC カードリーダーを不要とする ID・パス

ワード方式の e-Tax 申告数が大きく上回った。

　この背景には、国民背番号である 12 ケタの個人

番号（マイナンバー）が記載された IC カードの

取得に国民が積極的ではない事情がある。事実、

2018 年末でも、全人口約 1 億 2 千万人の 1 割強し

制度（pre-filled tax return system）の稼動状況について邦文での紹介としては、ATO 副長官であるグラハム・

ホワイト「納税者サービス改革と進化した記入済み申告書「マイタックス（myTax）~ 連邦政府の『マイガブ（myGov）』

と ATO の『マイタックス（myTax）』 」国民税制研究 2号、前掲・注 11、85 頁以下参照。See, Neil Warren, 〝e-filling 

and compliance risk: Evidence from Australian personal income tax deductions,〟 12th International 

Conference on Tax Administration （April, 2016）.

【図表 15】 オーストラリアの背番号と番号カード不要の【図表 15】 オーストラリアの背番号と番号カード不要の
「myGov」ポータルサイトのイメージ「myGov」ポータルサイトのイメージ  
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【図表 16】 マイナンバーカード方式と ID・パスワード【図表 16】 マイナンバーカード方式と ID・パスワード
方式の e-Tax（2019 年 1 月以降）方式の e-Tax（2019 年 1 月以降）

※「2018 年版税務行政の将来像」�６頁から引用※「2018 年版税務行政の将来像」�６頁から引用



かカードを取得していない。すなわち、マイナン

バーカードがないと個人の本人電子申告（e-Tax）

ができない仕組みでは、電子申告（e-Tax）推進の

妨げになるという事情がある。

　これは、仮にわが国で記入済申告制度や申告デー

タ検索制度を導入し、納税者が、パソコン（PC）、

スマートフォンやアイパッド（iPad）のようなモ

バイル端末を使いインターネットで課税庁のポー

タルサイトにリモートアクセス、ログインし、課

税庁が確定した納付税額を確認できる仕組みを採

用した場合にも、同じように生じる問題である。

　IC 仕様のマイナンバーカードの両面には、原則

生涯利用の背番号（マイナンバーを含むあらゆる

機微（センシティブ）な個人情報が書かれており、

持ち歩いて紛失した場合、悪用される心配がある。

プライバシーに敏感な国民・納税者ならば、自分

の個人情報や背番号をふんだんに記載した IC カー

ドなど、危なくて、常時持ち歩きたくないと思う

のは当り前である。マイナンバーは汎用すればす

るほど、芋づる式に個人情報が流出する機会が増

える。こうした安全、安心でない IC カードは普及

しないわけである。　　

　このことは、見方を換えれば、IC カード必須の

マイナポータル（日本型電子政府モデル）の安定

した運用は、視界不良ということである。

　加えて、IC カードを使う方式では、IC カードリー

ダーを接続できないスマートフォンやタブレット

端末を使った電子申告（e-Tax）の普及の妨げにな

るという問題もある。

　そこで、国税庁は、思い切って ID・パスワード

方式の電子申告（e-Tax）の採用に舵を切ったわけ

である。

　新たな ID・パスワード方式の電子申告（e-Tax）

では、マイナンバー（個人番号）カードも、IC カー

ドリーダーも不要である。e-Tax 利用者は、税務

署に出向いて、電子申告を始める届出書を提出し、

その際に運転免許証など本人確認ができる証明書

を提示する。税務署は、e-Tax 用の ID とパスワー

ドを発行する。

　e-Tax 利用者は、パソコン（PC）のみならず、ス

マートフォンやタブレット端末から、受け取った

ID とパスワード（暗証番号）を使って、ネットを

通じて国税庁のポータルサイトにリモートアクセ

ス、ログインし、電子申告（e-Tax）ができるよう

になる。

　この新たな ID・パスワード方式の電子申告

（e-Tax）は、2018 年分の申告（2019 年 2 月中旬か

ら 3 月中旬までの確定申告）から可能となった。

翌年分以降も、同じ ID とパスワードを使いネット

で e-Tax が利用できる。

　国税庁の税務行政の将来像 2018 では、ID・パス

ワード方式の電子申告（e-Tax）の利用は、マイ

ナンバーカードが普及するまでの暫定的な措置と

している。しかし、スマートフォンやアイパッド

（iPad）などのモバイル端末が普及している今日、

PC や IC カードに加え IC カードリーダーを必要と

する電子申告（e-tax）モデルは、時代遅れに、い

わゆる〝ガラパゴス化〟しているといわざるを得

ない。

　技術革新（イノベーション）が日々加速する時

代である。いかなるシステムもすぐに陳腐化する。

国民全員が個人番号（マイナンバー）カードを持

つまで待てば何とかなる問題ではない。民間企業

なら即やめる英断をするが、血税の浪費が当り前

で、護送船団方式大好きのわが国の官にはそれが

なかなかできない。

　すでにふれたように、国税庁のポータルサイト

にリモートアクセスしログインし電子申告（e-tax）

をする際にマイナンバーカード（IC カード）を使

うといっても、12 ケタの個人番号（マイナンバー）

を使うわけではない。あくまでも、データセキュ

リティのための本人認証に IC カードに格納され
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【図表 17】 e-Tax を利用した申告の現状【図表 17】 e-Tax を利用した申告の現状

マイナンバーカード方式マイナンバーカード方式

ID・パスワード方式ID・パスワード方式

平成 29 年平成 29 年 平成 30 年平成 30 年

473473 千人千人

639 千人639 千人

－－

－－

従来の方式従来の方式

合計合計

8888 千人千人515515 千人千人

515515 千人千人 1,2001,200 千人千人

※国税庁「税務行政の将来像�2019」�22 頁から引用※国税庁「税務行政の将来像�2019」�22 頁から引用

【図表 18】 マイナンバーカードの交付（発行）枚数等の【図表 18】 マイナンバーカードの交付（発行）枚数等の
状況〔2018 年 12 月 1 日現在〕状況〔2018 年 12 月 1 日現在〕

区 分区 分
発行比発行比

率率
人 口人 口

（Ｈ 30. １. １時点）（Ｈ 30. １. １時点）
交付枚数交付枚数

（Ｈ 30.12. １時点）（Ｈ 30.12. １時点）

全 国全 国 127,707,259127,707,259 15,642,40515,642,405 12.2%12.2%

特 別 区特 別 区 9,396,5979,396,597 1,562,8431,562,843 16.6%16.6%

政令（指定政令（指定

都）市都）市
27,445,78227,445,782 3,623,3393,623,339 13.2%13.2%

市（政令市市（政令市

以外）以外）
79,815,66879,815,668 9,354,5709,354,570 11.7%11.7%

町 村町 村 11,049,21211,049,212 1,101,6531,101,653 10.0%10.0%

【資料】総務省　http://www.soumu.go.jp/main_content/000510383.pdf【資料】総務省　http://www.soumu.go.jp/main_content/000510383.pdf
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た PKI（公開鍵／電子証明書）を使うことにある。

ID・パスワード方式の電子申告（e-Tax ／ myTax）

では、必要であれば、ログインの際のデータセキュ

リティのための本人認証にはワンタイムパスワー

ド（ネットバンキングなどで使われている、いわ

ゆる「使い捨てパスワード」）を使うことができる。

　ちなみに、オーストラリアの場合、納税者が、

国税庁（ATO＝Australian Taxation Office）のポー

タルサイト（myGov ／ myTax）にログインし電子申

告（e-Tax）をする場合で、本人が望むときには、デー

タセキュリティのための本人認証にはワンタイム

パスワードを使うことができる。

　わが国でも、実は、電子申告（e-Tax）でも代理

人申告の場合、ずっと以前から、納税者本人の電

子証明書（PKI ／公開鍵）は不要としている。デー

タセキュリティ目的で使われる電子証明書（PKI ／

公開鍵）が、年一回の個人電子申告（e-Tax）普及

のネックになっていることは明らかである。この

点が、今回のID・パスワード方式の電子申告（e-Tax）

方式の併用に国税庁が転換した主な理由である。

　ちなみに、行政へのアクセスの際にマイナンバー

カードの電子証明書を必要とするかどうかについ

ては、2019 年 3 月 11 日の規制改革推進会議が、第

12 回行政手続部会で検討している。そして、以下

のように、オンライン行政手続において必要とす

る本人確認保証レベルを 4 段階にわけて、利用す

る方法を変える案を提示している 14。

③�納付手続の簡素化：QR コード・スマートフォン

を使ったコンビニ納税

　現在は、電子申告（e-Tax）をしても、税金の納

付（納税）は、税務署が発行した納付書（文書媒

体）を使わなければならない。このため、納付書

（文書媒体）でコンビニ納税はできるが、多くは、

税務署や金融機関で納税しているのが実情である。

これが、QR コード（2 次元バーコード）を使った

コンビニ納税が実現すると、納税事務がかなり合

理化できることになる。

　納付手続の簡素化をめざし、税務行政の将来像

2018では、2019年 1月からQRコード・スマートフォ

ンを使ったコンビニ納税を開始する旨アナウンス

している（13 頁参照）。この新たな納付方式では、

納税者が電子申告（e-Tax）をすると、PC またはス

マートフォンなどのスクリーンに、その税額や税

目などのデータを記録した QR コードが PDF として

表示されることになる。納税者はスマートフォン

などの画面に表示された QR コードをコンビニの読

取機端末にかざすと、税目や税額が記載された納

付書がプリントアウトされ、それを使ってレジで、

現金で納税ができる。もう一歩進むと、QR コード、

ネットバンキングの手法を使うことにより、コン

ビニに出向くことなく納付ができるようになると

思われる。

　読取端末は、ローソンの「Roppi」、セブンイレブ

ンの「マルチコピー機」やファミリーマートの「Fami

ポート」などの利用が検討されている。こうした

端末では、すでにコンサートチケットやバス乗車

券の購入、印鑑証明書の発行などの手続ができる。

これに、スマートフォンを使った納税（以下「スマ

ホ納税」という。）が加わることになるわけである。

14  https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190311/agenda.html

【図表 19】 リモートアクセスで使われる認証方式：主要【図表 19】 リモートアクセスで使われる認証方式：主要
なデータセキュリティ対策の選択なデータセキュリティ対策の選択

認証方式認証方式

〇固定パス〇固定パス
ワードワード

導入コ導入コ
ストスト

利便性利便性
なりすまなりすま
し対応度し対応度

マイナス面マイナス面

〇�〇�ＰＫＩ（公ＰＫＩ（公
開鍵・電開鍵・電
子証明書）子証明書）

〇�〇�ワンタイムワンタイム
パスワードパスワード

〇生体認証〇生体認証

〇�〇�その他（マその他（マ
トリクストリクス
認証等）認証等）

低低 高高 低低 安全度が低い安全度が低い

中中 低低 高高 運用が煩雑運用が煩雑

高高 高高 高高 コストが割高コストが割高

高高 高高 高高 容認度が低い容認度が低い

【図表 20】 政府の規制改革推進会議が提唱する本人確認【図表 20】 政府の規制改革推進会議が提唱する本人確認
保証水準の分類保証水準の分類

・レベル A 　

　マイナンバーカードによる電子証明書（PKI）を利用

・レベル B 　

　 多要素認証（ID・パスワード + 二経路認証アプリ、

ID・パスワード +ワンタイムパスワード生成アプリ、

ID・パスワード +生体認証）

・レベル C 　

　 単要素認証（ID・パスワードのみ、認証デバイスの

み、生体認証のみ）

・レベル D 　

　身元確認を行わずにオンラインでアカウントを作成



　ただ、スマホ納税は、QR コード（2次元バーコー

ド）の読取ができる端末のあるコンビニしか利用

できない。こうした端末を置いている店舗の数が

限られていることから、スマホ納税の普及には時

間がかかるものと思われる。

（3）世界の流れは、「電子申告」＋「記入済申告」

　すでにふれたように、国税庁の税務行政の将来

像 2018 では、個人の納税申告については、「電子

申告（e-Tax）」＋「年末調整」のパッケージを推

進する旨アナウンスしている。しかし、OECD 報告

書 15 などからもわかるように、EU（欧州連合）諸国、

北欧諸国、オーストラリアやマレーシア、シンガ

ポールをはじめとした東南アジア諸国を含む数多

くの諸国では、「電子申告」＋「記入済申告」のパッ

ケージで、申告手続のデジタル化・スマート化の

途を探っている。

　ところが、わが国税庁がまとめた税務行政の将

来像 2018 では、〝申告手続のデジタル化〟をうたっ

ているものの、記入済申告書の導入についてはふ

れていない。

①オーストラリアの現状分析

　すでにふれたように、例えば、オーストラリアでは、

2004-5 年度に記入済申告制度（pre-filling return 

system）の試行を開始し、フルタイム就労で所得

の種類や人的控除などが限られ申告内容が比較的

単純な給与所得者や自営業者などを対象に、記入

済申告制度を 2006-7 年度から正式に導入した。

　その後、2009 年の税務サービスの将来像を示し

た連邦財務省のヘンリー委員会報告 16 などの勧告、
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【図表 21】QR コード・スマホを使ったコンビニ納税【図表 21】QR コード・スマホを使ったコンビニ納税

15  See, OECD, Forum on Tax Administration: Taxpayer Services Subgroup, Third Party Reporting 

Arrangements and Pro-filled Tax Returns: The Danish and Swedish Approaches （22 January, 2008）.
16  See, Henry Review of Australia’s Future Tax System: Report to the Treasurer （Australian Treasury, 

December 2009）.　ATO は、2007 年から記入済申告報告（Pre-filling Report）を発行しており、ATO の HP の

Pre-filling report contacts にアクセスすると、制度導入からその後の展開をレビューできる。Available at: 

 

      
  
                ＋＋  

  
                                      OORR  
  
  
  
 

申告納税（self-assessment） 

記入済申告（pre-filling tax return）

 賦課課税（official assessment）? 

e-tax／電子申

年末調整（year-end-adjustment 

procedure） 

【図表 22】 わが国の「申告納税＋年末調整」と 「記入済【図表 22】 わが国の「申告納税＋年末調整」と 「記入済
申告」の所在申告」の所在

ああ
る国立大学大学院の途上国（up-coming�

countries）の税務官僚の再教育プログ

ラムで、日本の税法を英語で教えている。

かれら学生は、埼玉県和光市にある国税庁の税務

大学校（NTC=National�Tax�College）でも研

修を受けている。NTC の教官のなかには、〝年末

調整（the�year-end-adjustment�procedure）

（以下「年調」ともいう。）が日本の税務行政簡便

化の傑作の一つ〟であるかのように語る人もいる

とのことである。しかし、学生らがいうには、〝自

分の国では、何の報償も与えないで民間企業に年

末調整というタダ働きを強いるのは難しい〟。〝日

本だからできるのだろう〟と少し冷ややかである。

当の教官は、〝年調は徴税には便利でグローバル

には受け容れ難い〟などとは思っていないわけで

ある。〝こうしたタダ働きは当たり前〟の意識な

のかも知れない。大多数の税理士も、年調に強い

疑問を持っていない。年末調整賛美論、年末調整

グローバル化論は、ある意味では、〝納豆は好き

でないという外人に無理やり食べさせる〟のに似

ているのかも知れない。しかし、外国人から見る

と、年末調整に必要ということで、従業者に扶養

控除等申告書の提出を強要し、生涯不変のマイナ

ンバーを含め家族のプライバシーを勤め先に提出

させる危ないやり方は、解せないのではないか。

年末調整の評価について、内と外では大きな格差

があるようにみえる。

　OECD 報告書などからも明らかなように、途

上国を含め諸外国では、勤務先に家族のプライバ

シーまでさらけ出すことを強いる年末調整より、

記入済申告の方への注目度が高く、記入済申告制

度を導入に流れている。

年末調整制度、「日本の常識は世界の非常識」?年末調整制度、「日本の常識は世界の非常識」?コ ラ ム ①①
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さらには 2013-14 年度からの連邦政府ポータルサ

イト（myGov）の本格稼動に伴い、連邦課税庁（ATO

／オーストラリア国税庁）は、比較的限定された

種類の所得のみを有するフルタイムの給与所得者

を対象に、より簡便な記入済申告「myTax」を本格

的に稼動させている。すなわち、これまでの PC に

加え、スマートフォンやアイパッド（iPad）のよ

うなモバイル端末を使い、連邦課税庁（ATO）のポー

タルサイト（申告サイト）にリモートアクセス、

ログインできる「myTax」（e-Tax のオンライン版／

mobile tax return）の仕組みを稼動させている。

今日、比較的単純な所得だけの個人納税者は、ス

マートフォンやアイパッド（iPad）のようなモバ

イル端末、またはパソコン（PC）を使い、オース

トラリア国税庁（ATO）の申告サイト（myTax）に

リモートアクセスし、ID とパスワードを使ってロ

グインし、スクリーンに表示された手順に従い、

手続を進めて行けば、ATO が確定した納税額を確認

できる。

　すでにふれたように、オーストラリアは、連邦

個人所得税につき全員確定申告が原則で、登録税

理士（registered tax agent）制度がある。記入

済申告制度の導入に伴う、税務専門職などへの影

響が分析されている 17。

　本格稼動した 2013-4 年度では、108 万人を超え

る納税者が記入済申告（myTax）を利用している。

その後、2015-6 年度からの納税者への「職務関連

費／必要経費デジタル記帳アプリ（myDeductions 

app）」の無償提供により、給与所得者や自営業者

などは、望めばオーストラリア国税庁（ATO）のポー

タルサイトから自己のスマートフォンにこのアプ

リをダウンロードでき、紙媒体の領収書を撮像し

たうえでのイメージ保存を含め、さまざまな勤務

関連の必要経費などのデジタル記帳ができるよう

になった。記入済申告（myTax）の利用者は順調に

伸びている。

　とはいっても、納税者の記帳義務と ATO の税

務調査（お尋ね）をベースとする申告納税制度

（self-assessment system）は維持されていること

から、登録税理士の出番がまったくなくなること

はない。

　ただ、記入済申告制度（myTax）の導入により、

連邦課税庁（ATO）に記入済情報（pre-filling 

data）の蓄積が増えたことから、ATO はデータ照

合が容易になり、税務調査（お尋ね）の数は減少

する傾向が見られたとのことである。この結果、

ATO は、記入済申告（myTax）を選択しない納税

者〔通常の電子申告（e-Tax）や文書申告（paper 

lodgment）をする納税者〕の指導・助言・調査に

人的資源を集中できるようになったと報告されて

いる。

　記入済申告（myTax）導入による個人所得税の申

告手続の簡便化は、それまで給与所得＋＆レベル、

小規模な自営業者のような単純な申告をする納税

者をクライアントとする登録税理士の仕事の減少

につながった。

　もっとも、申告内容が複雑な納税者は、記入済

申告（myTax）を活用することはできない。このため、

通常の電子申告（e-Tax）で申告を利用しなければ

ならない。こうした納税者には、依然として登録

税理士（registered tax agent）や事業活動報告

書 作 成 士（BST ／ business activity statement 

agent）18 が、有償で税務支援を行っている。これ

らの専門職は、クライアントの代わりに税理士ポー

タルサイト（tax agent portal）を通じて代理人

電子申告を行っている。一方、連邦課税庁（ATO）も、

納税者が複雑な内容の電子申告（e-Tax）をするに

先立っては、登録税理士のチェックを受けるよう

に推奨している 19。

　なお、オーストラリアでは、2000 年 7 月か

https://www.ato.gov.au/Tax-professionals/Tax-Agent-Portal/Using-the-Tax-Agent-Portal/Portal-reports/

Pre-filling-service/Pre-filling-report-contents/
17  See, Chris Evans and Binh Tran-Nam, 〝Pre-filled Personal Income Tax Returns: Evidence from 

Australia,〟 at 171 et seq. 103rd Annual Conference Proceedings, 2010 （National Tax Association）. 
18  事業活動報告書作成士（BST agent）は、個人、法人、物品サービス税（GST）の納税義務を負う事業者が、ATO

に提出する義務を負う事業活動報告書（business activity statements）【① GST 税、②源泉徴収税、③予定納税

および④フリンジベネフィット税の予定納税にかかる法定資料】の作成を代理する専門職である。詳しくは、勝

又和彦・秋元照夫「オーストラリアの税務専門職制度」国民税制研究 2号、前掲・注 11 参照。
19  オーストラリアの記入済申告（myTax）は年々進化しており、ATO のホームページ（HP）にアクセスし、「記入済

申告　2018（Pre-filling 2018）」で、最新の情報が得られる。https://www.ato.gov.au/Tax-professionals/

Tax-Agent-Portal/In-detail/Pre-filling-reports/Pre-filling-2018/



ら、それまであった卸売売上税を廃止し新たに

10% の税率でタックスインボイス方式の消費型付

加価値税である物品サービス税（GST=Goods and 

Services Tax）を導入した 20。これにより、登録

税理士などに新たな職域を拓いたことから、記入

済申告（myTax）の導入による個人所得税の申告手

続簡便化の影響はあったものの、総体としての業

務はむしろ拡大したと報告されている。

②わが国の実情分析

　この点、わが国で推進している税務申告のデジ

タル化プランは、あくまでも電子申告（e-Tax）で

あり、納税者は、インターネットを通じて課税庁

ポータルサイトにリモートアクセス、ログインし、

電子的に確定申告をするに留まる。新たに、スマー

トフォンなどを使い、ICカードなしでも課税庁ポー

タルサイトにリモートアクセス、ログインできる

電子申告方式を選択できる程度の進展があるに留

まる。

　わが国の場合、国税庁は、記入済申告制度の導

入の是非については、表立った意見を表明してい

ない。この背景には、すでに指摘したように、現

行の年末調整制度を今後も維持したいという考え

があるためであろう。

（4） 申告手続簡便化プランと従業者や税務専門職

の所在

　諸外国での申告手続のデジタル化プラン、記入

済／外形標準申告制度や申告データ検索制度を活

用した申告簡便化プランを参考に、わが国での申

告手続のデジタル化・簡便化プランの動向と従業

者や税務専門職の所在について、以下に検討する。

①従業者不在の財務省の事業者事務負担軽減プラン

　わが国には年末調整制度があり、この制度の温

存を望む財政当局や税務当局は、税務環境整備の

ための各種報告書では、記入済申告制度について

は、できるだけふれない方針をとっているように

みえる。

　その一方で、年末調整の際の事業者の事務負担

軽減措置（以下「財務省の事業者事務負担軽減プ

ラン」という。）については、積極的な検討が進め

られている 21。

　この財務省の事業者事務負担軽減プランと諸外

国の申告データ検索制度はともに、第三者から提

供された法定調書などの情報の一元的な保存、情

報連携（データマッチング）の効率化、検索の簡

便化を目的とした仕組みである。

　ただ、オーストラリアなどの申告データ検索制

度が納税者の確定申告の簡便化を狙いとしている

のに対し、財務省の事業者事務負担軽減プランで

は、あくまでも年末調整制度の維持を前提として

いるためか、納税主体である従業員は一方的に自

己の納税者情報を通知するだけで、双方向型のイ
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20  邦文での紹介として、拙論「オーストラリアの物品サービス税（GST）法制の分析」白鷗法学 22 巻 2 号（2016 年）

参照。
21  財務省が組織した納税環境整備に関する専門家会合「経済社会の ICT 等に伴う納税環境整備のあり方について（意

見の整理）」（2018 年 11 月 7 日）26 頁から引用。 

【図表 24】 スマホを使ったわが国の電子申告（e-Tax）【図表 24】 スマホを使ったわが国の電子申告（e-Tax）
のイメージのイメージ

＊国税庁「税務行政の将来像 2018」5 頁から引用＊国税庁「税務行政の将来像 2018」5 頁から引用

【図表 25】【図表 25】財務省の事業者事務負担軽減プランのイメージ財務省の事業者事務負担軽減プランのイメージ
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メージにはなっていない。納税者の自己情報への

アクセスなどについてはまったくふれていない。

　このように、財務省の事業者事務負担軽減プラ

ンは、「課税庁が主役」や「事業主が主役」の仕組

みのようにみえる。納税環境整備に資するとして

も、納税者の自己情報へのアクセス権を保障し、

かつ確定申告権を積極的に支援する仕組みにしな

ければ、露骨な国民・納税者情報の国家管理の仕

組みのように映る。主役であるはずの従業者たる

納税者は、まったく利便性を実感できないイメー

ジであり、再考を要する。

②申告手続簡便化プランにおける税務専門職の所在

　国税庁がアナウンスした税務行政の将来像 2018

では、申告（納付）手続のデジタル化・簡便化に

おいて大きな影響を受ける税務専門職や民間の IT

／ソフト企業やの所在が不明である。

　加えて、納税者サービスの要となる税務相談／

タックスアンサー（よくある税の質問）の自動化、

つまり、ビッグデータ（大量情報）、さらには AI（人

工知能）を利活用した税務相談／タックスアンサー

の自動化を検討しているものの、展望は見えてい

ないのではないか。

　税務行政の将来像 2018 では、年末調整の対象

となる給与所得者が、医療費控除やふるさと納税

などによる還付申告をスマートフォンやアイパッ

ド（iPad）のようなモバイル端末などから国税庁

のポータルサイトにログインして電子申告できる

ようにするとか将来像の一端を描いてはいる。し

かし、こうしたタックスペイヤーズ・フレンドリー

の仕組みは、オーストラリア（myTax）などをみて

もわかるように、当たり前になっている。

　結局、国税庁が描いた税務行政の将来像は、今

ある事業者にタダ働きさせる年末調整は手放さな

い。しかし、オーストラリアで導入されている、

あるいはアメリカなどで検討されているような国

レベルでの記入済申告ないし申告不要制度に踏み

切るわけでもない。相変わらずの「国税庁が主役」

の構想のようにもみえる。

　わが国には、税理士という政府規制でつくられ

た税務の専門職がある。税理士による税務専門職

としてのサービスは、税理士法などに基づくと、

次のような業務を行うことができる 22。

　税務専門職界は、税務行政のスマート化、デジ

タル化のディスラプション（創造的破壊）の大波

をかぶることは確実である。こうした時代におい

て、税務専門職は、税務書類の作成や税務相談の

ような伝統的に業法で無償独占の業務として法認

されたサービスをこれからも維持できるのかどう

か不透明になってきている。

　国税庁や財務省が、税務行政の将来像を描く場

合には、素案に対するパブリックコメントを求め、

納税者に加え税務専門職などからの意見集約をは

かる手続がいるはずである。なぜならば、税務手

続のデジタル化・簡便化により、「税務書類の作成」

業務のように、業務分野によっては、これら税務

専門職は多大な影響を受けるからである。にもか

かわらず、税務行政の将来像を、国税庁や財務省

が一方的に描き、アナウンスしているようにもみ

える。国民に開かれた税務行政の姿とはほど遠い。

税務手続のデジタル化・簡便化に加え、税務相談、

税務調査や徴収手続の効率化・高度化には、ML（機

械学習）や AI（人工知能）などの高度先端技術が

22  税理士制度について詳しくは、石村耕治編『現代税法入門塾〔第 9版〕』（清文社、2018 年）179 頁以下、坂田純一『新

版 実践税理士法』（中央経済社、2015 年）。 

税務申告、申請、請求または異議や国税不服審判税務申告、申請、請求または異議や国税不服審判
所などへの不服の申立て、税務調査や処分に対し所などへの不服の申立て、税務調査や処分に対し
ての主張、陳述、代理または代行行為　ての主張、陳述、代理または代行行為　

①税務代理（税理士法 2条 1項 1号）　《無償独占》①税務代理（税理士法 2条 1項 1号）　《無償独占》　　

②税務書類の作成（法 2条 1項 2号）　《無償独占》②税務書類の作成（法 2条 1項 2号）　《無償独占》

税務申告書、申請書、請求書、不服申立書などの税務申告書、申請書、請求書、不服申立書などの
作成作成

③税務相談（法 2 条 1 項 3 号）　《無償独占》③税務相談（法 2 条 1 項 3 号）　《無償独占》

税務申告や主張、陳述について、租税の計算に関す税務申告や主張、陳述について、租税の計算に関す
る事項の相談る事項の相談

【図表 26】わが国の税務専門職サービスの類型【図表 26】わが国の税務専門職サービスの類型

④付随業務（法 2 条 2 項）　　　《名称独占》④付随業務（法 2 条 2 項）　　　《名称独占》

財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行その他財務に財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行その他財務に
関する事務関する事務

⑤訴訟の補佐・陳述（法2条の2第1項）　《名称独占》⑤訴訟の補佐・陳述（法2条の2第1項）　《名称独占》

弁護士（訴訟代理人）といっしょに裁判所に、許可弁護士（訴訟代理人）といっしょに裁判所に、許可
を要することなく出廷し、補佐人として租税に関すを要することなく出廷し、補佐人として租税に関す
る事項についての陳述（ただし尋問は不可）。具体る事項についての陳述（ただし尋問は不可）。具体
的には、申告・調査・処分に関する事項や国税債権的には、申告・調査・処分に関する事項や国税債権
不存在訴訟など〝官対民〟訴訟に加え、相続税争い不存在訴訟など〝官対民〟訴訟に加え、相続税争い
関連訴訟や税理士損害賠償請求訴訟など〝民対民〟関連訴訟や税理士損害賠償請求訴訟など〝民対民〟
訴訟にも及ぶ（ただし刑事関連訴訟は対象外（刑事訴訟にも及ぶ（ただし刑事関連訴訟は対象外（刑事
訴訟法 42 条 1 項））。訴訟法 42 条 1 項））。

＊�ほかに、地方公共団体の外部監査（地方自治法 252＊�ほかに、地方公共団体の外部監査（地方自治法 252
条の 28）や株式会社の会計参与（会社法 326 条、条の 28）や株式会社の会計参与（会社法 326 条、
333 条 1 項、374 条 1 項など）がある。333 条 1 項、374 条 1 項など）がある。



利活用されるのは明らかである。こうした高度先

端技術の利活用は、税務書類の作成のみならず、

税務相談業務を含め当然に税務専門職業務に多大

な影響を及ぼす。となれば、税務行政の将来像は、

国民・税務専門職の参加を得て描かれなければな

らない。

　例えば、オーストラリアには、「登録税理士（registered 

tax agent）」という税務プロパーの専門職制度が

あり、オーストラリア国税庁（ATO）は、記入済

申告（myTax）のような影響の大きい制度改正に

ついては、税理士を含む納税者一般を対象とした

「コミュニティの意見を聴く（Listening to the 

Community）」プロジェクトを実施している 23。加

えて、オーストラリア国税庁（ATO）および租税行

政監察官（IGT=Inspector-General of Taxation）

は、税務行政の将来像を検討するに際しては、税

理士や公会計士（CA,　CPA など）を含む納税者一

般から意見聴取を求め、説明責任を果たさなけれ

ばならない仕組みになっている 24。

2　アメリカでの「記入済申告」導入検討の動き

　アメリカでは、所得課税について幅広く申告納

税制度を採用している。また、年末調整のような

雇用主（事業主）が被用者（従業者）に代わって

確定申告するに等しい仕組みを採用していない。

この結果、課税最低限を超える所得がある納税者

は、連邦所得税、州所得税（ただし、導入州に限

る。）について、原則として全員確定申告するよう

に求められる 25。しかし、税制は次第に複雑になり、

かつ、勤労所得税額控除（EITC=earned income 

tax credit）～いわゆるわが国でいう「給付つき

税額控除」～のような、税制に福祉政策を持ち込

むような仕組みがあるために、一般の給与所得者

でも、正確な確定申告をするのは容易ではなくなっ

てきている。

　複雑化する税制、煩雑になる一方の税務申告手

続で苦渋する納税者の痛みを和らげるために、ア

メリカでも、連邦議会には、もっと納税者にフレ

ンドリーな「記入済申告」制度を導入すべきであ

るとの提案が度々出されている。

　導入の議論が活発化するに従い、「記入済申告」

制度は、納税者が自らの意思で税金を計算して税

額を確定し申告納付する申告納税の仕組みなのか、

あるいは、課税庁（政府）が税金を計算して税額

を確定し納税者が通知を受けた納付する賦課納税

の仕組みなのか、原点に返って議論すべきである
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23  Available at: https://www.ato.gov.au/general/gen/commissioner-of-taxation-annual-report-2010-

11/?page=30
24  See, Inspector-General of Taxation （IGT）, Review into the future of the tax profession. ちなみに、連

邦の租税行政監察官（IGT）は、2003 年租税行政監察法（Inspector-General of Taxation Act 2003）に準拠し

て設けられている。IGT は、独立した事務局を持ち、税法の執行に関する制度問題を確認し、かつ、国税庁（ATO）

や税務実務家委員会（TPB=Tax Practitioners Office）が、納税者の利益に資する改革を行うように政府に対し

て必要な勧告を行う機関である（同法 7 条）。連邦財務省、ATO、TPB から完全に独立した機関である。IGT は、勧

告のための報告書を作成する場合には、利害関係人【納税者、税理士や弁護士、連邦オンブズマン、会計検査

院（Auditor-General）、国税長官】から意見を聴取する形で進められる。Available at: http://igt.gov.au/

publications/reports-of-reviews/review-into-the-future-of-the-tax-profession/　
25  拙著『アメリカ連邦所得課税法の展開：申告納税法制の現状と課題分析』（財経詳報社、2017 年）（以下、石村『ア

メリカ連邦所得課税法の展開』として引用する。）第 I部参照。

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

「記入済申告」は

〝申告納税〟か、

〝賦課課税〟

か？ 

・pre-filled tax return system 

・pre-filling tax return system 

・pre-populated tax return system 

・pre-completed tax return 

・government prepared tax return system 

・the ready-return system 

・user-friendly taxpaying system 

（ユーザー・フレンドリー納税） 

・return-free tax system 

 （申告書不要納税制度） 

 

・税制簡素化は遅々として進まない。むしろ、複雑化する一方である。 

・このままでは、一般市民／納税者に適正は確定を望むのは至難である。 

・政府が、納税者に代って納税申告をすること（申告手続の簡素化・簡便化）で、

税制の複雑化に対処する必要がある。 

 

【図表 27】 「記入済申告」への転換（案）の背景【図表 27】 「記入済申告」への転換（案）の背景

　　「記入済申告」制度は、さまざまな名称が使われ「記入済申告」制度は、さまざまな名称が使われ

ている。読者の便宜のための、名称を一覧にすると、ている。読者の便宜のための、名称を一覧にすると、

次のとおりである。次のとおりである。

【図表 28】「記入済申告」は英語で何と書くか【図表 28】「記入済申告」は英語で何と書くか
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とする意見もある。読者の便宜のための、賦課課

税の英文名称を一覧にすると、次のとおりである。

（1）アメリカの申告納税を支える仕組み

　アメリカの場合、連邦の個人所得税の課税期間

は暦年、1月 1日から 12 月 31 日までであり、様式

1040〔連邦個人所得税申告書（Form 1040）〕の提

出期限は、翌年の 1 月 15 日から 4 月 15 日である

（IRC6072条a項）。一方、普通法人のように事業年（a 

fiscal year）をベースに課税する租税の申告書提

出期限は、原則として事業年終了の日から 3 か月

目の 15 日までである（IRC 6072 条 b 項）。

　 ア メ リ カ の 人 口 は、3 億 2,883 万 人（2018

年）を超える。アメリカにおいては、申告納税

方式を採る各種連邦税の納税者は、連邦税法令

に基づき、納税者の法律上の住所または主たる

事業者のある州の所管する内国歳入庁（IRS ／

Internal Revenue Service）の指定キャンパス（IRS 

Campus）に、前記法定期限までに自発的に納税申

告をし、かつ、追加納付が必要な場合には、同時

またはその後法定期限までに適正な納税額を納付

するように求められる（IRC 6091 条、財務省規則

（Treasury Regulation）§ 601.105（a））。

勤勤
労所得税額控除は、勤労所得のある世帯に労所得税額控除は、勤労所得のある世帯に

対して、勤労を条件に税額控除（減税）を対して、勤労を条件に税額控除（減税）を

認め、所得が低く控除しきれない場合には認め、所得が低く控除しきれない場合には

給付する、という制度設計になっている。アメリ給付する、という制度設計になっている。アメリ

カは、勤労税額控除制度を 1975 年に導入した。カは、勤労税額控除制度を 1975 年に導入した。

アメリカの制度は、次のようなイメージのものでアメリカの制度は、次のようなイメージのもので

ある。ある。

　税額控除額は、勤労所得金額の増加とともに段　税額控除額は、勤労所得金額の増加とともに段

階的に逓増（phase-in）した後、一定の勤労所得階的に逓増（phase-in）した後、一定の勤労所得

での段階で定額（flat）になり、それを超えると段での段階で定額（flat）になり、それを超えると段

階的に逓減（phase-out）し、最終的には消失す階的に逓減（phase-out）し、最終的には消失す

る仕組みである。税額控除額は、確定申告時に所る仕組みである。税額控除額は、確定申告時に所

得税額から控除され、税額が超過する分は、還付（給得税額から控除され、税額が超過する分は、還付（給

付）される。付）される。

　EITC の仕組みはきわめて複雑である。約 1,000　EITC の仕組みはきわめて複雑である。約 1,000

万世帯が、連邦の EITC 関係の還付申告をしてい万世帯が、連邦の EITC 関係の還付申告をしてい

るがるが 2626、過誤還付、過大還付の温床となり、その、過誤還付、過大還付の温床となり、その

比率は毎年 25％前後にものぼる比率は毎年 25％前後にものぼる 2727。。

　EITC 関係の税務調査は、実地調査は稀であり、　EITC 関係の税務調査は、実地調査は稀であり、

ほぼ書簡調査（correspondence�audits）で実ほぼ書簡調査（correspondence�audits）で実

施される。このことから、税務専門職の関与・立施される。このことから、税務専門職の関与・立

会いなしの調査が一般的である。EITC 自体は、税会いなしの調査が一般的である。EITC 自体は、税

制を通じた貧困層向けの福祉政策実施手段として制を通じた貧困層向けの福祉政策実施手段として

一定の評価を得ている。しかし、税務の知識がな一定の評価を得ている。しかし、税務の知識がな

い移民や経済的弱者たる納税者が、強大な課税権い移民や経済的弱者たる納税者が、強大な課税権

力に一人で立ち向かうことを強いられることから、力に一人で立ち向かうことを強いられることから、

人権に著しいインパクトを及ぼす仕組みであると人権に著しいインパクトを及ぼす仕組みであると

の負の評価もあるの負の評価もある 2828。。

　こうしたところにも、記入済申告書制度の導入　こうしたところにも、記入済申告書制度の導入

で、移民や経済的弱者救済のための新たな途を探で、移民や経済的弱者救済のための新たな途を探

るべきであるとの声もある。るべきであるとの声もある。

コ ラ ム ②② 給付つき税額控除／勤労所得税額控除給付つき税額控除／勤労所得税額控除
（EITC=earned income tax credit）（EITC=earned income tax credit）
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26  2018 年 3 月に IRS が発行した『データブック 2017（Date Book 2017）』によると、2017 財政年（Fiscal Year 

2017：2016 年 10 月 1 日から 2017 年 9 月 30 日）において、子ども税額控除（child tax credit ／ IRC 24 条）

を含む総還付申告件数は約 1,550 万件、勤労所得税額控除（EITC=earned income tax credit ／ IRC 32 条）を

含む総還付申告件数は約 2,330 万件である。See, , IRS Data Book 2017 （Oct. 1, 2016~Sep. 30, 2017）（IRS 

Publication 55B, Rev.3-2018）．Available at: https://www.irs.gov/pub/irs-soi/17databk.pdf
27  詳しくは、石村『アメリカ連邦所得課税法の展開』、前掲・注 23、40 頁以下参照。また、EITC をめぐる自発的納

税協力問題について詳しくは、拙論「給付（還付）つき税額控除をめぐる税財政法の課題：アメリカの「働いて

も貧しい納税者対策税制を検証する」白鷗法学 15 巻 1 号参照。
28  See, Francine J. Lipman, 〝Symposium: Tax Advice for the Second Obama Administration,〟 40 Pepp. L. 

Rev. 1173 （2013）.

【図表 29】「賦課課税制度」を英語で何と書くか【図表 29】「賦課課税制度」を英語で何と書くか

 

 

  
  
 

・official assessment system 

・government assessment system 

 



　IRS は、年間 2 億 4,540 万件を超える納税申告

書および各種法定調書（以下「申告書等」ともい

う。）を全米 10 か所の IRS キャンパスで処理して

いる 29。このうち、約 1 億 4,300 万件の納税申告

書等は、電子提出（electronic filing）されている。

電子提出の比率は、提出総件数の 70.5% を占める。

2016 財政年度比でみると、1.4% の伸びである。

　アメリカにおける民間税務サービス提供事業者

は、各種税務専門職と非税務専門職からなる。

　これら民間税務サービスを提供する事業者のう

ち、連邦納税申告書の作成業務を営む者は、IRS に

申請して納税申告書作成者 ID 番号（PTIN=preparer 

tax identification number）を取得・更新するよ

うに求められる（2010 年 9 月 28 日から 2018 年 12

月 2 日までの PTIN の発行総数（更新を含む。）は、

1,484,051 件）30。

　民間税務サービス提供事業者の数 31 と納税申告

書作成者 ID 番号（PTIN）取得者の数 *（2018 年 12

月 2 日現在）は、次のとおりである。

　2017 財政年度に IRS に提出された年 2 億 4,540

万件の申告書等の 78.6% が、これらの事業者の手

によって電子処理され、オンライン提出された。

加えて、250 万を超える個人納税者は、IRS 無償申

告プログラム（IRS Free File program）を使って

電子申告を行っている。

　アメリカの連邦税務においては、IRS の支援を受

けた民間ボランティアによる各種の税務支援プロ

グラムが活発に展開されている。これら民間ボラ

ンティアによる各種税務支援プログラムを一覧に

すると、次のとおりである 32。

（2） アメリカにおける記入済申告制度検討の動き

を探る

　アメリカにおける記入済申告制度の検討は、1985

年に始まる。最近の導入案は、2017 年に出ている 33。

　記入済申告制度は、カリフォルニア州で試行さ

れたが、電子申告ソフトウエア（以下「申告ソフ

ト」ともいう。）を開発・販売している IT 業界の

反対が強く、本格運用には至らなかった経緯があ

る。最近までの記入済申告制度の検討の経緯を一

覧にし、簡潔に説明すると、次のとおりである。

86 国民税制研究　№ 5（2019） 

【論説】AI 税務と税務専門職の将来像を展望する

29  See, IRS, Data Book 2017, 前掲・注 25, at 2.
30  IRS, Number of Individuals with Current Preparer Tax Identification Numbers （PTINs） for 2018. 

Available at: https://www.irs.gov/tax-professionals/return-preparer-office-federal-tax-return-

preparer-statistics 
31  IRS, Return Preparer Review at 8, 35 （2009）. Available at: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4832.pdf　

なお、専門職資格を有していても実務を行っていない者や複数の専門職資格を有している者も多数おり、統計と

しては正確性を欠くとの注記がある。
32  詳しくは、石村『アメリカ連邦所得課税法の展開』、前掲・注 24、第 V部 6参照。
33  Kathleen DeLaney Thomas, 〝User-Friendly Taxpaying,〟 92 Ind. L.J. 1509 （2017）.
34  http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=38697

◎税務専門職◎税務専門職

【図表 30】 連邦民間税務サービス提供事業者と【図表 30】 連邦民間税務サービス提供事業者と **PTIN 取PTIN 取
得者の数得者の数

人 数人 数

・弁護士（Attorneys）・弁護士（Attorneys）

・・公認会計士公認会計士（CPA=（CPA=Certified Public AccountantCertified Public Accountant））

約 120 万人約 120 万人
**31,293 人31,293 人

・・登録年金数理士（Enrolled Actuary）登録年金数理士（Enrolled Actuary）

・・登録税務士（EA=Enrolled Agent）登録税務士（EA=Enrolled Agent）

・・登録退職計画士（ERPA=登録退職計画士（ERPA=Enrolled Retirement PlanEnrolled Retirement Plan  AgentAgent））

◎非税務専門職◎非税務専門職

・・納税申告書作成業者納税申告書作成業者（TRP=（TRP=tax return preparerstax return preparers）） 約 120 万人約 120 万人

約 65 万人約 65 万人
**217,085 人217,085 人

**340 人340 人

約 6 万 3 千人約 6 万 3 千人

**56,383 人56,383 人
**721 人721 人

【図表 31】 連邦の民間ボランティアによる税務支援プロ【図表 31】 連邦の民間ボランティアによる税務支援プロ
グラムの種類グラムの種類

・ ボランティア所得税援助（VITA=Volunteer Income 

Tax Assistance）プログラム

・ 高齢者向け税務相談（TCE=Tax Counseling for 

Elderly）プログラム

・ 学 生 タ ッ ク ス ク リ ニ ッ ク （STC=Student Tax 

Clinic） プログラム

・ 低 所 得 納 税 者 ク リ ニ ッ ク（LITC=Low-Income 

Taxpayer Clinics）プログラム

・ IRS 納税者権利擁護官サービス（TAS=Taxpayer 

Advocate Service）

・ IRS 納税者支援センター（TAC=Taxpayer Assistance 

Center）
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35  Kenneth H. Ryesky, 〝Tax Simplification: So Necessary and So Elusive,〟 2 Pierce L. Rev. 93 （2004）.
36  See, Brian Erard, B. Erard & Associates, 〝Pre-Completed Income Tax Returns: Evidence from the 

California ReadyReturn Program,〟 at 163 et seq. 103rd Annual Conference Proceedings, 2010 （National 

Tax Association）.
37  See, Alex Mayyasi, 〝The Stanford Professor Who Fought the Tax Lobby,〟 （PRICEOMONICS ） Available at: 

https://priceonomics.com/the-stanford-professor-who-fought-the-tax-lobby/
38  See, Toward Tax Reform: Recommendations for President Obama’s Task Force , Tax Analysts （2009）; 

William G. Gale, 〝Remove to Return〟 Tax Analysts （2009）. Available at: http://www.taxhistory.org/

www/freefiles.nsf/Files/TowardTaxReform.pdf/$file/TowardTaxReform.pdf
39  See, Ryan Ellis, 〝Obama Tax Commission Report: Baby Stem toward IRS Tax Preparation （Sep. 1, 2010, 

Americans for Tax Reform）. Available at: https://www.atr.org/obama-tax-commission-reportbr-baby-

step-a5363 
40  Tax Report, Senator Warren Introduces Bill to Simplify Tax Filing （April 13, 2016）. Available at: 

https://www.warren.senate.gov/oversight/reports/senator-warren-introduces-bill-to-simplify-tax-filing

【図表 32】 アメリカにおける記入済納税申告制度検討の【図表 32】 アメリカにおける記入済納税申告制度検討の
経緯経緯

1985 年　

　ロナルド・レーガン大統領は、「税制改革に関す

る国民への声明（Address to the Nation on Tax 

Reform）」（May 28, 1985）34 のなかで、次のように話

した。

　「私どもは、あなた方国民の半数以上が申告書に記

載をする必要がない制度の導入を考えております。申

告書不要制度（return-free system）と呼んでおきま

す。完全に任意な制度です。あなた方は、参加すると

決めますと、自動的にどれ位の税額還付を受けられる

のか、あるいはさらに納付しなければならない税額を

説明した通知書を受け取ることになります。仮に、通

知書に記載された税額に同意できないとします。この

場合には、通常の書式を使って自分の税金を申告でき

ます。ほとんどのアメリカ人は、複雑な書式または単

純な書式から、書式不要へ向かうのではないかと思い

ます。」

　1985 年の「税制改革に関する国民への声明」後、

レーガン政権（1981 年～ 1989 年）は、1988 年に、第

3 次納税者権利憲章法（通称「Ｔ 3」）とも呼ばれる

ＩＲＳ再生改革法（RRA98=Restructuring and Reform 

Act of 1988）を制定した。T3 ／ RRA98 は、タイトル

2 に、2004 条〔申告不要納税制度（Return-free tax 

system）を盛り込んだ 35。RRA98 第 2004 条は、財務長

官に 2007 年から始まる課税年までに該当する個人が

申告不要納税制度を利用できるように、その実行可能

性の研究および手続の開発を行うように義務づけた。

2005 年　

　カリフォルニア州（以下「加州」ともいう。）が、

州所得税について、「レディリターン（ReadyReturn

／既製申告）」の名称で、2005 年から 2010 年まで、

個人納税者 5 万人を募集し、応募した約 1 万 1,000 人

を対象に、記入済納税申告書制度、納税申告書不要

制度のパイロットプログラム（試行）を開始した 36。　　

この試行は、税法学者であるスタンフォード大学の

ジョー・バンクマン（Joe Bankman）教授の提案、同教

授による州議会へのロビイング（政治的働きかけ）に

よるものである。試行は州民には好評であった。しかし、

申告ソフトウエア企業による大々的な敵対的反対キャ

ンペーン、州議会へのロビイングで、最終的には頓挫

した37。ReadyReturnは現存しないが、CalFile【カリフォ

ルニア州税の電子申告】の 1部に残されている。

2009 年　

　2009 年 3 月 25 日に、オバマ大統領は、連邦税制改

革のための特別検討委員会（Volcker Task Force、以

下「オバマ税制調査会（Obama Tax Commission）」と

いう。）を立ち上げ、2009 年 12 月 4 日までに財務長官

に勧告をするための報告書を提出するように求めた 38。

オバマ税制調査会が提出した報告書では、申告書不要

納税申告（return free tax filing）制度や納税記録

の電子検索システム（electronic retrieval of tax 

records）の必要性を示唆している 39。

2011 年　

　ロン・ワイデン（Ron Wyden）上院議員（オレゴン

州選出・民主党所属）とダン・コーツ（Dan Coats）

上院議員（インディアナ州選出・共和党所属）が、共

同で、2011 年超党派租税公正・簡便化法（Bipartisan 

Tax Fairness and Simplification Act of 2011）を

提出した。この法案のなかで、「イージーファイル

（Easyfile）」と名付けられた申告不要制度の導入を提

案している。

2017 年　

　エリザベス・ウォーレン（Elizabeth Warren）上

院議員（マサチューセッツ州選出・民主党所属）が、

納税申告簡便化法（Tax Filing Simplification Act 

of 2016）を連邦議会に提出した。翌 2018 年にも、連

邦議会には、同様の内容の納税申告簡便化法（Tax 

Filing Simplification Act of 2017）が提出されて

いる 40。

　この法案を支持する学者や連邦議会議員は、次のと

おりである（以下、いずれも法案提出時の職位）。



（3）試行で頓挫した加州の記入済申告プログラム

　カリフォルニア州（加州）で、2005 年から 2010

年まで「レディリターン（ReadyReturn／既製申告）」
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【学者リスト】オースタン・グールスビー（Austun 

Goolsbee）教授〔シカゴ大学〕、エマニュエル・サエ

ズ（Emmanuel Saez）教授〔カリフォルニア大学バー

クレー校〕、ジョー・バンクマン（Joe Bankman）教授

【連邦議会議員リスト】バーニー・サンダース上院議

員〔バーモント州選出・独立派〕、シェルドン・ホワ

イトハウス（Sheldon Whitehouse）上院議員〔ロー

ドアイランド州選出・民主党〕、トム・ウダル（Tom 

Udall）〔ニューメキシコ州選出・民主党〕、ジーン・シャ

ヒーン（Jenne Shaheen）〔ニューハンプシャー選出・

民主党〕、アル・フランケン（Al Franken）上院議員〔ミ

ネソタ州選出・民主党〕、タミー・ボールドウィン（Tammy 

Boldwin）上院議員〔ウイスコンシン州選出・民主党〕、

エドワード・Ｊ・マーキー（Edward J. Markey）上院

議員〔マサチューセッツ州選出・民主党〕（以下、い

ずれも法案提出時の職位）

　なお、納税申告簡便化法（Tax Filing Simplification 

Act of 2016）の内容骨子は、次のとおりである。

2016 年納税申告簡便化法（案）

背景

　申告書作成は金銭的な負担が大きい：今納税申告期

において、納税者は、自身の納税申告書作成に平均で

13 時間をかけ、かつ納税申告書作成サービスに 200

ドルほどの支払をしている。コスト負担は、平均連邦

税還付額の 10％程度にも及ぶ。

　連邦課税庁（IRS ／内国歳入庁）は義務付けられた

改革を行っていない：1998 年に、共和党政権下の連

邦議会は、IRS が簡便な納税環境でもって個人の申告

手続を劇的に簡素化するために「申告不要（return-

free）」納税制度の実施に向けて手続の開発を義務づけ

る IRS 再生改革法を通過させた。にもかかわらず、当

該法律の 2008 年の実施期限後おおよそ 10 年過ぎても

そうした手続は開発されずにいたっている。むしろ、

IRS は、納税申告手続の権限を民間会社に移譲してき

ている。

　連邦課税庁（IRS）の「無料申告（Free File）」プ

ログラムは、納税者に役だっていない。

・ 総収入金額が年 6 万 6,000 ドル以下の納税者は、

IRS の無料申告プログラム～ IRS と民間タックス・

ソフトウエア会社との間でのパートナーシップ～を

利用できる 41。IRS は、納税者の 70％に無料納税申

告サービスを提供していると主張する。しかし、実

際には、たった 3％の対象納税者が無償申告（Free 

File）を利用しているに過ぎない。

・ 各ソフトウエア会社は独自の利用基準を設定するこ

とが認められている。このことが、「提供の迷路」

をつくっており、納税者が不必要な製品を購入する

という混乱を招いている。

・ 自分の税金を電子申告（e-file）で申告したいと望

む納税者は、センシティブな金融情報を私的第三者

（ソフトウエア会社）と分かち合うしか方法がない。

41  IRS, Free File Software Offers. https://apps.irs.gov/app/freeFile/jsp/index.jsp

最近の監査で、これら無償申告（Free File）提供

会社の約半数は、サイバー犯罪から納税者のデータ

を十分に保護できないという事実が確認されている

にもかかわらずである。

・ IRS の全国納税者権利擁護官（National Taxpayer 

Advocate）は、何度も無償申告（Free File）の廃

止を求めている。IRS は、連邦政府は「納税申告ソ

フトウエアおよび電子申告サービス市場には参入し

ない」と約束しているのにもかかわらず、繰り返し

納税申告業界と、無償申告（Free File）契約を続

けてきている。これらの契約は、納税者が連邦政府

に直接納税申告をすることを認める無償のポータル

をＩＲＳが提供することを阻んでいる。

法律

　2016 年納税申告簡便化法は、何百万ものアメリカ

納税者の納税申告手続を簡便化しかつ費用を下げるた

めの変化を常識化することにある。

・ IRS が、無料のオンライン納税申告書作成または提

出サービスを提供する可能性の制限につながる契約

の締結を禁止すること。

・ IRS に対して、あらゆる納税者が、IT ソフト会社な

どの第三者と個人情報を分かち合うことを強制され

ることなく、納税申告書を作成し、かつ連邦政府に

対して直接提出できるように、無料のオンライン納

税申告書作成および提出サービスを開発するように

命じること。

・ 現在 IRS がソフトウエアプログラムのなかですでに

保有している第三者提供納税情報（法定資料等）を

すべての納税者にダウンロードできるようにし、納

税者のデータアクセスを促進すること。

・ 該当する納税者に対して、新たな申告不要選択、す

なわち、すでに計算済の納付税額または還付税額

を記載した記入済納税申告書（pre-prepared tax 

return）を選択できるように、簡便な納税環境を認

めること。

・ 納税者のデータおよび申告書提出方式の選択は、安全

なオンライン機能を使ってできるように命じるとと

もに、租税データにアクセスするにあたっては、事前

に参加する個人の本人確認を求めるものとすること。

・ 確定申告期に入る前に、IRS が、第三者所得情報を

得られるようにすることで、還付を決める前にこう

した情報を関係機関と相互チェックできるようにす

ることで、租税犯罪を減少させること。

・ 納税申告に関するこうした考え方は、メディアが称

賛し、租税学者や超党派の政策決定者によっても支

持されている。
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の名称で実施された記入済申告の試行プログラム

（pilot program）の経緯は、次のとおりである 42。

（4）申告ソフト会社による記入済申告プログラム潰し

　加州においてレディリターン（ReadyReturn ／

既製申告）の名称で、試行された記入済申告制度

が本格運用になれば、一番の打撃を受けるのは申

告ソフトの開発・販売を行っている企業である。

電子申告ソフトを開発し、全米でターボタックス

（TurboTax）の商標の申告ソフトを販売し、国内で

80% 以上のシェァ占め、世界最大の会計・税務ソフ

ト販売・クラウドサービス会社「インテュイット

社（Intuit Inc.）」は、加州の記入済申告「レディ

リターン（ReadyReturn）」試行プログラム潰しの

先頭にたった 43。

42  See, Brian Erard, B. Erard & Associates, 〝Pre-Completed Income Tax Returns: Evidence from the 

California ReadyReturn Program,〟 前掲・注 34, at 163 et seq .
43  See, Alex Mayyasi, 〝The Stanford Professor Who Fought the Tax Lobby,〟 前掲・注 36

【図表 33】 カリフォルニア州の頓挫した記入済納税申告【図表 33】 カリフォルニア州の頓挫した記入済納税申告
制度制度

・ アメリカには、わが国の地方税法のような「枠法／

税制を標準化する法律」はない。このため、各州は、

税制（タックス・ミックス）を自由にデザインできる。

・ カリフォリニア（加州）は、フランチャイズ税とい

う名で「所得税」を導入し、伝統的に個人にも法人

にも申告納税方式を採用している。

・ 加州の場合、同州のフランチャイズ税／所得税の課

税ベースは、連邦の課税ベースとほぼ同じである。

ということは、わが国の個人住民税のように国の所

得税の課税ベースを参考に賦課課税できるのと同じ

ような課税環境にあるといえる。

・ 2005年から2010年くらいまで、カリフォルニア州（加

州）では、「レディリターン（ReadyReturn ／既製申

告）」という名の記入済申告書プログラムを試行・

実施。

・ この試行プログラムには、加州に個人納税者 5 万人

を募集し、約 1万 1,000 人が参加。

・ 2005 年に始まった記入済申告プログラム「レディリ

ターン（ReadyReturn）」の試行では、個人のフラン

チャイズ税／所得税については、納税者本人の選択

で、記入済申告できるようにした。

・ つまり、加州では、試行期間、個人納税者は、州フ

ランチャイズ税／所得税について、申告納税方式に

代えて、〟賦課課税方式〟を選べるようにした。

・ 連邦の電子申告（e-file）は、1986 年に開始したが、

2005 年当時、州レベルでの電子申告（e-file）の普

及はもう一歩の段階であった。ただ、当時、本人申

告、税務専門職に依頼する代理人申告において、申

告ソフトを使って納税申告書を作成するのが一般的

であった。当時、加州のフランチャイズ税／所得税

の申告書作成にあたり、税額計算などにはソフトを

使うが、おおむね納税申告書の提出は、紙（文書）

でする仕組みであった。

・ それが、加州のフランチャイズ税／所得税の記入済

申告「レディリターン（ReadyReturn」を選択した

納税者は、納税者自身が税額を計算し申告納付する

のではなく、州が税額を計算し、それを各納税者に

賦課（わが国でいう普通徴収）通知する方式になる。

ただ、「レディリターン（ReadyReturn）」では、わ

が国でいう納税者の雇用主が州所得税を給与から天

引徴収する〟特別徴収〟のような仕組みはなかった。

・ 加州の記入済申告「レディリターン（ReadyReturn）」

では、選択した納税者は、申込書に必要事項を記載

し州税務当局（FTB=franchise tax board）を提出

する。

　 　州税務当局（FTB）は、申込書記載のデータ、そ

の納税者の前年申告データ、銀行とか、雇用主など

から州税務当局（FTB）に提出される支払調書など

の法定資料（第三者提出情報）をベースに納付税額

を計算し、当該納税者に通知することになる。仮に、

その納税者が、州税務当局（FTB）が通知した納税

額に同意できないとする。この場合には、その納税

者は申告納税（確定申告）をすることができる。つ

まり、一応、記入済申告プログラムに参加した納税

者にも確定申告権を保障するかたちになっている。

・ プログラムに参加した納税者の評判はよく、参加者

のなかからは、「州がこれだけ納税を簡便化できる

のに、なぜ連邦は、こうした記入済申告の仕組みを

取り入れないのだろうか」という声もあがった。

・ 税務専門職界は、記帳代行や申告書作成業務だけで

食べている人は少なく、記入済申告書制度に否定的

ではなかった

・ 3 億 2,883 万人の人口を擁するアメリカでは、納税

者は所得税については全員確定申告するのが原則で

ある。

・ これら膨大な数の納税者の申告支援をする申告代行

や記帳代行は、連邦税については、料金を取る（有

償）、タダ（無償）を問わず能力があれば公的資格

なしに誰でもできる。ただ、加州は、申告代行につ

いて業としてやる場合には、州税務当局（FTB）で

資格証明を得る必要がある。

・ 一方、公認会計士（CPA）や登録税務士（EA=enrolled 

agents）、 弁 護 士 の よ う な 税 務 専 門 職（tax 

professionals）は、記帳代行のほか納税申告書や

法定資料など、いわゆる「税務書類の作成」業務に

加え、「税務代理」や「税務相談」業務をやっている。

このため、簡単な申告を対象として記入済申告書制

度に導入で、職域を侵害するとの意見は少なかった。



　インテュイット社（Intuit Inc.）が、加州のレ

ディリターン（ReadyReturn）試行プログラム潰し

に費消した資金は、次のように見積もられている。

（5）連邦での記入済申告導入検討の動き

　連邦の記入済申告制度導入計画は、1985 年のロ

ナルド・レーガン大統領の時代の「申告（書）不

要制度（return free system）」案にはじまる。し

かし、こうした記入済申告制度導入計画は、その

後表に出てこなくなった。次に、申告不要制度導

入計画が出てきたのは、オバマ政権時の 2009 年で

ある。しかし、この計画も日の目をみるに至らな

かった。その背景には、会計・申告ソフト業界に

よる連邦議員への政治的プレッシャーがあった。

　このように、アメリカでは、連邦での記入済申

告の導入はまったくの足踏み状態にある。これに

対して、連邦の電子申告（e-file）は早くから盛

んである。2015 年度申告期で、連邦個人所得税

申告書（様式 1040 関係／ Form 1040）の電子申告

（e-file）は 86％にも及んでいる。連邦の個人納税

者が電子申告（e-file）を利用する方法は、次の

ような 3つがある。

　連邦課税庁（IRS）は、高齢納税者や体が不自由

な納税者などデジタルデバイド【情報技術格差】

問題に配慮するために、IRS から認可を受けた公

認電子申告プロバイダー（IRS Authorized e-file 

Providers）の制度をおいている。

　パソコン（PC）その他の高度情報機器をうまく

操作できない納税者は、公認電子申告プロバイダー

による有料の電子申告送達サービスを利用できる

態勢にある。税務専門職や納税申告書作成業者

（TRP=tax return preparers）の多くは、IRS から

公認電子申告プロバイダーの認定を受けている。

　パソコン（PC）その他の高度情報機器をうまく

操作できない納税者は、公認電子申告プロバイダー

による有料の電子申告送達サービスを利用できる

態勢にある。税務専門職や納税申告書作成業者

（TRP=tax return preparers）の多くは、IRS から

公認電子申告プロバイダーの認定を受けている。
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Intuit 社の申告ソフト TurboTax　（public use）Intuit 社の申告ソフト TurboTax　（public use）

【図表 34】【図表 34】  Intuit 社が加州の ReadyReturn 潰しに使っIntuit 社が加州の ReadyReturn 潰しに使っ
た資金た資金

  
  
  

  
  

 

・加州議会工作（陳情）専門のロビイスト 

（議会工作者）      125 万ドル 

・加州議会議員への政治献金    212 万ドル 

 

44  現在、IRS 提供の無償ソフト（Free File）プログラムは、公民連携（public-private partnership）、つまり IRS

と無償ソフト連合（Free File Alliance, LLC ／各種のソフト企業連合体）との間で共同開発を行っている。See, 

Michelle S. Chu et al ., 〝An Analysis of the Free File Program,〟 99th Annual Conference Proceedings, 

2010 （National Tax Association）, at 415 et seq . （2006）.
45  See, e.g ., Robert A. Boisture et al., Policy Analysis of 〝Return-Free〟 Tax System, Computer & 

Communications Industry Association （Apr. 2006）.　Available at: http://cdn.ccianet.org/wp-content/

uploads/library/Return-Free-WP.pdf

【図表 35】連邦の電子申告方法の選択【図表 35】連邦の電子申告方法の選択

① 連邦課税庁（IRS）提供の無償ソフトを使って申告

ファイルを作成したうえで、IRS のウエブサイトに

直接アクセス（ログイン）して電子申告（e-file）

する 44。【無償申告ソフトの利用は、申告資格によ

るが、原則として、年収 6 万 6,000 ドル以下の納税

者に限定される。】

②  IT 事業者（申告ソフト会社）が開発した有償ソフ

トを使って申告ファイルを作成したうえで、IRS の

ウエブサイトに直接アクセス（ログイン）して電

子申告（e-file）する。

③  IRS から認可を受けた公認電子申告プロバイダー

（IRS Authorized e-file Providers）を通じて一

定の料金を払って電子申告（e-file）する

  

  
 

税務専門職などが電子申告（e-file）

の代行をし、電子申告を推進。現在、

個人の申告の 86％が電子申告。

2022 年までに 91％達成が目標 

（public use）（public use）
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（6）連邦の記入済申告導入の最大の抵抗勢力は

　連邦レベルでの記入済申告制度導入への最大の

抵抗勢力は、申告ソフト業界である。連邦議会議

員への働きかけ（ロビイング）、政治献金と、さま

ざまな手段で制度導入阻止に向けて活発に動いて

いる。積極的に反対しているのは、やはり、カリフォ

ルニア州のレディリターン（ReadyReturn）試行プ

ログラムの息の根を止めた申告ソフト業界最大手

のインテュイット（Intuit Inc.）社である。加え

て、コンピュータ・通信産業協会（CCIA=Computer 

& Communications Industry Association）も、業

界として反対している45。CCIAは、記入済申告制度、

申告不要制度の導入については、「IRS による国有

化阻止（STOP IRS Takeover）」キャンペーンを張っ

ている。また CCIA のウエブサイトでは、申告不要

制度は「大きな政府の考えに基づく連邦政府に巨

大化プログラム（massive expansion of the U.S. 

government through a big government program）」

であるとして、反対を呼びかけている。

　申告ソフト「ターボタックス（TurboTax）」を販

売する申告ソフト業界 No.1 のインテュイット社

（Intuit Inc.）と競争関係にある、申告ソフト「H&R 

Block At Home」を販売するエイチ・アンド・ブロッ

ク社（H&R Block, Inc.）も、申告不要制度導入法

案に対して反対意見を表明した。

　さらに、エイチ・アンド・ブロック社（H&R Block, 

Inc.）に次いで、全米で確定申告書の作成および電

子申告サービスを提供し、申告ソフトも販売する

「ジャクソン・ヒューイット社（Jackson Hewitt 

Tax Service Inc.）」も、申告不要制度導入法案に

対して反対意見を表明した。

（7）連邦の記入済申告導入に対する各界の声

　連邦レベルでの記入済申告制度、申告不要制度

の導入については、賛否、さまざまな声が交差し

ている 46。

　主役であるはずの肝心の納税者は蚊帳の外にお

かれているのではないかとの指摘もある。学者の

なかにも、記入済申告制度、申告不要制度では、

連邦政府が必要以上に納税者／国民のプライバ

シーを集中管理することになり、連邦課税庁（IRS）

のポータルサイトは、データ監視装置になってし

まう、と懸念の声もある 47。また、学者のなかには、

申告不要制度と申告納税制度が併存するのは、行

政の効率化の阻害要因になるとみる声もある。

　こうした声に対しては、記入済申告制度、申告

不要制度を導入しても、利用するかどうかは任意

であることから、IRS に自分や自分の家族のプライ

バシー／個人情報が集約されるのが嫌な人は、従

来どおり申告納税を選べばよいとの反論もある。

また、保守政治家のなかには、「IRS は、アメリカ

のすべての納税申告を社会主義化しようとしてい

る。」との批判もある。

　連邦議会において、連邦レベルでの記入済申告

導入〝いいね〟勢力は、超党派である。つまり、

1985 年のロナルド・レーガン大統領の記入済申告

制度は、共和党主導の提案であった。また、2011

年のワイデン = コーツ共同提案は超党派であっ

た 48。2017 年以降の提案は民主党主導である。

　 ア メ リ カ 納 税 者 の 権 利 の た め の 連 合

（ACTR=American Coalition for Taxpayer Rights）

は、エイチ・アンド・ブロック社（H&R Block, Inc.）

やインテュイット（Intuit Inc.）社のような申告書

作成事業者（tax return preparers）や申告ソフ

ト業者などが会員となって立ち上げた事業者寄りの

政策提言団体（advocacy organizations）である

が、連邦議会に働きかけ 49、記入済申告制度、申

告不要制度導入に反対している 50。また、全国納

46  See, Rebecca Valencia, 〝Get Ready for the Return! How to Make Filing Returns More Efficient: Applying 

the State of California Franchise Tax Borrd’s ReadyReturn to the Federal Tax System,〟 37 Rutgers 

Computer & Tech. L.J. 130 （2011）.
47  See, e.g ., American Coalition for Taxpayer Rights, 〝Should We Trust the IRS to Prepare Our Tax 

Returns?,〟 Available at: https://www.americancoalitionfortaxpayerrights.org/facts/should-we-trust-

the-irs-to-prepare-our-tax-returns/
48  See, e.g ., 〝Republicans Seek Tax Simplification,〟 New York Times （March 19, 2012）. Available at: 

https://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/03/19/republicans-seek-tax-simplification/
49  Available at: https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=3673B383-B3EF-

4164-A146-166455DB86AB&filingTypeID=51
50  ちなみに、ACTR は、商工会議所（Chamber of Commerce）などと同類の内国歳入法典（IRC）501 条 c 条 6 項上の

団体としての課税適格を得ており、政治献金は禁止されている。



税者連盟（NTU=National Taxpayers Union）は、「よ

り安い税金、より小さな政府（lower taxes and 

smaller government）」をモットーとする政策提言

団体である。同連盟は、記入済申告制度、申告不

要制度導入は、情報提供に応じる雇用主や金融機

関その他の支払機関のような第三者の負担が重く、

納税者から情報申告が義務づけられる第三者、さ

らには政府（課税庁）に納税協力コストを転嫁す

る「大きな政府（Big Government）」につながる仕

組みであるとして反対している。加えて、すでに

ふれたように、申告ソフト作成・販売者で構成さ

れるコンピュータ・通信産業協会（CCIA）も、連

邦議会議員に多額の政治献金をするとともに、反

対のための政治的広報活動（ロビー活動）を活発

に行っている 51。

　共和党系の納税者団体である「税制改革を求める

アメリカ人（Americans for Tax Reform）」のように、

記入済申告制度には〝納税者の自立を奪う〟として

反対するものの、申告データ検索制度には〝納税者

の利便に資す〟として賛成するウイングもある 52。

　ただ、情報法や税法を研究するアメリカの学者

のなかには、大衆迎合的な記入済申告制度、申告

不要制度を懸念する声もある。とりわけ、連邦政

府ないし課税庁（IRS）が膨大な国民／納税者のプ

ライバシー／個人情報を収集・利活用することに

は、今以上の監視国家（Big Brother ／ビッグブラ

ザー）になるとの強い批判もある。

　こうした懸念を払拭するためにも、記入済申告

書制度導入は、独立した権利としての「租税プラ

イバシー」、「納税者プライバシー」確立が前提で

あるとの声も強い。

（8） 記入済／外形標準申告制度や申告データ検索

制度への割れる学者の評価

　すでにふれたように、アメリカの納税申告手続

の簡便化プランでは、記入済申告制度（pro-filled 

return system）または外形標準申告制度（pro 

forma  return system）（以下、ここでは、「記入済

／外形標準申告制度」ともいう。）を補完する仕組

みとして「申告データ検索制度（data-retrieval 

system）」の導入もうたっている 53。

　この申告データ検索制度とは、課税庁のポータ

ルサイトに各納税者のデータ口座を設け、そこに

申告の必要な第三者提供情報（法定調書等）を集

約管理し、納税者（またはその代理人）は、自己

の申告テータ口座にリモートアクセスし自主申告

に必要な情報を検索・引き出したうえで利用する

構想である。

　これに対して、記入済／外形標準申告制度では、

課税庁が、第三者提供情報（法定調書等）や前年

度納税申告情報などを集約し、電子的・機械的に

税額を確定し、納税者がその税額の是非を判断す

る仕組みを指す。したがって、記入済申告では、

納税者は、PC、スマートフォン、タブレット端末

などを使いインターネットで課税庁のポータルサ

イトにリモートアクセス、ログインし、課税庁が

確定した納付税額を確認する仕組みになる。

　弁護士や法学者などで組織されたアメリカ法曹

協会（ABA=American Bar Association）は、2016

年 8 月 26 日に、「納税申告簡素化に関する 2 つの

提案の視点（Perspectives on Two Proposals for 

Tax Filling  Simplification）」と題した 2 人の

論者（税法学者）の議論をウエブ上に公開した。そ

のなかで、〝記入済／外形標準申告制度や申告デー

タ検索制度は是か非か〟といった形で、賛否両論

を併記する形で、独自の議論を展開している 54。

　こうした独自に議論を展開している背景には、

記入済／外形標準申告制度や申告データ検索制度

は、国家が大量の納税者情報を保有しデータ監視

による独裁国家（ビッグブラザー）化することに

対する法曹としての懸念、税務専門職の職域確保

に対する配慮がうかがえる。

　以下に、ABA での論争のポイントをわかりやすく

まとめて、その骨子を紹介する。
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51  See, Louis Serino, Tax preparers lobby heavily against simple filling （Apr. 15, 2013）. Available at: 

https://sunlightfoundation.com/2013/04/15/tax-preparers-lobby-heavily-against-simple-filing/
52  See, Ryan Ellis, Obama Tax Commission Report: Baby Stem toward IRS Tax Preparation （Sep. 1, 2010, 

Americans for Tax Reform）, 前掲・注 38 参照。 
53  すでにふれたように（前掲・注 6）、オーストラリア国税庁（ATO）は、2006-7 課税年度から記入済申告を開始し、

2015-6年度からは納税者に「職務関連費／必要経費デジタル記帳アプリ（myDeductions app）」を無償提供している。

このアプリを使った仕組みは、ここで取り上げている申告データ検索制度（data-retrieval system）のモデルに

通じるところがある。
54  See, ABA, Perspectives on Two Proposals for Tax Filing Simplification（August, 26, 2016）.
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【図表 36】 ABA: 記入済／外形標準申告制度や申告デー【図表 36】 ABA: 記入済／外形標準申告制度や申告デー
タ検索制度の是非タ検索制度の是非

【論者】エドワード・モール（Edward Maule）ヴィ
ラノバ大学教授（Professor of Law, Villanova 
University Law School）
簡素化された納税申告は理論的には魅力的ではある
が、余りにも多くのセキュリティ上のリスク、人的資
源および納税協力コストを伴う。

　申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、とりわけ後者は、「リアルタイム納税制度（Real-

Time Tax System）」の名の下で公式に提案されている

が、双方とも、理論的には魅力的なアイデイアである。

しかし、実際に実施されるとすれば、悲劇的な失敗に

終わるのではないか。

　申告データ検索制度もしくは記入済／外形標準申告

制度または双方に対して反対するのには、以下のよう

な理由がある。

① 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、大きなセキュリティリスクを抱えている。ほと

んど毎日のように、課税庁（IRS）のデータセキュ

リティが破られている。例えば、電子申告に使う

PIN（個人識別番号）が悪用され、インターネット

を通じて納税者データを流通させることから、ハッ

カーの格好の攻撃対象となっている。申告データ検

索制度や記入済／外形標準申告制度は、IRS のデジ

タル・セキュリティの甘さを織り込んで考えると、

なりすまし犯罪（identity theft）や何百万人もの

納税者の金融不安の原因ともなり得る。

② 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、連邦所得課税制度の根幹である、申告納税、自

発的納税協力の価値を風化させてしまう。市民は、

納税申告を通じて税を支払う義務を自覚し、政府に

参加する。市民は、申告書の内容に目を通すこと

で、議会はどのような税法をつくっているのかに気

付く。草の根で培った市民の「懸念、不満、そして

怒り」の感情は、所得税改革に必須の種である。デ

モクラシーは、課税の透明性を求める。

③ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度は、

税法の現実の姿を隠ぺいしてしまう。このため、税

制改革を求める数多くの声を消し去ってしまう。と

りわけ、記入済／外形標準申告制度は、何億もの納

税者を、連邦所得税制にはもはや解決を必要とする

問題は存在しないのだといった誤った方向に導くで

あろう。納税者は、納税申告をすることで教育を受

ける。こうした教育を受けた有権者は、おとなしい

有権者よりもデモクラシーを護るのには有用である。

④ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度は、

大掛かりな利益相反の問題を引き起こす。とりわけ、

記入済／外形標準申告制度において、課税庁（IRS）は、

納税申告書作成者と税の徴収者との 2 つ役割を演じ

ることになる。IRS が作成した納税申告書を同じ IRS

が税務調査するとなると、利益相反にあたるのでは

ないか。IRS は、記入済／外形標準申告の作成にあた

り、納税者に信任義務を負う。その一方で、IRS は、

できる限り多くの税金を徴収する義務を負う。この

点でも、利益相反が問われるのではないか。

⑤ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、イギリスやカリフォルニア州の例などをみても、

かなり大きな誤差が生じる仕組みである。納税者が、

誤差があるとして課税庁に異議を申し立てた場合に

は、その納税者が証明するように求められる仕組み

につながる。したがって、疑わしければ課税庁の利

益につながる仕組みである。

⑥ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、実は非効率な仕組みである。導入賛成論者は、

IRS が申告手続を代行することから、かなりの時間

を節約できると強調する。しかし、納税者が申告ソ

フトを使えば容易にできることを、政府が時間をか

けて代行するのに過ぎず、総体としてみれば決して

連邦所得税制の運用を効率的な方向に導く仕組みと

はいえない。

⑦ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、支払調書その他法定資料を作成したうえで課税

庁（IRS）に報告する義務を課すことから事業者側

の負担を大きくする仕組みである。とりわけ小規模

企業にとり、大きな負担となる仕組みである。

⑧ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、IRS の運営の能力の限界に対する大きな挑戦と

なる仕組みである。機械的に作成された納税申告

ファイルと納税者が作成した納税申告ファイルとの

間に齟齬が生じれば、税務調査を含めその対応には

多くの人的資源を投じる必要に迫られる。

⑨ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、導入賛成論者がいうような課税漏れ（tax gap）

の防止にはつながらない。機械的・自動的な処理の

拡大により、むしろ、課税漏れの拡大に資する仕組

みともいえる。

⑩ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、導入賛成論者がいうような納税申告書作成業者

を不要とする現象にはつながらないようにみえる。

現在、私どもがすむペンシルバニア州の自治体の固

定資産課税においては、賦課課税制度が採られてお

り、住民は、自治体当局が賦課した税額の納付書

（invoice）の送付を受け、納税する仕組みになって

いる。従来、住民は、一般に、納付書（賦課通知書）

に何ら疑問を持たすに納付していたが、近年、自治

体が賦課した税額をチェックする新たな業種が誕生

している。記入済／外形標準申告制度は、賦課課税

制度と似たところがあり、こうした制度が導入され

れば、この制度を使って算定した課税標準や税額な

どをチェックする「IRS の納税通知書を争う（dispute 

the IRS invoice）」新たな業種が誕生するのではな

いか。納税者の納税協力コストを引き下げる唯一の

手段は、税制の簡素化（tax simplification）であ

る。したがって、これを怠って、申告手続の簡便化

（filing simplification ）の問題に矮小化し、申

告データ検索制度や記入済／外形標準申告制度の導

入に血眼になっているのは滑稽である。
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⑫ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度の

導入により、納税者の申告の金銭的な負担の削減に

はつながらないのではないか。導入賛成論者は、申

告書作成業者への支払が不要になるというが、すで

に指摘したように、納税者は、IRS が機械的に確定

した税額が正しいのかどうかは、専門業者に依頼す

るしかない。納税者は、IRS が機械的に確定した額

に疑問を持ったとしても、我慢するように求める仕

組みにつながることは租税正義に反する。

⑬ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、経済的脅威をうむ。とりわけ、記入済／外形標

準申告制度は、申告書作成業者を市場から排除する

ことにつながる。その一方で、双方の制度を稼動さ

せるためには、IRS の人的資源の増強を図る必要が

出てくる。納税者は、申告書作成業者への負担を選

択するか、あるいは税務職員の増員のための増税を

選択するのか、制度導入案が、官主導の申告制度の

方向に向かっていないか、言い換えると民主導の申

告制度の維持を望む納税者の意思に反していないか

慎重な検討が必要である。

⑭ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度の

導入には、納税者の同意が必要である。導入賛成論

者は、2015 年のカリフォルニア州の記入済申告「レ

ディリターン（ReadyReturn ／既製申告）」試行プ

ログラムの成功を例にあげる。しかし、70％以上の

アメリカ人が、IRS が申告書を作成すること対して

信頼を寄せていないとする世論調査結果もある。

⑮ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、不要である。なぜならば、IRS は、すでに低所

得者向けに無償申告（free file）ソフトを提供し

ている。導入賛成論者は、IRS の無償申告ソフトは、

民間 IT 企業が開発したものであり、IRS 独自仕様

のものではないとして酷評する。しかし、私は、官

民連携を否定する意見には組みし得ない。

⑯ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制

度は、納税申告書をみえにくくし納税義務を感

知せずに済む（a tax return unseen is a tax 

obligation escaped）と考える学者、政治家、市民

に支持されている。現在の政権【オバマ政権（当時）】

は、記入済申告（pre-filled）を推進する構えであ

る。しかし、実際に導入するとなると問題だらけに

なるのは目に見えている。

⑰ 申告データ検索制度と記入済／外形標準申告制度

は、税のゾンビ（tax zombies）【死人のような無気

力な納税者】の排出につながる。まさに、IRS が納

税者に対して「私ども IRS に、あなた方の銀行口座

その他すべての情報に近づくことをゆるしなさい。

そうすれば私どもはどなたの申告書でもつくりま

すので（just let us tap into your bank account 

and all of your other information and we’ll 

do everyone’s return）」と呼びかけるに等しい。

　 　課税庁（IRS）が、全部にしろ、一部にしろ、納

税者の申告書を作成しなければならないほど納税協

力が煩雑になり、納税者自身や有償の納税申告書作

成業者が申告書を作成するよりも IRS が行った方が

ベターだという考えがでてくるとすれば、税法が余

りにも複雑になり、非効率かつ不正義になっている

証拠である。余りにも複雑な制度のもとで IRS に納

税申告書を作成させることは、合理的な範囲を超え

た政府コントロールへの途を拓く。申告データ検索

制度と記入済／外形標準申告制度はともに、誤った

方向への最初の一歩といえる。大量の止血にバンド

エイドを貼るようなもので、デモクラシーに求めら

れる透明性への脅威である。

【論者】ジョセフ・バンクマン（Joseph Bankman）
スタンフォード大学教授（Professor of Law, 
Stanford University Law school）
すべての納税者に簡素化された納税申告を保障すること
には賛成であり、実質的に申告コスト削減につながる。

〇現行の納税申告制度における金銭その他のコスト

　納税申告は、高くつく。自営業の所得を除けば、全

個人納税者の年間申告コストは、総額で年おおよそ

40 億ドルにも達する。所得の上昇とともに、申告コ

ストは、時間的なコストを含め上昇する。これに、懸

念、不安、そして怒りなど情緒的なコストも加わる。

　基本的な問題は、申告には、納税者が有していない

専門的な知識や技巧、記帳などが必要なことである。

個人納税者は、所得計算にあたり、職務関連費用（work 

related expenses）について実額控除を選択していな

い者（non-itemizers）55 の場合でも、給与所得の源

泉徴収票（W-2）その他の法定資料を整理し、連邦個

人所得税申告書（Form 1040）を作成する必要がある。

税法専門家である私どもは、これらの作業は簡単だと

思いがちである。私どもは、一般市民にとり、こうし

た作業がいかに煩雑であるかを忘れがちである。アメ

リカ人に 30% 位は、バスのスケジュールを利用する際

に、どれ位の時間で目的地に着けるかを予想できる。

ということは、逆に、多くの納税者にとり、納税申告

は簡単ではないことを意味する。勤労所得税額控除

（EITC）のような制度もからんでくることから、自主

申告はますます難しくなる。

　この結果、低所得であることから本来税金の還付を

55  アメリカ個人連邦所得税の申告をする際の所得計算にあたり、個人納税者は、一定の法定要件を充たせば、職務

関連費用（work related expenses）について、事業所得と同様の実額控除／項目別控除（itemized deductions）

ができる（IRC63 条 d 項）。これらの納税者を項目別控除申告者（itemizers）と呼ぶ。一方、実額控除／項目別

控除をしていない個人納税者は、定額控除／概算控除（standard deductions）をすることになる（IRC63 条 b 項・

c 項）。これらの納税者を項目別控除申告者（itemizers）と呼ぶ。標準控除／定額控除申告者（non-itemizers）

と呼ぶ。詳しくは、拙著『アメリカ連邦所得課税法の展開』、前掲・注 24、4 頁以下参照。



95国民税制研究　№ 5（2019） 

【論説】AI 税務と税務専門職の将来像を展望する

受けられる納税者が、納税申告を断念することにもつ

ながっている。

　税制は複雑化する一方である。現在の政治情勢では、

税制の簡素化を期待することは難しい。これに対して、

申告手続の簡便化は比較的容易である。政府ができる

だけ多くの課税情報を第三者に報告してもらい、収集

した課税情報を情報主体である納税者の口座に格納し

たうえで、当該納税者が検索・ダウンロードし、電子

納税申告に利用できるようにする方が比較的実現可能

性は高い。

〇�両建〔申告データ検索＋記入済／外形標準申告】の
簡便な申告制度の利点

　個人納税者が概算控除を選択している場合、電子申

告の対象となる所得は、給与所得と利子所得（課税対

象または課税除外）程度であり、標準的な人的控除を

して、容易に税額計算ができる。仮に、給与、利子、

配当、キャピタルゲイン、州税の税額控除、公益（慈

善）寄附金といった申告項目があるとする。この場合

でも、公益（慈善）寄附金を除いて、残りの項目につ

いては、すでに、第三者提供情報（法定調書等）の対

象となっている。申告データ検索制度が導入されれば、

本人申告または申告書作成業者を利用して代理人申告

をする場合でも、電子申告、そのための法定調書等の

内容をチェックするのは、きわめて容易になる。

　このように、個人納税者が概算控除を選択している

場合、第三者提供情報（法定調書等）で電子的・機械

的に税額を確定することは可能である。残りは、申告

資格（単身者／夫婦個別申告、夫婦合算申告／適格寡

婦（寡夫）、世帯主）と扶養家族構成である。この点

については、前年度納税申告情報を利用できる。結果

として、課税庁が電子的・機械的に税額を確定する記

入済／外形標準申告制度を稼動されることは可能であ

る。なお、納税者は、パソコン（PC）とインターネッ

トを使って課税庁のポータルサイトにリモートアクセ

ス、ログインして、スクリーンに表示された申告資格

やその確定税額をチェックし、異議があれば、修正の

申出（更正の請求）ができる仕組みにすればよい。問

題がなければ、「同意（accept）」をクリックすることで、

申告は完了する。個人納税者が、職務関連費用につい

て実額控除（itemized expenses ／ actual expenses）

を選択できる場合には、別建てのソフトを用意するこ

とで対応が可能ではないか。ただ、現状では、実額控

除を選択する個人納税者については、記入済／外形標

準申告制度を利用するのは難しいのも確かである。

　申告データ検索制度の利用、または申告データ検索

制度を組み込んだ記入済／外形標準申告制度は、自主

申告制度（self-assessment system）を前提とする以

上、納税者の選択とすることになる。

　また、確定額の納付については、VISA のようなク

レジットカードの活用も一案である。

〇反対論は説得的ではない

　この種の申告簡素化に誰もが賛成しているわけでは

ない。好対照といえるのは、モール教授（Professor 

Maule）の反対論である。また、ターボタックス

（TurboTax）という商標の申告ソフトを発売している

申告ソフト会社のインテュイット社（Intuit）も、

100 万ドルもの政治キャンペーン費用を費やし、政

治家を動かして、カリフォルニア州の記入済申告

「ReadyReturn」（既製申告）試行プログラムの息の根

を止めた。

　以下、モール教授があげた反対論に対して、根拠を

示して反論する。

1　 納税者は簡素化された申告またはその利用から利
便がないのか

　モール教授は、申告データ検索制度から納税者は実

際利益を受けることはないとする。その理由は、申告

の過程において、給与所得の源泉徴収票（W-2）や不

動産取引収益報告書（Form 1099）その他第三者提供

情報は、納税者が最も容易に入手できる情報であるか

らだとする。しかし、税法専門家である私どもにとっ

ては容易なことであっても、一般の市民にとっては必

ずしもそうでないことを認識すべきである。

2　 簡素化で納税者はもっと多くの税金を払う原因と
なるのではないか

　モール教授は、簡素化された申告制度のもとでは、

検索できる検索データの清廉性が確保できなければ、

制度的な誤りをするおそれがあり、かつ、納税者は誤っ

た定額控除や人的控除などを受けるおそれがあると指摘

する。しかし、申告データ検索制度は、単に、給与収入

など第三者から報告・提供された情報を納税者がアクセ

スしやすいようにデータベース化するだけである。

　一方、記入済／外形標準申告制度は、納税者から提

供された申告資格や扶養家族情報などを加え、課税庁

が電子的・機械的に税額を確定する仕組みである。納

税者は、入力されたデータに誤りがあれば訂正するこ

ともできる。したがって、制度的な誤りをするおそ

れはないといえる。事実、記入済／外形標準申告制度

は、職務関連経費について実額控除を希望する納税者

には、利用が制限される仕組みになる。

　記入済／外形標準申告制度は、申告書作成業界と密

接なタイアップをしたうえで展開し、納税者がこの制

度により不利益を受けるケースなどがあれば、是正す

ることも可能である。

3　 簡素化で納税者はより少ない税金を払う原因とな
るのではないか

　モール教授は、記入済／外形標準申告制度と申告

データ検索制度を導入すれば、納税者は、政府がどん

な情報を保有していないかを容易にすることができる

結果となり、納税者の自発的納税協力を低下させる原

因になるのではいかと指摘する。この点の教授の指摘

はある意味では正しいといえる。例えば、申告漏れの

現金取引などが適例といえる。しかし、現金取引の把

握は、記入済／外形標準申告制度や申告データ検索制

度の導入とは、別の観点から検討する必要があるので

はないか。



　以上のように、ABA（アメリカ法曹協会）の記入

済／外形標準申告制度や申告データ検索制度は是

か非かの議論において、ジョセフ・バンクマン教授

は、きわめてグラグマテックな観点に徹し、簡便な

申告制度導入の必要性を説いている。税制は政治的

な産物であり、さまざまな利益団体や利権が交差す

るなか、税制の簡素化は至難である。このことから、

現実的な対応として、大きく申告手続／制度の簡

便化の方向に舵を切るべきであるとする。

　これに対して、エドワード・モール教授は、自

主申告制度は、デモクラシーの根幹であることを

強調する。そのうえで、事実上、納税者が、自主

申告権を放棄し、課税庁に委ねることにつながる

申告データ検索制度や記入済／外形標準申告制度

に反対する。こうした税制簡素化や納税者の自主

申告権をないがしろにするような矮小化された制

度は、納税者の痛税感のみならず、税制の複雑

さ・不合理さ・不公平感を麻痺させ、税のゾンビ

（tax zombies）【死人のような無気力な納税者】の

排出するツール（装置）であると手厳しい 56。ま

た、モール教授は、バンクマン教授のいうように、

現実的な対応として、大きく申告手続の簡便化の

方向に舵を切ることでは、税制はますます複雑に

なり、市民や納税者の手の届かない存在になると

反論する。モール教授の考え方は、過保護国家

（nanny state）化を嫌う伝統的なリパブリカン（共

和党）の租税哲学（traditional Republican tax 

philosophy）の流れに組みしているともとれる。

双方の学者には、〝租税哲学（tax philanthropy）〟

上、明らかな違いがある。

　急速な経済のデジタル化、納税者からのリアル

タイム対応（real time response）、リアルタイム・

サービス（real time service）の求めに応えるた

めに納税環境を整備することは、税務当局にとり

重い課題である。その一方で、納税環境整備が、

租税正義（tax justice）をないがしろにし、納税

者の確定申告権などを捨象した形で推進されるの

では、「代表なければ課税なし（Taxation without 

representation）」の命題のもとで展開されてきた

伝統的なデモクラシーを危機に陥れる。申告デー

タ検索制度や記入済／外形標準申告制度は、納税

環境整備に資するとしても、国民情報の国家管理

を招くと同時に、納税者の確定申告権に対してど
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4　 簡素化された申告制度の運用には巨額の管理コス
トがかかるのではないか

　モール教授は、簡素化された申告制度の運用には、

課税庁（IRS）や情報申告（報告）を行う第三者に多

大な管理コストの負担を強いる旨指摘する。納税者の

負担を事業者など情報報告者に転嫁する面も否めない

が、効率的でハイテクな情報機器やソフトウエアなど

の積極的な活用によりコスト削減は可能ではないか。

5　 簡素化された申告制度ではセキュリティが重要な
課題ではないか

　セキュリティは、現行および新たな租税プログラム

にとり重要な問題である。カリフォルニア州で、一種

の記入済／外形標準申告制度と申告データ検索制度を

導入したときに、NIST 基準といわれる業界最良規範

（industry best practices）を取り入れた。いかなる

記入済／外形標準申告制度および申告データ検索制度

を導入する場合でも、政府は、最良のセキュリティ措

置を講じなければならないのは当り前である。

6　申告は議会に対するチェック機能を果たすか。

　モール教授は、市民は、自主申告により「議会がど

のような税法をつくっているかに気付く」機会を得

ることができる旨指摘する。また、自主申告で感じ

た不満などの感情は、所得税改革に必須の種になる

旨指摘する。納税申告の簡便化は、税のゾンビ（tax 

zombies）【死人のような無気力な納税者】の排出につ

ながる旨指摘する。さらに、記入済／外形標準申告制

度で、納税申告書がみえにくくなることは、納税義務

を感知せずに済むことになり、納税者の不幸につなが

る等々の批判を展開している。

　しかし、こうしたことはあくまでも仮定の話であり、

私はこうした批判に組みしない。選ばれた代議員は選

挙人の希望を反映させているし、申告書を作成するこ

とにより、納税者は、実定税法はどうなっているのか、

政府支出や赤字財政、納税負担の配分がどうなってい

るか、さらには個人の平均税率ないし限界税率がどう

か、を知らされるわけでもない。申告書の作成とは、

納税者が、記帳、読書き、計算をし、各種支払調書や

法定資料を整理することである。納税者は、こうした

作業をしたくない場合には、申告書作成業者に依頼す

ればよいし、必要に応じて申告ソフトを購入すればよ

い。納税者は、納税協力の負担を迫られたときに、簡

便化された申告制度があるということを耳にするかも

知れないが、それ以上の実定税法の知識を必要とする

わけではない。

56  わが国の年末調整制度についても、事実上多くの給与所得者の確定申告権を奪い、民主主義の根幹を揺るがし、

給与所得者の税制に対する批判を封じ、無気力な植物人間にしているとの厳しい指摘もある。北野弘久『サラリー

マン税金訴訟〔増補版〕』（税務経理協会、1986 年）197 頁参照。
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のようなインパクトを与えるのか未知数なところ

がある。こうした点で、申告データ検索制度や記

入済／外形標準申告制度は、申告手続のブラック

ボックス化を促進するのではないかとのモール教

授の指摘は、正鵠を射ている。

3　 ビッグデータ＆タックス・アナリティクス：AI、
ML、ロボアドバイザーとタックスプライバシー

　国税庁の税務の将来像では、税務調査や徴収手

続の効率化・高度化には、ICT（情報通信技術）、

AI（人工知能）、ML（機械学習）、さらにはビッグデー

タを活用する旨をうたっている。この将来像を描

くにあたり、国税庁は、税務のステイクホウルダー

【stakeholders ／利害関係者】 57 の意見を聴取する

手続を怠っているようにもみえる。そこで、ここで、

納税者や財務専門職のスタンスから、税務の将来

像について、若干コメントしておきたい。

　伝統的に、税務専門職（tax practitioner, tax 

professionals）は、申告納税制度（self-assessment 

system）における自発的納税協力（voluntary tax 

compliance）を高める重要な推進役である。税務

専門職は、課税庁と納税者との橋渡し役を演じる

とともに、納税者の権利を護る守護者として存在

してきた。

　近年の経済のデジタル化（digital economy）あ

るいはビッグデータ（大量データ）を利活用した

データエコノミーの飛躍的に拡大している 58。こ

れに伴い、税務専門職は、ソフトウエアやハード

ウエア、データアナリティクス、決済業務をシン

プルにするフィンテック 59、電子化されたバンキ

ングサービス、端末サイドで多くのデータを処理

するブロックチェーン（分散型台帳）の仕組みを

使った仮想通貨取引 60 に代表されるように、高度

先端技術（ハイテク）から隔絶して事業を営むこ

とは年々難しくなってきている。この背景には、

社会変革（social changes）、例えば、課税庁や税

務専門職のクライアントである納税者が、リアル

タイム対応（real time response）を求めている

ことなどがある。

　こうした納税者からのリアルタイム対応の要求

は、税の申告や納付のペーパーレス化・デジタル

化のみならず、課税庁の税務調査や徴収手続、さ

らには専門職の判断業務分野にも及んでいる。税

務調査や徴収、税務専門職の判断業務に関するリ

アル対応は、ML データや AI のアルゴリズムの利活

用を促進する。これとともに、従来は人間の知能

（MI=Multiple Intelligences）で行ってきた税務

調査や徴収手続、税務の判断業務は、高度先端技

術で代替する可能性が年々高まっていることは確

かである。

　税務専門職界は、税務のスマート化、デジタル

化のディスラプション（創造的破壊）の大波をか

ぶることは確実である。税の申告や納付のペーパー

レス化・デジタル化や税務調査や徴収手続の効率

化・高度化は、その高度先端技術になじめる者に

とっては、リアルタイム対応の利益を享受でき、　

利便性の向上につながる。その一方で、こうした

57  なお、和製の邦訳表記は、通常「ステークホルダー」とされる。
58  「データエコノミー（data economy）」とは、人間の行動履歴や個人データ、社会や企業などのデータを蓄積し、

市場での競争に利活用する新たな経済構造を指す。
59  「フィンテック（fintech）」とは、金融サービス（financial service）を提供するために使われる、金融／ファ

イナンス（finance）とさまざまな先端的なデジタル技術（technology）が融合したテクノロジーを総称する言葉

である。簡単にいえば、〝金融（Fin）と IT（Tech）との融合〟を指す。「金融技術」とも邦訳される。「フィンテッ

ク（fintech）」を称賛者は、とかく消費者の利便性を強調しがちである。しかし、消費者のプライバシー保護を

背後に追いやるかたちでデータエコやミーやデジタルエコノミーが拡大し、フィンテックが存在意義を強めてい

ることを忘れてはならない。フィンテックのあり方を議論する場合には、利便性とリスクとをどうバランスをと

るか慎重な検討が求められている。ちなみに、わが国の金融庁は、2016 年 11 月に「金融庁におけるフィンテッ

クに関する取組み」、そして 2017 年 2 月に「フィンテックに関する現状と金融庁における取組み」を公表している。

また、アメリカ連邦財務省は、2018 年 7 月 31 日にトランプ大統領あての報告書「経済的機会を創設する財政制度：

ノンバンク金融、フィンテックおよび革新（Report to President Donald J. Trump, A Financial System that 

creates economic opportunities: Nonbank Financials, Fintech, and Innovation）」（以下「米財務省フィンテッ

ク報告書／ DOF Fintech Report」）（総 222 頁）を公表した。
60  本稿の射程外ではあるが、ブロックチェーンを使った仮想通貨取引を課税ベースに取り込むための理論構成につ

いては、See, e.g ., Asmi Ahmad, 〝Cryptocurrency and Robbots: How to Tax and Pay Tax on Them,〟 96 S.C. L. 

Rev. 697, at 711 et seq  （2018）.



高度先端技術についていけない納税者や税務専門

職にとっては、逆に桎梏と化す。いわゆる「デジ

タルデバイド（情報技術格差）」の問題である。

　加えて、税の申告や納付のペーパーレス化・デ

ジタル化は、サイバー空間（ネット空間）でのデー

タ流通を促進し、納税者プライバシー保護や税務

専門職の IT 投資など、いわゆる「サイバーセキュ

リティ（cyber security）コスト」の著しい増大

につながる。

　大学の税の教育現場でも悩ましい課題に遭遇

している。例えば、紙（文書）ベースでの税理

士試験免除を目指して大学院へ入学する学生も

多い。一方、多くの税教育に携わる教員（tax 

educators）は、概して高度の IT 知識や外国語に

堪能ではない。仮に、これらの学生が税理士になっ

たとしても、高度化した税の申告や納付のペーパー

レス化・デジタル化や ML（機械学習）データや AI

（人工知能）のアルゴリズムを利活用した税務調査

や徴収手続の効率化・高度化に追い付いて行くの

は至難である。また、人間の知能（MI）に代わる

ML（機械学習）や AI（人工知能）が税界を闊歩す

るなか、これまでのような形での記帳代行、税務

書類の作成、税務相談などの業務を続けていける

のかどうか、税務専門職の将来像はかなり不透明

である。大学の陳腐化した税の教育の改革・再生

を急がなければならない。
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・デ・デジタル化・デジタル技術　

　情報工学の理論、情報通信技術（ICT）などを

応用して、既存の文字・画像・信号（通常アナロ

グ信号）などの情報を電子化（データ化）、また

はデジタル化（digitalize）することをいう。デ

ジタル技術の発達により、例えば、現実空間（real�

spate）にある文書（紙）の申告書などの税務書

類は電子データ化できる。納税者は、電子データ

を、パーソナルコンピュータ（PC）や、スマー

トフォン、アイパッド（i-Pad）のようなモバイ

ル端末とインターネットの結ばれるサイバー空間

（cyber�space）／ネット空間（net�space）を

通じて、自宅や事務所などから課税庁のポータル

サイトなどに直接リモートアクセス・ログイン

できるようになり、電子申告（e-Tax）や電子

納税などが可能になる。一方で、現実空間（real�

spate）からサイバー空間（cyber�space）へ

移行は、ウイルス、スパイウェア、ランサムウェ

ア、標的型攻撃メールなど（総称で「マルウェア」）

を使ったさまざまなサイバー攻撃／サイバー犯罪

出現をゆるすことにもつながる。近年、デジタル

技術により公職選挙での電子投票が可能になり、

ネット空間を通じた他国からのサイバー攻撃・選

挙介入などによる情報操作も可能になっている。

デジタル技術は、確かにネット取引、電子申告（電

子申請）や電子納税のような利便性向上につなが

るプラスの面もある。その一方で、なりすまし詐

欺犯罪のツール（道具）に使われる、あるいは他

国の政治への介入のツールに使われ民主主義を揺

るがすなど、マイナスの側面も無視できない。

・自動化

　「AI が、世の中の半数以上の仕事を自動化す

る。」、あるいは「AI で自動化されると人間がす

る仕事がなくなる。」といわれる。この点につい

て、2018 年 3 月の OECD 報告書では、自動化

（automation）で将来失われる仕事は 14％程度

だと見積もっている 61。つまり、この OECD の

想定によると、税理士の仕事がなくなるかどうか

は、記帳代行、税務書類（申告書等）の作成、税

務相談などがこの 14％の枠内に入るのかどうか

が問題になる。国税庁の「税務行政の将来像」で

は、〝税務相談の自動化〟をうたっている。〝税

務相談の自動化〟とは、AI が、人間と同じまた

はそれ以上の認識のスキルをもって税務上の各種

事例・争点について判断を下せることを意味す

る。税務相談のような判断業務の自動化は、工場

でロボットがパターン化された作業を人間に代っ

て休みなしに続けるという意味での自動化とは、

大きな違いがある。AI が税務専門職である人間

に代ってさまざまな税務相談事例に瞬時に認識し

回答を用意できるかどうかは、かなり遠い道のり

であることは明らかだ。課税庁にとっても、タッ

クスアンサー（よくある税の質問）のレベルを超

える〝税務相談一般の自動化〟は、まさに〝夢の

また夢〟であるはずだ。10 年後のイメージを織

り込んだ「税務行政の将来像」に軽々に〝税務相

談の自動化〟をうたうことには、大きな疑問符が

つく。この点は、納税者が、税理士など税務専門

職（人間）の支援を受けるなしに、抱えている事

例を民間の IT 企業が開発・提供する AI 税務相談

サービスにリモートアクセスし、高精度の音声認

識（Automatic�Speech�Recognition）技術な

どを使って相談内容を認識してもらい、アンサー

を受け取る技術レベルにまで到達可能なのかとい

租税法学専攻者向けの IT 用語解説租税法学専攻者向けの IT 用語解説

61  OECD, 〝Putting faces to the jobs at risk of automation （Policy brief on the future of work, 2018）.

コ ラ ム ③③
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　高度化した税の申告や納付のペーパーレス化・

デジタル化や ML（機械学習）や AI（人工知能）を

利活用した税務調査や徴収手続の効率化・高度化

は、課税庁や IT 企業に納税者データの大量の蓄積

につながる。これら課税庁や IT 企業は、取集・蓄

積した大量のデータを「ビッグデータ」として利

う問題と相通じるところがある。税理士の税務相

談業務は、政府規制で無償独占と法認されている。

仮に民間 IT 企業が、AI 税務相談サービスを提供

することが可能になったとする。この場合、税理

士法との関係はどうなるのかが問われてくる。ま

さか、人間である税理士の税務相談業務の無償独

占を護るために、民間 IT 企業の AI 税務相談サー

ビスを税理士法違反とすることはできまい。また、

税理士でない者は、民間 IT 企業の AI 税務相談サー

ビスを受けてはならないとするのも滑稽である。

こうした時代になると、なまじ判断業務能力の低

い税理士よりは、AI 税務相談サービスの方が、消

費者にとり信頼度が高いということになるのでは

ないか。AI 税務システムのなかで、高精度の音声

認識技術で人工の「耳」が完成すれば、税理士で

あるか消費者であるかを問わず、人間は AI 税務

システムのオペレーターの存在になる。（政府規制

の壁で職業をつくり、糧を得てきた税理士界がど

のような対応をするのか問われる。）なお、過誤責

任（契約責任・不法行為責任）については、税理

士の税務相談の場合も、AI 税務相談サービスの場

合も、基本的には同じと解してよいのではないか。

・AI と ML　

　AI（Artificial� Intelligence ／ 人 工 知 能 ） と

ML（machine� leaning ／機械学習）との同等

にみる考え方もある。国税庁の「税務行政の将来

像」では、「AI 等」という言い回しで、この点に

は、深く立ち入らないようにしている。ただ、学

問的には、ビッグデータ（大量情報）を読み込

むことで動き出す ML（機械学習）技術と、ML

技術などを駆使して人間の知能（MI=Multiple�

Intelligence）と同じレベルの認識のスキルを獲

得した AI（人工知能）とは区別して取扱うのが

一般的である。したがって、ひとくちに調査・徴

収事務での AI 等の活用といっても、ML（機械学

習）レベルのものと AI レベルのものとでは、雲

泥の差が出てくる。アメリカをはじめとした多く

の諸国で現在実用に供されている調査・徴収事務

の〝自動化〟レベルは、さまざまな実例などを集

積した ML（機械学習）レベルのものである。つ

まり、調査・徴収システムの納税者の申告データ

や第三者提供データなどをインプットし、〝調査

対象かどうか〟をチェック・選出するレベルのも

のである。真の AI 調査・徴収システムと呼べる

には、AI が人間である税務職員に代ってさまざ

まな調査事例に瞬時に認識しどのような手続を開

始すべきか瞬時に回答を用意できるレベルに達し

ていなければならないといわれる。誤解を恐れず

に人間を例にして言えば、努力の積み重ねの職人

が ML、〝地頭がいいが AI〟といったところかも

知れない。

　ちなみに、現在の AI は、結論は導き出すが、

その結論に至った理由／根拠を説明することが難

しいレベルにある。このため、課税庁が処分をす

るにあたり理由附記を求められるなど、税法が適

正手続（due�process�procedures）の要件を

充たすように求めている場合には、人間の知能

（MI）の手助けが要る。現在、XAI（explainable�

AI ／説明責任を負える AI）の研究が進められて

いる（後記コラム⑤参照）。

・自律的 AI　

　ひとくちに AI といっても、大きく 2 つの種類

がある。1 つは、①人間の知能（MI）の助けが

なくとも認識・判断を自分の行える「自律的 AI

（autonomous�AI ／オートノマス IA）」である。

そして、もう 1 つは、人間の知能（MI）の助け（介

在）を必要とする AI である。仮に、人間の知能

（MI）の助け（介在）不要 AI システムが開発され

たとしても、法的あるいは倫理的に MI の介在を

義務づけるべきなのかどうかが議論されている。

　ちなみに、現在スイスのジュネーブでは、AI 兵

器（AI　weapons）の規制をめぐり、特定通常

兵器使用禁止制限条約（CCW=Convention�on�

Certain�Conventional�Weapons）の下、100

か国以上の政府や NGO 代表が集まり、世界会議

が開かれている 62。この会議で、米ロは、自律

型致死性兵器（LAWS ＝ l
リ ソ ル

ethal�autonomous�

weapon�systems）あるいは自律型攻撃兵器（fully�

autonomous�offensive�weapon�system） の

無条件解禁（MI 介在不要）を訴えている。これに

対して、コスタリカや NGO などは、LAWS の無

条件解禁（MI 介在不要）に反対している。

 

 

 

 

 

 

 

自律的 AI 

MI は要らない！ MI が介在しない

と危ない！ 

62  See, e.g ., Alan L. Schuller, 〝At the Crossroads of Control: The Intersection of Artificial 

Intelligence in Autonomous Weapon Systems with International Humanitarian Law,〟 （2017）.



活用し新たな ML（機械学習）データや AI（人工知能）

アルゴリズムの開発につなげることができる。

　しかし、課税庁や IT 企業は、これらビッグデー

タや ML（機械学習）、AI（人工知能）の利活用につ

いて法令を遵守し、かつ倫理基準の従って常に利

活用しているとは限らない。大量のビッグデータ

を費消する高度先端技術の多くは、個人のプライ

バシーにとり脅威になり、ときとして人権侵害に

つながることも少なくない。なぜならば、ビッグ

データや ML（機械学習）、AI（人工知能）による推

測精度が増すにつれて、推測したデータは限りな

く本人の個人データに近いものとなり、個人情報

保護法制にいう「要配慮個人情報」（個人情報保護

法 2 条 3 項・17 条 2 項、行政機関個人情報保護法

2 条 4 項） の推測につながることから、プライバ

シー侵害にもなり得るからである。

　ハイテクを使った税務手続のデジタル化に伴う

「情報プライバシー権の侵害」のような負の効果を

防止するための規制をかけるのは、政府の仕事で

ある。一般に政府は、「事態が深刻になるまで放

置する」姿勢を常としている。しかし、近年の高

度先端技術の進化は著しく、情報に起因する人権

侵害については、リアルタイム規制（real time 

regulation）の必要がある。
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63  「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、

偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令に定める記述等が含まれる

情報」を指す。2015 年の個人情報保護法制の改正以前は、「機微情報」、「センシティブ情報」などと呼ばれてい

たもの。
64  Shaun B, Spencer, 〝Privacy and Predictive Analytics in E-Commerce,〟 49 New Eng. L. Rev. 629 （2015）.
65  民間機関によるビッグデータの不適切な利用による予測的プライバシー侵害を防止するためには、手続的適正

手続権（right to procedural data due process）を強化する必要があると説く論文として、See, e.g ., Kate 
Crawford & Jason Schultz, 〝Big Data and Due process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy 

Harms,〟 55 B.C. L. Rev. 93 （2017）.
66  See, Monica Davey, 〝Chicago Police Try to Predict Who May Shoot or Be Shot,〟 The New York Times （May 

23, 2016）.

アア
メリカでは、小売全国チェーンのＴ社

が、データマイ二ング（ＤＭ＝ data�

mining）技術※や予測分析（（predictive�

analytics）手法 64 を使って、女性の顧客が妊娠

しているかどうかを予測し、マタニティ製品を

ネットで売り付ける商法を展開していることが問

われた。マーケティングの対象とされた女性顧客

のほとんどは、妊娠しているかどうかの事実を公

表していなかった。ところが、Ｔ社のマーケット

分析部門は、ビッグデータ、AI（人工知能）を用

いた予測解析をし、妊娠しているとされた顧客の

E メールアドレスを集積し、その顧客データを通

信販売（通販）部門に流したわけである。次いで、

Ｔ社の通販部門は、E メールで女性顧客にマタニ

ティ製品に関する広告を送り続けた。個人のセン

シティブデータへの配慮を欠き、プライバシーを

蹂躙するマーケティングであるとして、ニュー

ヨークタイムズ紙などで問題視された。ところが、

アメリカの場合、現行のプライバシー保護法で

は、こうした民間部門におけるプロファイリング

手法を使ったマーケティングは取り締まれないわ

けである。識者は、こうしたプライバシー侵害を、

「予測的プライバシー侵害（predictive�privacy�

harms）」と呼んでいる 65。

　また、シカゴ市警察（Chicago�City�Police）

をはじめ多くの都市の司法警察が、防犯強化の観

点から、データマイニング（ＤＭ）技術や AI（人

工知能）による予測分析手法を活用したプロファ

イリングを実施し、犯罪予備軍となる市民の予防

検束を広げてきている。しかし、こうし ML（機

械学習）データや AI（人工知能）を活用した予

防検束に対しては、人権団体などからは厳しい批

判が浴びせられている 66。ML（機械学習）や AI

（人工知能）のアルゴリズムにバイアス（偏頗）【例

えば、アフリカ系の再犯リスクスコアを白人の 2

倍見積もるなど】があり、アルゴリズムの透明化

（ホワイトボックス化）ができなければ、重大な

人権侵害を引き起こすおそれからである。

　加えて、識者は、連邦課税庁（IRS）が、ビッ

グデータ、データマイニング（ＤＭ）技術や AI（人

アメリカでの実例：企業や公的機関によるビッグデータアメリカでの実例：企業や公的機関によるビッグデータ
を使ったプロファイリングによる「予測的プライバシーを使ったプロファイリングによる「予測的プライバシー
侵害」から消費者や納税者をどう保護するのか侵害」から消費者や納税者をどう保護するのか

コ ラ ム ④④
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（1）ビッグデータ、タックス・アナリティクスとは

　「タックス・アナリティクス（tax analytics）」

とは、これまでのような人間の頭脳を使ったマニュ

アル（手作業）による税務判断とかの意味ではなく、

ビッグデータ、ML（機械学習）、AI（人工知能）な

どを使った税務判断を指す。

　現時点では、〝真の人工知能（AI）〟が実現でき

るのかどう

は定かでは

ない。この

ことから、

〝人工知能

もどき〟の

レベルといった方が的確かも知れない。ちなみ

に、AI（人工知能）の専門職を「ロボアドバイザー

（robo-advisor）」と呼ぶ 69。

　一般に、ML（機械学習）とは、「過去に起こった

ケースから、まだ起こっていないケースの結果を

予測すること」を指す。この ML（機械学習）を再

現するために、いろいろなアルゴリズム（algorism

／自動情報処理手順）がある。デープラーニン

グ（DL=deep leaning）、 デ ー プ サ ー チ（deep 

search）、デープクエリー（deep query）、サポー

トベクターマシンなどが代表的。自動化やビッグ

データの根っこには、デジタル技術の飛躍的な発

展、応用がある。自動化やビッグデータによって、

工知能）を用いた予測分析手法を利活用し、無申

告、脱税や悪質な租税回避をしそうな納税者を抽

出し、申告期限前の事前調査を頻繁化するのでは

ないかと危惧している 67。とりわけ、ML（機械

学習）や AI（人工知能）のアルゴリズムにバイア

ス（偏頗）がある、あるいは抽出された納税者に

対して、なぜ抽出されたのか、現在の技術水準で

は十分な説明責任を果たせないからである。

　民間企業に加え、公的機関によるビッグデータ、

アルゴリズムを用いた AI（人工知能）やデータマ

イニング（ＤＭ）技術や予測分析手法を使ったプ

ロファイリングが拡大している。「予測的プライ

バシー侵害」から消費者・市民や納税者をどう護

るためには、今日のデジタル経済社会にマッチし

た形でのデータ主体への情報プライバシー権の確

立が求められている。

※�データマイ二ング（ＤＭ）とは、マーケティングデータマイ二ング（ＤＭ）とは、マーケティング

手法の一種で、データベースに蓄積された膨大な手法の一種で、データベースに蓄積された膨大な

データ（ビッグデータ）のなかから、潜在的な顧データ（ビッグデータ）のなかから、潜在的な顧

客のニーズを採掘（マイニング）する手法である。客のニーズを採掘（マイニング）する手法である。

鉱山で金塊やダイアモンドなどを採掘する行為（マ鉱山で金塊やダイアモンドなどを採掘する行為（マ

イ二ング／ mining）に見立てた言葉である。今日、イ二ング／ mining）に見立てた言葉である。今日、

課税庁のような行政機関が、民間企業から大量の課税庁のような行政機関が、民間企業から大量の

消費者情報をビッグデータとして購入し、データ消費者情報をビッグデータとして購入し、データ

マイニング（DM）手法を用いて、無申告者や社マイニング（DM）手法を用いて、無申告者や社

会保障給付の不正受給者の探索などに積極的に活会保障給付の不正受給者の探索などに積極的に活

用するようになっている。しかし、予測的プライ用するようになっている。しかし、予測的プライ

バシー侵害を防止するなど情報上のプライバシーバシー侵害を防止するなど情報上のプライバシー

権保護の観点から、ビッグデータをマイニングを権保護の観点から、ビッグデータをマイニングを

する場合に使われる ML データや AI（人工知能）する場合に使われる ML データや AI（人工知能）

システムのアルゴリズム（自動情報処理手順）にシステムのアルゴリズム（自動情報処理手順）に

バイアス（偏頗）がないかどうか、その正確性バイアス（偏頗）がないかどうか、その正確性

（algorithmic�accuracy）や品質管理（QC）が問（algorithmic�accuracy）や品質管理（QC）が問

われているわれている 6868。訴訟上の論点でもある。。訴訟上の論点でもある。

67  See, Michael Hatfield, 〝Taxation and Surveillance: An Agenda,〟 17 Yale J.L & Tech. 319, at 322-3, 

（2015）.
68  See, Lindsey Barrett, 〝Deconstructing Data Mining: Protecting Privacy and Civil Liberties in 

Autometed Descision-Making,〟 1 Geo. L. Tech. Rev. 153 （2016）.
69  伝統的な人間の労働や労働者とは異なり、AI（人工知能）や AI を活用したロボット（Bots）労働は、現行の所得

税や法人税などの課税対象になっていない。本稿における検討の射程外であるが、法人や個人の事業活動におい

て、人間の労働や労働者に代わって XAI（説明責任を負える AI）を備えたロボット（Bots）労働が中核を占める

ようになった時点では、課税におけるイコール・フッテイング（eaual footing ／競争条件の均等化）の観点か

ら、XAI 型のロボットに人格（personhood）を法認し納税者（納税義務者）として取り扱うのも一案である。こ

の場合、ロボット税（robot tax）を創設したうえで新たに納税義務を負わせる、または既存の所得課税、消費

課税、人頭税などの納税義務を負わせる形になるのではないか。See, Lawrence B. Solum, 〝Legal Personhood 

for Artificial Intelligence,〟 70 N.C. L. Rev. 1231 （1992）; Ryan Abbott & Bret Bogenschneider, Should 

Robots Pay Taxes?: Tax Policy in the Age of Automation, 12 Harv. L & Pol’y Rev. 145 （2018）; Sami 

Ahmed,〝Cryptocurrency and Robots: How to Tax and Pay Tax on Them,〟 69 S.C. L. Rev. 697, at 728 （2018）. 

ちなみに、欧州議会（Europian Parliament）は、ロボット税（Robot tax）の導入を提案している（最終的には廃案）。

See, News, 〝Europian Parliament calls for robot law, rejects robot tax,〟 Reuters （Feb. 16, 2017）.

【図表 37】タックス・アナリティクス【図表 37】タックス・アナリティクス
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ML（機械学習）、AI（人工知能）の研究・開発が進

められているわけである。それで、最近では、日

本将棋の試合で、ML（機械学習）や AI（人工知能）

を持ったロボット（Bots）が勝ったりしている。

　ロボット（Bots）は、工場で 24 時間休まず、製

品を作り続ける。ただ、工場のロボット（Bots）

は、人間に代わって単純作業をしている段階であ

る。一方、将棋の試合、勝負に挑むロボット（Bots）

は、ML（機械学習）、つまりパターン学習、訓練デー

タ（training data）の蓄積で、ある程度人間の知

能に近い判断ができる。わが国の税務は、どうな

のであろうか。

（2）ML（機械学習）、AI（人工知能）とは何か

　本物の AI（人工知能）となると、完全に人間の

知能（MI）と同等、場合によってはそれ以上の判断

や行動ができるようになる可能性は高い。ただ、現

段階で ML（機械学習）、AI（人工知能）は、結果は

出すけれども、その論拠とか、意思決定プロセスな

どは説明できないと言われており、その点が MI（人

間の知能）と同様以上になるには重い課題である。

　説明責任を負える AI 人工知能）は、一般に

「XAI=explainable AI」と呼ばれる。XAI（エック

ス AI）は、現在「ブラックボックス」になってい

る AI（人工知能）の意思決定過程の「ホワイトボッ

クス」化につなげるテクノロジーである。

　例えば、現段階でも、証券会社、株式や外国為

替のトレーディングの現場において、パターン学

習の蓄積、ML（機械学習）、AI（人工知能）の活用

に積極的である。ある意味では必要不可欠といっ
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ＸＡＩ（説明責任を負える AI）とは何かＸＡＩ（説明責任を負える AI）とは何か

高高
度な認識スキルを備えた AI（人工知能）

が完成したとする。そして、課税庁が、

税務調査に納税者の申告情報、第三者提

供（法定調書）情報などのデータを AI 税務調査シ

ステムにインプットすれば、自動的に調査対象の

選定が可能になったとする。この場合、課税庁は、

納税者に対してその AI システムが出した選定結果

について、どのようにしてその選定に至ったかと

いうプロセス、論拠を説明できるかどうかが問わ

れる。また、税理士が AI 税務相談サービスを利用

してクライアントからの相談事例に回答を用意する

とする。この場合も、その回答に至ったプロセスに

ついての論拠を説明できるかどうかが問われる。

　しかし、現在の水準の AI（人工知能）では説明

責任は果たせず、「ブラックボックス」である。そ

こで、次世代型の AI として、説明責任を負える

AI（XAI=explainable�AI）、「AI の認識プロセスの

ホワイトボックス化」の視点から、研究・開発が

進められている。

　とりわけ、XAI の研究は、先端軍事技術獲得を目

指しているアメリカ国防総省（DOD=Department�

of�Defense） 傘 下 の 国 防 高 等 研 究 計 画 局

（DARPA=Defense� Advanced� Research�

Projects�Agency）が熱心である 70。人間と同じ

レベルの認識スキルを獲得し信認義務、人間の上

官の指揮命令を理解し、自分の行動について説明

責任を果たせる AI ロボット戦士（explainable�AI�

robot�warfighters）の開発を急いでいるからで

ある。このように、XAI（説明責任を負える人工

知能）の研究は、先端軍事技術の転用あるいは民

間技術の軍事転用にもつながるという危うさもあ

る 71。

コ ラ ム ⑤⑤
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70  See, Defense Advanced Research Projects Agency （DARPA）, Explainable Artificial Intelligence （XAI） 

DARPA-BAA-16-53 （August 10, 2016）. Available at: https://www.darpa.mil/attachments/DARPA-BAA-16-53.pdf
71  See, Matthew Ormsbee, 〝Centaur Warriors: A Legal Analysis of Autonomous Systems in Military 

Operations,〟 54 Willamette L. Rev. 47 （2017）.
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ても過言ではない。しかし、どうしてそのような

判断、指示、結果が出てくるのか、その根拠や理

由はブラックボックスのなかにあり不明である。

　ところが、AI（人工知能）またはロボアドバイザー

（robo-advisor）を利活用した証券会社のアドバイ

スに従い、投資し損失を被った投資家は、状況に

よっては当該証券会社に対し、損害賠償を求める

ことができる。しかし、XAI（説明責任を負える

AI）が開発されていない現段階では、AI（人工知

能）またはロボアドバイザーが出した「アドバイス」

に誤りがあった旨を立証するのは至難である。クラ

イアント（顧客）側も、証券会社側も、その責任

の所在をどのように争ったらよいのであろうか 72。

（3） 軽軽に「AI 等を活用する」などと言ってはい

けない

　現在の水準の AI（人工知能）では、AI（人工知能）

が出した結論に至るまでのプロセスを人間が追え

ずに、「ブラックボックス」になっている。つまり、

人間がプロセスを追い、確認できない進化の段階

にある。

　コラム③であげているように、アメリカ国防

総省（DOD）傘下の研究機関（DARPA）、それから

さまざまな大学や IT 企業などが、次世代型の

AI（人工知能）として、「説明責任を負える AI

（XAI=explainable AI）」の研究・開発を急いでいる。

しかし、XAI 実用化の目途はたっていない。こうし

たことから、人権や人間の生命を取り扱う公的機

関は、AI（人工知能）の活用を禁止すべきである

との声もある。

　AI（人工知能）の社会的影響を調査するアメリカ・

ニューヨーク大学（NYU）の AI Now Institute【AI

ナウ研究所】は、『AI Now 2017 Report』（AI ナウ

2017 年報告書）を出している。そのなかで、刑事

司法、医療、福祉、教育などを所管する公的機関

に対し、決定や判断の根拠ないし理由を説明でき

ないブラックボックス化した AI（人工知能）を禁

止するよう求めている 73。

　 仮 に AI を 使 っ て 課 税 庁 が 税 務 判 断（tax 

analytics）をするとする。それから租税審判所や

裁判所で裁決、判決ないし決定をするとする。こ

うした場合に、その理由ないし根拠はわからない

けれども、AI（人工知能）はこういう判断をして

いるでは、どうにもならない。

　国税庁の税務行政の将来像では、税務相談の自

動化をうたっている。ここでいう〝自動化〟とい

うのは、「工場でロボット（Bots）がパターン化さ

れた作業を人間に代ってやる」というレベルのも

のを指しているのではないはずである。税務行政

のスマート化構想が、「ML（機械学習）で、AI 税

務判断システムが完成し、自動化が可能」と叫ん

でいるとすれば、それは大きな誤りである。真に、

自動化された AI 税務判断システムといえるため

には、アクセスした納税者が、相談内容を話せば、

高精度の音声認識技術で読み取り 74、回答（アン

サー）を口頭または文章で瞬時にもらえる水準で

なければならない。加えて、回答（アンサー）に

ついて説明責任を負えるシステムでないといけな

い。

　税務専門職も、クライアントから依頼された事

項について判断に誤りがあれば、説明責任、さらに

は職業賠償責任を問われる。国税庁が、「税務相談

の自動化」をうたうのはよいが、この辺の議論の

展開はまったくなく、きわめて不透明である。NYU

の AI ナウ研究所 2017 年報告書では、【図表 38】【図表 38】の

ような勧告を行っている。

　すでにふれたように、アメリカでは、多くの公

的機関が、ビッグデータ、アルゴリズムを用いた

AI（人工知能）やデータマイニング（DM）技術や

予測分析手法を使ったプロファイリングを拡大さ

せている。しかし、民営化または公私連携が進む

なか、公的機関が民間 IT 企業にシステム開発を委

託するケースが増えている。各種予測分析システ

ム開発に携わった民間 IT 企業の多くは、企業秘密

72  投資業務における AI（人工知能）やロボアドバイザーの誤ったアドバイスによる投資家に対する損害賠償責任に

ついて検討した論文として、See, e.g., Pablo Sanz Bayón & Luis Garvía Vega, 〝Automated Investment Advice: 

Legal Challenges and Regulatory Questions,〟 37 No. 3 Banking & Fin. Services Pol’y Rep. 1 （2018）.
73  https://ainowinstitute.org/AI_Now_2017_Report.pdf
74  例えば、オーストラリア国税庁（ATO）は、本人確認目的に、音声生体認証技術（voice biometric technology）

を活用した音声認証（voice authentication）対応を開始している。このシステムでは、納税者は、ATO に申し

込んで無償提供を受けた音声認識アプリをスマートフォンなどのモバイル端末にダウンロードし、声紋登録を

すれば、次回以降、ATO との通話に先立つ本人確認を不要とするものである。See, ATO Voice authentication. 

Avilable at: https://www.ato.gov.au/General/Online-services/Voice-authentication/



特権（trade secret protection）を行使し、シス

テムの用いたアルゴリズムなどの開示を積極的に

容認しようとしない。こうしたところにも、公的

機関が設置する各種 ML ／ AI システムにインプッ

トされるアルゴリズムやビッグデータの品質や清

廉性／信頼性、公平性、透明性を確保できない理

由の一端がある。識者からは、公的機関のシステ

ム開発に携わった民間 IT 企業に、公的機関と同水

準の透明性の確保を義務づけ、情報公開法（FOIA）

や行政手続法（APA）の対象とするような法的仕組

みをデザインすべきとの声があがっている 75。

　後述【図表 41】するように、アメリカでは、

連邦課税庁（IRS）が DIF〔識別関数〕システム

（Discriminant Inventory Function System）とい

うコンピュータ・プログラムを使い、各申告書を

分析し、スコアの高い申告書を税務調査の対象に

抽出する方法が使われている。この DIF に活用さ

れているアルゴリズムをはじめとして行政機関が

設置する各種 ML ／ AI システムにインプットされ

るアルゴリズムやビッグデータの品質や清廉／信

頼性、公平性、透明性などがしばしば問われている。

話を戻すが、国税庁の税務行政の将来像 2018 を読

むと、「調査・徴収事務での ICT・AI 等活用のイメー

ジ」（14 頁）が出てくる。ここでも、国税庁がいう「AI

等」が「ブラックボックス化」したシステムをイ

メージしているのかどうかが問われてくる。「根拠

は定かではないが、AI（人工知能）は違法な脱税

と判断している。」、あるいは「根拠はわからないが、

AI（人工知能）は〇〇額の更正が必要といってい

る。」では済まされない。課税庁は理由の附記がで

きず、適正な手続が保障されなくなり、納税者も

救われない。

　国税庁に「AI 等は実用化されていると思うか（さ

れていないとすれば、いつ頃実用化されると思う

か）？また、利用を考えている AI 等は国民／納税

者に対して透明で説明責任を果たせるレベルのも

のなのか・・・」と、回答を求めて公開質問状を

出すのも一案である。

　いずれにしろ、課税庁が処分をするにあたり理

由附記を求められるなど、税法が適正手続（due 

process procedures）の要件を充たすように求め

ている場合には、人間の知能（MI）の手助けが要る。

仮に人間の知能（MI）の助け（介在）がなくとも

認識・判断を自分の行える「自律的 AI（autonomous 

AI ／オートノマス AI）」、さらには XAI（説明責任

を負える AI）が開発されたとしても、さらに法的・

倫理的な判断まで自動化できているのかが問われ

てくる 76。仮に、開発された税務 ML または税務 AI

が法的・倫理的な判断までできないとすれば、MI（人

間の知能）の介在を義務づける必要がある。

（4） ML（機械学習）や AL（人工知能）も無謬では

ない

　ML（機械学習）や AI（人工知能）には絶対に誤

りがないとはいえない。なぜならば、ML（機械学習）

や AI（人工知能）に使われるアルゴリズム（自動

情報処置手順）にバイアス（偏頗）が存在し得る

からである。このことから、税務 ML や税務 AI に

応用されたアルゴリズムの透明化（ホワイトボッ

クス化）、バイアス（偏頗）のあるアルゴリズムが

含まれた税務 ML や税務 AI の判断により、過少申

告、租税のほ脱、不納付などを問われた納税者を

法的に保護するシステムの確立が急がれる。これ

は、納税者をクライアントに AI（人工知能）や ML（機

械学習）を使って税務を行う専門職、あるいはロ

ボアドバイザーについてもいえる。ちなみに、ア

メリカでは、ロボアドバイザーと専門職資格、ロ

ボアドバイザーの契約責任や不法行為責任をどの

ように問うべきかが検討されてきている。

　一般に、小規模な税務専門職は、自分で税務 AI
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【図表 38】 公的機関による AI、アルゴリズム利用の最【図表 38】 公的機関による AI、アルゴリズム利用の最
低要件（要約）低要件（要約）

　公的機関は、不透明なブラックボックス化したアル

ゴリズム（自動情報処理手順）を用いた AI（人工知能）

を利活用してはならない。・・・なぜならば、公的機

関が、外部企業とのライセンス契約のよる AI システ

ムや機関内部で開発したアルゴリズムを利活用するこ

とは、重大な適正手続問題を引き起こしかねないから

である。したがって、公的機関は、最低でも、当該

AI のアルゴリズムに対する公的監査、検査、レビュー

および説明責任基準（accountability standards）を

設定すべきである。

75  See, e.g ., Alyssa M. Carlson, 〝The Need for Transparency in the Age of Predictive Sentencing 

Algorithms,〟 103 Iowa L. Rev. 303, at 316 （2017）; Kia Rahnama, 〝Sentence and Ethics of Algorithms in 

the Courtroom,〟 2019 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 169.
76  See, Richard WarnerI ＆ Robert H. Sloan, 〝The Ethics of the Algorithm: Autonomous Systems and the 

Wrapper of Human Control,〟 48 Cumb. L. Rev. 37 （2017-2018）.
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や税務 ML を開発できず、一定の料金を払って IT

会社などが開発した AI 税務相談システムにネット

でリモートアクセスしサービスを利用するかたち

になる。

　AI 税務システムのプロバイダーとクライアント

の契約関係になる。AI 税務システムが不適切なア

ドバイスをしたとすると、クライアントである税

務専門職は、自分のクライアントである納税者か

らの損害賠償請求を、プロバイダーにすることに

なる 77。

（5）そもそも AI 税務、ML 税務とは何か

　AI（人工知能）は、先端技術（ハイテク）の集

合体である。機能が段階的に向上して、ML（機械

学習）、さらには AI（人工知能）のステージに進む。

ML（機械学習）とは、「過去に起こったケースから、

まだ起こっていないケースの結果を予測すること」

を指す。

　ML（機械学習）のステージとは、データマイニ

ング（DM=Data mining）のステージともいえる。

DM（データマイニング）とは、統計学、パターン

認識などのデータ解析の技法を大量のデータに網

羅的に適用することで知識を取り出すテクノロ

ジーである。したがって、税務 ML、または税務 DM

のステージでは、テクノロジーを使って判断業務

ができるようになる。と言うことは、あらゆる申

告書式、税務法令、通達はもちろんのこと、裁判

例、裁決、税務事例、判例評釈、論文などが ML（機

械学習）ないしデータマイニング（DM）にインプッ

トされている必要がある。

　アメリカでは、数年前まで ML（機械学習）は、

研究者のアイディアのレベルであった。しかし、

現在では、ML（機械学習）は、実際に使えるまで

進化してきている。つまり、ML（機械学習）を

使って具体的な税務判断業務が可能になってき

た。少なくともプライスウォーターハウスクー

パース（PwC）のような 4 強（Big4）と呼ばれる

巨大税務会計監査企業は、かなり実用的な ML（機

械学習）の開発に成功しているようである。資金

力にものを言わせて AI 税務の時代を切り拓こう

としているようにみえる 78。また、法曹界（legal 

profession）においても、人間の頭脳（MI）から

AI 法務への転換、法務ロボットの利活用に向けた

研究技術開発が進められている 79。

（6）AI 税務調査の実用化は間近なのか

　国税庁の税務行政の将来像では、「調査・徴収

事務での AI 等の活用」を PR している。しかし、

その具体的な手法や進捗状況ついては不明であ

る。ただ、月に人を送り込むテクノロジーを持つ

アメリカでさえ、税務事務への AI（人工知能）の

利活用はまだ道半ばという状況にある。電子申告

（e-Tax）の普及にすら苦渋しているわが国の実情

からすれば、長期戦になることは容易に想像でき

る。

　アメリカの場合、連邦課税庁（IRS）は、まず、

提出された申告書を各キャンパス、コンピュータ

センターでレビューし、「計算違い（mathematical 

error）」のケース、要調査のケースなどに選別す

るプロセスを実施する。こうしたプロセスは、久

しく第三者提供情報と申告情報との突合、および

調査対象者選定基準を使って実施されてきた。

　1962 年にはじめて申告書の選別にコンピュータ

77  See, e.g ., Colin P.A. Jones, 〝AI and Legal Profession: Could Artificial Stupidity and Responsibility 

Avoidance Prove to Be the Biggest Agents of Change,〟 69 S.C. L. Rev. 637（2018）.
78  See, e.g .,Cas Milner & Bjarne Berg, Tax Analytics: Artificial Intelligence and Machine Learning-Level 

5 （PwC, 2017）.
79  See,Jordan Bigda, 〝The Legal Profession: From Human to Robots,〟 18 J. High Tech. L. 396 （2018）.
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が使われ、1964 年には「納税者納税協力測定プロ

グラム（TCMP=Taxpayer Compliance Measurement 

Program）」が導入された。TCMP は、コンピュー

タが 5 万件の納税申告書を無作為に抽出したうえ

で実地の税務調査を実施し、納税者に抽出された

申告書の記入欄ごとの証明を求めるという仕組み

であった。TCMP は、その後、自動 DIF〔識別関

数〕システム（Discriminant Inventory Function 

System）、自動過少申告者チェックプログラム（AUR 

Program=Automated Underreporter Program）など

の導入により精度向上がはかられた。

　1986 年に、TCMP は、納税者が給付つき税額控除

（勤労所得税額控除／ EITC）（【コラム 2】参照）の

適用を求めた確定申告のなかに、扶養家族数の虚

偽記載が全体の 20% 程度にも及ぶ事実を発見した。

このため、翌年、EITC 申告書に扶養家族の社会保

障番号（SSN=Social Security Number）の記載を

求めたところ、前年度比で約 700 万の扶養家族数

の記載が減少した 80。TCMP は、こうした税務執行

の適正化に資する実績はあるものの、IRS のター

ゲットとなった納税者の負担が重く、あまり評判

は良くなかった。そこで、連邦課税庁（IRS）は、

TCMP に代わる、新たな納税申告データの解析精度

を高め、過誤などを予測できるプログラムの開発

に動いている。現在 IRS は、「カスタマー・アカウ

ント・データ・エンジン II（CADE2）」の開発を続

けている。

　以上が、IRS の税務調査の高度化・効率化の流れ

である。

　現在、電子または文書で提出された申告は、

全米に 3 つある IRS のコンピュータセンター

か、全米に 10 ある IRS キャンパス申告処理セン

ター（Internal Revenue Submission Processing 

Centers）の一つで、計算違いや控除額などの項目

について申告書の基本的なチェックを行っている。

コンピュータとハイテクを用いた主な税務調査対

象となる納税申告書の選定手法は、次のとおりで

ある 81。

　わが国では、国税庁レポート 2018 などをみても

「国税庁では、データベースに蓄積された所得税や

法人税の申告内容や事業者から法令に基づいて提

出された支払調書をはじめとする各種資料情報を

分析するなど、調査選定にシステムを活用してい

ます。」（32 頁）と広報（PR）をしている程度である。

システムの種類、税務調査対象となる納税申告書

の選定手法や基準などについては、ほとんど公開

されていない。

　この点、アメリカではどうなのであろうか。ア

メリカにおいては、連邦議会が、連邦納税者に対

する連邦税法の執行、とりわけ税務調査と徴収過

程における適正性と公平性を確保し、内国歳入法

典（IRC）に納税者の権利保護措置を強化するため

の条項を盛り込むための税法改正を重ねた。まず、

1988 年に第一次の改正法（納税者権利章典法）を

成立させた。通称で「T1」とも呼ばれる。その後も、
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80  See, Jeffrey B. Leibman, 〝Who are the ineligible EITC recipients?,〟 53 National T.J. 1165 （2000）.
81  詳しくは、石村『アメリカ連邦所得課税法の展開』、前掲・注 24、352 頁以下参照。
82  IRS は、納税義務があると思われるのに納税者から自発的な申告書の提出が期待できないとする、この場合、第

三者から入手した情報などを使い申告書を代理作成（substitute for return）し、それに基づき決定処分をする

ことができる（IRC6020 条 b 項）。ASFR プログラムは、無申告者（non-filer の申告書の代理作成（決定処分）に

使われる（IRM § 5.18.1）。

【図表 41】税務調査対象となる納税申告書の選定手法【図表 41】税務調査対象となる納税申告書の選定手法

① DIF スコアなどコンピュータ・プログラムの活用　

　DIF〔 識 別 関 数 〕 シ ス テ ム（Discriminant 

Inventory Function System） と い う コ ン ピ ュ ー

タ・プログラムを使い、各申告書を分析し、そのス

コアが高い場合には調査対象者に抽出する方法。そ

の他、自動過少申告者チェック（AUR=Automated 

Underreporter）プログラム、被扶養者チェックデー

タベース（DD=Dependent and Database）、申告書の自

動代理作成（ASFR=Automated Substitute for Return 

Program）プログラム 82 など、多様なコンプライアン

スチェック（nonaudit compliance check）プログラム

がある。

②第三者提供情報とのデータ照合　

　情報申告処理システム（Information Returns 

Processing （IRP） System）を使い、納税者が提出し

た申告書内容と第三者から提出された様式 1099〔支

払調書〕や様式 W-2〔源泉徴収票〕のような法定調書

とをコンピュータ照合（data matching）し、不一致

となる申告書を抽出する。

③その他の第三者情報を使ったチェック　

　新聞や雑誌、公的記録、第三者からの通報をはじめ

としたさまざまな情報を分析した結果、申告内容が適

切ではないと推認される申告書を抽出する。
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1996 年（T2）、1998 年（T3）、そして 2014 年（T4）と、

数次にわたり改正が行われ、IRS の納税者サービス

指針である「納税者としてのあなたの権利（Your 

rights as a Taxpayer）」も改訂されている。

　とりわけ、1998 年の第 3 次納税者権利章典法、

通称 T3（正式名称「RRA98=IRS Restructuring and 

Reform Act of 1988」／以下「RRA 98」ともいう。）

は、第 1 部～ IRS の組織と運営の再編、第 2 部～

電子申告、第 3 部～納税者の保護と権利、第 4 部

～ IRS の議会への説明責任、第 5 部以下～その他、

のカテゴリーからなる 83。その概要は、次のとお

りである。

　【図表 42】からもわかるように、T3 で実施さ

れた改革項目には、「⑩調査対象選定基準の開

示（disclosure of criteria for examination 

selection）を含む納税者への情報開示の強化」が

含まれている。

　しかし、実際には、IRS（内国歳入庁）が、ホー

ムページ（HP）などを使って IRS の納税者サービ

ス指針である「納税者としてのあなたの権利（Your 

rights as a Taxpayer）」（IRS, Publication 1 

（Rev. 12-2014））（2014 年 6 月改訂）のなかに多言

語で公開された内容には大きな疑問符がついてい

る 84。なぜならば、以下のように、IRS（内国歳入庁）

が納税者を税務調査対象に選定するプロセスはど

うなっているのかについて簡潔にふれるのみであ

るからである 85。

　IRS（内国歳入庁）は、納税者向けに、刊行

物「申告書の検査、不服申立権および還付請求

（Examination of Returns, Appeal Rights, and 

Claims for Refund）」〔Publication 556 （Rev. 

Septmber, 2013）〕を発行している。この刊行物

で は、 検 査 選 定 基 準（Examination selection 

criteria）について、【図表 44】【図表 44】のように、簡潔に

ふれるのみである。

　このように、IRS は、議会から調査対象選

定 基 準 の 開 示（disclosure of criteria for 

examination selection）を義務づけられたのにも

83  See, Leandra Lederman、〝Tax Compliance : Should Congress Reform the 1998 Reform Act: Tax Compliance 

and the Reformed IRS〟 51 Kan. L. Rev. 971 （2003）.
84  See, Tal Z. Zarsky, 〝Transparent Prediction,〟 2013 U. Ill. L. Rev. 1503, at 1512 （2013）.
85  なお、この「調査（検査）」の記述は、IRS の刊行物「検査プロセス（Examination Process）」〔Publication 3496 （Rev. 

11 -2004）〕3 頁から引用されたものである。詳しくは、石村『アメリカ連邦所得課税法の展開』、前掲・注 24、

322 頁以下参照。

【図表 42】T3 で実施された主な改革項目一覧【図表 42】T3 で実施された主な改革項目一覧

①課税庁側への立証責任の転嫁の強化

②納税者への争訟費用の補償権限の拡大

③夫婦合算（共同）納税申告における善意の配偶者の救済

④心身障害にあった期間の還付請求期限の延長

⑤経過利子と民事制裁／民事罰の適正化

⑥第三者への反面調査実施の際の納税者本人への事前通知

⑦税務調査および徴収処分にかかる納税者の保護

⑧争訟権放棄につながる修正申告の強制（慫慂）の禁止

⑨ IRSによる納税者への面談の際に納税者の権利の教示

⑩ 調査対象選定基準の開示を含む納税者への情報開示

の強化

⑪還付拒否処分の際の理由附記

⑫ 低 所 得 納 税 者 相 談 所（LITC=Low Income Tax 

Clinic）プログラムへの助成

【図表 43】 IRS の「納税者としてのあなたの権利」に盛【図表 43】 IRS の「納税者としてのあなたの権利」に盛
られた《調査（検査）》PR〔仮訳〕られた《調査（検査）》PR〔仮訳〕

《調査（検査）》

　ほとんどの納税者の申告は是認されます。わたした

ち IRS が、あなたの申告書について照会をする、ある

いは申告書を調査対象に選んだとしても、それはあな

たが不誠実であるとみてのことではありません。照会

ないし調査の結果、もっと税を負担することになるか

も知れませんし、あるいはそうならないかも知れませ

ん。わたしたちは、何の更正もなくあなたの事案を終

了させることになるかも知れません。あるいは、あな

たは還付を受けることになるかも知れません。

　調査対象となる申告書の選定は、通例、次の 2 つの

方法のいずれかで行われます。1つは、わたしたちが、

コンピュータ・プログラムを使って、金額に誤りがあ

るとみられる申告書を発見する方法です。これらのプ

ログラムでは、書式 1099 や W-2 のような情報申告書、

過去の調査結果の分析、あるいは納税協力度測定プロ

ジェクトで発見された問題項目を基にチェックをしま

す。もう1つは、わたしたちが、外部の情報源を使って、

金額に誤りがあるとみられる申告書の確認を行う方法

です。これらの情報源には、新聞、公的記録、さらに

は個人からのものなどがあります。わたしたちが、そ

の情報が正確かつ信頼できると判断したとします。こ

の場合には、その情報を調査対象となる申告書の選定

に利用することになります。



かかわらず、調査対象選定用のコンピュータ・プロ

グラムを動かしている DIF〔識別関数〕やアルゴリ

ズム（自動情報処理手順）などの存在についてはふ

れるものの、その詳細を公開しようとしない 86。依

然として調査対象選定プログラムやシステムの透

明性は確保されておらず、納税者は、インプット

されているデータの品質や清廉性、公平性などを

しばしば問題にしている。また、納税者から、識

別関数（DIF）により析出されたスコアの精度も問

われ、裁判でも争われてきている。

　コンピュータに集約された大量の個人データ、

納税者データやこれらを利活用して生成された

DIF〔識別関数〕、アルゴリズムを装備したプログ

ラムや AI がつけた信用スコアのよってプロファ

イリングされ、税務調査に選定されることは、人

間、あるいは納税者の分類・仕分けが進み、差別

化につながる懸念は大きい。DIF〔識別関数〕、ア

ルゴリズムのバイアスの有無について、納税者が

口を挟める法的仕組みが必要である。2018 年に施

行された EU（欧州連合）の一般データ保護規則

（GDPR=General Data Protection Regulation）では、

AI を使うなどして自動処理のみに基づき行われた

自動意思決定（automated individual decision）、

予測分析された結果には服さなくともよい権利を

EU 市民に法認している（GDPR 22 条。後記【図表 52】

参照）。わが国でも、2020 年に個人情報保護法制の

改正が予定されているが、現在のところ、こうし

た権利の法認については、検討のそじょうには上

がっていない。

　連邦税法上、原則として申告書や申告情報は

部外秘とされる（IRC　6103 条 b 項 2 号）。しか

し、納税者は一般に、自己の納税申告（return）

または申告情報（reruran informatio）の開示に

ついては、税法上の規定に基づいて、例外とし

て開示を求めることができる（IRC 6103c 項～ o

項、および IRM § 11.3 〔Disclosure of Official 

Information〕）。一方、納税者は、税務行政情報

一般については、連邦情報自由法（IOFA）に準

拠して開示を求めることになる。ただし、連邦

官報（Federal Register）や IRS の情報公開窓

窓口（IRS Froodom of Information Reading Room

／ IRM § 11.3.7）で入手できる情報 87、さらに

は納税申告（return）または申告情報（reruran 

informatio）や税務調査関連情報については、原

則として開示対象から除外されている（IOFA 552

条）88。

　IRS も連邦裁判所も、DIF〔識別関数〕のような

調査対象となる申告書を選定するために税法に基

づいて納税者の納税協力の水準を測定するに使用

される数値は、FOIA の開示請求の適用除外例にあ

たり、適正な職務遂行に支障があるという理由で、

開示には消極的である 89。

　話は変わるが、アメリカの場合、IRS 発行の

『データブック 2017（Date Book 2017）』90 によ

る と、2017 財 政 年（Fiscal Year 2017：2016 年

10 月 1 日から 2017 年 9 月 30 日）を例にとると、

IRS は、ほぼ 36 億件に近い数の第三者提供情報

を受領しており、そのうち 90% が IRS ポータルサ
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【図表 44】 IRS 刊行物 556 号に盛られた「検査選定基準」【図表 44】 IRS 刊行物 556 号に盛られた「検査選定基準」
とは〔仮訳〕とは〔仮訳〕

 　あなた方〔納税者〕は、コンピュータのスコアに基

づいて検査に選定されるかも知れません。DIF〔識別

関数〕システム（Discriminant Inventory Function 

System）と呼ばれるコンピュータ・プログラムは、各

個人納税者および一定の法人納税者の申告を処理した

後に数値スコアを付けます。DIF〔識別関数〕システ

ムがあなた方の申告に高いスコアを付けたとの理由で

調査対象に選定されたということは、あなた方の所得

税負担に変更が加わるということです。〔以下、邦訳

を省略〕

86  「調査対象選定基準の開示」については、内国歳入マニュアル（IRM）5.1.22.2 （10-21-2011）でも、取り上げているが、

抽象的な記述に留まっている。
87  ちなみに、1996 年に電子情報自由法修正法（Electronic Freedom of Information Act Amendments of 1996）が

制定され、 RS の情報公開窓窓口にネットを使ったリモートアクセス（E-access）が可能になった。
88  納税者は税法上の開示規定（IRC 6103c 項～ o 項）に基づくほか、個人納税者は連邦プライバシー法（Privacy 

Act of 1974）に基づき IRS に開示請求や内容訂正を求めることができる。ただし、税法（IRC7852 条 e 項）は、

プライバシー法（PA）の内容訂正条項（PA552a 条 d 項 2 ～ 4 項・g 項）を適用除外としている。このため、プ

ライバシー法に基づく申告内容等の訂正（amendment）〔税法にいう更正の請求等に相当〕は請求できない（IRM 

11.3.18〔Privacy Act Access and Amendment of Records〕as of Aug. 20, 2018）。
89  See, e.g ., Long, Susan B. v. IRS, 742 F. 2d 1173（1984）. 
90  IRS, 2017 Data Book, at 37, 前掲・注 25.
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イトへのデジタル（電子）送達である。これら第

三者提供情報と納税者から電子申告（e-file）で

提出された情報を使い、自動過少申告者チェッ

ク（AUR=Automated Underreporter）プログラム

によるデータ照合により自動的にヒットした（問

題ありとされた）申告は 330 万件ほどで、67 億

ドルの追徴につながった。また、申告書の自動代

理作成（ASFR=Automated Substitute for Return 

Program）プログラムにより、IRS が決定処分した

事案の数は、28 万 3,000 件ほどで、8 億 7,440 万

ドルの追徴につながった。

　なお、2017 財政年の IRS の正規職員は、7万 6,832

人（うち 65% が女性、34.5% が男性）91 で、2012

財政年に比べると 14.9％の人員減である。ML ／ AI

のような高度先端技術（ハイテク）をふんだんに

投入して行けば、さらなる人的資源の合理化、あ

るいは納税者サービス部門への人的資源の配置転

換なども可能であるとされている。

（7）AI は税務においてどのような役割を演じるのか

　税務の AI 化は、将棋のようにはいかない。税務

は、将棋とは異なり、かなり複雑である。一方、AIは、

極めて高度のテクノロジーである。双方が融合で

きれば、ミラクルなのだが、現実にはそうはいか

ない。実際は ML、つまり「ラーニング（学習成果）」

の程度なのに、AL、つまり「インテリジェンス（知

能）」と誇大広告をしているケース（フェイク）が

多い。AI=MLはフェイク、誇大広告ともいえる。ML（機

械学習）の成果を AI の棋力と錯覚してはいけない。

データを読み込む、人と同じく自力で「judgment（判

断）」を下せてはじめて、本物（genuine）の AI（人

工知能）といえる。

（8）AI の進化で揺らぐ税務相談業務

　AI（人工知能）の進化で税理士の税務相談業務

が揺らぐのではないかと、税理士の生き残りを危

惧する声も高まっている。国税庁の「税務行政の

将来像」では、税務専門職の役割については一言

もふれていない。国税庁も「税務相談の自動化」

とはいっているものの、ML（機械学習）、AI（人工

知能）の進化で、どれくらい精度の高い自動化が

できるのか、まったく展望がないのではないか。

　AI（人工知能）は、いまだ未知のステージにある。　

仮に AI（人工知能）の進化で税理士の税務相談業

務に AI テクノロジーを利活用できるようになった

とする。この場合には、既存の業法、さらにはど

のような職業倫理、職業賠償責任を負うのかが検

討課題となってくるのではないか。

　この場合、次のように大きく二つに分けて考え

る必要があろうかと思う。つまり、一つは、民間

の IT 企業が開発した AI 税務相談サービス、ある

いは AI ／ ML 税務システム（tax AI ／ ML system, 

tax AI system）を納税者本人が利用する場合であ

る。もう一つは、そうしたサービスを税理士が、（オ

ペレーターとして）利用する場合である。それから、

IT企業が開発した AI税務相談サービスシステムを

不特定多数者や税務専門職向けに販売する場合に

は、税理士法との抵触の有無が問われてくる。

4　 AI 税務をめぐる法制、税務専門職倫理、過

誤責任

　「IoT （internet of Things ／アイオーティー／

何でもインターネットにつながるの）をよし」、と

する考え方が広がっている。それから、AI（人工

知能）の発達で豊かな世界が到来するという見方

もある。ところが、サイバー犯罪が猛威を振い、

AI（人工知能）でヒト化したロボコップ、ロボ兵

士が、勝手に戦争を始める危険を危惧する声もあ

る。

　加えて、現時点でも、アメリカなどでは、税務

AI ないし税務ロボアドバイザーが、投資家に不適

切なアドバイスを与え、損害を被った投資家が、〝過

誤（mal-practice）〟を糾し、税務ロボアドバイザー

の契約責任、不法行為責任を問うケースも出てき

ている。

　税務 AI についても、将来的には、当然、税務ロ

91  また、人種構成では、白人（ヒスパニック系を除く。）52.7%、黒人（ヒスパニック系を除く。）27.6%、ヒスパニッ

ク系が 12.5%、アジア・太平洋系 6.0%、アメリカ・アラスカ先住民 0.9% である。

【図表 45】真の AI（人工知能）であることの最低条件【図表 45】真の AI（人工知能）であることの最低条件  
 

 

 

 

 

  
  
  
 

①人間と同じあるいはそれ以上の認識

のスキルを獲得していること。 

②決定・勧告を行う場合、そのプロセス

（過程）について説明責任負えること

（explainable） 

 

現時点では、実用化の

目途はまったく立ってい

ない 



ボアドバイザーに対する損害賠償責任、税務専門

職としての〝専門職倫理〟が問われてくる 92。

（1） アメリカの AI 刑事司法手続から AI 税務手続

の問題点を探る

　AI 税務法制を整備するとしても、その課題は多

岐にわたる。また、そもそも「AI 税務法制とは何

か」の問いかけに答えるのも難しい。また、諸外

国においても、整備された包括的な AI 税務法制を

敷いている例は見当たらない。ここでは、税務行

政事務のデジタル化、税務への ML（機械学習）デー

タや AI（人工知能）アルゴリズムの利活用にかか

る法制の必要性について、アメリカにおける現行

の刑事リスク評価システムを参考に、適正手続（due 

process）強化の観点から検討してみたい。

①�アメリカの AI 刑事リスク評価システム COMPAS

とは

　現代のアメリカ刑事司法（criminal justice）

においては、裁判所の量刑（sentencing）、仮釈放

（parole）、刑の執行猶予（probation）、保釈金額

の決定（bail determination）などには、刑事リス

ク評価（CRA=criminal resk assessment）アルゴリ

ズムが使われている。現在、アメリカには 60 を超

える CRA アルゴリズムがあるといわれる。連邦犯

罪を除き、対多数の刑事犯罪は各州の裁判所が管

轄しており、各州の裁判所は、これらから最適と

思われる CRA アルゴリズムを選択し、裁判所実務

に使っている。多くの州裁判所が使っているのは、

次の 3つのアルゴリズムのうちの COMPAS である。

　刑務所の収容者（受刑者）から仮釈放【受刑者

が刑務所から条件つきで出てくること。】の申請

があったとする。この場合、アメリカでは、裁判

所がその決定に関わる。一般に、刑事リスク評価

（CRA）アルゴリズムを装着してプロファイリング

（COMPAS）を使って判断してきている。この結果、

裁判官自身は、仮釈放した大丈夫（Yes）だと判断

しても、COMPAS が大丈夫でない（No.）と判断した

場合、仮釈放はできないということになる。人権

にかかわる重大な問題との声も強い。

　 刑 事 司 法（criminal justice）、 刑 事 手 続

（criminal procedures） に ML ／ AI を 活 用 し た

COMPAS にインプットされたデータやアルゴリズム
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【図表 46】AI 税務相談利活用の類型【図表 46】AI 税務相談利活用の類型 
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92  See, e.g ., L. Karl Branting, 〝Artificial Intelligence and the Law from a Research Perspective,〟 14 

No. 3 ABA SciTech Law. 32 （2018）.
93  See, Cassie, 〝Fifth Amendment Limitations on Criminal Algorithmic Decision Making,〟 21 N.Y.U.J. 

Legis. & Pub. Pol’y 237 （2018）.

【図表 47】 3 つの代表的な刑事リスク評価（CRA）アル【図表 47】 3 つの代表的な刑事リスク評価（CRA）アル
ゴリズムゴリズム

COMPAS（Correctional Offender Management 

Profiling for Alternative Sanctions ／代替制裁の

ための矯正対象犯罪者管理プロファイリング）　　

　COMPAS は、インターネットで結ばれた刑事リスク

評価（CRA=criminal risk assessment）アルゴリズム

を使ったプロファイリングシステムである。被疑者に、

137 問の質問に答えさせ、過去の犯罪データとの照合

により、再犯の危険性などを 10 段階の点数として割

り出す仕組みである。これらの質問には、犯罪、保釈

の履歴や年齢、雇用状況、暮らしぶり、教育レベル、

地域とのつながり、薬物使用、信条、さらには家族の

犯罪歴、薬物使用歴なども含まれる。仮保釈などを決

定するケースでは、州の矯正局がＣＯＭＰＡＳでデー

タを解析し、その結果が裁判官に提供される。

　学者が批判し、裁判でも問われるのは、COMPAS の

ような刑事リスク評価システムに使われているアルゴ

リズムが非公開であり、白人よりもアフリカ系の人た

ちに高い危険性評価が出ることなどバイアス（偏頗）

があるのではないかという点である。また、COMPS な

どは、量刑など評価結果は出てくるものの、評価の

根拠・理由を導き出すことはできない。このことか

ら、量刑の軽重、実刑か猶予かなどを、ＣＯＭＰＡＳ

などによる自動的決定だけに基づいて判断されるのは

連邦憲法修正第 5 条が保障する「法の適正手続（due 

process of law）の抵触するのではないかと批判され

ている 93。裁判でもこの点を理由に争われている。

PSA（Public Safety Assessment／公共安全評価）　（略）

LSI-R（Level of Service Inventory Revised ／改訂

再犯率予測データベース）（略）
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にバイアス（偏頗）が含まれていないかどうかが

問われてくる。COMPAS が生成した再犯リスクスコ

アに誤差が生じ、差別を生むことになる。

　COMPAS のような AI ／ ML システムによる判断が

バイアス（偏頗）を生まないようにするためには、

次の二つが、法定規制のポイントといえる 94。

②�わが国での税務 AI システムのバイアス統制の一

断面

　例えば、国税不服審判所は、1970 年に発足して

以来、10 万件を超える裁決を下している。しかし、

その大部分は非公開である。その後、先例となる

ような裁決については、「裁決事例集（冊子）」を

作成し公表している。しかし、いまだ納税者が勝っ

た裁決は公表していない 95。国税不服審判所が「つ

まみ公開」したバイアス（偏頗な）データをもと

に「国税不服審判 ML システム」あるいは「税務 AI

システム」が実用化されたらどうなるのであろう

か。「税務署が主役」で、納税者は不服申立てをし

てもますます絶対の勝てない ML ／ AI システムが

できあがってしまう恐れが強い。

　また、納税者リスク予測評価委システムのよう

な ML ／ AI 税務システムが実用化されるとすれば

同じような問題が出る可能性がある。ML に用いる

ビッグデータや AI のアルゴリズムの清廉性／信頼

性（integrity）や公平性（impartiality）などに

加え、無罪の推定（presumption of innocence）

などの不文の法原則がインプットされないと、租

税ほ脱の評価が偏頗的で、課税庁に偏向したになっ

てしまうことが危惧される。

　俗に「人質司法」と揶揄されるように、わが国

の刑事司法では、いったん逮捕されたら、冤罪で

も罪を認めなければ保釈なしの長期勾留が当り前

で、起訴されたら有罪率は 99.9％が現実である 96。

無罪の推定（presumption of innocence）などの

不文の刑事法原則が ML ／ AI システムにうまくイ

ンプットされないと偏頗なシステムになり、人権

保障上危険極まりないものとなる。租税犯則事件

にかかる起訴・不起訴を決定するための検察によ

る捜査や、検察からの勾留請求に対する裁判所の

判断などが、偏頗的なコンテンツの累積からなる

ML／ AI システムに依存して行われることにならな

いようにするには、ML（人間の頭脳）の関与が不

可欠である。こうした保護法益がうまくデザイン

された公正が担保された AI 法制が必要となる理由

である。

　税法を具体的な事実に適用するとする。この場

合に、適用する条項の内容を明確にするためには

解釈をする必要が度々でてくる、課税は、国民の

財産に対する貨幣（金銭）形態による公権力の行

使であり、租税法律主義のもと、税法の解釈は厳

格に行われるべきであるとされる。このことから、

合理的な理由もなく拡大解釈や類推解釈が行われ

るべきではなく、「疑わしくは納税者の利益に（in 
dubio contra fiscum）」に解釈されるべきである

とされる 97。これは、刑罰な国民の身体や財産に

対する公権力の行使であることから、刑法は罪刑

法定主義のもとでの「疑わしきは罰せず」の解釈

原理に従い厳格に解釈されるべきであるとするの

【図表 48】 問われるアメリカ司法手続での「ＭＬ仮釈【図表 48】 問われるアメリカ司法手続での「ＭＬ仮釈
放判定システム」放判定システム」

 

 

 

 

  
  
  

  
  

 

・裁判官      「仮釈放 OK」の判断 

・COMPAS     「仮釈放は NO」の判断 

裁判官は、COMPS の判断を優先！ 

その理由は不明だが、「機械がそう判断したから？？」 

・受刑者     憲法が保障する「法の適正手続」によらずに自由が

奪われることになり、憲法違反では？？ 

94  Stephen E. Henderson, 〝Round Table on Big Data and Criminal Law,〟 15 Ohio St. J. Crim. L. 527 （2018）.
95  なお、これら非公開裁決のうち、重要なものは、タインズ（TAINS ／一般社団法人 日税連税法データベース）が

情報公開法を使って開示され、同データベースに収録されている。 
96  最近では、わが国の刑事司法について、日産自動車のカルロス・ゴーン前会長の逮捕・長期勾留をめぐり「人質司法」

ではないかと、人権保護の観点から国際的に大きな関心を呼んでいる。記事「長期勾留 海外から批判」朝日新聞

2018 年 11 月 29 日朝刊参照。また、清水晴生・石村耕治「対論：日本の刑事司法のお家芸：『人質司法とは何か？』」

CNN ニューズ 94 号 33 頁以下参照。Available at: http://www.pij-web.net/data/CNN-94.pdf
97  例えば、清永敬次『税法〔新装版第 3版〕』38 頁参照。この点、金子宏名誉教授は、今日「疑わしきは国庫の利益に（in 

dubio pro fisco）」と主張するのは行き過ぎだとしても、税法と刑法の解釈原理とをアナロジーでとらえる考え

方にも疑問を呈している。金子宏『租税法〔23 版〕』（弘文堂、2019 年）123 頁以下参照。



とアナロジーにとらえようとするものである。し

かし、課税庁は、今日でも「疑わしきは国庫の利

益に（in dubio pro fisco）」と主張する傾向が強く、

ML／ AI 税務システムがこうした法解釈原理をイン

プットして運用される可能性はないかどうかが問

われてくる。

　こうした例からもわかるように、課税庁が、

ビッグデータ、データマイニング（DM）技術や

予測分析アルゴリズム（predictive analytics 

algorithm）を利活用した AI システムを立ち上げ

る場合には、どのように税法の不文の法解釈原理

をシステムにインプットするのかも重い課題であ

る。

　こうした問題は、課税庁が、ビッグデータ、デー

タマイニング（DM）技術や「疑わしきは国庫の利

益に」や「経済的実質主義」のような課税庁寄

りに不文の税法解釈原理などをインプットした

予測分析アルゴリズム（predictive analytics 

algorithm）を利活用したシステムを立ち上げ、無

申告、脱税や悪質な租税回避をしそうなターゲッ

ト（調査対象納税者）を抽出し、申告期限前の事

前調査を頻繁化することが想定されるから、重く

とらえる必要がある。

　DIF〔識別関数〕システムを動かしているアルゴ

リズム（自動情報処理手順）や予測分析アルゴリ

ズム（predictive analytics algorithm）、ビッグ

データ、データマイニング（DM）技術などを利活

用し、機械的なターゲット抽出手法による〝誤判〟、

〝誤審〟、〝冤罪〟をコントロールするためには、イ

ンプットされるアルゴリズムやビッグデータなど

の品質や信頼性、公平性、透明性が、立法府や第

三者機関などにより十分に精査されなければなら

ない。具体的には、前記【図表 38】で示した課税

庁をはじめとした「公的機関による ML ／ AI、アル

ゴリズム利用の最低要件の義務化」も一案である。

　いずれにしろ、税務をはじめとした各種行政事

務のデジタル化、ML ／ AI システムの利活用にかか

る法制整備の課題は、広い意味では、「納税者情報

（taxpayers’ information）の収集（取得）・利活

用（データ照合／情報連携）・頒布などの取扱プロ

セスに対する適正手続（due process）」、もう少し

的確にいえば「手続的データ適正手続の権利（right 

to procedural data due process）」をどのように

強化するかにある。

　この面からの法的規制を強めている諸国におい

ては、いずれも試行錯誤の段階にあるといっても

過言ではない。

③�アメリカの国民・納税者のデジタルデータ保護

のため連邦法制

　参考までに、アメリカにおける国民・納税者の

デジタルデータ保護のための主要な連邦法制につ

いて簡潔に紹介すると、次のとおりである。
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【図表 50】 国民・納税者データ保護のための AI 税務関【図表 50】 国民・納税者データ保護のための AI 税務関
連連邦法制の構図連連邦法制の構図

①プライバシー法（Privacy�Act�of�1974）

　この法律は、連邦政府が個人データの利用を制限す

ることを目的に制定された。個人は、政府が保有す

る自己情報の開示を求め、内容に誤りがある場合に

は、訂正を求める権利を保障している。加えて、こ

の法律は、個人を識別できる情報（PII ＝ personally 

identifiable information）を政府機関や民間機

関が共有することを制限している。IRS が発出した

内国歳入マニュアル（Internal Revenue Manual）

§ 11.3.14.11 （05-20-2005）は、「IRS は、本庁の目

的の遂行に関連しかつ必要な情報のみを収集すること

ができる。」と規定している。しかし、現実には、IRS

は、納税者のあらゆる情報を収集し、ビッグデータと

して利活用している。これは、プライバシー法のみな

らず、自己が発出した要件にも違反している。

②�コ ン ピ ュ ー タ 照 合・ プ ラ イ バ シ ー 保 護
法（CMPPA=Computer� Matching� and� Privacy�
Protection�Act�of�1988）

　この法律（CMPPA）は、前記①プライバシー法を改

正するために制定された。プライバシー法の保護の対

象となる記録（records）を自動データ照合プログラ

ムに利用する場合の保護措置を規定したものである。

CMPPA は、次の趣旨で保護措置を講じている。

　CMPPA は、コンピュータを使ったデータ照合につい

ては、法的根拠があり、かつ目的とする行為を達成す

るに必要であることを条件に、これを認める。CMPPA

は、政府によるコンピュータを使ったデータ照合のた

めに使われるデータについて、プライバシー、信用

性および正確性を確保することをねらいとしている。

CMPPA が適用になるには、次の 4 つの要素があること

が条件となる 98。

　ただし、CMPPA は、税務行政目的でのデータ照合プ

ログラムなどには、適用除外となっている。代わり

ⓐデータ照合をする場合の手続を統一すること。

ⓑ�データ主体の権利を保護するための適正手続を

確保すること。

ⓒ�各政府機関における照合行為を監察するために

各機関がデータ信頼性委員会（Date Integrity 

Board）を設置し監視すること。

ⓐコンピュータによる照合

ⓑ比較対象となる主体

ⓒ連邦給付プログラム

ⓓ照合目的



113国民税制研究　№ 5（2019） 

【論説】AI 税務と税務専門職の将来像を展望する

　以上のような国民・納税者データ保護のための

連邦法の多くは、文書（紙）媒体からデジタル（電

子）媒体への移行期につくられたものである。ま

た、連邦機関一般を対象とした法制であり、とく

に課税庁をターゲットとしたものでもない。加え

て、すべての先端技術（ハイテク）をターゲット

としてつくられているわけでもない。その意味で

は、パッチワーク的でもある。

④米・豪のデータ照合規制法制の実際

　今日、データ照合（またはコンピュータ照合）は、

データマイニング（DM）とともに、行政機関にお

ける適格審査や調査に幅ひろく用いられるように

なってきている。

　国民・納税者からのリアルタイム対応に応える

うえでは、ハイテクを駆使したデータ照合は、利

便に資する手続のようにもみえる。しかし、デー

タ照合プログラムに使われるアルゴリズムの信頼

性／清廉性に問題があると、照合の対象とされた

情報主体の権利利益や人権を侵害されることにも

なりかねない。

　そこで、アメリカ（米）、オーストラリア（豪）

などでは、早くから、法律やガイドラインなどを

用いて、データ照合プログラムに対する第三者機

関によるプライバシー影響評価や議会の所管委員

に、大統領府（EOP=Executive Office of President）

に置かれている行政予算管理局（OMB=Office of 

management and Budget）が税制関連のデータ照合に

関して規制することになっている。IRS のデータ照

合の規制については、CMPPA を編入したプライバシー

法（552 条 a 項 o 号）および内国歳入マニュアル（IRM

§ 11.3.39）に、次のような骨子の規定をおいている。

内国歳入法典（IRC）6013 条〔秘密保持規定〕　

　IRC6013 条は、納税申告および申告情報は、部外秘

とし、かつ、いかなる方法においてもそれらを開示

してはならないと規定する。例外的に開示する場合、

IRS は、法認されない方法で開示されることのないよ

うに、技術的、管理的および物理的にも厳格な安全措

置を講じるように求められる。加えて、IRS は、こう

した安全措置が遵守されているかどうかを監察する義

務を負う。許可なく、故意に申告書情報を開示した

IRS 職員は、刑事制裁の対象となっている。一方、情

報主体である納税者も、違法な開示をした職員に対し

て民事の賠償責任を追及できる。

データ品質法（Data Quality Act of 2001）

　この法律は、「情報品質法（Information Quality 

Act）」とも呼ばれる。この法律は、IRS（連邦課税

庁）を含む連邦機関に対して、各機関が保有する

データの品質、信頼性を確保するように求めている。

同法は、大統領府（EOP=Executive Office of the 

President）に置かれた行政管理予算局（OBM=Office 

of Management and Budget）が、データ品質管理に関

する政策ならびに、一般大衆に頒布される情報の品

質、客観性、有用性および清廉性を保証するために手

続に関するガイドラインを設定する権限を与えてい

る。OBM ガイドラインは、各機関に対して、データ品

質確保のための基準を定め、かつ保有するデータの請

求の基づく開示や修正にかかる仕組みを構築し、公表

するように求めている。IRS は、2001 年にガイドライ

ンを定め、公表している。もっとも、連邦議会が制定

した情報自由法（Information Freedom Act of 1966, 

amended in 2003）との齟齬も目立ってきている。

②電子政府法（E-Government�Act�of�2002）

　この法律は、連邦裁判所のあらゆる資料は、原則と

して電子的に提出することを求めるものである。連邦

最高裁判所に対して、個人のプライバシー権を保護す

98  データ照合（情報連携）プログラムの運用手続の適正化・透明化の実際および課題については、後にアメリカ（米）、

オーストラリア（豪）との比較において点検する。

るための規則（rules）を定める権限を付与している。

2007 年 12 月 1 日に、連邦最高裁は、個人のプライバ

シー権を保護するために、連邦民事手続規則（Federal 

Rule of Civil Procedures ）第 5.2 を発出している。

第 5.2 は、次のように規定する。

　「裁判所が特に命じる場合を除き、裁判所に電子ま

たは文書で提出されるファイルに、当事者または非当

事者個人の社会保障番号（SSN）、納税者番号（TIN）

または未成年の個人の生年月日、氏名、金融口座番号

が記載されているときには、（1）社会保障番号（SSN）

および納税者番号（TIN）については最後の 4 桁、（2）

当該個人の生まれた年、（3）未成年者のイニシャル、

および（4）金融口座番号の最後の 4 桁をのみを記載

するものとする。」

③�連邦機関データマイニング報告法（Federal�Agency�

Data�Mining�Reporting�Act�of�2007）�

　この法律は、IRS を含む連邦の省庁がデータマイニ

ングに関わる場合には、連邦議会にその旨を報告する

ように求めるものである。

ⓐ�記録主体（情報主体）に対しデータ照合する旨

の通知をすること。

ⓑ�新たなデータ照合プログラムに関する議会への

報告書を作成すること。

ⓒ�法定された通知と報告を連邦官報掲載用に作成

すること（ただし、照合目的で受領機関がそれ

を行っている場合を除く）。



会に報告をするなどの形で、データ照合（情報連携）

規制を実施してきている 99。

　ちなみに、オーストラリア（カナダ、ニュージー

ランドなどを含む。）では、「データマッチング

（data-matching ／データ照合）」という言葉を使っ

ている。これに対して、アメリカでは、「コンピュー

タマッチング（computer matching ／コンピュータ

照合）という言葉を使っている。わが国では、「情

報連携」と呼んでいる。名称は異なるものの、そ

の仕組みや手法などはほぼ同じである。

　米・豪のデータ照合（情報連携）規制法制の特

徴をあげると、次のとおりである。
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99  なお、データ照合のあり方が、カナダ、ニュージーランド、イギリスをはじめとした多くの諸国において、マッ

チング（照合）の対象とされる情報主体のプライバシー権や適正手続保障の観点から問われている。本稿では、

データ照合やデータマイニング（DM）にかかるプライバシー保護問題は射程外である。See, e.g ., Daniel J. 
Steinbock, 〝Data Matching, Data Mining, and Due Process,〟 40 Ga. L. Rev. 1 （2005）.

100  通知サンプルとしては、See, e.g ., Federal Register: Privacy Act of 1974: A Notice by the Internal Revenue Service 

on 06/11/2018. Available at: https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/11/2018-12462/privacy-act-of-1974

【図表 51】米・豪のデータ照合規制法制の特徴【図表 51】米・豪のデータ照合規制法制の特徴

アメリカにおけるコンピュータマッチング規制

・ アメリカにおいて、連邦レベルでは、1988 年に「コ

ンピュータ照合・プライバシー保護法（Computer 

Matching and Privacy Protection Act）」を制定し、

一般法であるプライバシー保護法（Privacy Act of 

1974）」の枠内に編入・特段の規定を設ける形で、

コンピュータ照合の透明化策を実施している。

・ また、行政運営の総合調整任務をこなす大統領府に

ある行政管理予算局（OMB=Office of Management 

and Budget）が、連邦プライバシー法の運用監督に

あたっている。

　 　行政管理予算局（OMB）は、各種「照合プログラ

ム実施に関する各種ガイダンス等（Guidances on 

the Conduct of Computer Matching Programs）」を

公表している。

・ アメリカは、後にふれるオーストラリアとは異なり、

議会直属の独立したプライバシーコミッショナー

（プライバシー特殊オンブズマン）のような制度を

置いていない。

・ アメリカ連邦プライバシー法は、二つ以上の記録シ

ステムにある個人データを、コンピュータを使って

比較するプログラム（照合プログラム）の透明化に

ついての規定を置いている（3 条 o 項）。この規定に

よると、コンピュータ照合プログラムに参加するす

べての行政機関は自らの組織内に、データ信頼性委

員会（Data Integrity Board）を設けるように求め

ている。各機関のデータ信頼性委員会は、各行政機

関のなかで、照合プログラムに関する一切の監督・

調整業務を行っている。その範囲は、➊プログラム

の評価、➋費用対効果分析、➌年次報告書の作成・

当該機関の長および行政管理予算局への提出、な

らびに➍コンプライアンス状況の検査などにまで及

ぶ。すなわち、データ照合を実施する行政機関（以

下「実施機関」）は、さまざまな手続を踏むように

義務付けられているわけである。

①コンピュータ照合プログラム実施における事前の手続

　まず、照合プログラムの実施にあたり、実施機関は、

事前に、次のような手続を取るように求められる。

・ 実施機関は連邦官報（Federal Register）に、次の

項目を公示（notice）すること 100：➊参加機関の名称、

➋照合の目的、➌照合プログラムに実施する法的根

拠、➍利用に供する記録と個人の種別、➎実施期間、

➏パブリックコメント及び質問の提出先。

・ 提供機関と受領機関との間で、次の項目につい

て書面によるコンピュータ照合に関する取決め

（CMA=computer matching agreements）をすること：

➊照合の目的及び法的根拠、➋照合を正当とする

理由および予想される成果、➌利用に供する記録

と個人の種別、➍連邦からの給付・助成の受領等

や連邦官職への応募に際し、提出された情報が照

合プログラムの対象となる旨を、その申請時等に

申請者に告知する手続、➎照合記録の保存および

廃棄に手続、➏照合される記録とプログラム実施

結果への安全確保措置、➐照合に使用された情報

のコピーや再提供の禁止、❽提供された情報の管

理・返却・廃棄手続、❾照合に使われる情報の清

廉性の評価、❿取決めの遵守状況を政府検査院

（GAO=Government Accountability Office）の長が

監査できる旨など。

・ その取決め（CMA）を連邦議会の委員会に報告し、

国民の閲覧に供すること。

・ 一方、情報の提供機関は、データ照合の取決めが護

られないと信じる理由があるときには、受領機関に

対し照合プログラムのために、いかなる情報も提供

してはならないし、照合プログラムに関する取決め

（CMA=data-matching agreements）の更新を行って

はならないことになっている。

②コンピュータ照合プログラム実施後の手続

・ 照合結果に基づいて、その後の手続を進めるにあた

り、照合プログラムに参加した連邦行政機関（実施

機関）は、情報主体である本人を保護するために、

その本人の不利益処分の基礎として使われる情報に

ついて、独立して調査し、信頼性／清廉性を確認す

るように求められる。したがって、この調査・確認

なしには、当該本人に対し不利益処分をすることが

できないわけである。また、当該本人に対しては、
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of the data-matching program 1991, 1994）」〔DMP

ガイドライン〕を発出している。

② TFN 個人情報以外のデータ照合の場合

　オーストラリアの TFN は、「税と社会保障」目的に

利用が限定された番号である。したがって、連邦行

政機関は TFN 関係事務以外の目的で個人情報のリン

ケージ（突合）やデータ照合プログラムを実施する場

合には、連邦情報コミッショナー（AIC）が公表した

「連邦行政におけるデータ照合実施に関するガイドラ

イン（Guidelines on Data-matching in Australian 

Government Administration）」（2014 年 6 月）を尊重

するように求められる。

③�国民健康法（National�Health�Act�1953）に基づく
データ照合の場合

　国民健康法 135 条の A の A 第 5 項は連邦行政機関が

医療給付プログラムと薬剤給付プログラムの個人情報

を同じデータベース（DB）で保有することを原則と

して禁止している。この規定に基づき、連邦情報コ

ミッショナー（AIC）は、双方の DB での個人情報の保

有およびリンケージを規制する目的で、「医療給付と

薬剤給付プログラムに関するプライバシーガイドライ

ン（Privacy Guidelines for the Medicare Benefits 

and　Pharmaceutical Benefits Programs）」（2008 年

3 月）を発出している。

・ 連邦のデータ照合プログラムについては、①、②、

③のいずれかを問わずすべて、連邦情報コミッショ

ナー（AIC）による監査・評価などの対象となって

いる 102。

・ 連邦情報コミッショナー（AIC）とは、行政府から

独立した連邦議会直属のオンブズマンである。性格

的には、プライバシー問題（＋情報公開請求関係問

題）を専門に扱う特殊オンブズマンである。

・ オーストラリアのデータマッチング規制法制は、大

きく分けると、次のような目的を持っている 103。

　（a）  1 つは、データマッチング実施機関が実施する

各種データ照合プログラムに対して法的根拠を

与えることである。また、実施機関を法定し、

プライバシー影響評価（PIA=Privacy Impact 

Assessment）に合格し、公表されたプログラム

のみを実施できることとしたことである。これ

により、データ照合プログラムの存在や内容、

基準等を公開するとともに、プライバシー侵害

的なプログラムにならないように、手続的に規

制をしたことにした。

　（b）  2 つ目は、データ照合プログラムの対象となっ

た情報主体に対して自己情報のコントロール権

および適正手続を保障することである。具体的

には、記録を残すことである。これは、情報主

調査結果を争う機会があることを告知しなければな

らない。この告知をしないで不利益処分をすること

はできない。ちなみに、調査結果に関する争いは、

それぞれの申請にかかる不服申立手続によることが

できる。

③不正閲覧からの納税者保護法の制定

・ アメリカでは、連邦の税金および社会保険税の徴

収を担当する内国歳入庁（IRS=Internal Revenue 

Service）において、職員による興味本位での不正

閲覧（個人データののぞき見）が大きな問題になっ

た。

・ 1997 年に、連邦議会は、「不正閲覧からの納税者保

護法（Taxpayer Browsing Protection Act）」を制

定し、職員が興味本位で納税者データを拾い読みす

るのを禁止し、処罰の対象とすることで対処した。

その後、この法律は、連邦税法典である内国歳入法

典（Internal Revenue Code）に編入された。同法

典によると、連邦職員（IRS と契約関係にある一定

の者を含む。）または州職員は、法律で認められる

場合を除き、連邦納税者の申告書または申告書情報

に故意にアクセス（閲覧）することは違法とされる。

違法な閲覧をした者は、5000 ドル以下の罰金若しく

は 5 年以下の懲役又は併科、プラス訴訟費用の負担

を求められる。また、有罪の宣告を受けたときには、

免職又は解雇される（内国歳入法典 7213 条）。

④�政府検査院（GAO）からの行政管理予算局（OMB）へ
の勧告

・ 2014 年に、政府検査院（GAO）は、7つに機関（農務省、

教育省、人間サービス省、国土安全保障省、労働省、

退役軍人省、社会保障省）コンピュータ照合取決め

（CMA）を検査し、コンピュータ照合法の執行を担当

している行政管理予算局（OMB）に対して、実施機

関向けに発出されているガイダンスや通達などに盛

られた指示や基準がわかりにくく、各機関の照合プ

ログラム間に齟齬を生じていることから改善する必

要がある旨勧告をしている 101。

オーストラリアにおけるデータマッチング規制

①�納税者番号（TFN ／タックス・ファイル・ナンバー）
を使ったデータ照合の場合

　オーストラリアは、個別法として、1990 年に、連

邦データ照合プログラム（給付及び租税）法（Data-

matching Program （Assistance and Tax） Act 1990 

（Cth））〔DMP 法〕を制定している。また、連邦情

報 コ ミ ッ シ ョ ナ ー（AIC=Australian Information 

Commissioner）は、DMP 法に基づき、1991 年、1994

年に、「データ照合プログラム実施に関するガイドラ

イン（Data-Matching Program （Assistance and Tax） 

Act 1990 Guidelines ／ Guideline for the conduct 

101  See, GAO, Computer Matching Act: OMB and Selected Agencies Need to Ensure Consistent Implementation 

（GAO-14-44, January 2014 ）.
102  Available at: http://www.privacy.gov.au/law/other/datamatch
103  拙著『オーストラリアの納税者番号制とプライバシー』（財団法人 日本税務研究センター、1992 年）第 5章参照。
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体から請求があった場合に応えられるようにす

るためである。また、データマッチングの結果

に基づいて情報主体に対する必要な処分や調査

（事実行為）を行う場合には、処分案等の告知・

反論の機会を保障した。

　（c）  3 つ目は、各種データ照合プログラムのプライ

バシー影響評価、監視〔調査〕（DMP 法 13 条）、

苦情処理（DMP 法 14 条）などを、連邦議会連

邦議会直属の連邦情報コミッショナー（AIC）

に委ねたことである。こうした権能を行使する

ために、連邦情報コミッショナー（AIC）は、

自らに与えられた権限に基づき、データ照合プ

ログラム（給付及び租税）ガイドラインなどを

発出している。

④�センターリンクによる違法・不正確なデータ照合事
件の分析

　現在、オーストラリアでは、連邦の社会保障プロ

グラムは、連邦人間サービス省（DHS=Department of 

Human Service）所管の連邦の独立行政法人である「セ

ンターリンク（Centrelink Australia）が運営してい

る。センターリンクは、2011 年にメディケアオース

トラリア（Medicare Australia）を吸収し、連邦最大

の社会保障プログラムの運営機関となっている。セン

ターリンクは、社会保障プログラム関連のデータベー

ス「OLTP=Online transaction processing」を稼動さ

せ、各種社会保険金の払込や給付金の支払の自動化を

推進している。

　センターリンクの窓口は、民間金融機関が稼動させ

ている ATM（automated teller machine）と同様の無

人化を目指している。一方、センターリンクは、保険

料納付や給付事務については、連邦政府の社会保障過

払い防止策に沿い、「効率化」と「正確性」の向上を

目標に掲げている。2016 年 6 月から、未納保険料の

効率的な徴収をねらいに、ML（機械学習）データやア

ルゴリズム（自動情報処理手順）などハイテクを使っ

たオンライン・コンプライアンス介入（OCI=online 

compliance intervention）システム、通称で「ロボ

デット（robo-debt）」、を稼動させ、受給者のプロファ

イリングを実施するとともに、受給資格や不正な保険

料未納付をチェックするために連邦国税庁（ATO）の

給与所得額とのデータ照合を実施している（将来的に

は、事業所得や投資所得との照合にも拡大の方針であ

る。）。2016-7 財政年では、OCI システムは、約 78 万

3,000 件もの「介入（要調査／ hits）」をはじき出した。

手作業の時代では年 2 万件程度であったの比べると飛

躍的な伸びを記録している。

OCI システムは、要調査者（社会保険加入者）に対し

て「あなたの所得に関する重要なお知らせ」というタ

イトルの〝お尋ね（contact letter）〟を自動送付する。

104  See, Richard Glenn, Acting Commonwealth Ombudsman, Centerlink’s Automated Debt Raising and Recovery System 

（Commonwealth Ombundsman Reoprt No.2, April 2017） at 5. Available at: http://www.ombudsman.gov.au/__data/

assets/pdf_file/0022/43528/Report-Centrelinks-automated-debt-raising-and-recovery-system-April-2017.pdf

お尋ねには、ATO のデータベースにある本人所得が記

載されている。つまり、当該加入者に、センターリン

クの記録と ATO のデータとの不一致がある旨通知して

いる。〔なお、本人が myGov（連邦政府ポータルサイト）

加入者である場合には、サイト内のインボックス（電

子私書箱）に送達される。〕。当該加入者は、法定期間（28

日）内に応答するように求められる〔当初は、myGov

加入者の場合には、myGov のウエブサイトを通じて応

答する方式であったが、この方式（インボックス方式）

では効率的な対応が確保できず、現在は、本人にメー

ルアドレスとアクセスコードを付与し、センターリン

クに直接アクセスする方式に変更されている。〕。当該

加入者が、お尋ねの送付を受けたのにもかかわらず、

ネットまたは電話等で法定期間内に応答をしないと、

OCI システム が、ATO のデータを基に当人の保険料を

自動的に算定し直し、当該加入者に追加納付を求める

督促状を繰り返し送達する。OCI システムは、雇用主

が ATO に報告した従業者の雇用期間内に支払った給与

総額を 2 週間分に平準化した推計値を基に自動的に保

険料を算定し直す仕組みになっている。しかし、この

仕組みでは、雇用主の ATO への報告内容に誤りがある

と、連鎖して社会保険料の算定にも誤りが生じてくる。

また、保険加入者である従業者の各 2週間分の給与は、

現実には、常に同額であるとは限らない。しかし、推

計値に対する反証は、決められた期間内に、加入者側

行うことになっており、反証しないと、増差額＋ 10%

のペナルティを加算した額の納付が求められる。

　ちなみに、保険料の追加納付に不満のある加入者

は、センターリンクの苦情処理ラインへ申出ができ

る。また、センターリンクの対応に満足しない場合に

は、連邦議会直属の連邦オンブズマン（Commonwealth 

Ombudsman）に苦情の申出ができる。

　追加納付通知を受けた多くの加入者から、ATO との

データ照合プログラムとリンクした OCI システムの信

頼性／清廉性が疑う声が上がった。マスメディアも、

この問題を大きく取り上げた。連邦オンブズマンには、

多くの苦情の申出があった。このため、連邦オンブズ

マンは、調査を開始し、調査結果を報告書にまとめて、

センターリンクを所管する連邦人間サービス省（DHS）

に対して OCI システムの改善【正確性・透明性・利便

性・証拠収集・企画およぶリスク管理等】の必要性を

勧告した 104。

　連邦議会上院コミュニティ事務検討委員会（Senate 

Community Affairs References Committee）も、OCI

システムが機械的にはじき出した数値、あるいは ML

（機械学習）のアルゴリズムが正確なのかどうかなど

を一般市民である加入者が立証するのは至難であり、

立証責任は、センターリンク側が負うべきであるな

どの議論が闘わされた。2017 年 6 月に、同委員会は、
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⑤�わが国の国民・納税者のパーソナルデータ保護

のための法制

　わが国では、前記アメリカのプライバシー法に

相当する個人情報保護法が制定されている。もっ

とも、わが国の個人情報保護法制は、個人情報保

護法（民間分野）、行政機関個人情報保護法（国の

公的分野）および独立行政法人等個人情報保護法

（公的分野）の三階建になっている。

　近年の ICT（情報通信技術）の急激な進展に伴

い、ML（機械学習）や AI（人工知能）の開発のた

めに、「ビッグデータ」、とくに個人の行動履歴や

購買履歴のような「パーソナルデータ／個人デー

タ」の有用性が増してきている。そこで、政府は、

適切な法的ルールを敷いたうえで、パーソナルデー

タの利活用を促進するために、2015 年にこれらの

個人情報保護法を改正した。この改正により、特

定の個人が誰だか分からないように加工された生

存する個人の「匿名加工情報」（ただし、行政機関

個人情報保護法や独立行政法人等個人情報保護法

では、「非識別加工情報」）を、民間機関はもちろ

んのこと、国税庁を含む行政機関も、機微情報（セ

ンシティブ情報）については特段の注意を要する

が、適正に利活用できることになった。ちなみに、

匿名加工情報（非識別加工情報）については、官

民を通じて個人情報保護委員会が一元的に所管す

ることになっている 107。

　また、わが国では、いわゆる「国民背番号制」

を実施するために、個人番号（マイナンバー）を

導入している。この個人番号（マイナンバー）の

導入に伴い、政府ポータルサイト（マイナポータ

ル）内にリンクが張られた情報提供ネットシステ

ムを使って情報連携（データ照合）が縦横無尽に

実施されることになっている。国家（国や自治体）

等のよる多様な個人情報がルールもなく不当に追

跡・突合され、個人のプライバシーが不当に侵害

される懸念が高まっているということで、「特定個

人情報保護評価制度」が導入されている。この制

度に従い、番号法（マイナンバー法）108 では、特

定個人情報ファイル（個人番号をその内容に含む

個人情報ファイル／ 2 条 9 項）を保有しようとす

る「国の行政機関」や「地方公共団体等」に対し

て「特定個人情報保護評価」を義務づけている（27

条）。しかし、わが国の法制には、米豪などとは異

なり、データ照合（情報連携）に対するプライバシー

影響評価や照合対象とされた情報主体の手続上の

権利などを特段に保護する仕組みがないのである。

総務省個人番号企画室「マイナンバー制度におけ

る情報連携について」（2016 年 5 月）をみてもわか

るように、データ照合（情報連携）プログラムに

おいて不利益を被ったデータ主体に対する適正手

続（due process）を保障しようという思考が完全

に欠如しているようにみえる。

　わが国の情報提供ネットワークシステム（マイ

ナポータル）は、ネット空間に設置された巨大な

DHS に対して、こうした事例での立証責任はセンター

リンク側が負うべきであり、かつ、雇用主が ATO に報

告した給与総額を 2 週間分に平準化した推計値を使わ

ないように勧告を行った 105。

　識者も、社会保険事務の効率化を急ぐ余り、推計値

に基づくアバウト課金を放任し、本来負わなくともよ

い負担を社会保険加入者に押し付け、ブラックボック

ス化した OCI による自動決定に対する反証を加入者側

に負わせるなど、国民ファーストでないセンターリン

クの対応に対しては手厳しい。センターリンクの対応

への世論の批判が高まると、自動化した OCI システム

のせいにする政府のやり方は、根本的な解決にはなら

ないとする。ML データや AI のアルゴリズムにバイア

ス（偏頗）がないかどうかを十分に精査せずにこれら

を採り入れたシステムのデザイン段階での「法に支配」

が働いていない、人間を介さないデジタル化には落し

穴があることなどに対する政府の認識の欠如が事態を

一層悪化させている、と批判している 106。

　このオーストラリアの経験は、形だけのデータ照合

規制法制を敷いても、洗練された個人データ保護法制

を構築しなければ、高度のデジタル化した経済社会に

はほとんど役に立たないことを教えてくれている。

105  See, Senate Community Affairs References Committee, Parliament of Australia, Design, Scope, Cost-Benefit 

Analysis, Contracts Awarded and Implementation Associated with the Better Management of the Social Welfare 

System Initiative （2017）, at 109. 
106  See, Terry Carney, 〝The New Digital Future for Welfare: Debts without Legal Proofs or Moral Authority,〟 

2018 UNSW L. J. Porum 1.
107  詳しくは、第二東京弁護士会 情報公開・個人情報保護委員会編『Q&A 改正個人情報保護法～パーソナルデータ保護

法制の最前線』（新日本法規、2015年）参照。
108  すでにふれているように、正式名称には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律で、通称は「番号法」または「マイナンバー法」である。



政府ポータルサイト（プラットフォーム）である。

ここでは、マイナンバーやマイナンバー（個人番号）

から組成された個人識別符号やシリアルナンバー

などを紐づけに使った大掛かりのデータ照合（情

報連携）プログラムが組まれている。こうした情

報連携プログラムについては、特定個人情報保護

評価制度などは敷かれているものの、市民・納税

者には不透明、かつ適正手続がほとんど保障され

ていないブラックボックスの仕組みであることが

わかる。データ照合のターゲットとなるデータ主

体（市民・納税者など）に対して自己情報のコン

トロール権および適正手続が制度的の保障されて

いないのである。

　政府は、「悪いことをしなければ、どんなデータ

監視も怖がることはない。」をモットーに、政府

ポータルサイト（マイナンバー制）を使い、国民・

納税者を一生涯にわたり、データ照合（情報連携）

で逐一徹底監視しようとしているようにもみえる。

その証拠は、各種情報連携プログラムの清廉性を

評価（プライバシー影響評価など）することで透

明性を高め、かつ適正な手続での運用を行政機関

に義務付けたうえで独立した第三者機関による

チェックあるいは立法府への年次報告を求めるよ

うな法的な仕組みをつくろうとしていないことか

らも伺える。〝人質司法〟と同じように、先進国と

しては異例ではないか。

　やはり、データ照合の対象とされた情報主体が、

データ照合（情報連携）プログラムに使われたア

ルゴリズムの信頼性や、照合の対象とされた個人

データの信頼性／清廉性に問題があるなどを理由

に、実施機関に再調査の申立てまたは個人情報保

護委員会のような第三者機関の苦情申立てができ

るように、個人情報保護法制や番号法制を改正ま

たは整備する必要がある。また、データマッチン

グ（情報連携）の結果に基づいて情報主体に対す

る必要な処分や調査（事実行為）を行う場合には、

その事前告知・情報の信ぴょう性などを含め反論

の機会などを保障する必要がある。

　IT 利権に資するパーソナルデータの匿名加工情

報（非識別加工情報）の取扱いについてだけは、

公民を通じて個人情報保護委員会が一元的に所管

する法改正を急いで実施した。いかにも法的対応

が偏頗的であるように映る。

　折しも、EU（欧州連合）では、一般データ保護

規則（GDPR）を2018年5月25日に施行した。GDPRは、

個人データ保護について、公民双方の分野を一括

して規制するオムニバス方式を採用する。わが国

の個人情報保護法制が、公民別々の法律によるセ

グメント方式を採るのとは異なる。

　新たな GDPR では、以下のような権利を法認し、

個人データの自己コントロール権を徹底的に保護・

強化した。その狙いは、データローカライゼーショ

ン（data localization）の考え方に従い、EU 市民

の情報プライバシー権および個人データの保護を

強化し、個人市民に武器を与えることにより、強

大なデジタル・プラットフォーム企業である 4強・

ガーファ／ GAFA やバス／ BATH と闘うように求め

ることにある。
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109  GDPRは、「プロファイリング（Profiling）」とは、自然人に関するある一定の個人的な側面を評価するために、とく

に、自然人の業務実績、経済状況、健康、個人的嗜好、興味、信頼、行動、所在もしくは移動に関連する側面の分

析または予測をするために行われる、個人データの利用からなる個人データのあらゆる形態の自動的な処理をいう。」

（4条 4項）と定義する。なお、プロファイリング等の自動処理のみに基づく自動意思決定についての解説としては、

EU指令第 29条作業部会（Article 29 Data Protection Working Party）「自動化された意思決定とプロファイリング

に関するガイドライン（Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of 

Regulation 2016／ 679）（WP251rev.01）（最終改正2018年 2月）」を参照。 

【図表 52】EU の GDPR で法認したプライバシー権　（個【図表 52】EU の GDPR で法認したプライバシー権　（個
人データの自己コントロール権）人データの自己コントロール権）

・ 個人（データ主体）は、個人データの取得の際にした

同意（consent）を、いつでも撤回できる（GDPR7条以下）。

・ 個人（データ主体）は、自己データにアクセスす

る権利（自己データの開示を求める権利）に加え、

データ主体に対し忘れられる権利（right to be 

forgotten）、いわゆる「削除権」を法認した（GDPR17 条）。

・ プロファイリング（GDPR4 条 4 項）109 等の「自

動処理のみに基づく自動意思決定（automated 

individual decision）」を規制するために、自動処

理のみに基づく決定（automated decision making）

には服さなくともよい権利（GDPR22 条）を法認した。

ただし、例外的に、次の 3 つの場合に限り、自動処

理のみに基づく決定がゆるされる（GDPR22 条 2 項）。

ⓐ�データ主体とデータ管理者との間で、契約の締

結または履行に必要とされる場合

ⓑ �EU 法または加盟国法が、データ主体の権利を

適切に保護し、かつ自動処理のみに基づく決定

を法認している場合、または、

ⓒデータ主体の明示の同意がある場合
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　諸外国の情報プライバシー権の保護状況に比べ

ると、わが国の情報提供ネットワークシステム（マ

イナンバー制）をつかったデータ照合（情報連携）

プランは、市民・納税者には不透明、かつ適正手

続がほとんど保障されていないブラックボックス

の仕組みのように映るのではないか。

　各種データ照合プログラムにかかるプライバ

シー侵害に加え、民間企業や公的機関によるビッ

グデータ、アルゴリズムを用いた AI（人工知能）

やデータマイニング（DM）技術や予測分析手法を

使ったプロファイリングによる「予測的プライバ

シー侵害」も潜在的に拡大している。消費者・市

民や納税者を護るためには、今日のデジタル経済

社会にマッチした形のデータ主体への情報プライ

バシー権を法的にしっかりと認めるように求めら

れている。

　こうした状況を織り込んで考えると、わが国で

も、少なくとも次のような対応策、ホワイトボッ

クス化策が必要である。

⑥�加速する現実空間に確たる基盤を持たない AI 税

務手続と法制

　デジタル経済が加速している。全人類の 80% を

超えるパーソナル情報を握るガーファ／GAFA【グー

グル、アマゾン・ドット・コム、フェイスブック、アッ

プルは、頭文字を取って通称で「GAFA」と呼ばれる。】

は象徴的な存在である。4 強・ガーファ／ GAFA に

続き、中国 ICT（情報通信技術）界に君臨する 3強

（Big 3）・バット／ BATH【バイドゥ（Baidu ／百度）、

アリババ（Alibaba阿里巴巴）、 テンセント（Tencent

／騰訊）、ファーウエイ（Huawei ／華為技術）は、

頭文字を取って通称で「BATH」と呼ばれる。】も個

人データの囲い込みに必死である。このような現

実空間（リアス市場経済）に確たる基盤を持たな

いグローバルな巨大 IT デジタル・プラットフォー

ム企業（ネット巨人）が、ネット経済市場（デジ

タル経済市場／データ経済市場／オンライン経済

市場）を闊歩している。

　こうした動き呼応する形で、ICT（情報通信技術）

や ML ／ AI（機械学習／人工知能）を駆使したシス

テム導入で、税務も、急速にデジタル化、スマー

ト化を強めている。現実空間の確たる基盤を持た

　 　このことから、プロファイリングを含む自動化さ

れた決定に際し、実施主体は、事前にデータ主体に

実施内容を通知するように求められる（GDPR 第 13

条、22 条 1 項）。また、自動処理のみに基づく決定

を特別に法認されている場合でも、データ主体に

は「決定に異議を申し立てる権利が保障されている

（GDPR22 条 2 項）。加えて、自動処理のみに基づく

決定には服さなくともよい権利の侵害がある場合に

は、データ主体は、監督機関の苦情の申出をする権

利（GDP77 条）、および監督機関や実施主体を相手

に司法救済を求める権利（GDPR78 条・79 条）があ

る 110。

・ 自分の個人データがダイレクトマーケティング（DM）

に使用されることの拒否を通知する、ダイレクト

マーケティングを拒否する権利（right to object 

direct marketing）」も法認した（GDPR21 条）。

・ EU 市民の個人データの EEA 域外への輸出（持出し／

移転）を原則禁止したうえで、欧州委員会が、EU 並

みの個人情報保護水準に達していると認定（決定）

した第三国・地域に限って、輸出（持出し／移転）

が認める仕組みにした（GDPR44 条～ 50 条）。

・ データポータビリティ権（right to data portability）　

【あるサービスが特定のユーザーに関して収集・蓄

積した利用履歴などのデータ（個人データ）を他の

サービス、プラットフォーマーでも再利用できるこ

と、すなわち持ち運びできる（＝ポータビリティ）

権利】を法認した（GDPR20 条）。

110  GDPR（22条）で主に規制の対象となっているのは、プロファイリング自体ではなく、プロファイリング等の自動的

処理のみに基づく自動意思決定である。しかし、プロファイリング自体も、人権に対する大きなインパクトを及ぼ

す。EUの人権機関も、ガイドブックを発行して、違法なプロファイリング防止の監視にあたっている。See, FRA, 

Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide （EU Agency forFundamental Rights, 2018）. 

【図表 53】 公的機関によるデータ照合やデータマイニン【図表 53】 公的機関によるデータ照合やデータマイニン
グのホワイトホックス化案グのホワイトホックス化案

ⓐ�アルゴリズムを用いた AI（人工知能）やデータマ

イニング（ＤＭ）技術、データ照合（情報連携）プ

ログラムなどにバイアス（偏頗）がないかどうかを

監査するために、第三者機関などによるプライバ

シー影響評価を義務化すること。

ⓑ�データ照合プログラムや DM 手法などで不利益を

被ったデータ主体に対する通知・救済などの適正手

続（due process）の保障

ⓒ�近年、EU（欧州連合）が施行した一般データ保護指

令（GDPR）では、「プロファイリング等の自動処理

のみに基づく自動意思決定（automated individual 

decision）」を規制するために、「自動処理のみに基

づく決定（automated decision making）には服さ

なくともよい権利」（GDPR22 条）を法認した。わが

国でも、同様の権利を法認する必要がある。



ない AI 税務の本格的な登場である。

　今日、現実経済に確たる事業基盤を持たない

GAFA や BATH、楽天、ヤフーのようなデジタル・プ

ラットフォーム企業が大挙して決済サービスへ進

出してきている 111。これに伴い、課税手続は、イ

ンターネットとモバイル端末を使った電子申告の

広がりとともに、銀行口座を通すのではなく端末

サイドで多くのデータ処理をするブロックチェー

ンのようなフィンテック（金融技術）や QR コード

を使った税金の納付や還付などの仕組みが採り入

れられてきている。

　これら新たに登場するデジタル課税手続に関し

て、デジタルデバイド（情報技術格差）などの問

題への対応を含め、納税者の権益をどのように位

置づけて、法制を整備していくのか難しい判断を

迫られている。

　現実空間に見える基盤を持たない ML（機械学習）

データや AI（人工知能）アルゴリズムを使った税

務調査におけるバイアス（偏頗）の排除、正確性

の確保など、国民・納税者が理解できる形で税務

手続のデジタル化、スマート化が求められている。

サイバー（ネット）空間に設置される申告・納付・

調査・徴収にかかる各種システムのホワイトボッ

クス化、ソーシャル・コントロール、法定コントロー

ルに知恵を絞らなければならない。

（2）AI 税務と税務専門職倫理

　「AI 税務と職業倫理（AI and tax professional 

ethics）」の問題も重要である。税務専門職などに

よる利益相反行為を防ぐためには、税務 ML システ
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デジタルエコノミーの興隆デジタルエコノミーの興隆

経
済市場の流れがモノからデータ中心へと

大きく変わっている。すなわち、データ

化（デジタル化／情報化）できるサービ

スは、➊現実市場経済（リアルエコノミー）から、

➋データ市場経済（データエコノミー／デジタル

エコノミー）に大挙して移行している。

　GAFA のような巨大ネット企業は、➋ネット経

済市場で手にした目に見えない資源である大量の

個人データと巨額の富を➊リアル・現実経済市場

において人手の要る分野の効率化・合理化に投資

している。つまり、巨大ネット企業の➊リアル・

現実経済市場への進出である。巨大ネット企業は、

独自に、あるいはハードなモノつくりメーカーと

共同で、AI（人工知能）、AI ロボット、ドローン、

自動運転車両、EV 車などハイテク製品の開発に

取り組んでいる。今や、これら強大なネット企業は、

ものづくり企業のデータ産業化を進める形で➊リ

アル・現実経済市場に参入、そこでの独占、巨人

として存在することも夢ではなくなってきている。

コ ラ ム ⑥⑥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

➋国境のないネット経済市場（デジタル

経済／データ経済市場／オンライン経

済市場）に確たる事業基盤を持つ企業 

ネット経済市場で、他の事業者と消費

者とを結ぶ「場・基盤（プラットフォー

ム）」を提供する IT 企業をプラットフォ

ーム企業という（GAFA、BATH、楽

天、ヤフーなど） 

➊国境のあるリアル・現実経済市場に

確たる事業基盤を持つ企業や組織体

(デパート・店舗、製鉄会社、繊維会

社、病院、市役所、大学など) 

ビッグデータを使った電池・自

動運転車の開発や販売、無人

店舗の経営など、ものづくり企

業のデータ産業化の形でリア

ル・現実経済市場に大挙進出 

111  ちなみに、アメリカ連邦財務省は、2018年 7月 31日にトランプ大統領あての報告書「経済的機会を創設する財政制

度：ノンバンク金融、フィンテックおよび革新（Report to President Donald J. Trump, A Financial System that 

creates economic opportunities: Nonbank Financials, Fintech, and Innovation）」（以下「米財務省フィンテック

報告書／ DOF Fintech Report」）（222頁）を公表している。なお、米財務省フィンテック報告書公表に先立ち、連

邦議会下院金融サービス委員会の下にある金融機関および消費者クレジットに関する小委員会（House Financial 

Services Committee, Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit）は、2018年 1月 30日に「フィ

ンテック市場における機会と挑戦の検討（Examining Opportunities and Challenges in the Financial Technology （〟

Fintech〟） Marketplace）」の表題で、また、同年9月 28日に「デジタル時代における金融市場の機会の検討（Examining 

Opportunities for Financial Markets in the Digital Era）の表題で、公聴会を開催している。一方、わが国の金

融庁は、2016年 11月に「金融庁におけるフィンテックに関する取組み」、そして2017年 2月に「フィンテックに関

する現状と金融庁における取組み」を公表している。また、わが国政府3機関（経産省・総務省・公正取引委員会）

が2018年 7月に設置した「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備の関する検討会」が、9回の会合を経て、

18年 12月 12日に、「中間論点整理」（以下「中間報告」という。）を公表した。



121国民税制研究　№ 5（2019） 

【論説】AI 税務と税務専門職の将来像を展望する

ム、税務 AI システムが利益相反行為などをチェッ

クできるかどうかも問われてきる。

　わが国の場合は、他の先進諸国に比べると、税

務専門職の職業倫理が十分に確立されているとは

いえない。先進諸国では、各種専門職試験には、「専

門職倫理（professional ethics）」、「法倫理（legal 

ethics）」のような科目がある 112。また、税務に

関わる各専門職団体は、それぞれの行動規範（tax 

professional ethics and code of conduct）を制

定している。こうした点を織り込んで考えると、

税務 AI システムの実用化以前に、現在の税務専門

職の職業倫理などをしっかり再検討する必要があ

る 113。

（3）税理士業務と専門家（民事）責任

　人間である税理士とクライアント（依頼人）と

の関係は、委任（民法 643 条）契約、または委任

と準委任（民法 656 条）との複合契約関係である

という説がある。こうした契約関係のもと、税理

士は、「善良なる管理者の注意（民法 644 条）」義

務を負うとされる。

　税理士は、税務の専門職として、相当高度な注

意義務を負うことになる。税理士は、税理士法に

違反する行為をした場合には、秩序責任や刑事責

任を問われる。

　また、税理士は、故意または過失ある事務処理

によってクライアント（依頼人）などに損害を与

えた場合には、民事責任を問われることになる。

　民事責任には、契約不履行（債務不履行）によ

る損害賠償責任（民法 415 条）と不法行為による

損害賠償責任（民法 709 条）がある。

世界の流れ～デジタル時代における市民の権利世界の流れ～デジタル時代における市民の権利

イ
ギリスやオーストラリアなど先進諸国に

おけるデジタル時代における、電子政府

（政府ポータルサイト）の構築にあたって

は、行政サービスはデジタル（電子／オンライン）

を原則としつつも、政府（ウエブ）ポータルサイ

トは、スマホなどモバイル（移動）端末フレンドリー

であること、そして、高齢者などデジタルデバイ

ド（情報技術格差）対応の義務化をうたうことで、

市民の権利保護を前面に打ち出している。このこ

とから、政府ポータルサイトへのリモートアクセ

ス・ログインにはモバイル端末にフレンドリーで

ない IC カードは使わない方向にかじを切ってい

る。

　今国会で成立したデジタルファースト法は、市

民・納税者に時代遅れの IC カード取得を強制し、

モバイル（移動）端末フレンドリーやデジタルデ

バイド対応の思想を欠く世界水準から大きくそれ

た電子政府を目指しているようにみえる。課税庁

を含む政府ポータルサイトへのリモートアクセス・

ログインには、IC カードを不要としないといけな

い。これにより、スマホやタブレットなどモバイ

ル（移動）端末全盛時代における市民の権利ファー

ストな電子政府ポータルの構築を目指さないとい

けない。

コ ラ ム ⑦⑦

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

行政サービスは、「デジタル（電子）が原則」 

IC カード モバイル（移動）端末フレンドリー・ポータルサイト 

行政庁 市市民民  

行行政政庁庁ののホホーームムペペーージジ（（HHPP））はは、、パパソソココ

ンン（（PPCC））だだけけででななくく、、ススママホホ対対応応もも必必要要  

高高齢齢者者ななどどへへのの紙紙媒媒体体ででのの行行

政政ササーービビススのの義義務務化化  

デジタルデバイド（情報技術格差）対応の義務化 

①① 電電子子申申請請がが原原則則  

②② 添添付付書書類類のの電電子子

保保存存がが原原則則ななどど  

●世界の流れ～デジタル時代における市民の権利●世界の流れ～デジタル時代における市民の権利

112  詳しくは、拙著『アメリカ連邦所得課税法の展開』、前掲・注24、352頁以下参照。 
113  See, e.g ., Katherine Medianik, 〝Artificially Intelligent Lawyers: Updating the Model Rules of Professional 

Conduct in Accordance with the New Technological ERA,〟 39 Cardozo L. Rev. 1497 （2018）.

【図表 54】AI 税務相談利活用の類型【図表 54】AI 税務相談利活用の類型
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（4） AI 税務相談、税務 AI、税務ロボアドバイザー

と過誤責任

　人間の頭脳（MI）を持つ税理士の専門家責任、

民事責任と同様に、税務 AI ／税務ロボアドバイ

ザーについても過誤責任、職業賠償責任の問題が

出てくるものと解される。

　「AI 税務と責任」という場合には、検討の範囲が

かなり広くなる。「記帳代行」、「税務書類の作成」、

「税務相談」等々、業務ごとに個別に検討する必要

がある。

　加えて、AI を機械とみて製造物責任（product 

liability）を問うのか、税務ロボアドバイザー（tax 

robo-adviser）を、とりわけ人間の頭脳（MI）と同等、

それ以上の認識能力を持つ場合には、人間の専門

職と同様にみて、専門職責任、民事責任を問うのか、

を検討する必要がある 114。

　税務 AI、あるいは税務ロボアドバイザー（AI 専

門職）を「人間と同じ専門職」とみるとした場合、

その責任はどうなるのであろうか。また、この場合、

AI 税務相談利活用の類型に応じた過誤責任、職業

賠償（民事）責任の問題はどうなるのかが、問わ

れてくる。この点については、コラム③（98 頁）で、

すでに少しふれている。「人間と同じ専門職」とみ

るとした場合には、まず、無償独占の税理士法の

適用の是非が問われてくる。

　アメリカの議論では、仮に納税者が、端末から

実用化された無料の AI 税務システムにリモートア

クセスして、音声入力などで税務相談をしたとす

る。この場合、その相談者は、一般の税務の本と

同じように、「disclaimer」、つまり「免責声明／

責任放棄声明」の記載あるいは音声での警告を受

けることになるのではないか。つまり、「この無料

の税務 AI（robo-advisory firm）【あるいは税務ロ

ボアドバイザー】は、あくまでも皆さんの税務判

断における便宜をはかることをねらいとしたもの

です。したがいまして、回答（アンサー）内容の

正確性については一切責任を持ちません。より正

確かつ専門的な判断を期待する方は、人間の職業

専門家のアドバイスを求めてください。」のような

注記、あるいは音声のアナウンスをすることにな

るのではないか。

　第一、課税庁のタックスアンサーと同じで、不

特定多数者がアクセスできる無料の税務 AI ／税務

ロボアドバイザーと同じで、相談者から正確な情

報を十分に入手（取得）できないわけであるから、

信認義務は負えない。とくに、税制は改廃が激し

いわけで、常時、データのアップデートが必要で

ある。そうでないと、〝AI 過誤〟の原因となる。

①�税務 AI ／税務ロボアドバイザーと税理士の報告

責任義務との関係

　税理士は、報告責任義務（民法 654 条）を負

う。つまり、税理士は、依頼人である納税者か

らの信頼を保持するためにも、随時、依頼人に

事務処理の状況について説明責任を負う。この

点、すでにふれたたように、「説明責任を負え

る XAI（explainable AI）」、あるいは人間の頭脳

（MI）の助けをまったく必要としない「自律的 AI

（autonomous AI）」など、いまだこの世に存在して

いないことがネックとなる。

　税務システム／税務ロボアドバイザーあるいは

税務 AI（robo-advisory firm）が実用化されれば、

税務相談を受けた場合、回答（アンサー）は出す

であろう。しかし、現在の AI は、人間が「解答（ア
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【図表 55】税理士の契約責任と不法行為責任【図表 55】税理士の契約責任と不法行為責任

契約責任（債務不履行責任） 不法行為責任

契約関係あり

立証責任は税理士

契約関係の有無は問わない

立証責任は、依頼者、第三者

114  アメリカにおける AI（人工知能）を原因とする損害賠償責任論の展開については、See, e.g ., Cerka et al ., 

〝Liability for Damages Caused by Artficial Intelligence,〟 31 Comput. L & Sec. Rev. 376 （2015）. 

【図表 57】税務 AI の利用形態と民事責任【図表 57】税務 AI の利用形態と民事責任

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

①納税者が、直接 IT 企業の有料の税務 AI にアク

セスして税務相談し、回答（アンサー）を受け取

るケース 

②納税者（クライアント）が、税務専門職に案件の

相談を依頼し、その専門職が有料の税務 AI に

アクセス・回答を得て、その解答をクライアントに

伝達するケース 

【図表 56】AI 専門職は〝機械〟か 〝専門職〟か？【図表 56】AI 専門職は〝機械〟か 〝専門職〟か？

  
  
  
  
  
  
  
 

・・AAII 専専門門職職==機機械械  

 責任の種類：製造物責任 

・・AAII 専専門門職職==人人間間とと同同じじ専専門門職職  

  責任の種類：専門職責任・民事責任 
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ンサー）の過程（プロセス）を追えない」あるいは「根

拠・理由を説明できない」水準のものである。民

法上の報告責任義務（654 条）の面でも問題になる。

②�税務 AI ／税務ロボアドバイザーと税理士登録と

の関係

　現行の税理士法は、個人のほかに法人も登録を

認めている（法 48 条の 2）。税務 AI ／税務ロボア

ドバイザーに正規の税理士試験を受けさせたら、

皮肉にも人間よりは合格率は高いのではないか。

税務 AI ／税務ロボアドバイザーの税理士登録も政

策的には可能と解される。

　一般には、人間である税理士、あるいは人間の

頭脳（MI）を持った税理士が核となって税理士法

人を設立することになる。このことから、人間で

ある税理士あるいは税理士法人は、税務 AI ／税務

ロボアドバイザーのオペレーター的な存在になる

かも知れない。

　ただ、税務 AI ／税務ロボアドバイザーが、不特

定多数者を対象にネットサービスを展開すること

も考えられる。ただ、税務 AI ／税務ロボアドバイ

ザーは、人間の税理士の場合と同じように、過誤

業務に対する民事責任も負うことになるものと解

される。

③�税務 AI ／税務ロボアドバイザーと税理士会加入

の関係

　税務 AI またはロボアドバイザーが実用化された

場合、政府規制緩和の精神にたって、税理士会は、

医師会や歯科医師会のように、任意加入という選

択も考えられる。

　いずれにしろ、税務 AI または税務ロボアドバイ

ザーのような強力な競争相手が出てきた場合、現

在のように、政府規制で安定した仕事を得て、課

税庁のお手伝いさんのような存在であり続けられ

るかどうかは、まさに「税務 AI のみぞ知る」とな

るのかも知れない。今後の展開については、「説

明責任を負える XAI（explainable AI）」や「自律

的 AI（autonomous AI）」の実用化にかかっている。

それまでは、税務専門職は、人間の頭脳（MI）を

使い、税務 AI のオペレーターとして税理士業務は

続けられると思う。

5　なぜ「タックスプライバシー」なのか

　国税庁の税務行政の将来像では、2020 年以降に

〝トータルな資料情報システム〟を導入する計画で

ある。しかし、ここに描かれた構想では、まさ「課

税庁が主役」のイメージである。「納税者のプライ

バシーは居場所がまったくない」イメージである。

（1） タックスプライバシーを守秘義務だけで護
るのは至難

　急速に税務のデジタル革命が進み、データエコ

ノミーが全盛の今日、国税庁が、収集したタック

スプライバシー（ビッグデータ）をふんだんにス

トックした新たな情報資料システムの構築を目指

すとしても、このような巨大な課税庁データベー

ス（DB）を「課税庁職員（公務員）の守秘義務で護る」

との考えは。この時代にそぐわないのではないか。

　また、情報提供ネットワークシステム（マイナ

ンバー制）をつかったデータ照合（情報連携）プ

ログラムの拡大、ビッグデータ、アルゴリズムを

用いた AI（人工知能）やデータマイニング（DM）

技術や予測分析手法を使ったプロファイリングに

よる「予測的プライバシー侵害」も潜在的に拡大

している。こうした状況のもと、課税庁職員（公

務員）の守秘義務で、消費者・市民や納税者の情

報プライバシー権を護るのは至難である。

　やはり、今日のデジタル経済社会にマッチした

データ主体への情報プライバシー権の法認が不可

欠である。独立した人権としての「タックスプラ

イバシー」、「納税者プライバシー」を確立して包

括的な対応を探る必要がある。

　また、わが国においては、地方団体（自治体）

の個人情報保護条例は、おおむね公民を一括して

規制するオムニバス方式を採用する。これに対し

て、国の個人情報保護法制は、セグメント方式に

よっており、いわゆる「三階建て」【➊個人情報保

護法（民間分野）➋行政機関個人情報保護法（国

の公的分野）➌独立行政法人等個人情報保護法（公

  
**  国国税税庁庁「「税税務務行行政政のの将将来来像像  22001188」」1155 頁頁かからら引引用用  

  
 

【図表 58】国税庁の新しい資料情報システム（2020年以降）【図表 58】国税庁の新しい資料情報システム（2020年以降）

＊国税庁「税務行政の将来像 2018」15 頁から引用＊国税庁「税務行政の将来像 2018」15 頁から引用



的分野）】となっている。そして、第三者機関であ

る個人情報保護委員会は、原則として➊について

の規制を担当する仕組みになっている。しかし、

納税者情報の流通は、幅広く➊➋➌に及ぶ。また、

国と自治体間でも流通する。立法論的には、EU の

一般データ保護規則（GDPR）のように、国の個人

情報保護法制もオムニバス方式に移行し、第三者

機関である個人情報保護委員会による規制を➊に

加え、➋や➌にも広げ、国民・納税者の情報プラ

イバシーを保護する必要ある。

　政府の電子政府構想の一環としてマイナポータ

ルを使った国の機関の間、または国と地方の機関

の間での縦横無尽の情報連携（データ照合）も計

画されている。課税庁が、ML（機械学習）、AI（人

工知能）、アルゴリズム（algorism）、データマイ

二ング（data mining）などのハイテクを駆使して、

データプロファイリングなどを実施し、納税者デー

タの収集・解析する姿勢を強めるなか、国民・納

税者の自己情報のコントロール権、情報プライバ

シーを保護することは、ますます重要になってい

る。

　わが国と同様に、アメリカなどでも、いまだ

「納税者のプライバシーは、役人の守秘義務（tax 

confidentiality）で護る」という考え方が強い。

つまり、課税庁が「我われは口が堅いから、心配

ご無用（Don’t worry, we won’t tell）」という

かたちで納税者のプライバシーがかろうじて保護

されているという考え方が久しく続いてきている

わけである 115。

　本来、アメリカにおけるプライバシーは、コモ

ンロー（契約法や不法行為法）や連邦最高裁判所

の判例で認められた「人権」である。しかし、高

度情報社会に入ってからは、行政機関はあらゆる

国民／納税者のプライバシー／個人情報を収集（取

得）するようになった。いつの間にか、無尽蔵に

収集したプライバシー（ビッグデータ）は、役人

が守秘義務で護るというように変質していったわ

けである。言い換えると、護るべき納税者の情報プ

ライバシーは、役人次第となってきたわけである。

　近年、クラウドサービスプラットフォームから

インターネット経由での端末処理、データベース

ストレージ、アプリケーション（apps）、などの 

IT リソースをオンデマンドで利用するクラウドコ

ンピューティング（cloud computing）が急激に

拡大してきている。こうした流れの呼応する形で、

アメリカでは、課税庁をはじめとした公的機関が

現実空間に確たる基盤を置かない形でデータベー

ス（DB）を設置する例が増えてきている。公的機

関がサーバー空間に設置する巨大なデータベース

に蓄積する巨大な納税者情報の「ホワイトボック

ス化」が重い課題になってきている。

　従来の課税庁職員（公務員）の守秘義務で納税

者データを保護するアプローチをそのまま継続す

るのでは、収集され、ML（機械学習）、AI（人工知能）、

アルゴリズム（algorism）、データマイ二ング（DM）

などハイテクを使いサイバー空間（ネット空間）

に構築された課税庁のデータベースに格納された

膨大な納税者のデータ、プライバシーは、端末の「ブ

ラックボックス」のなかで操作されることになり

かねない。納税者は、ますます課税庁職員の手の

なかで踊らされることにはなりかねない。独立し

た権利としての「タックスプライバシー」、「納税

者プライバシー」を確立して対応する時代的な要

請がある 116。

　加えて、課税庁が保有する法人企業の納税デー

タなどを、公的支配（public domain）の属すると

いうことで野放図に公開する伝統的な情報公開実

務も問われている。なぜならば、ML（機械学習）

システムや AI（人工知能）アルゴリズムの開発に

用いるビッグデータのソースになるからである。

したがって、個人に限り「プライバシー」とされ

てきた伝統から一歩飛び出して、一定の機微な法

人情報を含めた「タックスプライバシー」を定立

する時代的な要請がある。

　包括的なホワイトボックス化を進めるために、

法学者などから、サーバー空間で流通・蓄積さ

れる納税者（個人＋個人以外を含む。）データも

含めて「タックスプライバシー（tax privacy, 

privacy in taxation）」を定立すべきであるとの

考え方が提起されている117。タックスプライバシー

は、課税庁職員の守秘義務のおこぼれとして認め

られているのではなく、コモンロー、憲法、ある
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115  See, e.g ., Kimberly A. Houser & Debra Sanders, 〝The Use of Big Data Analytics by the IRS: Efficient 

Solutions or the End of Privacy as We Know It?〟 19 Vand. J. Ent. & Tech. L. 817 （2017）. 
116  See, Adam B. Thimmesch, 〝Tax Privacy,〟 90 Temp. L. Rev. 375 （2018）.
117  See, e.g ., Michael Hatfield, 〝Privacy in Taxation,〟 44 Fla. St. U. L. Rev. 579 （2017）.
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いは法律で護られる独立した権利、人権として認

められる存在であり、かつ、デジタル化され、現

実空間に加えサイバー空間で流通・蓄積される納

税者データを含めた形で「タックスプライバシー」

を定立する必要性が強く説かれている。

（2） 求められる「法人のタックスプライバシー」
の法認

　周知にように、わが国には、所得公示制度が存

在した（旧法人税法 152 条・旧法人税法施行規則

68 条、所得税法 233 条・旧所得税法施行規則 106 条、

旧相続税法 49 条 1 項）。しかし、所得公示制度は、

2006 年度税制改正で廃止された。一方、アメリカ

の場合も、法人や個人の申告書や申告情報は、非

公開が原則になっている（IRC 6103 条）。ただし、

法人が申告情報を自発的に公開する場合は別であ

る。加えて、法人の 1％以上の持分を有する株主

は、その法人の申告情報を閲覧できる（IRC 6103

条 e 項 1 号 D ⅲ）。このように、個人はもちろんの

こと、法人納税者の申告情報を広く非公開とする

法制が存在する。その一方で、上場会社の納税情

報は、財務書類に記載される繰越欠損金（NOL=net 

operating loss ／ IRC 382 条）、税効果会計（FASB、

ASC 740-10）などを通じて公開される。

　「タックス・アナリティクス（tax analytics）」、

すなわち、ビッグデータを使った ML（人工知能）

や AI（人工知能）をベースとする精度の高い税務

判断システムが実用化され、徐々に利活用の幅を

広げてきている 118。にもかかわらず、立法府や課

税庁は、ビッグデータとして ML（機械学習）、AI

（人工知能）開発に流用される公の申告情報などが

法的に保護されるべき対象なのかどうかについて

はっきりしないスタンスを取っている。

　諸外国では、公にされた法人企業の申告情報な

どがビッグデータとして ML（機械学習）、AI（人

工知能）開発に流用され、節税スキーム（tax 

shelter）商品の開発が行われている実態が報告さ

れている。このことから、法人企業の申告情報は「公

の支配（public domain）」のもとにあるとし、野

放図なアクセスを容認・垂れ流しを放任する法制

や課税庁の姿勢に対しては、大きな疑問符がつい

ている 119。

　アメリカなどでは、大手の会計監査組織は、自

己のクライアントの税務データに加え、公開され

た法人の申告データや納税データを大量に収集し

ビッグデータとして使った ML（機械学習）や AI（人

工知能）をベースとする精度の高い税務判断・解

析システムの開発にしのぎを削っている。連邦課

税庁（IRS）が、タックスシェルター（租税回避ス

キーム）を活用した法人企業を摘発すると、これ

ら会計監査組織は、IRS がスキーム解析し摘発した

情報、スキームを利用した当該法人企業の申告デー

タなどを収集し、ML（人工知能）や AI（人工知能）

を活用し、リバース・エンジニアリング手法により、

「IRS に摘発されないタックスシェルター・スキー

【図表 59】 「権利としてのタックスプライバシー」再構【図表 59】 「権利としてのタックスプライバシー」再構
築の構図築の構図
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 守守秘秘義義務務ののななかかでで生生かか

さされれるる納納税税者者ププラライイババシシーー  

公公務務員員のの守守秘秘義義務務  

現実空間＋サイバー空間にま

たがる納税者データを包括す

る独立した権利としてのタック

スプライバシーの法認 

公公務務員員のの

守守秘秘義義務務

ででササポポーートト  

現実空間に加え、サイバー空間に基盤を置

く課税庁のデータベースに格納された巨大

な納税者情報の「ホワイトボックス化」推進 

現実空間、サイバー空間双方

に所在する情報主体（納税者）

や、その代理人（専門職）への

徹底した開示請求権の法認 

納税者情報

が「ブラックボ

ックス化」する

アプローチ 
 

・税務のデジタル革命が加速するな

か、国税庁が構想する大量のタッ

クスプライバシーをストックする巨

大な情報資料システム（DB）を公

務員の守秘義務で護るのは至難。 

・マイナンバー制によるデータ照合の

拡大、ビッグデータ、アルゴリズム、

AI やデータマイニングなどの利活

用による予測的プライバシー侵害

も潜在的に拡大するなか、納税者

の情報プライバシー権を公務員の

守秘義務で護るのは至難。 

・サイバー空間の基盤を持つ巨大な

情報資料システム（DB）を含めた

納税者の情報プライバシーの保障 

・今日のデジタル経済社会にマッチし

た独立した権利としてのタックスプ

ライバシーを納税者に保障した包

括的な対応が必要 

118  Cas Milner & Bjarne Berg, 〝Tax Analytics: Artificial Intelligence and Machine Learning-Level 5,〟 PWC 

（Aug. 14, 2017）. 
119  See, Joshua D. Blank, 〝Reconsidering Corporate Tax Privacy,〟 11 N.Y.U. J.L. & Bus. 31 （2014）.



ム」を開発するといったゲームを繰り返すように

なっている。

　すでにふれたように、連邦課税庁（IRS）は、DIF〔識

別 関 数 〕 シ ス テ ム（Discriminant Inventory 

Function System）というコンピュータ・プログ

ラムを使い、送達された各電子申告データの解析

し、スコアの高い申告書を税務調査の対象に抽出

する手法を使っている。この DIF に活用されてい

るアルゴリズム（自動情報処理手順）や DIF〔識

別関数〕など部外秘となっている。にもかかわら

ず、アメリカで電子申告ソフト「ターボタックス

（TurboTax）」を開発し、国内販売で 80% 以上のシェ

アを占めるインテュイット社（Intuit Inc.）など

も、リバース・エンジニアリング手法により、DIF

システムの使われているアルゴリズムや識別関数

の解析に力を注いでいる。顧客が自社の申告ソフ

トを使って電子申告をすれば、申告内容が IRS の

税務調査対象になるかどうか自動的にチェックさ

れる商品を開発し、販促につなげることが狙いで

ある 120。

　このように、デジタルエコノミーの拡大ととも

に、課税庁、証券取引所や連邦証券取引委員会

（SEC=Securities and Exchange Commission）のよ

うな連邦規制機関が公表するデータ、税務会計制

度や企業が自発的に公開している法人申告データ

などを収集したうえでビッグデータとして商業的

に利活用する動きが加速している。税務行政のデ

ジタル化の推進にあたっては、こうしたトレンド

を軽視してはならない 121。

　公開して使われる 13 桁の法人番号を強制的に付

番する制度も、危ない仕組みである。法人の申告

データその他の法人情報をビッグデータとして集

約・商業利用するための不変のマスターキーとな

る可能性が強いからである。〟法人企業の申告デー

タは金銭的に換算できる財産的情報（propietary 

information）〟であるという視点にたち 122、課税

庁には、申告データの公開と企業秘密保持との慎

重なバランスが求められる。法人番号でのひも付

けが進む、政府による法人データの公開が広がれ

ば広がるほどビッグデータで市場支配をねらう者

にとっては美味しい話になる。

　急速な経済のデジタル化に伴い、収益拡大のた

めに個人データ（パーソナルデータ）を利活用し

たい私企業が世界中にひしめいている。なかでも、

現実経済に事業基盤を持たないグローバル IT 企

業、とりわけ全人類の 8 割の膨大な個人データ量

（ビッグデータ）を支配する IT フラットフォーマー

（巨大 IT 企業／デジタル・プラットフォーム企業）

である 4強（Big 4）・ガーファ／ GAFA【グーグル、

アマゾン・ドット・コム、フェイスブック、アッ

プルは、頭文字を取って通称で「GAFA」と呼ばれる。】

は象徴的な存在である。4 強・ガーファ／ GAFA に

続き、中国 ICT（情報通信技術）界に君臨する 4強

（Big 4）・バット／ BATH【バイドゥ（Baidu ／百度）、

アリババ（Alibaba阿里巴巴）、 テンセント（Tencent

／騰訊）、ファーウエイ（Huawei ／華為技術）は、

頭文字を取って通称で「BATH」と呼ばれる。】も個

人データの囲い込みに必死である。

　ガーファ／ GAFA による個人データ独占が、経済

摩擦を引き起こし、日本をはじめとして各国で法

的規制の対象になってきている。ガーファ／ GAFA

の存在は、中国のようなデータ国家独占の観点か

らではないものの、いわゆる「グローバル企業

データ独占資本主義」、「データ監視資本主義（data 

surveillance capitalism）」の観点から問われて

いる。

　巨大 IT 企業／デジタル・プラットフォーム企業

（巨大 IT プラットフォーマー）による個人データ

独占に待ったをかけ、封じ込めるには、大きく 3

つの手法が考えられる。

　EU（ヨーロッパ連合）が採った策は、データロー
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120  See, Top Five Ways to Avoid a Tax Audit, Intuit Turbo Tax （Updated for Tax Year 2018）. 
121  法人の納税申告データなどの公開、ビッグデータとしての商業利用を野放図にゆるせば、今日の熾烈なグルーバ

ルな競争市場において、巨大な IT企業の市場支配や競争相手である法人企業の利益につながるなど負の効果が出

てくることも無視し得ない。
122  「財産的情報（propietary information）」または「財産的なデータ（propietary data）」とは、労働法や知的財産

権上の定義を類推して考えると、①経済的価値があり、②法人が秘密として合理的に測定でき、かつ③すでに公

的情報源から入手できない情報と定義できる。

【図表 60】主な巨大 IT プラットフォーマー封じ込め策【図表 60】主な巨大 IT プラットフォーマー封じ込め策

➊国際デジタル課税を実施すること。

➋競争法（独占禁止法）などを適用すること。

➌�個人情報保護法制の強化（データローカライゼー

ション／ data localization）すること。
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カライゼーションの視点に立ち、新たなデータ保

護法制を整備、個人データに対するプライバシー

権（個人データの自己コントール権）を徹底的に

保護する政策を選択し、GAFA 対策の核に据えた。

つまり、一般データ保護規則（GDPR=General Data 

Protection Regulation）を制定、2018 年 5 月 25

日に施行することで GAFA 対策を具体化させた 123。

これは、EU が、プライバシーファースト、「市民

よ！ GDPR を武器に GAFA と闘え」の政策を選択し

たことを意味する。しかし、わが国政府は、個人

市民に徹底した個人情報の自己コントール権を法

認することで対応する〝EU 方式〟には消極的であ

る。わが国政府は、➋独占禁止法制などの適用強化、

さらには➌個人情報保護法制の強化をするとして

も、個人データの自己コントール権強化の観点か

らではなく、国内の現実空間に支店など恒久的施

設（PE=permanent establishment）を置いてない

グローバルなデジタル・プラットフォーム企業に

は、国内に代理人を置くように求めること、さら

には、電気通信事業法上の通信の秘密を梃に法規

制の具体策を練っている 124。つまり、EU のような

市民に徹底した情報プライバシー権を法認するこ

とで巨大デジタル・プラットフォーム企業に対応

しようという政策ではなく、中央の役所が中核と

なり政府規制強化で、グローバルなデジタル・プ

ラットフォーム企業と対峙しようというわけであ

る。

　EU にしろ、わが国にしろ、GAFA 対策は、個人

データのグローバル市場での独占防止を主眼とす

るものである。法人番号をつけて法人の納税デー

タなどを無防備に公開する政策を維持し続けるこ

とについても、強大なデジタル・プラットフォー

ム企業に利することにつながるのではないか。税

務行政の将来像を構築するにあたり、個人とは別

途に、どのような「法人のタックスプライバシー

（corporate tax privacy）」を保護するのかは、重

い課題である。

（3） 税務 AI ／税務ロボアドバイザーの「人格」

　今や、さまざまな先端テクノロジーを駆使した

税務 AI ／税務ロボアドバイザーの実用化が可能な

のではないかといわれる時代である。「納税者のプ

ライバシーは公務員の守秘義務のなかで生かされ

る」という伝統的なの考え方では、納税者や税務

専門職はまったく非力な存在になってしまいかね

ない。

　加えて、人間の頭脳（MI）をはるかに超えるXAI（説

明責任を負えるAI）を備えた税務ロボアドバイザー

が出現したとする。この場合、税務ロボアドバイ

ザーのプライバシー権や守秘義務をどう考えるべ

きなのであろうか。法人と同じように、ロボアド

バイザー（ロボット／ Bots）に人格（personhood）

やプライバシー権を法認する必要が出てくるのか

も知れない。また、仮に課税庁が税務ロボアドバ

イザー（ロボット／ Bots）を採用するとした場合

には、守秘義務を課すように求められよう。

　ただ、税務ロボアドバイザーは、現実空間に存

在する人間の税務職員や税務専門職、産業用ロボッ

トなどとは異なり、〝存在感〟は希薄であり、〝透

明人間〟のような存在である。まず、サイバー空

間の設置されたサーバーに存在する税務ロボアド

バイザーの〝人格〟をどのように法認するのか、

ここでも重い課題に突き当たる。

◆�むすび～税務行政の将来像構築には納税者・
税務専門職の参加が不可欠

　急速な経済のデジタル化、納税者からのリアル

タイム対応、リアルタイム・サービスの求めに応

じる形で、国税庁は税務行政の将来像をアナウン

スした。しかし、税務行政の将来像 2018 で描いた

スマート化構想は、「国税庁が主役」のスタンスで、

国民・納税者が完全に脇役に追いやられている。

加えて、スマート化構想のなかで、税理士など税

務専門職がどのような存在なのかも、まったく不

明である。

　国税庁の税務行政の将来像では、個人納税者の

123  拙論「EU: 一般データ保護規則（GDPR）とは何か」CNN ニューズ 93号 8頁以下参照。Available at: http://www.

pij-web.net/data/CNN-94.pdf 
124  政府の巨大 IT 規制検討会「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する中間論点整理（2018 年

12 月 12 日）（以下「中間報告」という。）などを参照。中間報告では、「ICT やデータを活用して第三者に「場（プ

ラットフォーム）」を提供する「デジタル・プラットフォーマー」である GAFA や BAT、楽天・ヤフーなどに包括的

な政府規制をかけることが狙いである。



申告手続・納付手続のデジタル化をうたい、その

キーポイントとして「電子申告＋年末調整」を掲

げる。しかし、「年末調整」は、被用者（勤め先）

にタダ働きを強い、かつ、家族のマインバー（個

人番号）をはじめとした多用なプライバシーを法

令上の守秘義務のない勤め先にさらけだすことを

強いる。グローバルには、〟納税者やその家族のプ

ライバシーを犠牲にして、課税の効率化を図る手

続である〟との消極的な評価を受けている。また、

故北野弘久名誉教授のように〟年末調整は、憲法

の国民主権原理の税法的展開として基礎づけられ

る申告納税制度を反故にする仕組みである〟とみ

る負の評価もある。

　「年末調整」は止めにして「記入済申告」の選択

を探るのも一案である。ただ、記入済申告制度や

それを補完する申告データ検索制度は、情報提供

に応じる雇用主や金融機関その他の支払機関のよ

うな第三者の負担が重く、納税協力コスト（tax 

compliance costs）を納税者から情報申告が義務

づけられる第三者、さらには政府（課税庁）に転

嫁する「大きな政府（Big Government）」につなが

る仕組みであるともいえる。

　加えて、記入済申告制度や申告データ検索制度

は、税制の簡素化は不可能であるとあきらめこと

にもつながる。複雑化する税制に封印をし、申告

の段階でハイテクを活用し機械的かつプラグラマ

ティックに対応しようとするアイデァのようにも

みえる。

　アメリカ・ヴィラノバ大学のエドワード・モー

ル教授は、こうした申告手続の簡便化による対応

は、納税者が、デモクラシーの根幹である自主申

告権を放棄し、その権利を国家・課税庁に委ねる

ことにつながると批判する。加えて、納税者の痛

税感のみならず、税制の複雑さ・不合理さ・不公

平感を麻痺させ、税のゾンビ（tax zombies）【死

人のような無気力な納税者】を排出するツール（装

置）づくりにつながると酷評する。

　政府、事業者、納税者からなるサークルにおいて、

誰が申告納税制度に伴う個人所得税の納税協力コ

ストを負担するのが租税正義（tax justice）につ

ながるといえるのであろうか。グルーバル化する

「記入済申告」と、「年末調整」というローカライゼー

ション（我が道／localization）の選択かを含めて、

慎重な検討が必要である。

　同じことは、原則 IC カードやカードリーダー

がないと電子政府サービス（e-Gov）や電子申告

（e-Tax）を利用できないわが国のモデルについて

もいえる。すでにふれたように、世界の流れは、

行政サービスは、「デジタル（電子）が原則」になっ

ている。しかし、同時に、「モバイル（移動）端末

フレンドリーなポータルサイトの構築」もルール

になっている（コラム 7 参照）。これは、パソコン

（PC）からスマートフォンやタブレットのようなモ

バイル端末全盛の時代になっているからである。

IC カード機能は、モバイル端末にも格納できる。

　国税庁は、PC からモバイル端末への大きな流れ

を真摯に受け止め、e-Tax で本人申告をする納税者

に対して、ID・パスワードを使ってポータルサイ

トにリモートアクセス・ログインする方式を選択

する途を拓いた。これは賢明な判断といえる。

　国税庁の税務行政の将来像 2018 ／ 2019 では、

税務行政の AI 化、あるいは税務 AI システムの確

立をうたうが、そのゆくえは不確実である。真の

AI であるためには、その AI システムが、①人間

の頭脳（MI）と同等あるいはそれ以上の認識・判

断のスキルを獲得していること（自律型 AI ／オー

トノマス AI）、および、②決定・勧告を行う場合、

そのプロセス（過程）について説明責任負えるこ

と（explainable）（XAI ／エクスプレイナブル AI

であること）が求められる。真の AI 税務行政シス

テム実用化の目途がないのに、税務相談の自動化

などを軽軽に掲げてはいけないのではないかと思

う。

　国税庁の税務行政の将来像 2018 ／ 2019 では、

納税者の利便性を向上させ、税務調査や徴収の効

率化・高度化するために、納税者情報収集の積極化、

データベース（DB）の巨大化を目指すとしている。

しかし、サイバー空間を浮遊する納税者のプライ

バシーを「人権」としてとらえる視点が完全に欠

けている。現実空間はもちろんのことサイバー空

間で存在する個人情報（個人データ）を包含した

独立した権利としての「租税プライバシー」、「納

税者プライバシー権の確立」をしっかりとうたう

べきである。国税庁の税務職員の守秘義務は、あ

くまでも租税プライバシーを護る脇役として位置

付けるべきである。

　また、そもそも政府ポータルサイト（マイナン

バー制）は、データ照合（情報連携）の仕組みを使っ

て、国民・納税者を一生涯にわたりデータ監視し

ようというもののである。にもかかわらず、各種

情報連携プログラムの清廉性を客観的に評価（プ

ライバシー影響評価）することで安全性・透明性

を高める仕組みが確立されていない。加えて、デー

タ照合（情報連携）のターゲットとなった情報主
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体である市民・納税者の情報プライバシー権を保

障するための適正手続を確保する法的仕組みも不

透明である。先進諸国では特異ではないか。

　データ量が増えるほど AI（人工知能）の精度は

アップするし、プロファイングによる予測データ

の正確性も高まるかもしれない。しかし、データ

マイニング（DM）、プロファイリング、データ照

合などの予測的分析手法や納税者のスコア化（格

付け）が広がるなか、自動処理のみに基づく決定

（automated decision making）について、これを

放任することはゆるされない。アルゴリズムやデー

タに含まれるバイハス（偏頗）があり、国民・納

税者に不利な決定や処分がなされる可能性がある

からである。この点、EU の GDPR（一般データ保護

規則）は、本人に法的効果や重大な影響を与える

自動処理のみに基づく決定を原則として禁止して

いる（GDPR 22 条 1 項）。プロファイングが特別に

法認されている場合でも、データ主体には「自動

決定に異議を申し立てる権利」が保障されている

（GDPR22 条 2 項）。

　住基ネット最高裁判決では、「システム上、住

基カード内に記録された住民票コード等の本人確

認情報が行政サービスを提供した行政機関のコン

ピュータに残る仕組みになっておらず」、合憲であ

るとした（最高裁 2008 年 3 月 6 日第一小法廷判決・

民集 62 巻 3 号 665 頁）。この判決を受けて、マイ

ナポータルその他政府のデータベース（DB）、サー

バーでの個人データの紐づけ、やり取りは、12 ケ

タの個人番号ではなく、番号から組成された機関

別符号【情報提供用個人識別符号】やシリアルナ

ンバーなどの識別子を汎用している。符号その他

の個人識別子（perdonal identifier）は残しても

住民票コードや個人番号ではないから問題がない

との解釈による。しかし、EU の GDPR などでは、こ

うした個人識別子も個人データとして法律で保護

の対象としている。今後、課税庁が、大量の個人デー

タを利活用、データ照合（情報連携）を強め納税

者のプロファイリングやスコア化を進めていくと

すれば、個人情報保護法制のなかで、個人識別子

なども法的保護の対象に加える必要があるのでは

ないか。

　税務手続は、急速にデジタル化、スマート化を

強めている。現実（リアル）空間の確たる基盤を

持たない AI 税務が本格的にランディングしつつあ

る。しかし、国民・納税者目線での監視を怠ると、

国税庁のデータベース（DB）やポータルサイトは

巨大な「ブラックボックス」（ビッグブラザー）と

化すおそれがある。こうしたシステムは、どのよ

うに運営されるのか、そしてデータ主体である国

民・納税者はどのような形でアクセス権あるいは

介入権が認められているのかなど、国民・納税者

目線での徹底した透明化が求められている。

　国税庁のデータベース（DB）を双方向型の仕組

みとし、納税者やその代理人に課税庁のデータベー

ス（DB）の格納される課税庁保有納税者データへ

の包括的なアクセス（情報開示）権を法認し、DB

の透明化、いわゆる「ホワイトボックス化」を進

めなければ、納税者や税務専門職は課税庁に対峙

できなくなる。

　法人の申告情報は「公的支配（public domein）」

のもとにあるとし、野放図なアクセスを容認・垂

れ流しする考え方についても大きな疑問符がつい

ている。また、2006 年度税制改正で廃止され法人

所得公示制度を復活せよとする課税庁を忖度する

考え方に至っては、まさに「木を見て森を見ず」

である。グローバルなデータエコノミーが興隆す

る時代にはあわない。さまざまな形で公にされた

法人企業の申告情報などがビッグデータとして ML

（機械学習）、AI（人工知能）開発に流用され、節

税スキーム（tax shelter）商品の開発に活用され

る実態が報告されているからである。デジタルエ

コノミーの拡大に伴う税務のデジタル化の推進に

あたっては、〟法人企業の申告データは金銭的に

換算できる財産（有価物）である〟という視点に

たって、「法人のタックスプライバシー（corporate 

tax privacy）」を法認し、かつその侵害があった

場合には保護の対象とすることは、重い課題であ

る。

　国税通則法のような法律に、現実空間に加え

サーバー空間で流通・蓄積されるデジタル化され

た納税者データや課税庁保有データの包括的な開

示・守秘規定を含む情報プライバシー保護規定

や、納税者が課税庁のデータマイニングやデータ

照合プログラムなどに隠れたバイアス（偏頗）の

是正請求権、予測的プライバシー侵害（predictive 

privacy harms）の防止を念頭に自動処理のみに基

づく決定には服さなくともよい権利その他の適正

手続（due process）を求める権利規定を設けるの

も一案である。加えて、課税庁が使う AI アルゴリ

ズムのリスク評価を制度化し、納税者がその適正

性に疑問を感じる場合に争える適格を認める規定

を盛り込む必要がある。すでに国税通則法には、

2011 年の法改正で電子データ査察手続が盛り込ま

れており（国税通則法 132 条 1 項・2 項、134 条、



136 条、138 条）125、課税庁は、現実空間とサーバー

空間の双方に対して租税犯則調査を行うことが可

能になっている。とすれば、税務手続のデジタル化・

インテリジェント化に伴い必要とされるタックス

プライバシー保護のための手続を、現実（リアル）

空間とサーバー（ネット）空間双方に重なり合う

形で盛り込むことは問題がないのではないか 126。

　さまざまな ICT（情報通信技術）を駆使した高

度な税務 AI システム、税務ロボアドバイザーの実

用化も夢ではなくなっている時代である。2045 年

には、人工知能（AI）は人間の知能（MI）を超え

るシンギュラリティ（Singularity ／技術的特異

点）に到達するともいわれている。税務専門職界

は、税務行政のスマート化、デジタル化のディス

ラプション（創造的破壊）の大波をかぶることは

確実である。こうした時代において、税務専門職は、

税務相談や税務書類の作成のような伝統的に業法

で無償独占の業務として法認したサービスをこれ

からも維持できるのかどうかはきわめて不透明に

なってきている。考えてもどうにもならないこと

を知ったときに、ひとは考えないことを選びがち

である。しかし、知恵を絞り、税務専門職は、生

存の途を探らなければならない。

　税務行政の将来像が、国税庁のブラックボック

スのなかで描かれ、その進捗状況が大本営発表の

ごとく年次ベースで一方的にアナウンスされる。

しかし、こうした形では、「開かれた税務行政」の

イメージからは程遠い。税務行政の将来像構築・

見直し過程の透明化、すなわち一般国民・納税者

や税務専門職の積極的な参加が必要不可欠である。

　いかなる税務行政のハイテク化・スマート化プ

ランも主権者である国民・納税者の存在を捨象し

ては、実現できないのである。
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125  石村耕治編『現代税法入門塾〔第 9版〕』（清文社、2018 年）856 頁以下、清水晴生・石村耕治「対論 : リモート

アクセスによる租税犯則手続とは～国税犯則調査の手続の改正・国通法への編入」国民税制研究 3号 82 頁以下参

照。Available at: http://jti-web.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/93db0632341bfd8957dfcc31098a

edac.pdf 
126  税務手続のデジタル化・インテリジェント化に伴い必要とされる現実空間とサーバー空間双方に重なり合う形で

タックスプライバシー保護のために、どのような手続を法制に盛り込みかについては、諸外国の法制や識者の主

張や、ICT（情報通信技術）の専門家も含めた形で精査する必要がある。See, Danielle K. Citron, 〝Technological 

Due Process,〟 85 Wash. U. L. Rev. 1249 （2008）.
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シ
ェアリングエコノミー（共有型経済）と

いう言葉をよく耳にするようになった。

物、労務サービス、場所（民宿）など

をインターネット（ネット）上のプラットフォー

ムを介して個人間でシェアする新たな経済の動き

が広がっている。「シェアリングエコノミー」は、

「個人が、他人の所有する資産や仕事を利用し合

う」という経済モデルである。「ピア・ツー・ピア

（P2P=peer-to-peer）エコノミー（P2P� economy）」

とも呼ばれる。「Peer」とは、「仲間」、「同輩」な

どと邦訳される。少々乱暴かも知れないが「仲間

同士経済」とでも邦訳できる。また、「ギグエコノ

ミー（gig�economy）」とも呼ばれる。「ギグ（gig）」

とは、俗語で「ネット上のプラットフォームを通

じて単発の仕事を受発注する就労形態」をさす。

このような受発注形態は「クラウドソーシング」

とも呼ばれる（以下「シェアリングエコノミー／

P2P 経済／ギグ経済」ともいう。）。

　IT の世界では、「P2P」とは、インターネットを

介して不特定多数者の間でスマートフォン（スマ

ホ）やパソコン（PC）のような端末が通信する仕

組みをさす。①サーバーを介さない仕組み（例え

ば、SNS「LINE アプリ」や仮想通貨「ビットコイン」、

マイクロソフト社の傘下に入る前の SNS「スカイプ

（Skype）アプリ」など）と②サーバーを介する仕

組みがある。

　アメリカでは、シェアリングエコノミー／ P2P

経済／ギグ経済は、伝統的な資本主義経済と対峙

する概念としてとらえられている。伝統的な資本

主義経済では、事業主は、生産手段や原材料など

を準備し、労働者を雇い、消費者に提供する物や

サービスを提供する。つまり、市場で働く人たち

の多くは、事業者に労働力を提供し、賃金をもら

う存在である。所得課税においては、「勤労」に対

して課税することになることから、「給与所得」、「給

与所得者」にあたる。これに対して、シェアリン

グエコノミー／ P2P 経済／ギグ経済では、働く人

たちの多くは、雇用契約ではなく請負契約で、「独

立契約者（independent� contractor）」、いわゆる

「一人親方／請負者／個人事業者」として、消費者

アメリカのシェアリングエコノミー課税論議アメリカのシェアリングエコノミー課税論議
●
対
論
●

加州では、フリーターを就労仲介プラットフォーム IT加州では、フリーターを就労仲介プラットフォーム IT
企業の従業者とするギグワーカー保護法（AB5）を制定企業の従業者とするギグワーカー保護法（AB5）を制定

J T IJ T I

問われる「オンデマンド労働プラットフォーム」の所在

〔 聞 き 手 〕〔 聞 き 手 〕 　 菊 池 　 純　 菊 池 　 純 （　　　 （　　　 会員 ・ 税理士会員 ・ 税理士））

〔 話 し 手 〕〔 話 し 手 〕 　 石 村 耕 治　 石 村 耕 治 （　　　 （　　　 代表 ・ 白代表 ・ 白鷗鷗大学名誉教授大学名誉教授））J T IJ T I

【Discussion】
An analysis of taxing the sharing economy in the U.S.
~What are on-demand work platforms?
                                          　 Koji Ishimura & Jun Kikuchi

ギグエコノミー／ギグワーカーとはギグエコノミー／ギグワーカーとは

「ギグ（gig）」とは、元々ジャズなどの単発ライブ

を意味する俗語。「ギグエコノミー／ギグ経済（gig�

economy）」とは、ネット市場に開設された仲介

プラットフォーム企業のアプリを通じてスマホで

単発（on�demand）の仕事を受発注することで

成り立つ経済をさす。一方、「ギグワーカー（gig�

worker）」とは、ギグ経済でフリーランス（フリー

ター）として就労する労働者をさす。

コ ラ ム ①①   

  
 

 

【コラム】 ギグエコノミー／ギグワーカーとは 

「ギグ（gig）」とは、元々ジャズなどの単発ライ

ブを意味する俗語。「ギグエコノミー／ギグ経

済（gig economy）」とは、ネット市場に開設さ

れた仲介プラットフォーム企業のアプリを通じ

てスマホで単発（on demand）の仕事を受発

注することで成り立つ経済をさす。一方、「ギ

グワーカー（gig worker）」とは、ギグ経済で

フリーランス（フリーター）として就労する労働

者をさす。 
（public use）（public use）



や企業に労務サービス、物や資産の貸付などを提

供する存在である。所得課税面からみると、「資産

＋勤労」に対して課税することになることから、〝事

業性の所得〟にあたる。アメリカ連邦所得課税に

おいては、個人も、法人と同様に、所得類型別課

税の仕組みを採用していない。しかし、わが国の

所得類型（10 種類）に従うと、実質的には、「事業

所得」、「不動産所得」、「雑所得」にあたる。いず

れにしろ、シェアリングエコノミー／ P2P 経済／

ギグ経済は、伝統的な資本主義経済のなかで存続

することになる。

　これまでの資本主義経済は、目に見える現実空

間（リアル・スペース）のなかで大きく発展して

きた。しかし、インターネットの発達に伴い、情

報化できるビジネスは、ネット経済市場取引（オ

ンライン経済市場取引、デジタル経済市場取引、

サイバー経済市場取引ともいう。）に移動してい

る。これに伴い、新たなネット仲介ビジネスが大

きく育ってきている。こうしたネット仲介ビジネ

スは、ネット経済市場にさまざまな取引者が停ま

れるプラットフォーム「基盤」（和製発音では、「プ

ラットホーム／駅」）を設置し、取引手数料を取っ

て事業を展開する。このことから、「デジタル・プ

ラットフォーマー（digital� platformer ／デジタ

ル・プラットフォーム IT 企業）」、「デジタル・マッ

チメーカー（digital� matchmaker ／ネット仲人）」

とも呼ばれる。いわゆる「ネット道の駅（digital�

matching� platform）」のような存在である。よく

知られるガーファ／GAFA【グーグル、アマゾン・ドッ

ト・コム、フェイスブック、アップルは、頭文字

を取って通称で「GAFA」と呼ばれる。】は象徴的な

存在である。4 強・ガーファ／ GAFA に続き、中国

ICT（情報通信技術）界に君臨する４強（Big�４）・

バット／ BATH【バイドゥ（Baidu ／百度）、アリバ

バ（Alibaba 阿里巴巴）、�テンセント（Tencent ／

騰訊）、ファーウエイ（Huawei ／華為技術）は、頭

文字を取って通称で「BATH」と呼ばれる。】も、デ

ジタル・プラットフォーマーとしてよく知られた

存在である。これらのプラットフォーマーは、国

境のある現実空間（リアル市場経済）に確たる基

盤を持たない。その代わり、国境のないネット空

間（ネット経済市場）に確たる基盤を持つ。4 強・

ガーファ／ GAFA のようなグローバルな巨大デジタ

ル・プラットフォーム IT 企業は、「ネット巨人（Tech�

Giants）」とも呼ばれる。

　アメリカのシェアリングエコノミー／ P2P 経済

／ギグ経済においても、デジタル・プラットフォー

マー�（プラットフォーム IT 企業）ないしデジタル・

マッチメーカーがその存在感を増してきている。

代表格は、ウーバー（Uber� Technologies� Inc.）

やリフト（Lyft）、エアビーエンドビー（Airbnb）、

タスクラビット（Task� Rabbit）、ウーバーイーツ

（UberEats）などである。ウーバー（Uber）やリフ

ト（Lyft）はライドシェアリング（相乗り）、エアビー

エンドビー（Airbnb）はホームシャアリング（民泊）、

ウィーワーク（wework）はオフィスシェアリング

（起業家向けオフィス賃貸）、そしてタスクラビッ

ト（Task� Rabbit）やハンディ（Handybook� Inc.）

などは家事・便利屋（odd-job� facilitator）サー

ビスなどの仲介を専門とする。ネット空間（ネッ

ト経済市場）において、消費者（利用者）と就労

者（労働力提供者）・民泊提供者などの間を、SNS、

スマホアプリや PC を活用し、橋渡しをする仲介デ

132 国民税制研究　№ 5（2019） 

【対論】アメリカのシェアリングエコノミー課税論議

●プラットフォームビジネス・モデルとは●プラットフォームビジネス・モデルとは

 

 

 

就就労労仲仲介介

アアププリリでで仕仕

事事をを請請けけ

負負ううギギググワワ

ーーカカーー  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

➋国境のないネット経済市場（デジタル

経済／データ経済市場／オンライン経

済市場）に確たる事業基盤を持つ企業 

ネット経済市場で、他の事業者と消費

者とを結ぶ「場・基盤（プラットフォー

ム）」を提供する IT 企業をプラットフォ

ーム企業という（GAFA、BATH、楽

天、ヤフーなど） 

➊国境のあるリアル・現実経済市場に

確たる事業基盤を持つ企業や組織体

(デパート・店舗、製鉄会社、繊維会

社、病院、市役所、大学など) 

ビッグデータを使った電池・自

動運転車の開発や販売、無人

店舗の経営など、ものづくり企

業のデータ産業化の形でリア

ル・現実経済市場に大挙進出 

●プラットフォーム IT 企業の所在●プラットフォーム IT 企業の所在
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ジタル・プラットフォーマーである。一般に、そ

れぞれ「ライドシェアリング（相乗り）仲介企業

（ridesharing� company）」とか、「ホームシェアリ

ング（民泊）仲介企業（home�sharing�company）」、

「シェアオフィス企業（office�sharing�company）」

とも呼ばれたりする。また、その性格から、前者

を「就労仲介型プラットフォーム（labor-intensive�

platform）」、そして、後者を「資産利用仲介型プラッ

トフォーム（capital� platform）」に分類する考え

方もある。

　ウーバー（Uber）やタスクラビット（Task�

Rabbit）のような名だたる就労仲介型デジタル・

プラットフォーム企業のリーダーは、大量の「マ

イクロ起業家（micro-entrepreneur）」出現の時代

ともてはやす。しかし、現実は、「名ばかり零細個

人事業者」、新たな雇用類似の働き方をするフリー

ランスの就労層・貧困層づくりの船頭役を演じて

いるのではないか。これら就労仲介型プラット

フォーム IT 企業が、単発（on� demand）の安価な

労働力の供給を狙いとした「オンデマンド労働プ

ラットフォーム（on-demand�work�platforms）」と

揶揄されるのは、そのためである。

　2017 年 の 米 労 働 統 計（BLS=Bureau� of� Labor�

Statistics）では、アメリカ労働市場のおおよそ

35％、5,500 万人の就労者がオンデマンド（単発）

の仕事で生活の糧を得ているとのことである。

　就労仲介型プラットフォーム IT 企業のアプリ

を介して就労するフリーランサー（フリーター

／ギグワーカー）は、請負契約とのことで、最

低賃金、労災保険、健康保険、雇用保険、残業

代、有給休暇もない。連邦取引委員会（FTC=Fair�

Trade� Commission） は、2016 年 に、「 シ ェ ア リ

ング経済においてフラットフォーム企業、参加

者および規制機関が直面する課題（The� Sharing�

Economy�Issues�Facing�Platforms,�Participants�

&� Regulators）」という報告書を公表している。そ

の中で、請負で働く者（受注者／請負者）や消費

者の保護のためには、どのような法制が必要なの

かを議論している。

　このように、アメリカでは、シェアリングエコ

ノミー／ P2P 経済／ギグ経済が、「働いても貧しい

層（the�working�poor）」つくりを加速するという

〝負の側面〟に対応することが急務とされてきた。

カリフォルニア州（加州）は、2019 年 9 月 18 日に、

全米ではじめて州議会がギグワーカー保護法（AB

５）を制定し、2020 年 1 月 1 日から施行すること

になった。この新法（AB ５）は、フリーランス就

労者／ギグワーカーに、セーフティネット保証を

講じることがねらいである。原則として就労仲介

型フラットフォーム企業のアプリで続けて単発（on�

demand）の仕事をする、あるいは特定企業の専属

の請負配達運転者として仕事をするような、フリー

ランス就労者／ギグワーカーを、それぞれ、その

企業の従業者／被用者として法認し保護する画期

的な内容である。加州においては、ウーバー（Uber）

やウーバーイーツ（UberEats）のような就労仲介

● プラットフォーム IT 企業のアプリを使った雇用類似● プラットフォーム IT 企業のアプリを使った雇用類似
の仕事の請負の仕組みの仕事の請負の仕組み

                          

                                        

 

 

発発注注者者  

提提供供者者  
受受注注者者  

請請負負者者  

仲仲介介ププララッットト

フフォォーームム IITT

企企業業  

わが国でのフリーランサー、クラウドワーカーの所在わが国でのフリーランサー、クラウドワーカーの所在

ひとくちに「フリーランサー」（フリーター、ギグ

ワーカー、クラウドワーカー）といっても、①雇

用主のいないケースと、②雇用主がいるケースが

ある。また、❶本業としているケースと、❷副業

としているケースがある。とりわけ、ここで取り

上げているのは、①雇用主がおらず、しかも、❶

本業として、雇用類似の働き方をしているケース

である。すなわち、請負契約者、独立契約者、「一

人親方」、「名ばかり事業者」として、「雇用類似の

働き方をする人たち」である。わが国には、どれ

くらいの「雇用類似の働き方をする人たち」がい

るのであろうか？政府省庁や民間調査機関の調査

結果は、まちまちである。ある民間機関の調査では、

個人請負タイプの就労者数約２２８万人のうち、

主に事業者を直接の取引先とする人が約１７０万

人（内❶本業とする人約１３０万人、❷副業とす

る人４０万人）。その中で、就労仲介型プラット

フォーム IT 企業のアプリ（クラウドソーシング）

を利用している人（クラウドワーカー）は❶本業

では９．３％、❷副業では１７．７％とのことであ

る。【労働政策研究・研修機構「雇用類似の働き方

の者に関する調査・試算結果等（速報）〔資料３－

１、3 － 2〕」（2019 年 4 月 12 日）参照】

コ ラ ム ②②
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型プラットフォーム IT 企業や専属の請負配達運転

者などと抱える企業などは、仕事をするフリーラ

ンサー／ギグワーカーを、従業者／被用者として

取り扱い、最低賃金、労災保険、健康保険、雇用

保険、残業代、有給休暇などを保証せざるを得な

い状況になった。

　ネット経済市場が大きく育った今日、シェアリ

ングエコノミー／ P2P 経済／ギグ経済の取引のプ

レイヤーは次の 3 者である。①物、労務サービス、

場所などを提供する個人事業者／請負者／一人親

方／（independent contractor ／ suppliers）、②

仲介料を取ってネットと端末アプリでシェアリン

グ情報を仲介する仲介デジタル・プラットフォー

マー／プラットフォーム IT 企業（platforms）、

そして③ SNS、スマホアプリや PC を使って仲

介される労務サービスや資産を利用する消費者

（consumer）／利用者（user）である。これらのうち、

とりわけ納税義務や課税関係が問題になるのは、

①個人事業者／請負者／一人親方と②仲介デジタ

ル・プラットフォーマー／プラットフォーム IT 企

業である。とくに、ライドシェアリング（相乗り）

仲介会社であるウーバー（Uber）のように国境の

ないネット空間でビジネスを展開するデジタル・

プラットフォーマーの場合には、国際課税の問題

もかかわってくる。このように、シェアリングエ

コノミー／ P2P 経済／ギグ経済の課税にかかわる

問題は大きく、国内課税のみならず国際課税の面

にまで広がっている。国内課税の面では、とりわ

けシェアリング取引の担い手となる運転手・家主・

助っ人など請負の形で就労する①個人事業者／請

負者／一人親方のタックス・コンプライアンス（自

発的納税協力／ tax� compliance）義務が問題にな

る。なぜならば、彼らの多くは、事業者とはいう

ものの、「名ばかり事業者」、超零細事業者（extra�

microbusiness）だからである。このことから、シェ

アリングエコノミー／ P2P 経済／ギグ経済におけ

る課税関係は、一般に、現実（リアル）経済市場

における零細企業レベルの課税関係と相通じると

ころがある。

　学問的には、シェアリングエコノミー／ P2P 経済

／ギグ経済における課税問題は、大きく、租税実

体法／実体税法（substantive�tax�law）と租税手

続税法／手続税法（procedural� tax� law）の面か

ら検討することができる。アメリカの税法研究者

の多くは、この分野での国内課税問題は、ほぼ現

行税法で対応できると考えている。ただ、租税手

続税法／手続税法の面で情報申告（法定資料の提

出など）の面での改善が必要との声がある。また、

フリーランスで働くギグワーカーを個人事業者と

みるとしても、まさに「名ばかり事業者」、超零細

事業者であることから、記帳義務などの必要のな

い、総収入額を課税ベースとした簡便な一律源泉

分離課税（gross� receipt� tax� at� lower� rates）

の拡大などで対応すべきとの声も強い。一方、連

邦課税庁（IRS ＝ Internal� Revenue� Service ／内

国歳入庁）は、「IRS シェアリングエコノミー納税

センター（Sharing�Economy�Tax�Center�IRS）」を

立ち上げて、フリーランスの超零細納税者／ギグ

ワーカーのタックス・コンプライアンス（自発的

納税協力）の向上、便宜に応えている。

　ちなみに、わが国は、政府規制により、自家用

車のライドシェアリング（相乗り）を法認してい

ない。そこで、アメリカからわが国に進出してい

るウーバー社（Uber� Technologies,� Inc.�）は、

タクシーの配車アプリに特化した形で、プラット

フォーム事業を展開している。また、ウーバー社は、

アプリで飲食宅配代行サービスをする子会社「ウー

バーイーツ（Uber� Eats）」で、プラットフォーム

事業を展開している。2019年9月末、ウーバー社は、

アメリカでライドシェアリングサービスアプリと

飲食宅配代行サービスアプリとを一元化するビジ

ネスプランを公表している。、

　以上のような基礎知識をもとに、アメリカでの

シェアリングエコノミー／ P2P 経済／ギグ経済に

おける課税の動きについて、石村耕治�　　代表（白

鷗大学名誉教授）に、）に、菊池純　���会員（税理士）

が質問する形で聞いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　     　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　（�����　　　　　　　　　　　　　　　　（�����編集局））

◆ シェアリングエコノミーにおける仲介デジタ
ル・プラットフォーマーの所在

（菊池）    編集局の方で、アメリカにおけるシェ

アリングエコノミー／ P2P 経済／ギグ経済と課税

関係、さらには問題点について、まとめていただ

きました。シェアリングエコノミー／ P2P 経済／

ギグ経済市場を通じて物や場所、労務を提供する

人たち（suppliers ／ sellers）や消費者／購入者

（consumers ／ buyers）、そして双方を仲立ちする

プラットフォームを開設する仲介デジタル・プラッ

トフォーマー（platform）の所在や、これら 3 者

に対する課税取扱いについて、読者も、おおよそ

のイメージがつかめたのではないか、と思います。

そこで、このイメージをさらに広げるために石村

J T IJ T I
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先生に質問いたします。まず、シェアリングエコ

ノミー／ P2P 経済／ギグ経済市場に仲介デジタル・

プラットフォームを開設するウーバー（Uber）や

エアビーエンドビー（Airbnb）、タスクラビット

（Task� Rabbit）などのビジネスモデルについて教

えてください。

（石村）ウーバー（Uber）やエアビーエンドビー

（Airbnb）、タスクラビット（Task Rabbit）など

は、仲介デジタル・プラットフォーマー／プラッ

トフォーム IT 企業と呼ばれます。彼らは、イン

ターネットとパソコン（PC）ないしスマホや iPad

のようなモバイル（移動）端末で結ばれるネット

経済市場（オンライン経済市場、デジタル経済市

場などともいいます。）で、シェアリングエコノ

ミー（共有型経済）／ P2P 経済（仲間同士経済）

／ギグ経済を推進するためのプラットフォーム

（platform）を築いて、物や場所、労務サービスの

シェアリングの提供者（suppliers）と消費者／利

用者（consumers）との仲立ちをするビジネスを展

開し、仲介料を得ているわけです。ビジネスモデ

ルの基本は、アマゾンやわが国の楽天などと同じ

です。ただ、シェアリングエコノミー／ P2P 経済

／ギグ経済市場での仲介に特化したビジネスを展

開しているのが特徴です。

　　ネットを介したシェアリングエコノミー（共

有型経済）ないし P2P 経済（仲間同士経済）、ギグ

経済の担い手について、もう少し詳しく説明して

ください。

（石村）すでに、シェアリング経済／ P2P 経済に担

い手（players）となる 3者については、ふれてい

ますが、図説すると、次のとおりです。

　もう少し、解説を加えます。❶は、請負契約の

形で雇用類似の労務を提供するライドシェアリン

グ（自家用車の相乗り）の運転者や子守や犬の散

歩などの助け人、ホームシェアリング（自宅で

の民泊）を提供する者（家主）などです。提供

者（suppliers）のほか、ホスト（host）、助け

人（handyman）、売り手（seller）とも呼ばれま

す。課税上は、原則として、独立契約者／請負の

個人事業者（independent contractor）として取

り扱われます。❷は、ウーバー（Uber）やエア

ビーエンドビー（Airbnb）、タスクラビット（Task 

Rabbit）のような、ネット空間に仲介プラット

フォームを開設して、❶提供者や❸消費者から、

プラットフォーム使用料ないし仲介料を取って

シェアリング情報の橋渡しをしているネット IT 企

業です。それから、❸は、仲介サービスを利用す

る消費者です。購入者（buyer）、利用者（user）、

ライダー（rider）、レンター（renter）、ゲスト

（guest）とも呼ばれます。

　　ウーバー（Uber）やエアビーエンドビー

（Airbnb）、タスクラビット（Task�Rabbit）などは、

サービス提供者（消費者）に、プラットフォーム

使用料というか、仲介料というか、どれくらいの

料金を課しているのでしょうか？

（石村）これらの仲介デジタル・プラットフォーマー

／プラットフォーム IT 企業は、それぞれ、ライド

シェアリング（自家用車の相乗り）、ホームシェア

リング（自宅での民泊）、子守その他便利屋サービ

ス（odd-jobs）の仲立ちをビジネスとするネット

企業です。消費者と物・場所・労務の提供者との

仲介は、スマホやタブレットなどのモバイル（移動）

端末アプリとインターネットが基本になります。

例えば、ライドシェアリングを仲介するウーバー

（Uber）の場合、ウーバー（Uber）自体は、消費者

に提供する乗用車を所有していません。ですから、

デービス（Davis）のようなレンタカー会社とは異

なります。「ライドシェアリング（相乗り）仲介企

業（ridesharing company）」に分類されます。ウー

バー（Uber）の場合、相乗りサービス利用者がク

レジットカードないしスマホペイで支払った総走

行料金（gross fares）のおおよそ 20％が仲介料

として差し引かれます。2016 年 5 月までは、チッ

プ込みで仲介料が差し引かれていました。しかし、

不合理であるとして、相乗りサービス提供者（運

転者）が、カリフォルニア州やマサチューセッツ

州で訴訟を起こしました。その結果、チップ抜き

で仲介料を算定することで和解が成立しました。

また、ウーバー（Uber）が相乗りサービス提供者（運

転者）に同社が用意したスマホを提供する場合に

は、その使用料も週ベースで差し引かれます。また、

運転者は、燃料費、車の維持管理費、修理費など

に経費を自分で負担しなければなりません。ウー

【図表１】 シェアリングエコノミーの担い手である 3者【図表１】 シェアリングエコノミーの担い手である 3者

❶�物、労務サービス、場所（住宅）などの提供者

／独立契約者／請負者／一人親方（supplier ／

independent�contractor）

❷�ネットと端末アプリでシェアリング情報を有料で仲

介するデジタル・プラットフォーマー／プラット

フォーム IT 企業（platforms）

❸ �SNS、スマホアプリや PC を使って仲介される労務

サービスや資産を利用する消費者（consumer）／

利用者（user）
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バー（Uber）は、運転者が相乗りサービス提供中

に遭遇した交通事故に対応する民間保険もあっせ

んしています。

　ウーバー（Uber）は、デービス（Davis）のよう

なレンタカー会社とは異なります。ただし、シェ

アリング経済／ P2P 経済／ギグ経済市場で、自家

用車レンタルを他の消費者に橋渡しする（peer-to-

peer car rental）仲介デジタル・プラットフォー

マーもあります。トゥロ（Turo）、ゲットアラウン

ド（Getaroung）やドライビィ（Drivy）などです。

　　エアビーエンドビー（Airbnb）は、いわゆる

民泊仲介ビジネスに特化したデジタル・プラット

フォーマーですが、サービス提供者に、プラット

フォーム使用料というか、仲介料というか、どれ

くらいの料金を課しているのでしょうか？

（石村）エアビーエンドビー（Airbnb）、それからルー

モラマ（Roomorama）などは、旅行者とホームシェ

アリング（民泊）提供者を仲立ちするビジネスに

特化した仲介デジタル・プラットフォーマー／プ

ラットフォーム IT 企業です。ちなみに、エアビー

エンドビー（Airbnb）では、民泊サービス提供者

を「ホスト（host）」と呼んでいます。一方、消費

者である旅行者を「ゲスト（gest）」と呼んでいます。

エアビーエンドビー（Airbnb）の場合、旅行者（ゲ

スト）は、ホストから宿泊のほかに、別料金を払

えば、その住居にある食器や調理用具その他必要

な物を借りることができます。エアビーエンドビー

（Airbnb）の場合、旅行者（ゲスト）は、価格表に

応じて予約時に民泊料金を支払います。エアビー

エンドビー（Airbnb）は、ホストへの支払の際に、

3％のホストサービス料を差し引きます。加えて、

旅行者（gest）は、予約時に、6％～ 12％のゲス

トサービス料をエアビーエンドビー（Airbnb）に

支払わなければなりません。エアビーエンドビー

（Airbnb）も、他のネット道の駅開設企業（digital 

matching platform）と同じように、ホスト向けの

各種保険を販売しています。

　ここでちょっと注目してもらいたいことがあり

ます。先ほどライドシェアリング（自家用車の相

乗り）のウーバー（Uber）の場合は、運転者が仲

介料を支払うわけです。一方、ホームシェアリン

グ（自宅での民泊）のエアビーエンドビー（Airbnb）

の場合は、場所（宿）の提供者（ホスト）に加え、

旅行者／消費者（ゲスト）も仲介料を支払います。

　　タスクラビット（Task� Rabbit）は、いわゆる

「便利屋サービス」に特化した仲介デジタル・プ

ラットフォーマーとのことです。仲介サービスの

メニュー、ビジネスモデルはどうなっているので

しょうか？

（石村）タスクラビット（TaskRabbit）やハンディ

（Handybook Inc.）は、「掃除」、「子守」、「犬の散歩」、

「買い物」といった〝便利屋（handyman ／ odd-job 

facilitator）〟サービスの仲立ちに特化した仲介デ

ジタル・プラットフォーマー／プラットフォーム IT

企業です。タスクラビット（TaskRabbit）は、消費

者／顧客（client）の家事代行をする人を「助け人

（tasker）」と呼んでいます。助け人の資質や人柄に

フィルターをかけ、明瞭な料金体系を表示すること

により、消費者である顧客に安心をセールスにする

ビジネスでもあります。タスクラビット（TaskRabbit）

は、消費者が助け人に支払う料金のおおむね 10％

～ 30％を仲介手数料として差し引くことになってい

ます。このサービスでは、消費者／顧客（client）、

助け人（tasker）双方とも、事故等について最大で

100 万ドルまで補償が受けられます。

◆シェアリングエコノミーにおける課税問題

　　アメリカにおけるシェアリングエコノミー／

P2P 経済／ギグ経済市場における仲介デジタル・

プラットフォーマーの役割については、かなりわ

かりました。そこで、次に、課税問題に移りたい

と思います。アメリカの税法研究者の多くは、こ

の分野での国内課税問題は、ほぼ現行税法で対応

できると考えているとのことです。しかし、問題

は、サービス提供者の多くは、「超零細企業レベル

（extra�microbusiness�level）」で、申告義務の簡

素化など、自発的納税協力（tax� compliance）が

得やすいような制度にする必要があるとの意見が

強いとのことでしたが・・・。

（石村）ネット市場経済が興隆する以前、これまで

も、個人が近所の／アパマンや大学のキャンパス

に掲示して、間借人を探すことは頻繁にありまし

た。アパマンが、SNS 全盛時代に突入し、エアビー

エンドビー（Airbnb）のようなホームシェアリン

グの仲介に特化したデジタル・プラットフォーマー

のアプリを通じて、貸し手（大家）と借り手（店

子）を結びつけるようになったというわけです。

ですから、このケースだと、日本流の所得類型に

照らしていえば、大家は事業、不動産所得または

雑所得を申告することになります。ネットアパマ

ン企業は、法人の場合であれば、法人所得を申告

することになります。これは、旅行者相手の民泊

も同じです。欧米では、民泊は目新しいビジネス

136 国民税制研究　№ 5（2019） 

【対論】アメリカのシェアリングエコノミー課税論議



137国民税制研究　№ 5（2019） 

【対論】アメリカのシェアリングエコノミー課税論議

ではなく、これまでも日常的に行われてきていま

す。ですから、納税申告の仕組みもかなり整備さ

れています。また、ライドシェアリング（乗用車

の相乗り）の仲介をビジネスとするウーバー（Uber）

のような仲介デジタル・プラットフォーマーの出

現により、宮使いは性格に合わない、あるいは自

営したいということで、ライドシェアリングで稼

ぐ人も多くなりました。しかし、こうした人たちは、

事業者として納税義務を負うといっても、その多

くは超零細です。記帳などは不得手なわけです。

後で詳しくお話しますが、申告手続もできるだけ

簡素化し、自発的納税協力を求めようという声も

強まっているわけです。アメリカの場合、連邦は、

わが国のような付加価値型の消費税を導入してい

ません。ですから、連邦税についてみる限りでは、

所得課税が中心となります。

◆アメリカの連邦個人所得課税の仕組み

　　連邦課税では、所得課税が中心ということで

すが、まず、連邦個人所得課税の仕組みについて、

わかりやすく説明してください。

（石村）それでは、次のチャートをみてください。

　アメリカ連邦所得課税の特徴は、個人も法人

と同様に所得類型別課税の仕組みを採用してい

ないということです。つまり、連邦税法（IRC

＝ Internal Revenue Code）は、あらゆる所得

は、その源泉を問わず、原則として❸総所得金額

（GI=gross income）算入する、と規定しています

（IRC 61 条 a 項）。すなわち、総所得算入方式（all-

inclusive income approach ／ all-inclusive 

income concept）を基本としています（詳しくは、

石村耕治『アメリカ所得課税法の展開』（財経詳報

社、2017 年）9 頁以下参照）。ですから、わが国の

ような所得類型（10 種類のいずれかの区分）ごと

に算出した所得額を総計する形の総合課税主義を

採用していないわけです。ただし、課税実務上の

便宜を考え、連邦税法（IRC）は、総所得に含まれ

る所得項目として 15 を例示しています（IRC 61 条

a 項 1 号～ 15 号、財務省規則 1.61.1）。

　以下、【図表 2】、【図表 3】に基づいて説明をし

ますので、よろしくお願いします。

【図表 2】アメリカ連邦個人所得税の課税の仕組み【図表 2】アメリカ連邦個人所得税の課税の仕組み 
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①�人的役務提供に対する報酬（手当、手数料、給

与外給付およびこれらに類するものを含む。）

（compensation� for� services,� including� fees,�

commissions,�fringe�befits,�and�similar�items）

②�事 業 か ら 生 じ る 総 所 得（gross� income� from�

business）

③�資産の取引から生じる利得／ゲイン（gains� from�

dealings�in�property）

④利子（interest）

⑤賃貸料（rents）

⑥権利使用料／ロイヤルティ（royalties）

⑦配当（dividends）

⑧�扶助料および別居手当（alimony� and� separate�

maintenance�payments）

⑨年金（annuities）

⑩�生命保険および養老保険契約からの所得（income�

from�life�insurance�and�endowment�contracts）

⑪退職年金（pensions）

⑫�債 務 免 除 に 起 因 す る 所 得（income� from� the�

discharge�of�indebtedness）

⑬�パートナーシップ総所得の持分に応じた分配（a�

partner’s�share�of�partnership�income）

⑭�被相続人に係る所得（income� in� respect� of� a�

decedent）

⑮�遺産財団または信託財産の権利（income� from� an�

interest�in�an�estate�or�trust）



◆  P2P 相乗りサービスから得た所得への連邦所
得課税取扱い

　　それでは、ウーバー（Uber）やリフト（Lyft）

のようなライドシェアリング（ride� sharing）、つ

まり乗用車の相乗りサービスの提供者（運転者）

が受け取った所得（収入）に対する連邦所得課税

取扱いについて、やさしく説明してください。

（石村）雇用契約関係にある一般のタクシー会社と

その従業者／被用者との間では、あまり難しい課

税問題がないと思います。ですから、ここでは、

ウーバー（Uber）のような仲介デジタル・プラッ

トフォーマーが提供するアプリを使い、個人が所

有する乗用車で相乗りサービスを提供し、❸総所

得／ GI=gross income）を得たと想定して、課税問

題を考えてみます。

　連邦所得課税取扱いにおいて、ライドシェアリ

ング、つまり乗用車の相乗り（ride sharing）サー

ビスの提供者（運転者）が受け取った所得（総所得）

は、【図表 3】の②事業から生じる【図表 2】の❸

総所得（gross income from business）にあたる

と思います。ちなみに、わが国の所得類型（10 種類）

に従うと、規模にもよりますが、事業所得者、あ

るいは雑所得者にあたるとみてよいのではないか、

と思います。

　ライドシェアリング、つまり乗用車の相乗りサー

ビスの提供者（運転者）が受け取った❸総所得に

対しては、まず、次のような基本的な課税ルール

が適用になります。

　　ルール１について、説明してください。

（石村）相乗りサービスの提供者（運転者／納税者）

の得た総所得に対する課税取扱いは、一般の個人

事業者の場合とほぼ同じです。ですから、運転者

である納税者は、相乗りサービス利用者がクレジッ

トカードないしスマホペイで支払った総走行料金

（gross fares）（仲介料抜き）に利用者からもらっ

たチップを加えて、❸総所得を算定します。そこ

から、燃料代、車の修理代、保険料などの費用（経

費）を差し引きます。

　ちなみに、相乗りサービスの提供者（運転者／

納税者）の得た総所得に対する課税取扱いは、独

立契約者（（independent contractor）、一般に「一

人親方／請負者／個人事業者」の場合とほぼ同じ

と解されています。この点は、課税取扱上は重要

です。なぜならば、運転者が独立契約者／請負の

個人事業者と判断されると、ライドシェアリング

サービスの提供を受けた相乗り者（消費者）は、

走行料金を支払う際に、源泉所得税の徴収義務を

負わないからです。加えて、就労仲介プラット

フォーム IT 企業は、相乗り運転者を雇用していな

いことになりますから、雇用関係税【連邦社会保

障税（FICA tax）や連邦失業保険税（FUTA tax）

など】の負担や源泉所得税の天引き徴収や各種社

会保険の雇用主としての負担分もありません。

　　ルール２について、説明してください。

（石村）相乗りサービスの提供者（運転者／納税

者）は、個人タクシーや多くの自営業者が保有す

る車と同じ問題があります。とりわけ、ライドシェ

アリング（相乗り）サービス運転者の場合、自家

用車を使ってサービスを提供していることが多い

わけです。そうすると、いわゆる個人タクシーと

似ていて、当然、事業上の費用と、家事費あるい

は家事関連費がミックスするという問題が出てく

るわけです。必要経費と、そうでないものとを、

どのように配賦するかの問題がでてきます。この

点について、運転者である納税者は、ライドシェ

アリング業向けの①実額控除（actual business 

expenses）と、②走行距離に基づく概算控除

（standard mileage method）のどちらかを選択で

きます（財務省規則 1.274-5（j）（2）、IRS Notice 

2014-79）。

　　ライドシェアリング業向けの①実額控除

（actual�business�expenses）について、もう少し

詳しく説明してください。

（石村）運転者である納税者が、ライドシェア

リング業向けの①実額控除（actual business 

expenses）を選択するとします。この場合、「経

費（expenses）」には、減価償却費、ガソリン等燃

料代、保険代、リース車の場合はリース代、免許

費用、自動車用オイル代、駐車場代、車輛登録費、

修理代、タイヤ代、有料道路代などが含まれます

（IRS Publication No. 463, Travel, Entertainment, 

Gift, and Car Expenses （2018））。運転者である
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【図表 4】 相乗り運転者の所得に関する基本的な課税ルー【図表 4】 相乗り運転者の所得に関する基本的な課税ルー
ルのポイントルのポイント

ルール 1　�課税ベースは、❸総所得から事業活動から

生じた費用または損失を控除できる（IRC�

61 条、162 条、212 条）

ルール 2　�❸総所得から控除できる費用を算定するた

めに、事業上生じた費用と家事（個人）的

費用との線引きをする。

ルール 3　�自営業（self-employment）にかかる課税

ルールが適用になる。
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納税者は、車を、ライドシェアリング（相乗り）

サービス用と個人（家事）用に使っている場合に

は、算出した総費用を、走行距離に基づき按分す

る必要があります。そのうえで、ライドシェアリ

ング（相乗り）サービス用に使った費用を事業上

の必要経費として差し引きます。ただし、事業用

に費消した費用が、総費用の 50％を超えていない

場合には、修正加速原価償却法（MACRS=Modified 

Accelerated Cost Recovery System） の 選 択 利

用できません（IRC 280 条 F 項 b 号１）。つま

り、車の耐用年数に基づく普通の定額原価償却法

（straight line depreciation method）を利用す

ることになります。

　　次に、ライドシェアリング業向けの②走行距

離に基づく概算控除（standard� mileage� method）

について、説明してください。

（石村）わかりました。運転者である納税者が、

走行距離に基づく概算控除（standard mileage 

method）を選択したとします。この場合、2019 年

1 月からだと、1 マイルあたり 58 セントです。概

算控除を選択すると、実額控除は選択できません。

概算控除を選択すると、定額原価償却法より選択

できません。一方、ライドシェアリング運転者で

ある納税者は、車中に、相乗り者向けのキャンディ

その他の雑誌などを常備する場合、その経費につ

いては、必要経費として控除ができます。

◆民泊提供者が得た所得への連邦所得課税取扱い

　　エアビーエンドビー（Airbnb）のような民泊

仲介デジタル・プラットフォーマーアプリを利用

して宿泊者（ゲスト）から民泊提供者（ホスト）

が得た所得に対する連邦所得課税取扱いについて、

やさしく説明してください。

（石村）P2P ホームシェアリング（home sharing ／

民泊）サービス、つまり民泊提供者である納税者

が得た所得に対する連邦所得課税上の取扱いは、

先に述べたライドシェアリング（相乗り）サービ

スを提供する運転者である納税者と、基本的には

さほど変わりがありません。民泊提供者の所得に

関する基本的な課税ルールのポイントをまとめて

みると、【図表 5】【図表 5】のとおりです。

　　ルール１について、わかりやすく説明してく

ださい。

（石村）わかりました。エアビーエンドビー（Airbnb）

のようない民泊仲介デジタル・プラットフォーマー

／プラットフォーム IT 企業を利用しているとして

も、ホームシェアリング（home sharing ／民泊）

により提供者（ホスト）である納税者が得た総所

得に対する課税取扱いは、一般の事業者の場合と

あまり変わりがありません。民泊所得は、宿泊者（ゲ

スト）から得た❸総所得から民泊に関し直接かかっ

た諸費用は、経費として控除すれば、計算できます。

もちろん、ホームシェアリングでも、先ほどライ

ドシェアリングのところでふれた「独立契約者／

請負の個人事業者（independent contractor）」か

どうかといった課税取扱い上の問題が生じます。

わが国のケースだと、所得類型（10 種類）があり

ます。規模にもよりますが。事業所得者、あるい

は雑所得者にあたるとみてよいのではないか、と

思いますが。もっとも長期滞在とかの場合には、

不動産所得にあたることもあるでしょう。また、

何の所得に当てはまるかの判断にあたっては、提

供者であるホストが、顧客であるゲストに、素泊

まりサービスを提供するケースと、食事なども提

供するケースなどに分けて考える必要があります。

　　ルール 2「自宅の休暇用貸出課税ルール

（vacation� home� rental� tax� rules）」について、

わかりやすく説明してください。

（石村）連邦税法（IRC）には、自宅の休暇用貸出

（vacation home rentals）についての課税特例が

あります（IRC 280 条 A）。この課税特例が、ホー

ムシェアリングから得たホストの所得計算を複雑

にしています。IRC 280 条の A の正式な表題は、

「納税者が課税年に住宅として使用する居住部分

（Dwelling unit which is used by the taxpayer 

during the taxable year as a residence）」です。

住宅所有者である納税者は、その年に短期間そこ

の居住し、残りの期間を他人に賃貸借することが

できます。この場合、通例、その住宅について年

間に生じた費用は、個人用と賃貸用（事業用）に

【図表 5】 民泊提供者の所得に関する基本的な課税ルー【図表 5】 民泊提供者の所得に関する基本的な課税ルー
ルのポイントルのポイント

ルール 1  課税ベースは、❸総所得から事業活動から

生じた費用または損失を控除できる（IRC 

61 条、162 条、212 条）。

ルール 2  自宅の休暇用貸出（vacation home rentals）

については、課税特例がある（IRC 280 条 A）。

ルール 3 ホテル適用除外がある。

ルール 4  ❸総所得から控除できる費用を算定するた

めに、事業上生じた費用と家事（個人）的

費用との線引きをする必要がある。

ルール 5  州や地方団体の宿泊税（occupancy taxes）

との関係。



配賦することになります。ただし、この点について、

自宅の休暇用貸出課税特例（IRC 280 条の A）では、

次のような課税取扱いをする旨定めています。

　年 15 日以下の自宅の有償レンタルに課税しない

とする特例は、俗に催事特例（rule for special 

events）とも呼ばれます。つまり、競技会、祭り

その他の催事がある場合、会場近隣の家庭が選手

やギャラリー（観客）に対して有償で自宅を民泊

用に開放しても、課税庁はそれで得た所得を追及

しないとするものです。 

　ちなみに、ホストである納税者が、民泊仲介デ

ジタル・プラットフォーマーのアプリを使い、ゲ

ストとホームシェアリング契約を結び、そのゲス

トから受領した賃貸料についても、原則として、

この連邦税法（IRC）上の自宅の休暇用貸出課税特

例が適用になります。

　　ルール３「ホテル適用除外」についてやさし

く説明してください。

（石村）わかりました。ホームシェアリングでホス

トを務める納税者が、ゲストから所得を得た場合

でも、連邦税法（IRC）上の自宅の休暇用貸出課税

特例が適用にならないことがあります。これを、

ホテル適用除外（Hotel exception）といいます。

　家族の居住部分（dwelling unit）が、ホテ

ル、モテル、旅館その他の宿泊施設（ゲストハウ

ス）として使われて部分と切り離されているとし

ます。この場合には、このホテル適用除外を利用

することができます（暫定財務省規則 1.280A-1

（c）（2））。この適用除外を利用すると、納税者

は、民泊事業に関して生じた経費控除が広く認め

られます。ただし、事業と関係しない住居と共有

スペースとかに関して生じた費用は控除できませ

ん（IRS Private Letter Ruling 8732002 （April 2, 

1087））。

　ここでは、簡単な紹介に留めました。しかし、

課税実務では、自宅の休暇用貸出課税特例（IRC 

280 条の A）とホテル適用除外（Hotel exception）

については、他にも問題が山積しています。

　　それでは、事業経費にあたるのか、家事費に

あたるのかに関するルール４について、やさしく

説明してください。

（石村）わかりました。すでにふれたように、連邦

所得課税では、総所得算入方式を採用しています。

わが国のような 10 種の所得類型にわけて課税する

仕組みにはありません。ただ、課税実務では、【図

表３】をみてもらいたいのですが、⑤賃貸料（rents）

に分類されます。つまり、事業性の所得の１つに

あたります。ですから、民泊にかかる所得の計算

においては、所得区分よりは、むしろ、家事関連

費と事業経費との線引きなどの面でもっと難しい

問題があります。事業上の費用か、家事費か、あ

るいは双方がミックスした費用（家事関連費）か

の判断の面では、こちらのホームシェアリング（民

泊）の方が、ライドシェアリング（相乗り）よりも、

もっと煩雑です。とりわけ、ホームシェアリング（民

泊）のホストの場合、自宅の余っている部屋を民

泊に提供しゲストに貸し出しているケースが多い

わけです。ゲストとホストがホームパーティを開

き懇親の食事をするとかの機会も少なくないわけ

です。当然、事業上の費用と、家事費あるいは家

事関連費がミックスするという問題が出てきます。

純粋な必要経費か、そうでないのか、また、どの

ように配賦するかなどの問題がでてきます。

　　次に、ルール５「州や地方団体の宿泊税

（occupancy� taxes）との関係」について、やさし

く説明してください。

（石村）各州やその下位にあるシティ・タウンなど

の地方団体は、独自にさまざまな宿泊税（occupancy 

taxes）を課しています。アメリカ各地で、ホー

ムシェアリング（民泊）と宿泊税との関係が問わ

れています。ゲストは、宿泊税を負担しなくとも

よいのか、あるいは負担を義務付けられると、誰

が徴収するのかが問われてきます。ホストが、そ

れとも、エアビーエンドビー（Airbnb）のよう
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【図表 6】 自宅の休暇用貸出課税特例の要点【図表 6】 自宅の休暇用貸出課税特例の要点

① 自宅がほぼその所有者の居住の供されているとされ

る場合　自宅が納税者の主たる住宅であり、かつそ

の年のうち 15 日以下の期間賃貸に供されている場

合には、その所得は非課税となり、納税者は申告す

る必要がないし、その賃借に関して生じた経費を控

除することはできない。ただし、納税者は、納税申

告において、次の額について控除できる。

　　・抵当権付き住宅ローンの利子

　　・不動産税

　　・雑損

② 自宅が所有者と賃借人との居住に供されているとさ

れる場合　納税者が自宅を 15 日以上賃貸に供し、様

式 1040 別表５E（Form 1040 Schedule E）で不動産

所得を申告しなければならない。この場合、納税者

は、所得計算にあたり、原則としてその賃貸に関し

て生じた経費を控除できる。ただし、その住宅が自

宅である場合には、経費控除は不動産所得の範囲に

限定される。一方、その住宅が自宅でない場合には、

不動産所得を超えて、法定限度まで損益通算できる。
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な、民泊仲介デジタル・プラットフォーマー／プ

ラットフォーム IT 企業が特別徴収義務を負うのか

です。2015 年 11 月 11 日に、エアビーエンドビー

（Airbnb）は、「エアビーエンドビー・コミュニティ・

コンパクト（the Airbnb Community Compact）」を

公表しました。これにより、エアビーエンドビー

（Airbnb）は、州や地方団体が民泊を宿泊税その他

個別消費課税の対象にしている場合に、ホームシェ

アリング（民泊）をする旅行者であるゲストから

効率的な税の徴収に協力する姿勢を打ち出しまし

た。この背景には、サンフランシスコをはじめと

した多くの都市で、ホームシェアリング（民泊／

ゲストハウス）を規制する動きを強めている事情

もあります。

◆シェアリングエコノミーと自営業者税

　　シェアリングエコノミー／ P2P 経済／ギガ経

済取引を通じて仕事を得ている人たちは、雇用契

約ではなく請負契約で働いているということで、

一般に「自営業者（the� self-employed）」に分類

されます。連邦には「自営業者税（self-employment�

tax）」があると聞きます。先ほど石村先生が少し

ふれましたが、ライドシェアリング（相乗り）やホー

ムシェアリング（民泊）などで自営する人たちと

自営業者税との関係について、もう少し詳しく説

明してください。

（石村）わかりました。連邦税法（IRC）は、「自営

業者税（self-employment tax）」を設けています。

その名のとおり、自営する人たちが支払う税金です。

納税者は、自営（self-employment）する事業から

の純収益／所得（net-earning）が年 400 ドルを

超える場合には、自営業者税（self-employment 

tax）および社会保障税を申告納付するように求め

られます。

　自営業者税の課税標準となる「自営所得（self-

employment income）」とは、①取引または事業か

ら生じた❸総所得から必要経費を控除した金額に、

②取引または事業を営むパートナーシップにおけ

る当該納税者の分配的持分にかかる通常所得また

は損失を加えたものをいいます（IRC 1402 条 b 項、

財務省規則 1.1402（a）-1）。この場合の「取引ま

たは事業」には、従業者としての役務提供の対価

として雇用主から支払われて分を含みません（IRC 

1402 条 c 項 2 号）。

　自営業者税は、原則として自営所得（net 

income）の 15.3％（2019 年）です。その内訳は、

社会保障税が 12.4％、自営所得が単身者申告では

20 万ドル（ただし、夫婦合算申告では 25 万ドル、

夫婦個別申告では 12 万 5,000 ドル）以下の場合に

は、メディケア税が 2.9％です。このしきい値を超

えるときには 0.9％のメディケア税が追加されま

す（2019 年）（IRC 1401 条）。納付税額のうち半分

は所得税の申告の際に控除できます。様式 1040〔連

邦個人所得税申告書〕に別表 SE〔自営業者税（Form 

1040：Self-Employment Tax）〕を添付して申告し

ます。

　仲介デジタル・プラットフォーマーのアプリを

使って、ライドシェアリング（相乗り）で運転者

として自営する人、ホームシェアリング（民泊）

でホストをして自営する人や便利屋業務で助っ人

として自営する人たちは、純収益（net-earning）、

つまり所得額が、年 400 ドルを超えると、自営業

者税の申告納税義務を負います。この種の自営業

者は、いわゆる「独立契約者／請負の個人事業者

（independent contractor）」のような存在です。

源泉徴収なしで支払を受けることができますが、

前年の所得額によっては予定納税の対象にもなり

ます。シェアリング取引に関与するギグワーカー

は、「名ばかり事業者」で、超零細事業者が多いの

が現実です。また、ギグワーカーは、勤め人から

の転職者も多いわけで、複雑で過重な自営業者税

は重荷なわけです。

◆ フリーランサー／ギグワーカーは、給与所得
者か、事業所得者か

　　アメリカでは、仲介デジタル・プラットフォー

マーのアプリを介して、フリーランスでライドシェ

アリング（相乗り）の運転者や便利屋として働く

人は、請負者（contractor）か、あるいは被用者

（employee）かで、大きな争いがあると聞きますが。

（石村）アメリカでは、フリーランスで働く人たち

（フリーランサー）、和製英語のいわゆる「フリー

ター」は、連邦課税取扱上、これまでは一般に、

事業所得者とされてきました。しかし、雇用類似

の働き方をして

いるフリーラン

サーの人たち／

ギグワーカーの

くらしや健康を

護るために、最

低賃金、労災保

険、健康保険、 ギグワーカーの叫び　（public use） ギグワーカーの叫び　（public use）



雇用保険、残業代、有給休暇などの適用対象とな

る給与所得者にあたるのではないかと議論されて

きました。

　この背景には、新自由主義の蔓延で、確たるセー

フティネット保証がなく、フリーランサー／ギグ

ワーカーの置かれている状況がますます厳しさを

増していることへの反発もあります。請負者なの

か、従業者／被用者なのかについては、州の雇用

保険不服審査機関や裁判で争われています。しか

し、判断は不服審査機関や裁判所により異なり、

集約されていません。ライドシェアリング（相乗り）

の就労仲介プラットフォーム IT 企業であるウー

バー（Uber）のケースで、フリーランスで働く者

／ギグワーカーは、そのプラットフォーム IT 企業

の被用者（従業者）であるとする見方とその根拠は、

次のとおりです。

　一方、同じくウーバー（Uber）のようなライドシェ

アリング運転者で、フリーランスで働く者／ギグ

ワーカーは、独立契約者（請負の個人事業者）で

あるとする見方とその根拠は、次のとおりです。
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【図表 6】 フリーランスで働く者は、被用者（従業者）【図表 6】 フリーランスで働く者は、被用者（従業者）
であるとする見解であるとする見解

◎カルフォルニア州雇用保険不服審査会の見解　

　ウーバー（Uber）のライドシェア（相乗り）の運転

者は、被用者（employee）である。

《理由》《理由》

・ ウーバー（Uber）は、交通サービスを提供する事業

を行っている。

・ アプリを利用する場合、運転者は、ウーバーアプリ

によって発見できた乗客だけを拾うことができ、か

つ、ウーバーのサインを表示することができる。

・ウーバーが料金をコントロールしている。

・ 運転者は、ウーバーに認定され、履歴を審査され、

かつビデオ研修を修了なければならない

・ ウーバーは、顧客から活動的ではない、または評価

が低いことを理由に運転者との契約を終了できる。

◎  2018 年 4 月 30 日のカリフォルニア州最高裁判決

（Dynamex Preparations West, Inc. v. Superior 

Court of Los Angeles（4 Cal. 5th 903）／ダイ

ナメックス判決）

　ダイナメックス事件では、ダイナメックス販売会社

（D 社）のフリーランスの配送運転者（原告）が、自

分の車を使用ながらも、仕事中は D 社の制服の着用を

義務づけられていることなどを理由に、独立契約者（請

負の個人事業者）ではなく、D 社（被告）の従業者／

被用者であり、労働法上の保護や健康保険加入などの

保護を受ける権利が侵害されているとして訴訟を起こ

し、裁判所に判断を求めたものである。加州最高裁は、

原告は独立契約者（請負の個人事業者）ではなく、被

告の従業者／被用者であるとの判断を下した。この判

決で、加州最高裁は、「独立契約者（請負者／個人事

業者）」であると判断するための次のような 3 つの判

定基準（ABC テスト）を示した。

《ABC テストの概要》《ABC テストの概要》

・ テスト A　 労働者は、その仕事の遂行にあたり、そ

の企業の監督および命令から自由でなけ

ればならない。

・ テスト B　 労働者は、その企業の通常業務外の仕事

を遂行している。

・ テスト C　 労働者は、仕事を請ける企業と同じ種類

の仕事をする独立した事業を有している。

【図表 8】 フリーランスで働く者は、請負の個人事業者【図表 8】 フリーランスで働く者は、請負の個人事業者
であるとする見解であるとする見解

◎フロリダ州上訴裁判所の判決　

　ウーバー（Uber）のライドシェア（相乗り）の運転

手は、請負業者（contractor）である（McGillis v. 

Dept. of Economic Opportunity, Florida App. Ct., 

Feb. 21, 2017）。

《理由》《理由》

・ ウーバー（Uber）と運転者との契約で運転者は被用

者ではないと規定している。

・運転者が自分の乗用車を使っている

・ 運転者は、ウーバーから指示なしに自分の時間を設

定できる。

・運転者は、ウーバーの競争相手のために運転ができる。

・ウーバーではなく、乗客が運転者を評価している。

・ 運転者は、ウーバーから、源泉徴収票（Form W-2）

ではなく、雑収入報告書（Form 1099- ｋ）を受け取っ

ている。

・ ウーバーが、運転者をプラットフォームから降ろす

のは、評価が低いことの結果ではない。

・ 仮にウーバーの主たる事業が交通サービスを提供す

ることにあるとしても、このことだけで判断を下せ

ない。

◎ テキサス州労働委員会（Texas Workforce Commission）

の見解　

　デジタルアプリを通じて就労する者はすべて請負者

／独立契約者とみなす。したがって、仲介デジタル・

プラットフォーム企業は、従業者対象の雇用保険には

加入する必要がない（2019 年 4 月 9 日通達）。

◎ 連邦労働関係委員会（National Labor Relations 

Board）の見解　

　ライドシェアリング（相乗り）の運転者は、従業者

／被用者ではない。
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◆ カリフォルニア州でギグワーカーを従業者と
する新法（AB5）が成立

カリフォルニア州議会は、フリーター／ギグ

ワーカーを、就労仲介型プラットフォーム企業の

被用者／従業者とみなす新法（加州ギグワーカー

保護法／ AB5）を制定し、2020 年 1 月 1 日から施

行することになったとのことですが。

（石村）そうです。カリフォルニア州議会の上下

両 院（California 

Assembly＆Senate）

は、通称で「加州

ギグワーカー保護

法（California gig 

worker protections 

bill）」 と呼ばれ

る 新 法（AB5） を

通過させました。

2019 年 9 月 18 日に、ギャビン・ニューサム（Gavin 

Newsom）知事の署名を得て成立しました。この法

律（AB5）は、やさしくいえば、カリフォルニア州

では、2020 年 1 月 1 日から、フリーター／ギグワー

カーは、ネット・アプリなどで続けて単発の仕事

の紹介を受けて場合、原則としてその就労斡旋ア

プリを提供している企業などの従業者／被用者と

して扱う、という画期的な内容です。フリーター

／ギグワーカー個人のくらしを護るためのセーフ

ティネット保証を講じようというものです。現行

の加州労働法典（Cal. Labor Code）と州雇用保険

法（Cal. Unemployment insurance code）を改正

するものです。この法律（AB5）案は、加州最高裁

のダイナメックス判決（【図表７】参照）が出た後、

判決に盛られた ABC テストを法制化するために、

2018 年 12 月に州議会に上程されました。

　これまで、ウーバー（Uber）やリフト（Lyft）

の ラ イ ド シ ェ リ ン グ の 運 転 者（rideshare 

driver）、 ア マ ゾ ン（Amazon）、 ド ア ダ ッ シ ュ

（DoorDash）、ポストマスター（Postmaster）やウー

バーイーツ（UberEats）などの配送運転者（delivery 

driver）のようにフリーランスの就労者／ギグワー

カーは、独立契約者／請負者と判定されてきまし

た。常勤の従業者／被用者に適用になる州や連邦

の労働法や社会保険法上の保護の対象から外すこ

とが主なねらいです。しかし、彼らギグワーカーは、

いわゆる「名ばかり個人事業者」なわけです。38

万 5,000 人を超えるウーバー（Uber）のライドシェ

アリングの運転者が、ウーバー（Uber）を相手に、

「我々は従業者だ。独立契約者ではない。」と訴えて、

全米各地で訴訟を起こしています。

　こうした名ばかり事業者／ギグワーカーにと

り、カリフォルニア州の新法（AB5）は「朗報」で

す。しかし、請負で安価な専属の配送運転者を確

保してきた企業やライドシェアリングその他の就

労仲介型プラットフォームでギグワーカーを使っ

てきた企業にとっては「悪夢」と映ります。これ

らの業界は、当初は「AB5 絶対反対！」、AB5 法案

の州議会上院を通過後は「適用除外の拡大」を求

めて、州議会に強力なロビイング（議会工作活動）

を続けました。就労仲介型プラットフォーム IT 業

界は、フリーランスの就労者／ギガワーカーを指

揮・監督などしていないと訴えました。これに対

して、ギグワーカーを支援する学者や識者は、こ

れら企業が、スマホアプリのアルゴリズム（自動

情報処理手順）を使って雇用類似の働き方をする

フリーランスの就労者を従業者／被用者のように

指揮・管理していると主張しました。結果的には、

市場万能主義、新自由主義で痛めつけられるフリー

【図表 9】 加州のダイナメックス判決から AB5 成立まで【図表 9】 加州のダイナメックス判決から AB5 成立まで
の経緯の経緯

◎ 2018 年 4 月 30 日加州最高裁ダイナメックス判決 

　一販売会社の配送運転者の就労上の地位、つまりそ

の会社の従業者／被用者か、独立契約者／請負の個人

事業者かを争ったもの。判決は、配送運転者は、当該

販売会社の従業者／被用者であると判断。この判決で、

裁判所は、「独立契約者（請負の個人事業者）」である

とするための次のような判定基準を提示。

《ABC テストの概要》《ABC テストの概要》

・�テスト A　 労働者は、その仕事の遂行にあたり、その

企業の監督および命令から自由でなけれ

ばならない。

・�テスト B　 労働者は、その企業の通常業務外の仕事

を遂行している。

・�テスト C　 労働者は、仕事を請ける企業と同じ種類

の仕事をする独立した事業を有している。

◎加州 AB5〔ギグワーカー保護法（案）〕（下院法案 5号）　　

　ダイナメックス判決に示された ABC 判定基準の法制

化がねらいの法律（案）

・2018 年 12 月に加州議会に提出

・2019 年 5 月 29 日に加州議会下院を通過

・ 2019 年 9 月 18 日に加州議会上院を通過、州知事の

署名を得て成立

・2010 年 1 月 1 日に AB5 を施行

《AB5 ／ギグワーカー保護法と適用除外》《AB5 ／ギグワーカー保護法と適用除外》

　弁護士、医師、歯科医師、美容師、会計士、保険代

理人、技術者、不動産屋、ファイナンシャルアドバイ

ザー、一定の医療従事者は、AB5 の適用除外

AB5成立を叫ぶ労働団体（public use）AB5成立を叫ぶ労働団体（public use）



ターを護らなければならないという州議会のリベ

ラルな流れは変わりませんでした。新法（AB5）は、

2020 年 1 月 1日に施行されます。施行後、ウーバー

（Uber）やリフト（Lyft）といったライドシェアリ

ングのみならず、他の就労仲介型プラットフォー

ム IT 企業、さらには請負で専属の配送運転者な

どを確保してきた企業は、フリーランスの運転者

や就労者を従業者／被用者として扱い、最低賃金、

労災保険、健康保険、雇用保険、残業代、有給休

暇などを保証しなければならなくなります。ま

た、雇用関係税の負担も強いられてきます。今後、

ニューヨーク州など他の州でも、こうした法規制

の動きが強まれば、就労者を紹介するウーバーイー

ツ（UberEats）やタスクラビット（Task Rabbit）

のような就労仲介型プラットフォーム IT 企業のビ

ジネスモデルそのものが崩壊するのではないか、

という見方もあります。就労仲介型プラットフォー

ム IT 業界は、時間あたりの標準賃金や集団交渉権、

労災補償などを認めることで妥協の途を探ってい

ます。加えて、カルフォルニア州の就労仲介型プ

ラットフォーム IT業界は、2020 年にこの新法（AB5）

の廃止に向けた州住民投票に打って出る構えです。

この新法（AB5）の成立を推進してきた加州労働者

連合（California Labor Federation）は、一切の

妥協を拒否しています。ただ、連邦労働関係委員

会（NLRB）は、「ギグワーカーは独立解約者／請負

の個人事業者である」との姿勢を崩していません。

トランプ政権は、カリフォルニアのような環境保

護などで住民本位のリベラルな政治をめざす州に

対する締め付けを強めています。ギャビン・ニュー

サ ム（Gavin 

Newsom）知事

は、 連 邦 政

府や就労仲

介型プラッ

トフォーム

IT 業界から

の抵抗で、難

しい舵取りを迫られるかも知れません。

　カリフォルニア州（加州）のギグワーカー保護

法（AB ５）を施行されると、フリーランサー（フリー

ター／ギグワーカー）が、就労仲介型プラット

フォーム IT 企業のアプリで仕事を探し、労務サー

ビスを提供すると、加州とその他の州では、次の

ようになります。

 AB5 の施行に伴い、

カリフォルニア州に

何十万人ものライド

シェアリング運転

者、特定企業専属の

請負配達運転者その

他の独立契約者、つ

まり「名ばかり個人

事業者」は、従業者／被用者とされ、労働者とし

ての保護を受けられることになります。恩恵の範

囲は、失業保険（unemployment insurance）、健康

保険補助（health care subsidies）、親権行使有

給休暇（paid parental leave）、残業代（overtime 

pay）、 労 災 補 償（workers’ compensation）、 最

低賃金保証（guaranteed hourly minimum wage）、

その他の社会保障雇用主負担（social security 

contributions）にまで及びます。一方、AB5 の施

行に伴い、とりわけ就労仲介型プラットフォーム

IT 企業は、従業者 1 人あたり年 3,600 ドルの健康

保険その他の社会保険、各種雇用関係税などの負

担増になると見積もられています。カリフォルニ

ア州でギグカーカーを雇う大手企業の負担増は、

年約 3 億ドル（約 300 億円超）にも及ぶところも

あると報じられています。AB5施行に伴い、ユーバー

（Uber）やウーバーイーツ（UberEats）のような就

労仲介型プラットフォーム IT 企業は、そのアプリ

を使って就労機会を得ているギグワーカーが自ら

の従業者／被用者と法認される結果生じる負担増

分を、消費者に転嫁するか、あるいは、廃業する

かのいずれかの選択を迫られることになるのでは

ないでしょうか。その一方で、AB5 は、カリフォル

ニア州に、財政面で年 70 億ドル（約 7,000 憶円）

程度の税収増をもたらすことになると見積もられ

ています。
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【図表 10】 フリーターは従業者か、請負者か（2020 年 1【図表 10】 フリーターは従業者か、請負者か（2020 年 1
月 1 日以降）月 1日以降）

・カリフォルニア州（加州）の場合 

　特定企業の請負契約配送運転者や就労仲介型プラッ

トフォーム IT 企業のアプリで就労するフリーターは、

原則として、当該特定企業ないし就労仲介プラット

フォーム IT 企業の従業者／被用者とみなされる。

・加州以外の州の場合 

　特定企業の請負契約配送運転者や就労仲介型プラッ

トフォーム IT 企業のアプリで就労するフリーターは、

原則として、請負者／個人事業者とする。

ギャビン・ニューサム知事（public use）ギャビン・ニューサム知事（public use）

AB5 の成立を喜ぶAB5 の成立を喜ぶギグワーカーギグワーカー
（public use）（public use）
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◆シェアリングエコノミーと法定資料

　　

　　法定資料面からみた場合、たとえば、ライド

シェアリング（相乗り）の運転者への成果支払が、

事業所得か給与所得かでどのような違いがあるの

でしょうか。

（石村）雇用主（employer）は、被用者／従業者

（employee）に「給与所得の源泉徴収票（FormW-2：

Wage and Tax Statement）」を交付することに

なっています。これに対し、請負業者などには、

取引相手は、「雑収入（雑総所得）報告書（Form 

1099-MISC：Miscellaneous Income）」 を 交 付 す

ることになっています。加えて、2012 年より、

「カードおよび第三者ネット取引支払報告書（Form 

1099-k: Payment Card and Third Party Network 

Transactions」が導入されました。一般に、「カー

ド／モバイル端末払雑収入（雑総所得）報告書」

とも呼ばれます。連邦課税庁（IRS）や州課税庁な

どに提出する必要があることからその副本を含め

複数の綴りになっています。

　Form 1099-k は、クレジットカードで受け取った

収入やスマホを使ったモバイルペイなどのネット

決済を通じて得た収入を課税庁（IRS）に報告させ

ることがねらいの報告書です。したがって、例えば、

法定額を超えるライドシェアリング（相乗り）の

運転者への支払については、ライドシェアリング

を仲介するプラットフォーム IT 企業が、運転者お

よび課税庁（IRS）の双方に Form 1099-k を送るこ

とになります。

　カード／モバイル端末払雑収入報告書（Form 

1099- ｋ）制度が導入されていますが、「取引額が

2 万ドルかつ年間 200 取引超」としきい値が高い

わけです。このため、実際には、フリーランスで

ライドシェアリング（相乗り）の運転者や便利屋

として雇用類似の働き方をする人たち／ギグワー

カーの多くは、就労仲介型プラットフォーム IT 企

業から Form 1099-k の交付を受けていないわけで

す。ただ、Form 1099-k の交付実務は、プラット

フォーム IT 企業により異なるようです。例えば、

ライドシェアリング（相乗り）のプラットフォー

ム IT 企業のウーバー（Uber）の場合は、このしき

い値とは無関係に、フリーランスの運転者に成果

支払があれば、Form 1099-k を交付しています。一

方、民泊仲介デジタル・プラットフォーマーのエ

アビーエンドビー（Airbnb）は、厳格にこのしき

い値（基準）を護っています。このため、エアビー

ウーバーイーツのビジネスモデルウーバーイーツのビジネスモデル

ユユ
ーザー（消費者／発注者）は、ウーバーイー

ツ（UberEats）の飲食宅配代行サービス

アプリ（PC 対応のウェブブラウザや、アッ

プルのiOS、Android対応のスマホアプリ）を使い、

ウーバーイーツと提携している飲食店のメニュー

をネットでみて飲食物を注文し、宅配を受け、代

金を支払うことができる。このアプリは、ユーザー

の居場所を探知するとともに、現時点で営業して

いる飲食店を表示する。注文すると、飲食物の代

金と宅配料を合わせた総支払額が提示される。ま

た、配達員に対しチップを渡す機能もある。宅配

料は、従来一律 4 ドル 99 セントだった。しかし、

2018 年 8 月に距離に応じて変動する価格に変更

しており、現在 2 ドルから 8 ドルの範囲になって

いる。支払いは、ウーバー（Uber）に登録された

クレジットカード、デビットカードで行う。注文

した飲食物は、フリーランスの配達員により、車、

バイク、自転車、徒歩で配達される。注文後に配

達状況を追跡することができる。

　配達員はウーバーイーツの従業者ではなく、「名

ばかり個人事業主」として働いており、労災や雇

用保険などが適用されない。米加州の新法（AB5

／ギグワーカー保護法）は、特定企業の請負契約

配送運転者や就労仲介型プラットフォーム IT 企業

のアプリで就労するフリーターは、原則として、

当該特定企業ないし就労仲介プラットフォーム IT

企業の従業者／被用者とみなすことにし、労災や

雇用保険の適用など労働条件の大幅な改善を義務

付けるものである。ウーバーイーツのようなモバ

イルアプリを使ったプラットフォームビジネス・

モデルが崩壊の危機にあるとの見方もある。

【図表 11】 カード／モバイル端末払雑収入報告書（受【図表 11】 カード／モバイル端末払雑収入報告書（受
領者用副本 B）サンプル領者用副本 B）サンプル

コ ラ ム ③③



エンドビー（Airbnb）のホスト（民泊提供者）の

なかには、2万ドルをはるかに超える成果受取額は

あるものの、200回の取引を超えていないことから、

エアビーエンドビー（Airbnb）から Form 1099-k

の交付をうけていないケースもあります。税の抜

け道になっているのではとの批判につながってい

るわけです。

　いずれにしろ、雇用契約のもとにある従業者／

被用者の場合、雇用主が、連邦所得税、雇用関係

税（payroll taxes）や州所得税を天引き徴収し連

邦や州に納付します。従業者は、雇用主から給与

所得の源泉徴収票（Form W-2）の交付を受けると、

それを添付して確定申告書を作成します。これに

対して、雇用類似の働き方をしているのにもかか

わらず請負契約の基にあるフリーランサー／ギグ

ワーカー（提供者）の場合は、就労仲介型プラッ

トフォーム IT 企業のアプリを通じて仕事を得て消

費者／利用者と請負の形で働きます。先にふれた

ように、原則として収入を受け取る際には、労働

契約（被用者）の場合のような源泉所得税の天引

き徴収はありません。その代わり、フリーランサー

／ギグワーカーは、四半期に一度、予定納税をし、

連邦所得税や自営業者税を納めなければなりませ

ん。その際に、フリーランサー／ギグワーカーは、

翌年度のはじめに就労仲介型プラットフォーム IT

企業から交付を受ける Form 1099-k に記載されて

いる収入額を基に、確定申告書の作成をします。

雇用契約の従業者／被用者に比べると、請負契約、

フリーランス働く人たち／ギグワーカーのタック

ス・コンプライアンス（自発的納税協力）負担は

重いわけです。不慣れな記帳、課税庁からのお尋ね、

税務調査・・・と苦難が続いても、生活がギリギ

リで、税金の知識が皆無に近いフリーランサー／

ギグワーカーには、税務専門職にアドバイスを求

める余裕がないわけです。こんなところにも、働

く者の側から「フリーランスで働く我々は被用者、

労働者である！」という声があがり、雇用保険審

判や裁判で争われる理由があるわけです。

　加えて、仲介アプリを提供しているウーバー

（Uber）やタスクラビット（Task Rabbit）のよう

な就労仲介型プラットフォーム IT 企業が雇用主

（employer）と解されると、これらプラットフォー

ム IT 企業に、各種社会保険や雇用関係税の雇用主

負担が求められてきます。本来被用者／従業者と

して就労している人たちを自営業者に見立てて、

各種社会保険の雇用主負担分を削る役割を、ウー

バー（Uber）のような就労仲介プラットフォーム

企業が担っているのではないか、と大きな疑問符

がついているのも事実です。仮にウーバー（Uber）

ないしリフト（Lyft）が、「働いても貧しい人た

ち」（ワーキングプア／ the working poor）の製造

マシンとして機能しているとすれば、社会的に受

け入れられない存在になるかも知れません。カリ

フォルニア州がその一例です。同州では、州議会

がギグワーカー保護法（AB ５）を制定し、2020 年

1 月 1日から施行することになりました。これに伴

い、ウーバー（Uber）のような就労仲介型プラッ

トフォーム企業は、自らの仲介アプリで就労の機

会を得ているフリーランサー／ギグワーカーを従

業者／被用者として取り扱わなければならなくな

ります。このことから、雇用主として、各種社会

保険負担に加え、雇用関係税の納付が問題になっ

てきます。また、加州の就労仲介型プラットフォー

ム IT 企業は、就労者への給与支払の際の連邦の源

泉所得税の天引き徴収や、支払調書としてこれま

での Form 1099-k に換えて Form W-2 を交付する必

要がでてくるのではないかと思います。もっとも、

現時点では定かではありません。

◆課税庁（IRS）の雇用関係税負担回避対策

　　ギグ経済が拡大するなか、消費者に労務を提

供するフリーランスの就労者／ギグワーカーが雇
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【図表 12】シェアリングエコノミーと主な法定資料【図表 12】シェアリングエコノミーと主な法定資料

・源泉徴収票（Form W-2） 

　雇用主が被用者に支払った給与所得と源泉徴収票。

・雑収入報告書（Form 1099-MISC） 

　独立契約者／請負業者などが取引相手（支払者）か

ら受け取った雑収入報告書。支払者は、雑収入報告書

（一部）と雑収入集計表（Form 1096 Annual Summary 

and Transmittal of U.S. Information Returns）を

課税庁（IRS）に提出する。ただし、労働サービスに

ついては、年 600 ドルを超える場合に限る。

・カード／モバイル端末払雑収入報告書（Form 1099- ｋ） 

　クレジットカードやモバイル端末払いで請負者な

どが決済企業（PSE=payment settlement entity）か

ら交付を受ける年次（1 月～ 12 月）の雑収入報告書。

PSE は、税法（IRC）上、取引額が 2 万ドル以上で年

間 200 取引を超えた場合に限り、Form 1099-k の交付

義務を負う。ウーバーなどのプラットフォーム IT 企

業（PSE）は、Form 1099-k を連邦課税庁（IRS）や州

課税庁、さらには受領者／請負者に交付する。交付を

受けた納税者（請負者／個人事業者）は、IRS および

州課税庁への確定申告の際に申告書にその副本を添付

して提出する。オンラインの電子申告（e-file）が可能。
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用関連税などの負担を回避する、あるいは、事業

者が、フリーランスの就労者／ギグワーカーを請

負契約で雇い、雇用関連税などの負担を回避しよ

うとする動きがあると思います。こうした動きに、

連邦課税庁（IRS）は、何か具体的な対応策を講じ

ているのでしょうか？�

（石村）連邦課税庁（IRS）は、従業者／被用者に

あたるか、独立契約者／請負者の貴人事業者に

あたるのかに関する 20 の判定基準（20-factor 

test）などを定立し、課税の明確化に努めてきて

います。（Revenue Ruling 87-41）。近年、判定基

準を 3つの行動基準（3 behavioral analysis: 行

動統制、財政統制、当事者間関係）に改めました（IRS 

Publication 15-A）。この判断基準を持ってしても、

従業者か請負者か事実認定が難しいケースも多く、

この分類に関しては、IRS による税務調査でも常に

問題になっています。

　ちなみに、IRS は、2011 年 9 月から、新たな「自

発的労働者分類和解プログラム（CCSP=Voluntary 

Classification Settlement Program）」 を 開 始

しています。このプログラム（CCSP）は、これ

まで労働者を独立契約者／請負の個人事業者

（independent contractor）にアレンジ・分類し、

従業者である場合に求められる雇用関係税を納付

しないできた企業（雇用主）に、溜まった過去の

未払い分を少額で済ませることを可能にしたもの

です。労働者分類に問題を抱えている企業（雇用主）

は、IRS の税務調査を受ける前に、申請してこのプ

ログラム（CCSP）に参加すれば、「フレッシュ・ス

タート」を切れることになります。このプログラ

ム（CCSP）に申請するには、次のような要件を充

たす必要があります。

　このプログラム（CCSP）に申請する企業（雇用主）

は、就労者を従業者／被用者（employees）として

取り扱うことを開始する少なくとも 60 日前に申請

書【様式 8952 自発的労働者分類和解プログラム申

請書（Application for CCSP）】を IRS に提出しな

ければなりません。

　このプログラム（CCSP）に参加が認められた企

業（雇用主）は、過年に非従業者と分類された労

働者の支払った金額の 1％分を納付すれば済みま

す。利子税その他の附帯税も課されません。過年

にこれら労働者に支払った金額に関する税務調査

もありません。これら企業（雇用主）は、このプ

ログラム（CCSP）に 3 年間参加するように求めら

れます。ただし、これらこのプログラム（CCSP）

に通常適用になる 3 年間の消滅時効（statute of 

limitations）は、6年に延長されます。

　新たにカルフォルニア州のギグワーカー保護法

（AB5）に盛られた ABC テストも加わり、判定基準

がより複雑になることが危惧されます。

◆超零細事業者の出現と納税申告のあり方

　　一般に、ネット経済市場を通じたシェアリ

ングエコノミー／ P2P 経済／ギグ経済の興隆

は、実は、新たな超零細企業経済（new� extra�

microbusiness� economy）つくりにつながっている

のはないかとの批判もあるとのことです。あらた

に大量に出現した超零細事業者に、現行税法に従っ

て厳格な納税申告義務を課すことは、正しい方向

なのでしょうか？

（石村）ウーバー（Uber）のライドシェアリング（相

乗り）仲介アプリを使って運転者として働いてい

る人たち／ギグワーカーの 50％超が、週 30 時間程

度、300 ～ 500 ドルの収入で働いているのが実態と

の調査データがあります。その一方で、子守や買

物代行のような便利屋として働いている人たちに

いたっては、月 300 ドル程度の収入との報告もあ

ります。ですから、まともな社会保険や雇用保険

もなく働いている割には低収入だと批判されてい

るわけです。他社のシェリング仲介アプリで就労

先（消費者）を探して働いている人たちの多くも

同じような状況ではないでしょうか。シェアリン

グから得る果実は「資産＋労働」の要素で構成さ

れることから、所得類型からすると、「給与」では

なく「事業」（または「雑」）になります。課税庁

サイドからすれば、「事業所得者」は、いかに零細

であろうとも、事業所得者としての厳正なタック

ス・コンプライアンス（自発的納税協力）義務を

果たすべきだというかも知れません。しかし、課

税の現場では、超零細なシェアリング事業者に対

する効率的な税務調査の難しさ、超零細なシェア

【図表 13】 プログラム（CCSP）への申請資格【図表 13】 プログラム（CCSP）への申請資格

・ 申請人は、過去に労働者を非従業者（nonemployees）

として取り扱ってきた。

・ 申請人は、申請に先立つ過去 3 年間、労働者に発

行する様式 1099〔雑収入（総所得）報告書（Form 

1099: MISC= Miscellaneous Income）にかかわる必

要な各種様式を IRS に提出してきた。

・現在 IRS の税務調査を受けている状態にない。

・ 現在連邦労働省（Department of Labor）または州

の労働者の分類を所管する機関の調査を受けている

状態にない。



リング事業者の家事関連費の不透明さを解消する

のは至難な常態です。加えて、「名ばかり事業者」

に、独立事業者／請負の個人事業者（independent 

contractor）として過重な納税面での負担を課す

のは、人権を侵害するのではないかという声もあ

ります。すでにふれたように、ライドシェアリン

グ（相乗り）運転者の事業所得の計算にあたり、

走行距離に基づく概算控除（standard mileage 

method）の選択を用意したのも、こうした声に応

えた結果です。

　税法研究者のなかには、税法に、ネット経済市

場を通じてギグエコノミー（gig economy）、つま

り単発の仕事を発受注する就労を担っている新た

な零細事業所得者（new microbusiness earners）

カテゴリーを用意し、納税申告手続の簡素化を急

ぐべきだとする声もあります。具体的には、フリー

ランスで働くギグワーカーを個人事業者であると

みるとしても、まさに「名ばかり事業者」、超零細

事業者であることから、記帳義務などの必要のな

い、総収入額を課税ベースとした簡便な申告分離

課税（gross receipt tax at lower rates）の拡

大などで対応すべではないかとする意見もありま

す。また、ギグワーカーやシェアリングビジネス

モデル向けの新たな情報申告、法定資料の仕組み

を用意してはどうか、との意見もあります。現実

的な対応ということでしょう。しかし「名ばかり

超零細起業家」つくりにストップをかけるのが先

だ、とする声もあります。まさに、こうした声に

応えたのが、2019 年 9 月 18 日に成立したカルフォ

ルニア州のギグワーカー保護法（AB5）です。

◆  IRS「シェアリングエコノミー納税センター」とは

　　連邦課税庁（IRS ／内国歳入庁）は、「IRS

シェアリングエコノミー納税センター（Sharing�

Economy� Tax� Center� IRS）」を立ち上げて、フリー

ランスの超零細納税者のタックス・コンプライアン

ス（自発的納税協力）の向上、便宜に応えていると

のことですが、業務内容について教えてください。

（石村）安価な労働力を探している消費者や企業が

増えることはあっても、減ることはないわけです。

ライドシェアリング（相乗り）運転者の仲介をす

るウーバー（Uber）やリフト（Lyft）、家事・便利

屋（odd-job facilitator）サービスを仲介するタ

スクラビット（Task Rabbit）やハンディ（Handybook 

Inc.）のような、就労仲介デジタル・プラットフォー

マーは、安価な労働力を紹介するとのことで大人

気なわけです。しかし、ネットを通じた実質的な

労働者派遣のような有料の仲介サービスに対して

は、労働法上、税法上、さらには各種社会保険上

などの面でさまざまな問題を抱えているわけです。

　こうした法制上の問題が山積するのをしり目に

見ながらも、ネット経済市場を通じてシェアリン

グエコノミー／ P2P 経済／ギグ経済を担う新た

な超零細事業所得者（new extra microbusiness 

income earners）／ギグワーカーが続々と誕生し

ています。その陰で、伝統的な給与所得者からの

税収が目減りしてきています。連邦課税庁（IRS）は、

フリーランスの超零細納税者のタックス・コンプ

ライアンス（自発的納税協力）問題に真剣に取り

組まざるを得なくなってきているわけです。連邦

課税庁（IRS ／内国歳入庁）がネット空間に「IRS

シェアリングエコノミー納税センター（Sharing 

Economy Tax Center IRS）」を立ち上げた理由で

す。センターの業務内容としては、情報提供サー

ビスが中核を占めています。仲介デジタル・プラッ

トフォーマーのアプリを使ってフリーランスの仕

事を得た者／ギグワーカーの所得の申告義務、そ

の者は課税取扱い上、従業者（給与所得者）にあ

たるのかそれとも自営業者（事業所得者）にあた

るのかの判定基準、自営業者にあたる場合にかか

る租税の種類、事業上の必要経費の控除、減価償

却、ホームレンタルの課税ルールなどです。これ

まで、対論でお話したようなシェアリング取引か

ら得た果実に関する課税取扱いを、IRS の Web ／

HP で閲覧できるようにしたものです（https://

www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-

employed/sharing-economy-tax-center）。

◆ 問われる「オンデマンド労働プラットフォー
ム」の所在

　　ライドシェアリング（相乗り）運転者の仲介

をするウーバー（Uber）や家事・便利屋（odd-job�

facilitator）サービスを仲介するタスクラビット

（Task� Rabbit）やハンディ（Handybook� Inc.）の

ような、就労仲介デジタル・プラットフォーマー

／プラットフォーム企業は、安価な労働力の供給

を狙いとした「オンデマンド労働プラットフォー

ム（on-demand�work�platforms）」と揶揄されると

のことです。単発（on�demand）の仕事の仲介が、ネッ

トでできるようになり、その結果、労働の商品化・

低価格競争が激しくなり、ますますフリーランス

の就労者（フリーター／ギグワーカー）は追い詰
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められているように思います。私たち市民は、労

働力のネット空間取引やネット仲介にもっと関心

を払う必要があると思います。

（石村）ウーバー（Uber）は、「ウーバーイーツ

（UberEats）」を新たに立ち上げ、わが国（ウーバー

イーツジャパン／ UberEats Japan）でも、料理宅

配サービスを始めています。これはライドシェアリ

ングに似たプラットフォームビジネス・モデルです。

　ウーバーイーツは、わが国で、ネット経済市場

を通じてギグエコノミー（gig economy）、つまり、

ネット、プラットフォームを通じて単発の仕事を

受発注する就労形態を担う 1 万５千人を超えるフ

リーランス（フリーター）配達員の確保が目標だ

そうです。ギグエコノミーでは、「個人 対 個人」

よりは「個人 対 法人」の取引が多いと思います。

本来シェアリングエコノミーでは「個人 対 個人」

の取引という縛りがあります。このことから、ギ

グエコノミーとシェアリングエコノミーとは区別

してとらえる考え方もあります。一方で、ギグエ

コノミーとシェアリングエコノミー、さらには、

プラットフォームエコノミー（platform economy）

は、労働力提供者の課税取扱いの面ではほぼ同じ

で、あえて、区別してとらえる必要はない、とす

る見方もあります。話を戻しますが、ウーバーイー

ツジャパンは、配達員安全運転の講習は行うとし

ていますが、納税教育のついてはふれていません。

こうした就労仲介プラットフォーム IT 企業のリー

ダーは、「私どもは、誰にも縛られずに、働きたい

ときに働く人たちを支援する仕組みをつくる」な

どと、真顔で「夢」を語ります。語りぶりの良さ

は認めます。しかし、実際は「働いても貧しい層」

（ワーキングプア）のフリーター、大量の非正規労

働者製造マシンとして機能し、むしろ「悪夢」に

つながらないか、不安が募ります。2019 年 10 月 3

日、ウーバーイーツジャパンの配達員が 17 人で、

労働組合を結成しました。雇用類似の働き方をし

ている配達員は、同社の従業者ではなく、「名ばか

り個人事業主」として働いているとして、労災や

雇用保険が適用されないわけです。同社は、最近、

配達中の事故でけがをした場合などに補償する制

度を導入しました。

しかし、配達員は

不十分だとして、

労組を通じ会社側

に労災や雇用保険

適用などを含め労

働環境改善を求め

ています（時事通信社 2019 年 10 月 3 日ネット記

事「ウーバー配達員、労組結成」参照）。労組結成

の背景には、米加州の新法（AB5 ／ギグワーカー保

護法）影響があるものと思われます。

　2017 年 の 米 労 働 統 計（BLS=Bureau of Labor 

Statistics）では、アメリカ労働市場のおおよそ

35％、5,500 万人の就労者がオンデマンド（単発）

の仕事で生活の糧を得ているとのことです。2200

年までにその比率は 43％まで上昇すると見積もら

れています。わが国でも、似たような状況にある

のではないでしょうか。しかし、各種社会保険や

労災補償などの雇用主負担なしで低賃金の労働者

を好きなときに雇える「オンデマンド労働プラッ

トフォーム」を野放しにしてはいけないと思いま

す。フリーで働く個人のくらしをトータルに護る

セーフティネットの構築が急務です。わが国の厚

労省も規制の検討を始めているようです。労働行

政の真価が問われています。また、「独立契約者

／請負の個人事業者（independent contractor）」

だとはいうものの、こうした請負の形で労働力を

提供するタイプの労働者、「名ばかり事業者」、に

対する課税のあり方も問われています。ちなみ

に、アメリカでは、就労仲介型プラットフォー

ム IT 企業のアプリを介して就労するフリーラン

サー（フリーター／ギグワーカー）には、請負

契約とのことで、最低賃金、労災保険、雇用保

険、有給休暇もなく、タックス・コンプライアン

ス（自発的納税協力）の容易でないことから、深

刻な社会問題となっていることについては、すで

にふれたところです。連邦取引委員会（FTC=Fair 

Trade Commission）が、2016 年に、「シェアリン

グ経済におけるフラットフォーム IT 企業、参加

者および規制機関が直面する課題（The Sharing 

Economy Issues Facing Platforms, Participants 

& Regulators）」という報告書を公表しています。

この報告書では、請負で働く者や消費者の保護の

ために、どのような法規制が必要なのかを議論し

ています。ちなみに、FTC は、ネット巨人（Tech 

Giants）と呼ばれるデジタル・プラットフォーマー

の 4 強・ガーファ／ GAFA 規制の問題でも動いてい

ます。わが国の公正取引委員会も、GAFA を独禁法

の面から規制をかけようよしています。しかし就

労仲介型プラットフォーム IT 企業、「オンデマン

ド労働プラットフォーム」が、その優越的地位を

利用して労働者から搾取していないかも正面から

問わなければいけません。加えて、アメリカでは、

連邦課税庁（IRS）の納税者権利擁護官（Taxpayer （public use）（public use）



Advocate）も、「オンデマンド労働プラットフォー

ム」の増殖に伴う、就労者のタックス・コンプラ

イアンス（自発的納税協力）と権利擁護とのバラ

ンス確保に頭を悩ましています。ところが、連邦

政府は、新自由主義が闊歩するトランプ政権に率

いられています。人種偏見、格差社会なんでもあ

りの状況です。就労仲介型プラットフォーム IT 企

業の連邦政府により規制はあまり期待できない実

情にあります。しかし、リベラルが多数を占める

カリフォルニア州（加州）議会は違いました。す

でにふれたように、加州議会は、2019 年 9 月 18 日

にギグワーカー保護法（AB ５）を成立させました。

これにより、2020 年 1 月から、就労仲介型プラッ

トフォーム IT 企業のアプリで仕事を探し就労する

フリーター／ギグワーカーを、その就労仲介プラッ

トフォーム企業の従業者／被用者として保護する

法制が稼働することになりました。カリフォルニ

アは、アメリカで最も大きな経済規模を誇る州で

あり、AB ５は、他の州への影響が大きいわけです。

「カリフォルニアがやるなら、全米でやろう」とい

うことで、このようなフリーランス就労者／ギグ

ワーカーをフラットフォーム IT 企業の従業者／被

用者として保護する流れが、全州、さらにはわが

国を含め世界に広がることが期待されます。

　　わが国では、税務調査などで、「名ばかり事業

者」なのか、「従業者」なのかが、しばしば問題に

なります。この背景には、「消費税」の問題があり

ます。アメリカでは、どうなのでしょうか？

（石村）わが国の場合は、請負契約をベースとする

事業者となると、消費税の納税義務が関係してき

ます。課税庁は、税務調査で、できるだけ事業者

とすることで、消費税も取ろうします。この点、

アメリカでは、連邦は、消費税（付加価値税）を

導入していません。ですから、わが国のような消

費税の納税義務をめぐり、事業者か従業者か、ど

ちらに分類されるのかの議論はありません。

（菊池）石村先生、今回は、アメリカのシェアリン

グエコノミー課税について、どのような議論が展

開されているのか、よく勉強できました。新自由

主義の匂いがプンプンします。「ギグエコノミー」

とか「ギグワーカー」とか英語でいわれると、何

となくクールに（恰好よく）みえます。しかし、

物や場所をシャアリングするのはともかく、労働

力をシェアリング、仲介するのは、問題が多いわ

けです。スマホアプリで単発（on demand）の仕

事を見つけて働くのは、一見便利で、ネット全盛

時代にマッチしているようにもみえます。しかし、

働いても貧しい層をつくってしまうのではないか

と心配です。アメリカとは異なり、わが国では、

ネットで仕事を得ているフリーランサー（フリー

ター）の多くは、労働力の提供先は消費者ではな

く、所得税徴収義務を負う企業なのが実情です。

この場合には、給与所得として取り扱われていま

す。これに対して、アメリカの場合、副業ではなく、

本業で請負の形で雇用類似の働き方をしているフ

リーランサー（フリーター）が多く、大きな社会

問題になっているわけです。ともかく、アメリカ

では、オンデマンド労働プラットフォームアプリ

の利用拡大は、現実には、大量の非正規労働者、「名

ばかり事業者」の誕生につながり、格差社会を広げ、

大問題のなっているのがよくわかりました。労働

者の生存権保護の面からも大きな問題があると思

います。年金とかの掛金を払う余裕がなく、将来

の貧困高齢者を大量にうむ原因にもなりかねませ

ん。これは、アメリカでも、日本でも変わりませ

ん。そこで、就労仲介プラットフーム IT 企業のア

プリを使って雇用類似の働き方をするフリーター

を、その仲介プラットフーム IT 企業の従業者／被

用者として保護するカリフォルニア州議会での大

胆な行動には感心しました。目からうろこが落ち

るような新味のあるお話、非常に参考になりまし

た。ありがとうございました。

（石村）わが国の政府や産業界が提唱する「働き方

改革」そのものを疑ってかかる必要があると思い

ます。税理士界も、「オンデマンド労働プラット

フォーム」の増殖や、それに伴い急増するフリー

ランス／非正規で働く人たち／ギグワーカーの税

務について、その根っこにあるフラットフォーム

IT 企業、「就労仲介型プラットフォーム（labor-

intensive platform）」の社会的存在意義も含め、

もっと関心を高めて欲しいと思います。また、税

理士界は、自らがこうした将来の保証なしのギグ

ワーカーつくりに手を染めていないか点検をして

欲しいと思います。ギグワーカー保護法（AB5）の

制定は、きわめて重い意味を持ちます。さすが、

米民主党の牙城であるカリフォルニア州だなと思

います。わが国のリベラルを売り物にする政党は、

カリフォルニア州のギグワーカー保護法に匹敵す

るくらいの法律を用意し、新自由主義で傷ついて

いるフリーター／ギグワーカーのくらしと将来を

約束できるセーフティネット保証を構築する大胆

な発想が必要だと思います。菊池先生、お忙しい

ところ、対論に参加いただき、ありがとうござい

ました。
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ス
マートフォン（スマホ）やスポーツウオッ

チなどのモバイル端末の多くは、位置や

方向（位置情報／位置データ）を判読で

きるアプリを搭載している。こうしたアプリでは、

NTT ドコモのような通信大手の基地局、ソフトバン

クなどの全国 30 万ヵ所の Wi-Fi 発信器、全地球測

位システム（GPS）・通信衛星信号などを通じて受

信した利用者（消費者）の位置情報／位置データ

を通信サービス提供事業者（NTT ドコモ、AU、ソフ

トバンクなど）のサーバーに集積される仕組みに

なっている。こうしたサービス提供事業者は、収

集した大量の位置情報を匿名化し、自治体や流通・

小売企業などに販売している。日本の個人情報保

護法では、「位置情報」を保護すべき個人情報とし

て取り扱っておらず、提供事業者は、持ち主であ

る消費者本人の同意なしに他の企業に譲渡（販売）

することは違法ではないからだ。このため、消費

者本人がどこにいるのか見透かされ、その所在を

企業間で共有することが日常的になっている。ま

た、最近では、終活情報サイト「リクナビ」を運

営するリクルートキャリアが、就活生に無断で内

定辞退率を算出・販売して問題となった。このケー

スでは、オンライン識別子の一つであるクッキー

を使ってネット上の個人データを集めていた。

●
論
評
●



　利用者である消費者が、行きたい店舗や居酒屋

を探す、会議場への行き方を調べる等々、位置情

報と連動する通信サービスには利便性がある。そ

の一方で、利用者がこのサービスを利用する度に

位置データはサービス提供事業者のサーバーに集

積される。そして、消費者本人の知らないところで、

「ターゲティング広告」の標的とされ、ネット広告

企業や配信先企業への提供を野放しにするのは許

されない。他の情報と結びつけると個人を特定で

き、消費者のウエブ上での行動を追跡できる。利

用者個人の住所や日々の大半の行動を割り出すこ

とや、プロファイリング、スコアリングが可能に

なるからである。自己情報のコントロール権の保

障の観点からも大きな問題である。

　公正取引委員会（公取委）は、GAFA や BATH をは

じめとした巨大プラットフォーム IT 企業（PF）が

クッキーなどオンライン識別子を使った位置情報

の収集に対する法規制をかける動きを強めている。

公取委は、2019 年 8 月、PF がオンライン識別子を

使って本人の同意なくネットの閲覧履歴や個人情

報などを収集すれば、独禁法が禁止する「優越的

地位の濫用」とみなすガイドラインを公表してい

る。

　2018 年 5 月に、EU（欧州連合）は一般データ保

護規則（GDPR）を施行した。GDPR は、オンライ

ン識別子を規制対象としている。また、2020 年

1 月 1 日から施行されるアメリカ・カリフォルニ

ア州消費者ブライバシー法（CCPA ＝ California 

Consumer Privacy Act）も、オンライン識別子を

規制対象としている（詳しくは、「加州の CCPA を

読 む 」CNN ニ ュ ー ズ 98 号 http://www.pij-web.

net/data/CNN-98.pdf 参照）。

　「個人情報」は、かなり広い種類の情報やデータ

を含む形で定義されている。オンライン識別子、

IPアドレス、電子メールアドレス、地理的位置（GPS）

データなどもカバーしている。しかし、わが国の

個人情報保護法では、これらを保護の対象から除

いている。

　財界、経団連情報通信委員会は、2019 年 3 月 27

日に、意見書「個人情報保護法の 3 年ごと見直し

に向けて」を公表した。そのなかで、端末 ID やクッ

キーのようなオンライン識別子を使って事業者が

収集した端末情報（閲覧サイトデータ）を新たに

規制対象とすることについては、慎重な対応を求

めている。

　わが国は、2020 年に現行の個人情報保護法を見

直す予定である。政府は、オンライン識別子の利

用規制には及び腰である。しかし、財界の意向を

忖度した個人情報保護法の名ばかり改正は、もは

やゆるされないのではないか。むしろ、EU の GDPR

や加州の CCPA を見習うべきである。オンライン識

別子の利用規制は待ったなしである。

（     常任運営委員・税理士　平野信吾）
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【諭評】位置情報／閲覧履歴を「個人情報」として保護するのは待ったなし！！

●スマホから位置情報を収集する主な仕組み●スマホから位置情報を収集する主な仕組み 
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●主な「オンライン識別子」とは●主な「オンライン識別子」とは

・クッキー（cookie）　

　ある事業者のホームページ（Web サイト）を利用し

たとき、その事業者が、次回から自動的にその利用者

（ユーザー）を識別するための機能または仕組み。ユー

ザーにとり便利だが、その事業者から自動的にメモ、

つまりファイルが送り込まれて、アクセスするたびに

自分のパソコンの中をのぞかれるというのは、プライ

バシーの侵害ではないかとの声もある。

・ビーコン（beacon）　　

　低消費電力の近距離無線技術「Bluetooth Low 

Energy」（BLE）を利用した新しい位置特定技術、また、

その技術を利用した bluetooth 信号を発信するデバイ

ス（発信機）。専用アプリと連動させることで、店舗

に近づいた特定のスマホだけに情報を発信することが

できる。

・ピクセルタグ（pixel tag）　

　ユーザーがウエブサイトにアクセスしたときに、

URL・日時・参照元・端末情報などをデータベースに

保存して、未購入者などに対して再度効率的にアプ

ローチするための使われる html コード

・モバイル広告識別子（mobile ad identifier）　

　モバイルアプリにクッキーはない。その代わりにモ

バイルデバイスのオペレーティングシステムから取得

した識別子。AdID（Android）と IDFA（Apple）など。

これらを使って、事業者は、ユーザーの行動を追跡し、

その情報を広告掲載に活用する。

J T IJ T I
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